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1. 評価概要

島根原子力発電所の敷地内外において貯蔵施設に保管されている有毒ガスを

発生させるおそれのある有毒化学物質（以下「固定源」という。）及び敷地内

において輸送手段（タンクローリー等）の輸送容器に保管されている有毒ガス

を発生させるおそれのある有毒化学物質（以下「可動源」という。）から有毒

ガスが発生した場合に，２号炉の中央制御室，緊急時対策所，及び重大事故等

対処上特に重要な操作を行う地点（以下「重要操作地点」という。）にとどま

り対処する要員（以下「運転・対処要員」という。）に対する影響評価を実施

した。 

スクリーニング評価の結果，島根原子力発電所の敷地内外の固定源には，運

転・対処要員の対処能力が著しく損なわれるおそれのある有毒ガスの発生源は

存在しないことを確認した。また，島根原子力発電所の敷地内可動源に対して

は，スクリーニング評価を行わず防護措置を実施することとし，その他予期せ

ず発生する有毒ガスに対応するための対策を実施することとした。評価結果の

詳細は後述のとおりである。 

本評価では，「有毒ガス防護に係る影響評価ガイド」（平成29年４月 原子力

規制委員会）における「有毒ガス」１及び「有毒ガス防護判断基準値」２の定義

を考慮し，国際化学物質安全性カード等の文献で，人に対する悪影響として吸

入による急性毒性が示されている化学物質を有毒化学物質として取り扱うもの

とする。また，その際は，中枢神経等への影響を考慮する。 

なお，本評価では，危険物火災（大型航空機衝突に伴う火災を含む）により

発生する毒性ガスは評価対象外とする。 

１ 「気体状の有毒化学物質（国際化学安全性カード等において，人に対する悪影響が示され

ている物質）及び有毒化学物質のエアロゾル」 
２ 「技術基準規則解釈第 38条 13，第 46条２及び 53条３等に規定する「有毒ガス防護のため

の判断基準値」であって，有毒ガスの急性ばく露に関し，中枢神経等への影響を考慮し，運転・

対処要員の対処能力（情報を発信する能力，判断する能力，操作する能力等）に支障を来さな

いと想定される濃度限度値をいう。」 
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2. 有毒ガス防護に係る妥当性確認の流れ

有毒ガス防護に係る妥当性確認の流れを第2－1図に示す。また，ガイドへの

対応状況について別紙１に示す。 

第2－1図 有毒ガス防護にかかる妥当性確認 

対象発生源

がある場合

対象発生源

がない場合

6.有毒ガス防護に対する妥当性の判断

5.有毒ガス影響評価
(防護措置等を考慮して実施)

4.スクリーニング評価
(防護措置等を考慮せずに実施)

3.評価に当たって行う事項

3.1 固定源及び可動源の調査 
3.2 有毒ガス防護判断基準値の設定

5.1 有毒ガスの放出の評価 
5.2 大気拡散及び濃度の評価

6.1 対象発生源がある場合の対策 

6.2 予期せず発生する有毒ガスに関する対策 

評価開始

評価終了

4.1 スクリーニング評価対象物質の設定
4.2 有毒ガス発生事象の想定
4.3 有毒ガスの放出の評価
4.4 大気拡散及び濃度の評価

4.5 対象発生源の特定 
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3. 評価に当たって行う事項

3.1 固定源及び可動源の調査 

島根原子力発電所の敷地内の有毒化学物質の調査にあたっては，第3.1－1図

及び第3.1－2図のフローに従い，調査対象とする敷地内固定源及び可動源を特

定した。 

敷地内の有毒化学物質の調査対象の特定にあたっては，別紙２に示すとおり

対象となる有毒化学物質を選定し，該当するものを整理したうえで，生活用品

及び潤滑油やセメント固化の廃棄物のように製品性状により運転員の対処能力

に影響を与える観点で考慮不要と考えられるものについては類型化して整理し，

有毒化学物質の性状，貯蔵量，貯蔵方法等から大気中に多量に放出されるおそ

れがあるか，または，性状により悪影響を与える可能性があるかを確認した。 

敷地外固定源の特定にあたっては，地方公共団体の定める地域防災計画に基

づく調査を行った。さらに，別紙３に示す検討を踏まえ，法令に基づく届出情

報の開示請求により敷地外の貯蔵施設に貯蔵された有毒化学物質を調査対象と

した。 
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第3.1－1図 固定源の特定フロー 

第3.1－2図 可動源の特定フロー 
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3.1.1 敷地内固定源 

国際化学物質安全性カード等を基に有毒化学物質を特定し，敷地内の全ての

有毒化学物質を含む可能性のあるものを整理した。そして，生活用品のように

日常に存在しているものや，セメント固化の廃棄物のように製品性状により運

転員の対処能力に影響を与える観点で考慮不要と考えられるものについては，

調査対象外とし，解説－４の考え方を参考に，第3.1－1図及び第3.1.1－1表の

とおり整理し，有毒化学物質の性状，貯蔵量，貯蔵方法等から大気中に多量に

放出されるおそれがあるか，または，性状として密閉空間にて人体に悪影響が

あるものかを確認した。敷地内固定源の調査結果を第3.1.1－2表に示す。また，

敷地内固定源と中央制御室及び緊急時対策所の外気取入口並びに重要操作地点

の位置関係を第3.1.1－3表から第3.1.1－5表及び第3.1.1－1図から第3.1.1－4

図に示す。 

なお，評価にあたっては，別紙５に示すとおり設備の配置，堰の有無等を考

慮し，有毒化学物質が貯蔵施設から流出した際に，他の有毒化学物質等と反応

して発生する有毒ガスについても考慮した。また，重要操作地点については，

別紙６に示すフローに従い，評価地点を選定した。 
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第3.1.1－1表 調査対象外とする考え方 

グループ 理由 物質の例※1 

調査対象 

調査対象として，貯蔵量，発生源

と評価点の位置関係，受動的に機

能を発揮する設備の有無など必要

な情報を整理する。 

塩酸（35%） 

調
査
対
象
外
※2

固体あるいは

揮発性が乏し

い液体である

こと 

別紙４－２のとおり，揮発性がな

いことから，有毒ガスとしての影

響を考慮しなくてもよいため，調

査対象外とする。 

硫酸，水酸化ナトリ

ウム，低濃度薬品等

ボンベ等に保

管された有毒

化学物質 

別紙４－３，４のとおり，容器は

高圧ガス保安法に基づいて設計さ

れており，少量漏えいが想定され

ることから，調査対象外とする。 

プロパン，ブタン， 

二酸化炭素等 

試薬類 少量であり，使用場所も限られる

ことから，防護対象者に対する影

響はなく，調査対象外とする。 

分析用薬品 

建物内保管さ

れる薬品タン

ク 

別紙４－５のとおり，屋外に多量

に放出されるおそれがないないこ

とから，調査対象外とする。 

屋内のタンク 

密閉空間で人

体に影響を与

える性状 

別紙４－６のとおり，評価地点と

の関係が密閉空間でないことから

調査対象外と整理する 

六フッ化硫黄 

※１：敷地内固定源及び可動源の詳細は，別紙４－７－１，２に示す。

※２：調査対象外とした有毒化学物質に対する防護措置への影響については，

別紙４－８に示す。また，化学除染で使用する薬品の取り扱いについて

は，別紙４－９に示す。 
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第3.1.1－2表 敷地内固定源の調査結果 

系統 設備名称 

有毒化学物質 

貯蔵量 

(m3) 

貯蔵 

方法 

防液堤 

その他 
※１

種類 
濃度 

(％) 
有無 

開口部

面積 

(m2) 

廃液処理槽の 

有無 

排水中和

装置 

排水中和用

塩酸タンク 
塩酸 35 0.3 

タンク

に貯蔵 
有 

16.5 
※２

有※３ 

（排水中和槽） 
無 

※１：電源，人的操作等を必要とせずに，有毒ガス発生の抑制等の効果が見込める設備（例

えば，防液堤内のフロート等） 

※２：防液堤内のタンク基礎部等を除いた場合，開口部面積は３％減となる。

※３：電源，人的操作が必要

第3.1.1－3表 中央制御室外気取入口と敷地内固定源との位置関係 

設備名称 
距離 

(m) 

高度差 

(m) 
着目方位※１ 

排水中和用塩酸タンク 150 14.7 W 

※１：発生源から評価点を見た方位

第3.1.1－4表 緊急時対策所外気取入口と敷地内固定源との位置関係 

設備名称 
距離 

(m) 

高度差 

(m) 
着目方位※１ 

排水中和用塩酸タンク 260 35 ESE 

※１：発生源から評価点を見た方位
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第3.1.1－5表 重要操作地点と敷地内固定源との位置関係 

評価点 設備名称 
距離 
(m) 

高度差 
(m) 

着目 
方位※１ 

重
要
操
作
地
点

低圧原子炉代替注水
系接続口（西側） 

排水中和用塩酸タンク 280 １ W 

格納容器代替スプレ
イ系接続口（西側）

排水中和用塩酸タンク 280 １ W 

燃料プールスプレイ
系接続口（西側） 

排水中和用塩酸タンク 280 １ W 

ペデスタル代替注水
系接続口（西側） 

排水中和用塩酸タンク 280 １ W 

原子炉ウェル代替注
水系接続口（西側） 

排水中和用塩酸タンク 280 １ W 

原子炉補機代替冷却
系接続口（西側供給） 

排水中和用塩酸タンク 280 0.8 W 

原子炉補機代替冷却
系接続口（西側戻り） 

排水中和用塩酸タンク 280 0.8 W 

高圧発電機車接続口
（西側 1YIB-18） 

排水中和用塩酸タンク 280 1.1 W 

高圧発電機車接続口
（西側 1YIB-19） 

排水中和用塩酸タンク 280 1.1 W 

低圧原子炉代替注水
系接続口（南側） 

排水中和用塩酸タンク 220 1.3 WSW 

格納容器代替スプレ
イ系接続口（南側）

排水中和用塩酸タンク 230 1.3 WSW 

燃料プールスプレイ
系接続口（南側） 

排水中和用塩酸タンク 220 1.3 WSW 

ペデスタル代替注水
系接続口（南側） 

排水中和用塩酸タンク 220 1.3 WSW 

原子炉ウェル代替注
水系接続口（南側） 

排水中和用塩酸タンク 230 1.3 WSW 

原子炉補機代替冷却
系接続口（南側供給） 

排水中和用塩酸タンク 210 1.0 WSW 

原子炉補機代替冷却
系接続口（南側戻り） 

排水中和用塩酸タンク 210 1.0 WSW 

高圧発電機車接続口
（南側 1YIB-20） 

排水中和用塩酸タンク 220 1.4 WSW 

高圧発電機車接続口
（南側 1YIB-21） 

排水中和用塩酸タンク 220 1.4 WSW 

※１：発生源から評価点を見た方位
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第3.1.1－1図 中央制御室外気取入口と敷地内固定源との位置関係 

第3.1.1－2図 緊急時対策所外気取入口と敷地内固定源との位置関係 
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第3.1.1－3図 重要操作地点と敷地内固定源との位置関係（１／19） 

（重要操作地点 全体） 
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第3.1.1－3図 重要操作地点と敷地内固定源との位置関係（２／19） 

（原子炉補機代替冷却系接続口（西側戻り）） 

第3.1.1－3図 重要操作地点と敷地内固定源との位置関係（３／19） 

（高圧発電機車接続口①（西側）） 
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第3.1.1－3図 重要操作地点と敷地内固定源との位置関係（４／19） 

（原子炉補機代替冷却系接続口（西側供給）） 

第3.1.1－3図 重要操作地点と敷地内固定源との位置関係（５／19） 

（原子炉ウェル代替注水系接続口（西側）） 
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第3.1.1－3図 重要操作地点と敷地内固定源との位置関係（６／19） 

（ペデスタル代替注水系接続口（西側）） 

第3.1.1－3図 重要操作地点と敷地内固定源との位置関係（７／19） 

（格納容器代替スプレイ系接続口（西側）） 
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第3.1.1－3図 重要操作地点と敷地内固定源との位置関係（８／19） 

（燃料プールスプレイ系接続口（西側）） 

第3.1.1－3図 重要操作地点と敷地内固定源との位置関係（９／19） 

（低圧原子炉代替注水系接続口（西側）） 
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第3.1.1－3図 重要操作地点と敷地内固定源との位置関係（10／19） 

（高圧発電機車接続口②（西側）） 

第3.1.1－3図 重要操作地点と敷地内固定源との位置関係（11／19） 

（原子炉補機代替冷却系接続口（南側供給）） 
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第3.1.1－3図 重要操作地点と敷地内固定源との位置関係（12／19） 

（原子炉補機代替冷却系接続口（南側戻り）） 

第3.1.1－3図 重要操作地点と敷地内固定源との位置関係（13／19） 

（高圧発電機車接続口①（南側）） 
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第3.1.1－3図 重要操作地点と敷地内固定源との位置関係（14／19） 

（高圧発電機車接続口②（南側）） 

第3.1.1－3図 重要操作地点と敷地内固定源との位置関係（15／19） 

（低圧原子炉代替注水系接続口（南側）） 
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第3.1.1－3図 重要操作地点と敷地内固定源との位置関係（16／19） 

（燃料プールスプレイ系接続口（南側）） 

第3.1.1－3図 重要操作地点と敷地内固定源との位置関係（17／19） 

（ペデスタル代替注水系接続口（南側）） 
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第3.1.1－3図 重要操作地点と敷地内固定源との位置関係（18／19） 

（格納容器代替スプレイ系接続口（南側）） 

第3.1.1－3図 重要操作地点と敷地内固定源との位置関係（19／19） 

（原子炉ウェル代替注水系接続口（南側）） 
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第3.1.1－4－1図 平面図 
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第3.1.1－4－2図 Ａ－Ａ断面（東西） 

第3.1.1－4－3図 Ｂ－Ｂ断面（南北） 

3.1.2 敷地内可動源 

国際化学物質安全性カード等をもとに有毒化学物質を特定し，敷地内の全て

の有毒化学物質を含む可能性のあるものを整理した。そして，生活用品のよう

に日常に存在しているものや，セメント固化の廃棄物のように製品性状等によ

り運転員の対処能力に影響を与える観点で考慮不要と考えられるものについて

は，調査対象外とし，解説－４の考え方を参考に，第3.1－2図及び第3.1.1－1

表のとおり整理し，有毒化学物質の性状，貯蔵量，貯蔵方法等から大気中に多

量に放出されるおそれがあるか，または，性状として密閉空間にて人体に悪影

響があるものかを確認した。 

敷地内可動源を抽出した結果を第3.1.2－1表に示す。また，敷地内可動源の

輸送ルートと中央制御室等の外気取入口の位置関係を第3.1.2－2表から第

3.1.2－3表及び第3.1.2－1図に示す。評価点からの距離は，評価点から最も近

い輸送ルートまでの距離を調査した。 
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第3.1.2－1表 敷地内可動源の調査結果（１／２） 

有毒化学物質 

輸送先※1 

設備名称 場所 
貯蔵量 

(m3) 

塩酸 
排水中和用 

塩酸タンク 
排水中和装置 0.3 

※１：輸送先については，代表例を記載

第3.1.2－1表 敷地内可動源の調査結果（２／２） 

有毒化学物質 
最大輸送量 

(m3) 

濃度 

(%) 

質量 

換算(t) 
荷姿 備考 

塩酸 0.9 35 1.08 
大型 

ポリタンク 

第3.1.2－2表 中央制御室外気取入口と敷地内可動源との位置関係 

有毒化学物質 
距離

（m） 

高度差

（m） 
着目方位※１ 

塩酸 145 14.7 W 

※１：輸送ルートのうち最近接点から評価点を見た方向

第3.1.2－3表 緊急時対策所外気取入口と敷地内可動源との位置関係 

有毒化学物質 
距離

（m） 

高度差

（m） 
着目方位※１ 

塩酸 120 20 NE 

※１：輸送ルートのうち最近接点から評価点を見た方向

22



第3.1.2－1図 中央制御室等と敷地内可動源の輸送ルートとの位置関係 

3.1.3 敷地外固定源 

島根原子力発電所における敷地外固定源の特定に当たっては，地方公共団体

の定める地域防災計画を確認する他，法令に基づく届出情報の開示請求により

敷地外の貯蔵施設に貯蔵された化学物質を調査し，貯蔵が確認された化学物質

の性状から有毒ガスの発生が考えられるものを敷地外固定源とした。 

調査対象とする法令は，化学物質の規制に係る法律のうち，化学物質の貯蔵

量等に係る届出義務のある以下の法律とした。（別紙３参照） 

・毒物及び劇物取締法

・消防法

・高圧ガス保安法

調査結果から得られた化学物質を，「3.1.1 敷地内固定源」の考えを基に整

理し，流出時に多量に放出されるおそれがあるかを確認した。 

敷地外固定源を抽出した結果を第3.1.3－1表に示す。また，島根原子力発電

所と敷地外固定源との位置関係を第3.1.3－2表及び第3.1.3－1図に示す。 

なお，中央制御室から半径10km以内及び近傍には，多量の有毒化学物質を保

有する化学工場はないことを確認している。 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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3.1.3－1表 敷地外固定源の調査結果 

関係法令 
有毒化学物質 

※１
施設数 

薬品濃度 

（wt%） 

合計貯蔵量 

（kg） 

最短距離

（m） 

貯蔵 

方法 
防液堤 

その他 

※３

高圧ガス 

保安法 
アンモニア １ 100※２ 1.5×10３ ※２ 2760 冷媒 － 無 

※１：敷地外固定源の詳細は，別紙４－７－１に示す

※２：事業所の業種等を考慮して推定した値（高圧ガス保安法に基づき届出が実

施されているが充填量は把握できないため，同様な製品のカタログ値など

から，冷凍機に充填されるアンモニア充填量を最大1,000kg程度と推定し，

評価値は保守的に1,500kgを採用した。） 

※３：電源，人的操作等を必要とせずに，有毒ガス発生の抑制等の効果が見込め

る設備（例えば，防液堤内のフロート等） 

第3.1.3－2表 島根原子力発電所と敷地外固定源との位置関係 

評価点 有毒化学物質 着目方位※１ 距離※２（m） 

島根原子力発電所 アンモニア WSW 2760 

※１：発電所中央を中心として方位を設定

※２：すべての評価点（中央制御室等）から最も近い距離を保守的に設定し

た距離であり，敷地外固定源の評価の際には共通条件として使用 

第3.1.3－1図 島根原子力発電所と敷地外固定源の位置関係 
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3.2 有毒ガス防護判断基準値の設定 

固定源又は敷地内可動源として考慮すべき有毒化学物質である塩酸，アンモ

ニアについて，有毒ガス防護判断基準値を設定した。有毒ガス防護判断基準値

を第3.2－1表に示す。 

有毒ガス防護判断基準値は，第3.2－1図に示す考え方に基づき設定した。固

定源又は敷地内可動源の有毒ガス防護判断基準値の設定に関する考え方を第

3.2－2表に示す。 

第3.2－1表 有毒ガス防護判断基準値 

有毒化学物質 
有毒ガス防護判断基

準値 
設定根拠 

塩酸 50 ppm IDLH 値 

アンモニア 300 ppm IDLH 値 

第3.2－1図 有毒ガス防護判断基準値設定の考え方 
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第3.2－2表 有毒ガス防護判断基準値設定の考え方（１／２） 

（塩酸） 
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第3.2－2表 有毒ガス防護判断基準値設定の考え方（２／２） 

（アンモニア）
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4. 対象発生源特定のためのスクリーニング評価

スクリーニング評価は，有毒ガス防護に係る影響評価ガイドに従い，第 4－1

表のとおり実施する。 

敷地内固定源及び敷地外固定源からの有毒ガスの発生を想定し，防護措置を

考慮せずに中央制御室，緊急時対策所及び重要操作地点における有毒ガス濃度

の評価を実施する。 

敷地内可動源については有毒ガス濃度の評価を行わず，防護措置をとること

とする。 

第 4－1 表 場所，対象発生源及びスクリーニング評価の要否に関する対応 

4.1 スクリーニング評価対象物質の設定（種類，貯蔵量及び距離） 

「3.1固定源及び可動源の調査」で特定されたすべての固定源について，貯蔵

されている有毒化学物質の種類，貯蔵量及び距離を設定する。 

4.2 有毒ガスの発生事象の想定 

敷地内外の固定源について，同時にすべての貯蔵容器が損傷し，当該すべて

の容器に貯蔵された有毒化学物質の全量流出により発生する有毒ガスの放出を

想定する。 

なお，有毒ガスが発生した際に，受動的に機能を発揮する設備として，別紙

７のとおり堰等を評価上考慮する。 

4.3 有毒ガスの放出の評価 

固定源ごとに，有毒化学物質の性状及び保管状態から放出形態を想定し，有

毒ガスの単位時間当たりの大気中への放出量及びその継続時間を評価する。液

体については，防液堤内に漏えいしたあとは，開口部面積，温度等に応じた蒸

発率で蒸発するものとする。 

有毒化学物質の蒸発率の評価は，文献「Modeling Hydrochloric Acid 

Evaporation in ALOHA」および「伝熱工学資料（改訂第５版 日本機械学会）」
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に従って行い，以下に計算式を示す。 

記号 単位 記号の意味 代入値 代入値または算出式の根拠 

m/s 
化学物質の物質移

動係数 
  - ・式 4-2により算出

g/mol 化学物質の分子量 - ・物性値

Pa 大気圧 101,325 
・標準気圧

文献：理科年表 平成 28年（机上版） 丸善株式会社

Pa 化学物質の分圧 - ・物性値

J/(kmol・K) ガス定数 8314.45 
・定数

文献：理科年表平成 28年（机上版） 丸善株式会社

K 温度 - ・気象データ

m/s 風速 - ・気象データ

m2 開口部面積 - ・固定源に設置されている防液堤の開口部面積

m プール直径 - ・開口部面積より算出（Z=（4/π×A）0.5）

－ 
化学物質のシュミ

ット数 
- ・式 4-3により算出

m
2

/s 空気の動粘性係数 - 

・雰囲気温度（T）と大気圧における空気の密度および

粘性係数の文献値より算出（ν=粘性係数/密度）

文献：伝熱工学資料 改訂第５版 日本機械学会）

m
2

/s 
化学物質の分子拡

散係数 
- ・式 4-4により算出

m
2

/s 水の物質拡散係数 2.2×10
-5 ・定数（温度 0℃，大気圧 Paのとき）

文献：伝熱工学資料 改訂第５版 日本機械学会

m
2

/s 水の物質拡散係数 - ・式 4-5により算出（温度 T，大気圧 Paのとき）

g/mol 水の分子量 18.015 
・物性値

文献：伝熱工学資料 改訂第５版 日本機械学会
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なお，スクリーニング評価に用いた有毒化学物質の物性値については，別紙

８に示す。 

4.4 大気拡散及び濃度の評価 

中央制御室，緊急時対策所及び重要操作地点における有毒ガス濃度を評価す

る。 

原子炉制御室等外評価点での濃度を評価し，運転員の吸気中の濃度を評価す

る。その際，原子炉制御室等外評価点での濃度の有毒ガスが，原子炉制御室等

の換気空調設備の通常運転モードで原子炉制御室等に取り込まれると仮定す

る。 

4.4.1 原子炉制御室等外評価点 

原子炉制御室等外評価点として，中央制御室，緊急時対策所及び重要操作地

点を設定する。 

4.4.2 原子炉制御室等外評価点及び重要操作地点での濃度評価 

大気拡散の評価は，「発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針」の大気

拡散の評価式である（４－７)式及び（４－８－１，２)式に従い，相対濃度を

算出する。 

解析に用いる気象条件は，島根原子力発電所の安全解析に使用している気象

（2009年１月～12 月）とする。当該気象は，当該気象を検定年としたＦ分布棄

却検定により，至近 10 年（2008 年～2018 年）の気象データと比較して異常は

ないことを確認している。（詳細は別紙９を参照） 

また，本評価では建物巻き込みによる影響がある場合にはそれを考慮してい

る。 

χ/Q：実効放出継続時間中の相対濃度(s/m3) 

T ：実効放出継続時間(h) 

(χ/Q)i：時刻iにおける相対濃度(s/m3) 

dδi：時刻iにおいて風向が当該方位dにあるときdδi＝1 

時刻iにおいて風向が当該方位dにないときdδi＝0 

σyi：時刻iにおける濃度分布のy方向の拡がりのパラメータ(m) 

σzi：時刻iにおける濃度分布のz方向の拡がりのパラメータ(m) 
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Ui   ：時刻iにおける風速(m/s) 

H  ：放出源の有効高さ(m) 

A：建物等の風向方向の投影面積(m2) 

C：形状係数 

4.4.3 運転・対処要員の吸気中の濃度評価 

（４－７）式により算出した相対濃度を用いて，運転員の吸気中の有毒ガス

濃度を評価する。評価に当たっては，まず外気濃度を評価する。外気濃度の評

価は（４－９）式を用いて算出する。評価点における濃度は，年間毎時刻での

外気濃度を小さい方から順に並べ，累積出現頻度 97％に当たる値を用いる。 

Cppm ：外気濃度(ppm) 

C   ：外気濃度(kg/m3)=(g/L) 

M   ：物質の分子量(g/mol) 

T   ：気温(K) 

E   ：蒸発率(kg/s) 

qGW   ：質量放出率(kg/s) 

：相対濃度(s/m3) 

（４－９）式により算出した外気濃度を用いて，中央制御室及び緊急時対策

所の外気取入口並びに重要操作地点における有毒ガス濃度を評価する。このと

き，評価点から見て，評価点と固定源とを結んだ直線が含まれる風上側の１方

位及びその隣接方位に敷地内外の固定源が複数ある場合，個々の固定源からの

中心軸上の濃度の計算結果を合算する。 

合算については，空気中にｎ種類の有毒ガスがある場合，（４－11）式により，

各有毒ガスの濃度の，それぞれの有毒ガス防護判断基準値に対する割合の和を

算出する。 
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Ci：有毒ガスiの濃度 

Ti：有毒ガスiの有毒ガス防護判断基準値 

4.4.3.1 敷地内固定源及び敷地外固定源 

大気拡散評価における共通条件を第 4.4.3.1－1表に，蒸発率評価条件・大気

拡散評価条件を第 4.4.3.1-2 表に，固定源による有毒ガス影響評価結果を第

4.4.3.1－3表に示す。 

評価の結果，中央制御室及び緊急時対策所の外気取入口並びに重要操作地点

における有毒ガス濃度は，いずれも有毒ガス防護判断基準値に対する割合の和

が１を超過しないことを確認した。また，原子炉制御室等の外気取入口におけ

る有毒ガス濃度の防護判断基準値に対する割合の和が１を超えないことから，

換気等を考慮した原子炉制御室等内の濃度評価は不要である。 

第 4.4.3.1－1 表 大気拡散評価における共通条件 

項目 評価条件 選定理由 

大気拡散 

評価モデル 

「発電用原子炉施設の安全解

析に関する気象指針」の大気

拡散の評価式に従い算出 

有毒ガスの放出形態を考

慮して設定（別紙 10－１

参照） 

気象データ 

島根原子力発電所における１

年間の気象データ（2009年１

月～2009年 12月） 

評価対象とする地理的範

囲を代表する気象である

ことから設定（別紙－９） 

実効放出 

継続時間 
１時間 

「発電用原子炉施設の安

全解析に関する気象指針」

の大気拡散の評価式適用

のため 

放出源及び 

放出源高さ 

固定源ごとに評価点との位置

関係を考慮し設定 

ガイドに示されたとおり

設定 

累積出現頻度 小さいほうから累積して 97% 
ガイドに示されたとおり

設定 

建物巻き込み 考慮する 
考慮すべき建物を選定（別

紙 10－２参照） 

濃度の評価点 
中央制御室，緊急時対策所及

び重要操作地点 

ガイドに示されたとおり

設定 
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第 4.4.3.1－2 表(1/20） 蒸発率評価条件・大気拡散評価条件（中央制御室） 

固定源 

蒸発率評価条件 

薬品濃度

（wt％） 
貯蔵量 

開口部 

面積（m2） 
着目方位※３ 

蒸発率 

（kg/s） 

放出継続 

時間（h） 

敷
地
内

排水中和用 

塩酸タンク 
35 0.3m3 16.5※２

S,SSW,SW, 

WSW,W,WNW, 

NW，NNW 

1.7×10-2 6.0×10０ 

敷
地
外

アンモニア 100※１ 1,500kg※１ - ENE 4.2×10－１※４ 1.0×10０ 

固定源 

大気拡散評価条件 

隔離距離（m） 
巻き込みを生じる 

代表建物 
投影面積 

相対濃度 

（s/m3） 

敷地内 
排水中和用

塩酸タンク 
150 １号炉タービン建物 1200m2 1.1×10－3 

敷地外 
アンモニア

（冷媒）
2760 建物考慮せず ― 4.0×10－７ 

※１ 事業所の業種等を考慮して推定した値

※２ 防液堤内のタンク基礎部等を除いた場合，開口部面積は３％減となる。

※３ 主方位を下線で示した

※４ 敷地外のアンモニアについては放出率（１時間で全量が放出した値）
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第 4.4.3.1－2 表(2/20） 蒸発率評価条件・大気拡散評価条件 

（緊急時対策所） 

固定源 

蒸発率評価条件 

薬品濃度

（wt％） 
貯蔵量 

開口部

面積（m2） 
着目方位※３ 蒸発率（kg/s） 

放出継続 

時間（h） 

敷地内 
排水中和用 

塩酸タンク 
35 0.3m3 16.5※２ ESE,SE 5.3×10－２ 1.8×10０ 

敷地外 アンモニア 100※１ 1,500 kg※１ - ENE 4.2×10－１※４ 1.0×10０ 

固定源 

大気拡散評価条件 

隔離距離（m） 
巻き込みを生じる 

代表建物 
投影面積 

相対濃度 

（s/m3） 

敷地内 
排水中和用

塩酸タンク 
260 管理事務所１号館 850m2 1.8×10－4 

敷地外 アンモニア 2700 建物考慮せず ― 3.6×10－７ 

※１ 事業所の業種等を考慮して推定した値

※２ 防液堤内のタンク基礎部等を除いた場合，開口部面積は３％減となる。

※３ 主方位を下線で示した

※４ 敷地外のアンモニアについては放出率（１時間で全量が放出した値）
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第 4.4.3.1－2 表(3/20） 蒸発率評価条件・大気拡散評価条件 

（重要操作地点：原子炉補機代替冷却系接続口（西側戻り）） 

固定源 

蒸発率評価条件 

薬品濃度

（wt％） 
貯蔵量 

開口部

面積（m2） 
着目方位※２ 

蒸発率

（kg/s） 

放出継続 

時間（h） 

敷地内 
排水中和用 

塩酸タンク 
35 0.3m3 16.5 WSW,W,WNW 9.1×10－３ 1.1×10１ 

固定源 

大気拡散評価条件 

隔離距離（m） 
巻き込みを生じる 

代表建物 
投影面積 

相対濃度 

（s/m3） 

敷地内 
排水中和用

塩酸タンク 
280 １号炉タービン建物 1200m2 1.5×10－４ 

※１ 防液堤内のタンク基礎部等を除いた場合，開口部面積は３％減となる。

※２ 主方位を下線で示した

第 4.4.3.1－2 表(4/20） 蒸発率評価条件・大気拡散評価条件 

（重要操作地点：高圧発電機車接続口①（西側）） 

固定源 

蒸発率評価条件 

薬品濃度

（wt％） 
貯蔵量 

開口部

面積（m2） 
着目方位※２ 

蒸発率

（kg/s） 

放出継続 

時間（h） 

敷地内 
排水中和用 

塩酸タンク 
35 0.3m3 16.5※１ WSW,W,WNW 9.1×10－３ 1.1×10１ 

固定源 

大気拡散評価条件 

隔離距離（m） 
巻き込みを生じる 

代表建物 
投影面積 

相対濃度 

（s/m3） 

敷地内 
排水中和用

塩酸タンク 
280 １号炉タービン建物 1200m2 1.5×10－４ 

※１ 防液堤内のタンク基礎部等を除いた場合，開口部面積は３％減となる。

※２ 主方位を下線で示した
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第 4.4.3.1－2 表(5/20） 蒸発率評価条件・大気拡散評価条件 

（重要操作地点：原子炉補機代替冷却系接続口接続口（西側供給）） 

固定源 

蒸発率評価条件 

薬品濃度

（wt％） 
貯蔵量 

開口部

面積（m2） 
着目方位※３ 

蒸発率

（kg/s） 

放出継続 

時間（h） 

敷地内 
排水中和用 

塩酸タンク 
35 0.3m3 16.5 WSW,W,WNW 9.1×10－３ 1.1×10１ 

固定源 

大気拡散評価条件 

隔離距離（m） 
巻き込みを生じる 

代表建物 
投影面積 

相対濃度 

（s/m3） 

敷地内 
排水中和用

塩酸タンク 
280 １号炉タービン建物 1200m2 1.5×10－４ 

※１ 防液堤内のタンク基礎部等を除いた場合，開口部面積は３％減となる。

※２ 主方位を下線で示した

第 4.4.3.1－2 表(6/20） 蒸発率評価条件・大気拡散評価条件 

（重要操作地点：原子炉ウェル代替注水系接続口（西側）） 

固定源 

蒸発率評価条件 

薬品濃度

（wt％） 
貯蔵量 

開口部

面積（m2） 
着目方位※２ 

蒸発率

（kg/s） 

放出継続 

時間（h） 

敷地内 
排水中和用 

塩酸タンク 
35 0.3m3 16.5※１ WSW,W,WNW 9.1×10－３ 1.1×10１ 

固定源 

大気拡散評価条件 

隔離距離（m） 
巻き込みを生じる 

代表建物 
投影面積 

相対濃度 

（s/m3） 

敷地内 
排水中和用

塩酸タンク 
280 １号炉タービン建物 1200m2 1.5×10－４ 

※１ 防液堤内のタンク基礎部等を除いた場合，開口部面積は３％減となる。

※２ 主方位を下線で示した
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第 4.4.3.1－2 表(7/20） 蒸発率評価条件・大気拡散評価条件 

（重要操作地点：ペデスタル代替注水系接続口（西側）） 

固定源 

蒸発率評価条件 

薬品濃度

（wt％） 
貯蔵量 

開口部

面積（m2） 
着目方位※３ 

蒸発率

（kg/s） 

放出継続 

時間（h） 

敷地内 
排水中和用 

塩酸タンク 
35 0.3m3 16.5※１ WSW,W,WNW 9.1×10－３ 1.1×10１ 

固定源 

大気拡散評価条件 

隔離距離（m） 
巻き込みを生じる 

代表建物 
投影面積 

相対濃度 

（s/m3） 

敷地内 
排水中和用

塩酸タンク 
280 １号炉タービン建物 1200m2 1.5×10－４ 

※１ 防液堤内のタンク基礎部等を除いた場合，開口部面積は３％減となる。

※２ 主方位を下線で示した

第 4.4.3.1－2 表(8/20） 蒸発率評価条件・大気拡散評価条件 

（重要操作地点：格納容器代替スプレイ系接続口（西側）） 

固定源 

蒸発率評価条件 

薬品濃度

（wt％） 
貯蔵量 

開口部

面積（m2） 
着目方位※２ 

蒸発率

（kg/s） 

放出継続 

時間（h） 

敷地内 
排水中和用 

塩酸タンク 

35 0.3m3 16.5※１ WSW,W,WNW 9.1×10－３ 1.1×10１ 

固定源 

大気拡散評価条件 

隔離距離（m） 
巻き込みを生じる 

代表建物 
投影面積 

相対濃度 

（s/m3） 

敷地内 
排水中和用

塩酸タンク 
280 １号炉タービン建物 1200m2 1.5×10-4 

※１ 防液堤内のタンク基礎部等を除いた場合，開口部面積は３％減となる。

※２ 主方位を下線で示した。
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第 4.4.3.1－2 表(9/20） 蒸発率評価条件・大気拡散評価条件 

（重要操作地点：燃料プールスプレイ系接続口（西側）） 

固定源 

蒸発率評価条件 

薬品濃度

（wt％） 
貯蔵量 

開口部

面積（m2） 
着目方位※２ 

蒸発率

（kg/s） 

放出継続 

時間（h） 

敷地内 
排水中和用 

塩酸タンク 
35 0.3m3 16.5※１ WSW,W,WNW 9.1×10－３ 1.1×10１ 

固定源 

大気拡散評価条件 

隔離距離（m） 
巻き込みを生じる 

代表建物 
投影面積 

相対濃度 

（s/m3） 

敷地内 
排水中和用

塩酸タンク 
280 １号炉タービン建物 1200m2 1.5×10－４ 

※１ 防液堤内のタンク基礎部等を除いた場合，開口部面積は３％減となる。

※２ 主方位を下線で示した

第 4.4.3.1－2 表(10/20） 蒸発率評価条件・大気拡散評価条件 

（重要操作地点：低圧原子炉代替注水系接続口（西側）） 

固定源 

蒸発率評価条件 

薬品濃度

（wt％） 
貯蔵量 

開口部

面積（m2） 
着目方位※２ 

蒸発率

（kg/s） 

放出継続 

時間（h） 

敷地内 
排水中和用 

塩酸タンク 
35 0.3m3 16.5※１ WSW,W,WNW 9.1×10－３ 1.0×10１ 

固定源 

大気拡散評価条件 

隔離距離（m） 
巻き込みを生じる 

代表建物 
投影面積 

相対濃度 

（s/m3） 

敷地内 
排水中和用

塩酸タンク 
280 １号炉タービン建物 1200m2 1.5×10－４ 

※１ 防液堤内のタンク基礎部等を除いた場合，開口部面積は３％減となる。

※２ 主方位を下線で示した
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第 4.4.3.1－2 表(11/20） 蒸発率評価条件・大気拡散評価条件 

（重要操作地点：高圧発電機車接続口②（西側）） 

固定源 

蒸発率評価条件 

薬品濃度

（wt％） 
貯蔵量 

開口部

面積（m2） 
着目方位※２ 

蒸発率

（kg/s） 

放出継続 

時間（h） 

敷地内 
排水中和用 

塩酸タンク 
35 0.3m3 16.5※１ WSW,W,WNW 9.1×10－３ 1.1×10１ 

固定源 

大気拡散評価条件 

隔離距離（m） 
巻き込みを生じる 

代表建物 
投影面積 

相対濃度 

（s/m3） 

敷地内 
排水中和用

塩酸タンク 
280 １号炉タービン建物 1200m2 1.5×10－４ 

※１ 防液堤内のタンク基礎部等を除いた場合，開口部面積は３％減となる。

※２ 主方位を下線で示した

第 4.4.3.1－2 表(12/20） 蒸発率評価条件・大気拡散評価条件 

（重要操作地点：原子炉補機代替冷却系接続口（南側供給）） 

固定源 

蒸発率評価条件 

薬品濃度

（wt％） 
貯蔵量 

開口部

面積（m2） 
着目方位※２ 

蒸発率

（kg/s） 

放出継続 

時間（h） 

敷地内 
排水中和用 

塩酸タンク 
35 0.3m3 16.5※１ 

SSW,SW,WSW,W, 

WNW 
4.1×10－３ 2.4×10１ 

固定源 

大気拡散評価条件 

隔離距離（m） 
巻き込みを生じる 

代表建物 
投影面積 

相対濃度 

（s/m3） 

敷地内 
排水中和用

塩酸タンク 
210 １号炉タービン建物 1200m2 6.1×10－４ 

※１ 防液堤内のタンク基礎部等を除いた場合，開口部面積は３％減となる。

※２ 主方位を下線で示した
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第 4.4.3.1－2 表(13/20） 蒸発率評価条件・大気拡散評価条件 

（重要操作地点：原子炉補機代替冷却系接続口（南側戻り）） 

固定源 

蒸発率評価条件 

薬品濃度

（wt％） 
貯蔵量 

開口部

面積（m2） 
着目方位※２ 

蒸発率

（kg/s） 

放出継続 

時間（h） 

敷地内 
排水中和用 

塩酸タンク 
35 0.3m3 16.5※１ 

SSW,SW,WSW,W, 

WNW 
4.1×10－３ 2.4×10１ 

固定源 

大気拡散評価条件 

隔離距離（m） 
巻き込みを生じる 

代表建物 
投影面積 

相対濃度 

（s/m3） 

敷地内 
排水中和用

塩酸タンク 
210 １号炉タービン建物 1200m2 6.1×10－４ 

※１ 防液堤内のタンク基礎部等を除いた場合，開口部面積は３％減となる。

※２ 主方位を下線で示した

第 4.4.3.1－2 表(14/20） 蒸発率評価条件・大気拡散評価条件 

（重要操作地点：高圧発電機車接続口①（南側）） 

固定源 

蒸発率評価条件 

薬品濃度

（wt％） 
貯蔵量 

開口部

面積（m2） 
着目方位※２ 

蒸発率

（kg/s） 

放出継続 

時間（h） 

敷地内 
排水中和用 

塩酸タンク 
35 0.3m3 16.5※１ 

SSW,SW,WSW,W, 

WNW 
4.1×10－３ 2.4×10１ 

固定源 

大気拡散評価条件 

隔離距離（m） 
巻き込みを生じる 

代表建物 
投影面積 

相対濃度 

（s/m3） 

敷地内 
排水中和用

塩酸タンク 
220 １号炉タービン建物 1200m2 5.7×10－４ 

※１ 防液堤内のタンク基礎部等を除いた場合，開口部面積は３％減となる。

※２ 主方位を下線で示した
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第 4.4.3.1－2 表(15/20） 蒸発率評価条件・大気拡散評価条件 

（重要操作地点：高圧発電機車接続口②（南側）） 

固定源 

蒸発率評価条件 

薬品濃度

（wt％） 
貯蔵量 

開口部

面積（m2） 
着目方位※２ 

蒸発率

（kg/s） 

放出継続 

時間（h） 

敷地内 
排水中和用 

塩酸タンク 
35 0.3m3 16.5※１ 

SSW,SW,WSW,W, 

WNW 
4.1×10－３ 2.4×10１ 

固定源 

大気拡散評価条件 

隔離距離（m） 
巻き込みを生じる 

代表建物 
投影面積 

相対濃度 

（s/m3） 

敷地内 
排水中和用

塩酸タンク 
220 １号炉タービン建物 1200m2 5.7×10－４ 

※１ 防液堤内のタンク基礎部等を除いた場合，開口部面積は３％減となる。

※２ 主方位を下線で示した

第 4.4.3.1－2 表(16/20） 蒸発率評価条件・大気拡散評価条件 

（重要操作地点：低圧原子炉代替注水系接続口（南側）） 

固定源 

蒸発率評価条件 

薬品濃度

（wt％） 
貯蔵量 

開口部

面積（m2） 
着目方位※２ 

蒸発率

（kg/s） 

放出継続 

時間（h） 

敷地内 
排水中和用 

塩酸タンク 
35 0.3m3 16.5※１ SSW,SW,WSW,W 4.1×10－３ 2.4×10１ 

固定源 

大気拡散評価条件 

隔離距離（m） 
巻き込みを生じる 

代表建物 
投影面積 

相対濃度 

（s/m3） 

敷地内 
排水中和用

塩酸タンク 
220 １号炉タービン建物 1200m2 5.7×10－４ 

※１ 防液堤内のタンク基礎部等を除いた場合，開口部面積は３％減となる。

※２ 主方位を下線で示した
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第 4.4.3.1－2 表(17/20） 蒸発率評価条件・大気拡散評価条件 

（重要操作地点：燃料プールスプレイ系接続口（南側）） 

固定源 

蒸発率評価条件 

薬品濃度

（wt％） 
貯蔵量 

開口部

面積（m2） 
着目方位※２ 

蒸発率

（kg/s） 

放出継続 

時間（h） 

敷地内 
排水中和用 

塩酸タンク 
35 0.3m3 16.5※１ SSW,SW,WSW,W 4.1×10－３ 2.4×10１ 

固定源 

大気拡散評価条件 

隔離距離（m） 
巻き込みを生じる 

代表建物 
投影面積 

相対濃度 

（s/m3） 

敷地内 
排水中和用

塩酸タンク 
220 １号炉タービン建物 1200m2 5.7×10－４ 

※１ 防液堤内のタンク基礎部等を除いた場合，開口部面積は３％減となる。

※２ 主方位を下線で示した

第 4.4.3.1－2 表(18/20） 蒸発率評価条件・大気拡散評価条件 

（重要操作地点：ペデスタル代替注水系接続口（南側）） 

固定源 

蒸発率評価条件 

薬品濃度

（wt％） 
貯蔵量 

開口部

面積（m2） 
着目方位※２ 

蒸発率

（kg/s） 

放出継続 

時間（h） 

敷地内 
排水中和用 

塩酸タンク 
35 0.3m3 16.5※１ SSW,SW,WSW,W 4.1×10－３ 2.4×10１ 

固定源 

大気拡散評価条件 

隔離距離（m） 
巻き込みを生じる 

代表建物 
投影面積 

相対濃度 

（s/m3） 

敷地内 
排水中和用

塩酸タンク 
220 １号炉タービン建物 1200m2 5.7×10－４ 

※１ 防液堤内のタンク基礎部等を除いた場合，開口部面積は３％減となる。

※２ 主方位を下線で示した
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第 4.4.3.1－2 表(19/20） 蒸発率評価条件・大気拡散評価条件 

（重要操作地点：格納容器代替スプレイ系接続口（南側）） 

固定源 

蒸発率評価条件 

薬品濃度

（wt％） 
貯蔵量 

開口部

面積（m2） 
着目方位※２ 

蒸発率

（kg/s） 

放出継続 

時間（h） 

敷地内 
排水中和用 

塩酸タンク 
35 0.3m3 16.5※１ SSW,SW,WSW,W 4.1×10－３ 2.4×10１ 

固定源 

大気拡散評価条件 

隔離距離（m） 
巻き込みを生じる 

代表建物 
投影面積 

相対濃度 

（s/m3） 

敷地内 
排水中和用

塩酸タンク 
230 １号炉タービン建物 1200m2 5.4×10－４ 

※１ 防液堤内のタンク基礎部等を除いた場合，開口部面積は３％減となる。

※２ 主方位を下線で示した

第 4.4.3.1－2 表(20/20） 蒸発率評価条件・大気拡散評価条件 

（重要操作地点：原子炉ウェル代替注水系（南側）） 

固定源 

蒸発率評価条件 

薬品濃度

（wt％） 
貯蔵量 

開口部

面積（m2） 
着目方位※２ 

蒸発率

（kg/s） 

放出継続 

時間（h） 

敷地内 
排水中和用 

塩酸タンク 
35 0.3m3 16.5※１ SSW,SW,WSW,W 4.1×10－３ 2.4×10１ 

固定源 

大気拡散評価条件 

隔離距離（m） 
巻き込みを生じる 

代表建物 
投影面積 

相対濃度 

（s/m3） 

敷地内 
排水中和用

塩酸タンク 
230 １号炉タービン建物 1200m2 5.4×10－４ 

※１ 防液堤内のタンク基礎部等を除いた場合，開口部面積は３％減となる。

※２ 主方位を下線で示した
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第 4.4.3.1－3 表（1/20） 固定源による有毒ガス影響評価結果 

（中央制御室，影響が最大となる着目方位：NNW） 

固定源 
着目 

方位 

評価結果 

外気取入口 

濃度（ppm） 

判断基準値 

との比 
評価 

敷地内 
排水中和用 

塩酸タンク※１ 

S 2.0×10０ 0.04 

影響なし 

SSW 2.4×10０ 0.05 

SW 1.8×10０ 0.04 

WSW 2.1×10０ 0.05 

W 2.1×10０ 0.05 

WNW 1.9×10０ 0.04 

NW 9.1×10０ 0.19 

NNW 1.2×10１ 0.24 

敷地外 アンモニア（冷媒） ENE 2.4×10－１ ＜0.01 

※１ 防液堤内のタンク基礎部等を除いた場合，外気取入口濃度及び判断基準値との比は

３％減となる。 

第4.4.3.1－3表(2/20) 固定源による有毒ガス影響評価結果 

（緊急時対策所，影響が最大となる着目方位：SE） 

固定源 
着目 

方位 

評価結果 

外気取入口 

濃度（ppm） 

判断基準値 

との比 
評価 

敷地内 
排水中和用 

塩酸タンク※１ 

ESE 5.1×10０ 0.11 

影響なし SE 6.1×10０ 0.13 

敷地外 アンモニア（冷媒） ENE 2.2×10－１ ＜0.01 

※１ 防液堤内のタンク基礎部等を除いた場合，外気取入口濃度及び判断基準値との比は

３％減となる。 
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第4.4.3.1－3表(3/20) 固定源による有毒ガス影響評価結果 

（重要操作地点：原子炉補機代替冷却系接続口（西側戻り）， 

影響が最大となる着目方位：WSW） 

固定源 
着目 

方位 

評価結果 

外気取入口 

濃度（ppm） 

判断基準値 

との比 
評価 

敷地内 
排水中和用 

塩酸タンク※１ 

WSW 8.5×10－１ 0.02 

影響なし W 7.1×10－１ 0.02 

WNW 7.8×10－１ 0.02 

※１ 防液堤内のタンク基礎部等を除いた場合，外気取入口濃度及び判断基準値との比は

３％減となる。 

第4.4.3.1－3表(4/20) 固定源による有毒ガス影響評価結果 

（重要操作地点：高圧発電機車接続口①（西側）， 

影響が最大となる着目方位：WSW） 

固定源 
着目 

方位 

評価結果 

外気取入口 

濃度（ppm） 

判断基準値 

との比 
評価 

敷地内 
排水中和用 

塩酸タンク※１ 

WSW 8.5×10－１ 0.02 

影響なし W 7.1×10－１ 0.02 

WNW 7.8×10－１ 0.02 

※１ 防液堤内のタンク基礎部等を除いた場合，外気取入口濃度及び判断基準値との比は

３％減となる。 

第4.4.3.1－3表(5/20) 固定源による有毒ガス影響評価結果 

（重要操作地点：原子炉補機代替冷却系接続口（西側供給）， 

影響が最大となる着目方位：WSW） 

固定源 
着目 

方位 

評価結果 

外気取入口 

濃度（ppm） 

判断基準値 

との比 
評価 

敷地内 
排水中和用 

塩酸タンク※１ 

WSW 8.5×10－１ 0.02 

影響なし W 7.1×10－１ 0.02 

WNW 7.8×10－１ 0.02 

※１ 防液堤内のタンク基礎部等を除いた場合，外気取入口濃度及び判断基準値との比は

３％減となる。 
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第4.4.3.1－3表(6/20) 固定源による有毒ガス影響評価結果 

（重要操作地点：原子炉ウェル代替注水系接続口（西側）， 

影響が最大となる着目方位：WSW） 

固定源 
着目 

方位 

評価結果 

外気取入口 

濃度（ppm） 

判断基準値 

との比 
評価 

敷地内 
排水中和用 

塩酸タンク※１ 

WSW 8.5×10－１ 0.02 

影響なし W 7.1×10－１ 0.02 

WNW 7.8×10－１ 0.02 

※１ 防液堤内のタンク基礎部等を除いた場合，外気取入口濃度及び判断基準値との比は

３％減となる。 

第4.4.3.1－3表(7/20) 固定源による有毒ガス影響評価結果 

（重要操作地点：ペデスタル代替注水系接続口（西側）， 

影響が最大となる着目方位：WSW） 

固定源 
着目 

方位 

評価結果 

外気取入口 

濃度（ppm） 

判断基準値 

との比 
評価 

敷地内 
排水中和用 

塩酸タンク※１ 

WSW 8.5×10－１ 0.02 

影響なし W 7.1×10－１ 0.02 

WNW 7.8×10－１ 0.02 

※１ 防液堤内のタンク基礎部等を除いた場合，外気取入口濃度及び判断基準値との比は

３％減となる。 

第4.4.3.1－3表(8/20) 固定源による有毒ガス影響評価結果 

（重要操作地点：格納容器代替スプレイ系接続口（西側）， 

影響が最大となる着目方位：WSW） 

固定源 
着目 

方位 

評価結果 

外気取入口 

濃度（ppm） 

判断基準値 

との比 
評価 

敷地内 
排水中和用 

塩酸タンク※１ 

WSW 8.5×10－１ 0.02 

影響なし W 7.1×10－１ 0.02 

WNW 7.8×10－１ 0.02 

※１ 防液堤内のタンク基礎部等を除いた場合，外気取入口濃度及び判断基準値との比は

３％減となる。 
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第4.4.3.1－3表(9/20) 固定源による有毒ガス影響評価結果 

（重要操作地点：燃料プールスプレイ系接続口（西側）， 

影響が最大となる着目方位：WSW） 

固定源 
着目 

方位 

評価結果 

外気取入口 

濃度（ppm） 

判断基準値 

との比 
評価 

敷地内 
排水中和用 

塩酸タンク※１ 

WSW 8.5×10－１ 0.02 

影響なし W 7.1×10－１ 0.02 

WNW 7.8×10－１ 0.02 

※１ 防液堤内のタンク基礎部等を除いた場合，外気取入口濃度及び判断基準値との比は

３％減となる。 

第4.4.3.1－3表(10/20) 固定源による有毒ガス影響評価結果 

（重要操作地点：低圧原子炉代替注水系接続口（西側）， 

影響が最大となる着目方位：WSW） 

固定源 
着目 

方位 

評価結果 

外気取入口 

濃度（ppm） 

判断基準値 

との比 
評価 

敷地内 
排水中和用 

塩酸タンク※１ 

WSW 8.5×10－１ 0.02 

影響なし W 7.1×10－１ 0.02 

WNW 7.8×10－１ 0.02 

※１ 防液堤内のタンク基礎部等を除いた場合，外気取入口濃度及び判断基準値との比は

３％減となる。 

第4.4.3.1－3表(11/20) 固定源による有毒ガス影響評価結果 

（重要操作地点：高圧発電機車接続口②（西側）， 

影響が最大となる着目方位：WSW） 

固定源 
着目 

方位 

評価結果 

外気取入口 

濃度（ppm） 

判断基準値 

との比 
評価 

敷地内 
排水中和用 

塩酸タンク※１ 

WSW 8.5×10－１ 0.02 

影響なし W 7.1×10－１ 0.02 

WNW 7.8×10－１ 0.02 

※１ 防液堤内のタンク基礎部等を除いた場合，外気取入口濃度及び判断基準値との比は

３％減となる。 
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第4.4.3.1－3表(12/20) 固定源による有毒ガス影響評価結果 

（重要操作地点：原子炉補機代替冷却系接続口（南側供給）， 

影響が最大となる着目方位：SSW） 

固定源 
着目 

方位 

評価結果 

外気取入口 

濃度（ppm） 

判断基準値 

との比 
評価 

敷地内 
排水中和用 

塩酸タンク※１ 

SSW 1.6×10０ 0.04 

影響なし 

SW 1.0×10－１ ＜0.01 

WSW 1.4×10０ 0.03 

W 1.2×10０ 0.03 

WNW 1.3×10０ 0.03 

※１ 防液堤内のタンク基礎部等を除いた場合，外気取入口濃度及び判断基準値との比は

３％減となる。 

第4.4.3.1－3表(13/20) 固定源による有毒ガス影響評価結果 

（重要操作地点：原子炉補機代替冷却系接続口（南側戻り）， 

影響が最大となる着目方位：SSW） 

固定源 
着目 

方位 

評価結果 

外気取入口 

濃度（ppm） 

判断基準値 

との比 
評価 

敷地内 
排水中和用 

塩酸タンク※１ 

SSW 1.6×10０ 0.04 

影響なし 

SW 1.0×10－１ ＜0.01 

WSW 1.4×10０ 0.03 

W 1.2×10０ 0.03 

WNW 1.3×10０ 0.03 

※１ 防液堤内のタンク基礎部等を除いた場合，外気取入口濃度及び判断基準値との比は

３％減となる。 
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第4.4.3.1－3表(14/20) 固定源による有毒ガス影響評価結果 

（重要操作地点：高圧発電機車接続口①（南側）， 

影響が最大となる着目方位：SSW） 

固定源 
着目 

方位 

評価結果 

外気取入口 

濃度（ppm） 

判断基準値 

との比 
評価 

敷地内 
排水中和用 

塩酸タンク※１ 

SSW 1.5×10０ 0.03 

影響なし 
SW 9.2×10－１ 0.02 

WSW 1.3×10０ 0.03 

W 1.1×10０ 0.03 

※１ 防液堤内のタンク基礎部等を除いた場合，外気取入口濃度及び判断基準値との比は

３％減となる。 

第4.4.3.1－3表(15/20) 固定源による有毒ガス影響評価結果 

（重要操作地点：高圧発電機車接続口②（南側）， 

影響が最大となる着目方位：SSW） 

固定源 
着目 

方位 

評価結果 

外気取入口 

濃度（ppm） 

判断基準値 

との比 
評価 

敷地内 
排水中和用 

塩酸タンク※１ 

SSW 1.5×10０ 0.03 

影響なし 
SW 9.2×10－１ 0.02 

WSW 1.3×10０ 0.03 

W 1.1×10０ 0.03 

※１ 防液堤内のタンク基礎部等を除いた場合，外気取入口濃度及び判断基準値との比は

３％減となる。 
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第4.4.3.1－3表(16/20) 固定源による有毒ガス影響評価結果 

（重要操作地点：低圧原子炉代替注水系接続口（南側）， 

影響が最大となる着目方位：SSW） 

固定源 
着目 

方位 

評価結果 

外気取入口 

濃度（ppm） 

判断基準値 

との比 
評価 

敷地内 
排水中和用 

塩酸タンク※１ 

SSW 1.5×10０ 0.03 

影響なし 
SW 9.2×10－１ 0.02 

WSW 1.3×10０ 0.03 

W 1.1×10０ 0.03 

※１ 防液堤内のタンク基礎部等を除いた場合，外気取入口濃度及び判断基準値との比は

３％減となる。 

第4.4.3.1－3表(17/20) 固定源による有毒ガス影響評価結果 

（重要操作地点：燃料プールスプレイ系接続口（南側）， 

影響が最大となる着目方位：SSW） 

固定源 
着目 

方位 

評価結果 

外気取入口 

濃度（ppm） 

判断基準値 

との比 
評価 

敷地内 
排水中和用 

塩酸タンク※１ 

SSW 1.5×10０ 0.03 

影響なし 
SW 9.2×10－１ 0.02 

WSW 1.3×10０ 0.03 

W 1.1×10０ 0.03 

※１ 防液堤内のタンク基礎部等を除いた場合，外気取入口濃度及び判断基準値との比は

３％減となる。 
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第4.4.3.1－3表(18/20) 固定源による有毒ガス影響評価結果 

（重要操作地点：ペデスタル代替注水系接続口（南側）， 

影響が最大となる着目方位：SSW） 

固定源 
着目 

方位 

評価結果 

外気取入口 

濃度（ppm） 

判断基準値 

との比 
評価 

敷地内 
排水中和用 

塩酸タンク※１ 

SSW 1.5×10０ 0.03 

影響なし 
SW 9.2×10－１ 0.02 

WSW 1.3×10０ 0.03 

W 1.1×10０ 0.03 

※１ 防液堤内のタンク基礎部等を除いた場合，外気取入口濃度及び判断基準値との比は

３％減となる。 

第4.4.3.1－3表(19/20) 固定源による有毒ガス影響評価結果 

（重要操作地点：格納容器代替スプレイ系接続口（南側）， 

影響が最大となる着目方位：SSW） 

固定源 
着目 

方位 

評価結果 

外気取入口 

濃度（ppm） 

判断基準値 

との比 
評価 

敷地内 
排水中和用 

塩酸タンク※１ 

SSW 1.4×10０ 0.03 

影響なし 
SW 8.5×10－１ 0.02 

WSW 1.2×10０ 0.03 

W 1.1×10０ 0.03 

※１ 防液堤内のタンク基礎部等を除いた場合，外気取入口濃度及び判断基準値との比は

３％減となる。 

51



第4.4.3.1－3表(20/20) 固定源による有毒ガス影響評価結果 

（重要操作地点：原子炉ウェル代替注水系接続口（南側）， 

影響が最大となる着目方位：SSW） 

固定源 
着目 

方位 

評価結果 

外気取入口 

濃度（ppm） 

判断基準値 

との比 
評価 

敷地内 
排水中和用 

塩酸タンク※１ 

SSW 1.4×10０ 0.03 

影響なし 
SW 8.5×10－１ 0.02 

WSW 1.2×10０ 0.03 

W 1.1×10０ 0.03 

※１ 防液堤内のタンク基礎部等を除いた場合，外気取入口濃度及び判断基準値との比は

３％減となる。 

4.4.3.2 敷地内可動源 

敷地内可動源についてはスクリーニング評価によらず，防護措置をとること

で対応する。 

4.5 対象発生源の特定 

敷地内固定源及び敷地外固定源からの有毒ガスの発生を想定し，中央制御室，

緊急時対策所及び重要操作地点に与える影響を評価した結果，中央制御室，緊

急時対策所及び重要操作地点における有毒ガス濃度は，いずれも有毒ガス防護

判断基準値に対する割合の和は１を超過しない。この結果より，島根原子力発

電所の固定源については，運転・対処要員の対処能力が著しく損なわれるおそ

れのある有毒ガスの対象発生源はないことを確認した。 

なお，敷地内可動源に対してはスクリーニング評価によらず防護措置をとる

こととする。
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5. 有毒ガス防護に対する妥当性の判断

島根原子力発電所において，中央制御室及び緊急時対策所の防護対象となる

運転・対処要員の対処能力が著しく損なわれることがないように，有毒ガス防

護対策を以下のとおり実施する。 

5.1 対象発生源がある場合の対策 

5.1.1 スクリーニング評価結果を踏まえて行う対策 

「4. 対象発生源特定のためのスクリーニング評価」において，敷地内外の

固定源に対して評価をした結果，特定された対象発生源はない。 

従って，対象発生源は，スクリーニング評価を行わず，対策を実施すること

とした敷地内可動源に限定されることから，敷地内可動源に対して中央制御室

の運転員及び緊急時対策所の重大事故等に対処するために必要な指示を行う要

員（以下「運転・指示要員」という。）に対して必要な対策を実施する。 

5.1.1.1 敷地内可動源に対する対策 

敷地内可動源からの有毒ガスの発生が及ぼす影響により，運転・指示要員の

対処能力が著しく損なわれることがないように，中央制御室及び緊急時対策所

の運転・指示要員に対して，以下の対策を実施する。 

なお，対策の実施にあたり，敷地内可動源として特定された薬品タンクロー

リー等は原則平日通常勤務時間帯に発電所構内に入構すること，また，発電所

において重大事故等が発生した場合には，既に入構している可動源は敷地外に

避難させ，新たな可動源は発電所構内に入構させないこととする。 

(1) 有毒ガスの発生の検出

敷地内可動源に対する有毒ガスの発生の検出のための実施体制を別紙 11－

１のとおり整備する。 

敷地内可動源である薬品タンクローリー等からの有毒化学物質の漏えいは，

発電所敷地内の移動経路の何れの場所でも発生しうるため，有毒ガスの発生

の検出は，人の認知によることとする。 

従って，「3.1.2 敷地内可動源」にて特定した敷地内可動源が発電所構内

に入構する場合は，発電所員（薬品受入作業をする担当課員）が発電所入構

から薬品タンク等への受入完了まで随行・立会することで，速やかな有毒ガ

スの発生の検出を可能とする。

(2) 通信連絡設備による伝達

敷地内可動源からの有毒ガス防護に係る連絡体制及び手順を別紙 11－２の

とおり整備する。 

薬品タンクローリー等からの有毒化学物質の漏えいが発生し，有毒ガスの

発生による異常を検知した場合は，敷地内可動源に随行・立会している発電
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所員から速やかに中央制御室の当直長に通信連絡設備等を用いて連絡する。 

当直長は，緊急時対策所に緊急時対策本部が設置されている場合は，通信

連絡設備等を用いて本部長に有毒ガスの発生による異常を検知したことを連

絡する。 

通信連絡設備は，現在申請中の新規制基準適合性審査における方針に従い，

設計，設置することにより設置許可基準規則（設置許可基準規則第 35条，第

62条）への適合性を図る。 

設置許可基準規則第 35条，第 62条の通信連絡設備は，以下の設計方針と

することとしており，有毒ガスが発生した場合に当該設備を使用しても，基

準適合性審査に影響を与えるものではない。 

・設計基準事故が発生した場合において，中央制御室等から人が立ち入る可

能性のある原子炉建物，タービン建物等の建物内外各所の者への必要な操

作，作業又は退避の指示等の連絡を行うことができる設備として，所内通

信連絡設備（警報装置含む），電力保安通信用電話設備，有線式通信設備，

無線通信設備及び衛星電話設備の多様性を確保した通信連絡設備（発電所

内）を設置又は保管する設計とする。

・重大事故等が発生した場合において，発電所の内外の通信連絡をする必要

がある場所と通信連絡を行うために必要な通信連絡設備を設置又は保管す

る。

重大事故等が発生した場合において，発電所内の通信連絡をする必要のあ

る場所と通信連絡を行うための通信連絡設備（発電所内）として，衛星電

話設備，無線通信設備及び有線式通信設備を設置又は保管する設計とする。 

衛星電話設備のうち衛星電話設備（携帯型）及び無線通信設備のうち無線

通信設備（携帯型）は，緊急時対策所に保管する設計とする。

有線式通信設備は，廃棄物処理建物１階（中央制御室付近）に保管する設

計とする。

衛星電話設備のうち衛星電話設備（固定型）及び無線通信設備のうち無線

通信設備（固定型）は，中央制御室及び緊急時対策所に設置し，屋外に設

置したアンテナと接続することにより，屋内で使用可能な設計とする。

(3) 防護措置

1) 換気空調設備の隔離及び防護具等の配備

中央制御室及び緊急時対策所の運転・指示要員に対して，敷地内可動源か

らの有毒ガス防護に係る実施体制及び手順を，別紙 11－２のとおり整備する。

また，第 5.1.1.1－1表に示す通り，全面マスクを配備する。 

当直長は，敷地内可動源から有毒ガスの発生による異常の連絡を受けた場

合は，速やかに中央制御室の換気空調設備を隔離するとともに，運転員に全

面マスクの着用を指示する。また，緊急時対策所に緊急時対策本部が設置さ

れている場合は，本部長に敷地内可動源から有毒ガスの発生による異常の連
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絡をする。敷地内可動源から有毒ガスの発生による異常の連絡を受けた本部

長は，外気を取り込まないよう速やかに緊急時対策所の換気空調設備を隔離

するとともに，緊急時対策本部要員（指示要員）に全面マスクの着用を指示

する。 

中央制御室及び緊急時対策所の換気空調設備を隔離した場合は，酸素濃度

計や二酸化炭素濃度計を用いて酸素濃度及び二酸化炭素濃度を監視する。さ

らに，敷地内可動源からの有毒ガスの発生による異常が終息した場合は，速

やかに外気取入れを再開する。 

第 5.1.1.1－1 表 全面マスクの配備（運転・指示要員） 

防護対象者 要員数 全面マスク数量 配備場所 

運転員 ９人 ９個 中央制御室 

緊急時対策本部要員 

（指示要員） 
49人 49個 緊急時対策所 

2) 敷地内の有毒化学物質の処理等の措置

敷地内の有毒化学物質が漏えいし，有毒ガスの発生による異常が発生した

場合の敷地内可動源に対する有毒化学物質の処理等の措置に係る実施体制

及び手順を別紙 11－３のとおり整備する。 

終息活動は，立会人等のもと，終息活動要員（発電所構内に勤務している

要員（協力会社社員含む））が実施する体制とする。 

また，第 5.1.1.1－2表に示す通り，防護具を配備する。 

表 5.1.1.1－2 表 防護具の配備（終息活動要員用） 

防護対象者 要員数 防護具数量 配備場所 

終息活動要員 ３人 

・化学防護手袋

・化学防護長靴

・全面マスク

・吸収缶（塩酸対応用）

終息活動要員 

待機場所 

5.2 予期せず発生する有毒ガスに関する対策 

予期せず発生する有毒ガスが及ぼす影響により，中央制御室の運転員及び緊

急時対策所の重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員のうち初動対

応を行う要員（以下「運転・初動要員」という。）の対処能力が著しく損なわれ

ることがないように，運転・初動要員に対して，以下の対策を実施する。 

３セット 
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5.2.1 防護具等の配備等 

中央制御室及び緊急時対策所の運転・初動要員に対して，必要人数分の酸素

呼吸器を配備する。 

中央制御室及び緊急時対策所の運転・初動要員に対して，予期せず発生する

有毒ガスからの防護のための実施体制及び手順を整備する。 

酸素ボンベについては，酸素呼吸器を１人当たり６時間使用するために必要

となる数量を配備する。 

さらに，予期せず発生する有毒ガスに対し，継続的な対応が可能となるよう，

バックアップの供給体制を整備する。 

(1) 必要人数分の酸素呼吸器の配備

中央制御室及び緊急時対策所の運転・初動要員に対して，予期せぬ有毒ガ

スの発生に対応するため，第 5.2.1－1表に示す，必要となる酸素呼吸器の数

量を確保し，所定の場所に配備する。 

第5.2.1－1表 酸素呼吸器の配備 

防護対象者 要員数 酸素呼吸器数量 配備場所 

運転員 ９人 ９個 中央制御室 

指示者，連絡責任者，連絡担当者 ５人 ５個 緊急時対策所 

(2) 一定量の酸素ボンベの配備

中央制御室及び緊急時対策所の運転・初動要員に対して，予期せず発生す

る有毒ガスから，一定期間防護が可能となるよう，第5.2.1－2表に示す，必

要となる酸素ボンベの数量を確保し，所定の場所に配備する。 

第5.2.1－2表 酸素ボンベの配備 

防護対象者 要員数 酸素ボンベ数量※１ 配備場所 

運転員 ９人 ９本 中央制御室 

指示者，連絡責任者，連絡担当者 ５人 ５本 緊急時対策所 

※１ 有毒ガス防護に係る影響評価ガイドに基づき，１人当たり酸素呼吸器を６時間使用

するのに必要となる酸素ボンベの数量を設定（別紙 12－１参照） 
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(3) 防護のための実施体制及び手順

中央制御室及び緊急時対策所の運転・初動要員に対して，予期せず発生す

る有毒ガスからの防護に係る実施体制及び手順を別紙 12－１のとおり整備す

る。 

(4) バックアップの供給体制の整備

中央制御室及び緊急時対策所の運転・初動要員に対して，予期せぬ有毒ガ

スの発生が継続した場合を考慮し，継続的な対応が可能となるよう，敷地外

からの酸素ボンベバックアップの供給体制を，別紙 12－２のとおり整備する。 

5.2.2 通信連絡設備による伝達 

中央制御室及び緊急時対策所の運転・初動要員に対して，予期せぬ有毒ガス

の発生を知らせるための実施体制及び手順を別紙 12－１のとおり整備する。 

敷地外からの連絡があった場合，又は敷地内で異臭等の異常が確認された場

合には，これらの異常の内容を中央制御室の当直長に通信連絡設備等を用いて

連絡をする。 

当直長は，緊急時対策所に緊急時対策本部が設置されている場合は，通信連

絡設備等を用いて緊急時対策本部の指示者に有毒ガスの発生による異常を連絡

する。 

なお，通信連絡設備は，可動源の対応同様に，現在申請中の新規制基準適合

性審査における方針に従い，設計，設置することにより設置許可基準規則（設

置許可基準規則第 35条，第 62条）への適合性を図る。 

5.2.3 敷地外からの連絡 

敷地外から有毒ガスの発生に係る情報を入手した場合に，中央制御室の当直

長に対して，敷地外の予期せぬ有毒ガスの発生を知らせるための仕組みについ

ては，「5.2.2 通信連絡設備による伝達」の手順及び実施体制と同様である。 
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6. まとめ

有毒ガス防護に関する規制改正をうけ，島根原子力発電所２号炉における有

毒ガス発生時の影響評価を実施した。 

評価手法は，「有毒ガス防護に係る評価ガイド」を参照し，評価結果に基づ

いた防護措置を行うこととした。 

評価にあたり，島根原子力発電所内外の有毒化学物質を特定し，防護判断基

準値を設定した。 

固定源に対しては，漏えい時の評価を実施し，中央制御室の外気取入口等の

評価地点において，各々の有毒ガス濃度の防護判断基準値に対する和が，１を

下回る（運転員等の対処能力が損なわれないこと）ことから，設置許可基準規

則にて定義される「有毒ガス発生源」はなく，検出器及び警報装置を設けなく

とも，運転員等は，中央制御室等に一定期間とどまり，支障なく必要な措置を

とるための操作を行うことができることを確認した。 

敷地内可動源に対しては，立会人等の確保，連絡体制の確保及び中央制御室

等への全面マスクの配備・着用手順の整備による防護措置を実施することで，

中央制御室の運転員等の対処能力が著しく損なわれないことを確認した。 

その他対応として，予期せぬ有毒ガスの発生に対応するため酸素呼吸器の配

備，着用の手順及び体制を整備し，酸素呼吸器の補給に係るバックアップ体制

を整備することとした。また，有毒ガスの確認時の通信連絡設備の手順につい

ても整備することとした。 

今後，評価条件が変更となる場合や新たな薬品を使用する場合には，固定源・

可動源の特定フロー等をもとに，有毒ガス影響評価ガイドへの適合性を確認し，

必要に応じて防護措置を取ることを発電所の文書に定め，運用管理するものと

する。 

以上のことから，有毒ガス防護に係る設置許可基準規則に適合していること

を確認した。有毒ガス防護に係る規則等への適合性を別紙 14に示す。 
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定
め
ら
れ
て
い
る
急
性

の
毒
性
限
度
（
人
間
が

30
分
間
ば
く
露

さ
れ

た
場
合
、
そ
の
物
質
が
生
命
及

び
健
康
に
対
し
て
危
険
な
影
響
を
即
時

に
与

え
る
、
又
は
避
難
能
力
を
妨
げ
る
ば
く
露
レ
ベ
ル
の
濃
度
限
度
値
）
を

い
う

参
３
。
 

（
２
）
イ
ン
リ
ー
ク
 

換
気
空
調
設
備
の
フ
ィ
ル
タ
を
経
由
し
な
い
で
原
子
炉
制
御
室
等
内
に

流
入

す
る
空
気
を
い
う
。
 

（
３
）
イ
ン
リ
ー
ク
率
 

「
原
子
力
発
電
所
中
央
制
御
室
の
居
住
性
に
係
る
被
ば
く
評
価
手
法
に

1.
3 

用
語
の
定
義
 

ガ
イ
ド
に
基
づ
き
用
語
の
定
義
を
用
い
る
。
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有
毒
ガ
ス
防
護
に
係
る
影
響
評
価
ガ
イ
ド
 

原
子
炉
制
御
室
等
に
係
る
有
毒
ガ
ス
影
響
評
価
の
対
応
状
況
 

つ
い

て
（
内
規
）」

参
４
の
別
添
資
料
「
原
子
力
発
電
所
の
中
央
制
御
室
の
空

気
流

入
率
測
定
試
験
手
法
」
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
空
気
流
入
率
で
、
換
気

空
調

設
備
の
フ
ィ
ル
タ
を
経
由
し
な
い
で
原
子
炉
制
御
室
等
内
に
流
入
す

る
単

位
時
間
当
た
り
の
空
気
量
と
原
子
炉
制
御
室
等
バ
ウ
ン
ダ
リ
内
の
体

積
と

の
比
を
い
う
。
 

（
４
）
可
動
源
 

敷
地
内
に
お
い
て
輸
送
手
段
（
例
え
ば
、
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
等
）
の
輸
送

容
器

に
保
管
さ
れ
て
い
る
、
有
毒
ガ
ス
を
発
生
さ
せ

る
お
そ
れ
の
あ
る
有
毒

化
学

物
質
を
い
う
。
 

（
５
）
緊
急
時
制
御
室
 

設
置
許
可
基
準
規
則
第
４
２
条
等
に
規
定
す
る
特
定
重
大
事
故
等
対
処

施
設

の
緊
急
時
制
御
室
を
い
う
。
 

（
６
）
緊
急
時
対
策
所
 

 
設

置
許
可
基
準
規
則
第
３
４
条
等
に
規
定
す
る
緊
急
時
対
策
所
を
い
う
。
 

（
７
）
空
気
呼
吸
具
 

高
圧
空
気
容
器
（
以
下
「
空
気
ボ
ン
ベ
」
と
い
う
。）

か
ら
減
圧
弁
等
を

通
し

て
、
空
気
を
面
体

8 に
供
給
す
る
器
具
の
う
ち
顔
全
体
を
覆
う
自
給
式

の
プ

レ
ッ
シ
ャ
デ
マ
ン
ド
型
の
も
の
を
い
う
。
 

（
８
）
原
子
炉
制
御
室
 

設
置
許
可
基
準
規
則
第
２
６
条
等
に
規
定
す
る
原
子
炉
制
御
室
を
い
う
。
 

（
９
）
原
子
炉
制
御
室
等
バ
ウ
ン
ダ
リ
 

有
毒
ガ
ス
の
発
生
時
に
、
原
子
炉
制
御
室
等
の
換
気
空
調
設
備
に
よ
っ

て
、
給
・
排
気
さ
れ
る
区
画
の
境
界
に
よ
っ
て
取
り
囲
ま
れ
て
い
る
空
間
全

体
を

い
う
。
 

（
１
０
）
固
定
源
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有
毒
ガ
ス
防
護
に
係
る
影
響
評
価
ガ
イ
ド
 

原
子
炉
制
御
室
等
に
係
る
有
毒
ガ
ス
影
響
評
価
の
対
応
状
況
 

敷
地
内
外
に
お
い
て
貯
蔵
施
設
（
例
え
ば
、
貯
蔵
タ
ン
ク
、
配
管
ラ
イ
ン

等
）
に
保
管
さ
れ
て
い
る
、
有
毒
ガ
ス
を
発
生
さ
せ
る
お
そ
れ
の
あ
る
有
毒

化
学

物
質
を
い
う
。
 

（
１
１
）
重
要
操
作
地
点

重
大
事
故
等
対
処
上
、
要
員
が
一
定
期
間
と
ど
ま
り
特
に
重
要
な
操
作
を

行
う

屋
外
の
地
点
の
こ
と
で
、
常
設

設
備
と
接
続
す
る
屋
外
に
設
け
ら
れ
た

可
搬

型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
（
原
子
炉
建
屋
の
外
か
ら
水
又
は
電
力
を
供

給
す

る
も
の
に
限
る
。）

の
接
続
を

行
う
地
点
を
い
う
。
 

（
１
２
）
有
毒
ガ
ス

気
体
状
の
有
毒
化
学
物
質
（
国
際
化
学
安
全
性
カ
ー
ド

9 等
に
お
い
て
、

人
に

対
す
る
悪
影
響
が
示
さ
れ
て
い
る
物
質
）
及
び
有
毒
化
学
物
質
の
エ
ア

ロ
ゾ

ル
を
い
う
（
有
毒
化
学
物
質
か

ら
発
生
す
る
も
の
及
び
他
の
有
毒
化
学

物
質

等
と
の
化
学
反
応
に
よ
っ
て
発
生
す
る
も
の
を
含
む
。）
。
 

（
１
３
）
有
毒
ガ
ス
防
護
判
断
基
準
値

技
術
基
準
規
則
解
釈

10
第
３
８
条
１
３
、
第
４
６
条
２
及
び
第
５
３
条
３

等
に

規
定
す
る
「
有
毒
ガ
ス
防
護
の
た
め
の
判
断
基
準
値
」
で
あ
っ
て
、
有

毒
ガ

ス
の
急
性
ば
く
露
に
関
し
、
中
枢
神
経
等
へ
の
影
響
を
考
慮
し
、
運

転
・
対
処
要
員
の
対
処
能
力
（
情
報
を
収
集
発
信
す
る
能
力
、
判
断
す
る
能

力
、
操
作
す
る
能
力
等
）
に
支
障
を
来
さ
な
い
と
想
定
さ
れ
る
濃
度
限
度
値

を
い

う
。
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有
毒
ガ
ス
防
護
に
係
る
影
響
評
価
ガ
イ
ド
 

原
子
炉
制
御
室
等
に
係
る
有
毒
ガ
ス
影
響
評
価
の
対
応
状
況
 

２
．
有
毒
ガ
ス
防
護
に
係
る
妥
当
性
確
認
の

流
れ
 

敷
地
内
の
固
定
源
及
び
可
動
源
並
び
に
敷
地
外
の
固
定
源
の
流
出
に
対

し
て
、
運
転
・
対
処
要
員
に
対
す
る
有
毒
ガ
ス
防
護
の
妥
当
性
を
確
認
す
る
。

確
認

の
流
れ
を
図
1に

示
す
。
 

表
2に

、
対
象
発
生
源
（
有
毒
ガ

ス
防
護
対
象
者
の
吸
気
中
の
有
毒
ガ
ス

濃
度

11
の
評
価
値
が
有
毒
ガ
ス
防
護

判
断
基
準
値
を
超
え
る
発
生
源
を
い

う
。

以
下
同
じ
。）

と
有
毒
ガ
ス
防

護
対
象
者
と
の
関
係
を
示
す
。（

解
説

-

２
）
 

（
解
説
-２

）
有
毒
ガ
ス
防
護
対
象
者
と

発
生
源
の
関
係
 

①
原
子
炉
制
御
室
及
び
緊
急
時
制
御
室
の
運
転
員

原
子
炉
制
御
室
及
び
緊
急
時
制
御
室
の
運
転
員
に
つ
い
て
は
、
対
象

発
生
源
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
、
有

毒
ガ
ス
に
対
す
る
防
護
を
求
め
る
こ

と
と
し
た
。
 

②
対
象
発
生
源
か
ら
発
生
す
る
有

毒
ガ
ス
及
び
予
期
せ
ず
発
生
す
る
有
毒

ガ
ス
（
対
象
発
生
源
が
な
い
場
合
を
含
む
。）

に
係
る
有
毒
ガ
ス
防
護
対

象
者


対

象
発

生
源

か
ら

発
生

す
る

有
毒

ガ
ス

に
係

る
有

毒
ガ

ス
防

護
対

象
者 敷
地
内
外
の
固
定
源
に
つ
い
て
は
、
特
定
さ
れ
た
ハ
ザ
ー
ド
が
あ

る
た
め
、
設
計
基
準
事
故
時
及
び
重
大
事
故
時
（
大
規
模
損
壊
時
を

含
む
。）

に
有
毒
ガ
ス
が
発
生
す
る
可
能
性
を
考
慮
し
、
運
転
・
対
処

要
員
を
有
毒
ガ
ス
防
護
対
象
者
と
す
る
こ
と
と
し
た
。
 

た
だ
し
、
プ
ル
ー
ム
通
過
中
及
び
重
大
事
故
等
対
処
上
特
に
重
要

な
操
作
中
に
お
い
て
、
敷
地
内
に
可
動
源
が
存
在
す
る
（
有
毒
化
学

2.
有
毒
ガ
ス
防
護
に
係
る
妥
当
性
確
認
の
流
れ
 
→
 
評
価
ガ
イ
ド
ど
お
り

敷
地
内
の
固
定
源
及
び
可
動
源
並
び
に
敷
地
外
の
固
定
源
に
対
し
て
，
第

2－
1

図
の
フ
ロ
ー
に
従
い
評
価
し
て
い
る
。
 

有
毒
ガ
ス
影
響
評
価
に
あ
た
っ
て
は
，
防
護
対
象
者
を
評
価
ガ
イ
ド
表
２
の
と

お
り
設
定
し
て
い
る
。
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有
毒
ガ
ス
防
護
に
係
る
影
響
評
価
ガ
イ
ド
 

原
子
炉
制
御
室
等
に
係
る
有
毒
ガ
ス
影
響
評
価
の
対
応
状
況
 

物
質
の
補
給
を
行
う
）
こ
と
が
想
定
し
難
い
こ
と
か
ら
、
当
該
可
動

源
に
対
し
て
は
、
運
転
・
指
示
要
員
以
外
に
つ
い
て
は
有
毒
ガ
ス
防

護
対
象
者
と
し
な
く
て
も
よ
い
こ
と
と
し
た
。
 


予

期
せ

ず
発

生
す

る
有

毒
ガ

ス
（

対
象

発
生

源
が

な
い

場
合

を
含

む
。）

に
係
る
有
毒
ガ
ス
防
護
対
象
者

特
定
さ
れ
た
ハ
ザ
ー
ド
は
な
い
場
合
で
も
、
通
常
運
転
時
に
有
毒

ガ
ス
が
発
生
す
る
可
能
性
を
考
慮
し
、
運
転
・
初
動
要
員
を
有
毒
ガ

ス
防
護
対
象
者
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

ま
た
、
当
該
有
毒
ガ
ス
防
護
対
象
者
は
、
設
計
基
準
事
故
時
及
び

重
大
事
故
時
（
大
規
模
損
壊
時

を
含
む
。）

に
も
、
通
常
運
転
時
と
同

様
に
防
護
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
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有
毒
ガ
ス
防
護
に
係
る
影
響
評
価
ガ
イ
ド
 

原
子
炉
制
御
室
等
に
係
る
有
毒
ガ
ス
影
響
評
価
の
対
応
状
況
 

第
2
－
1
図
 
→
 
評
価
ガ
イ
ド
ど
お
り
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有
毒
ガ
ス
防
護
に
係
る
影
響
評
価
ガ
イ
ド
 

原
子
炉
制
御
室
等
に
係
る
有
毒
ガ
ス
影
響
評
価
の
対
応
状
況
 

３
．
評
価
に
当
た
っ
て
行
う
事
項
 

３
．
１
 固

定
源
及
び
可
動
源
の
調
査
 

（
１
）
敷
地
内
の
固
定
源
及
び
可
動
源
並
び
に
原
子
炉
制
御
室
か
ら
半
径

10
km
以
内

に
あ
る
敷
地
外
の
固
定
源
を
調
査
対
象

と
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。（

解

説
-３

）
 

1)
固
定

源

①
敷
地
内
に
保
管
さ
れ
て
い
る
全
て
の
有
毒
化
学
物
質

表
２

 
有

毒
ガ

ス
防

護
対

象
者

と
対

象
発

生
源

の
関

係
 

→
 

評
価

ガ
イ

ド
の

と
お
り
 

 
 
敷
地
内
外
の
固
定
源
は
，
運
転
・
対
処
要
員
を
防
護
対
象
者
と
し
て
い
る
。
 

 
 
敷
地
内
の
可
動
源
は
，
運
転
・
指
示
要
員
を
防
護
対
象
者
と
し
て
い
る
。
 

 
 
予
期
せ
ず
発
生
す
る
有
毒
ガ
ス
は
，
運
転
・
初
動
要
員
を
防
護
対
象
者
と
し
て

い
る
。
 

3.
評
価
に
当
た
っ
て
行
う
事
項

3.
1 

固
定
源
及
び
可
動
源
の
調
査
 

3.
1(
1)
 
→
 
評
価
ガ
イ
ド
の
と
お
り
 

敷
地
内
の
固
定
源
及
び
可
動
源
並
び
に
中
央
制
御
室
等
か
ら
半
径

1
0
k
m
以
内

に
あ
る
敷
地
外
固
定
源
を
調
査
対
象
と
し
て
い
る
。
な
お
，
固
定
源
及
び
可
動
源

に
つ
い
て
は
，
評
価
ガ
イ
ド
の
定
義
等
に
従
う
。（

別
紙
４
－
１
）
 

1)
固
定
源

①
敷
地
内
の
固
定
源
は
，
以
下
の
よ
う
に
調
査
し
た
。

調
査
対
象
と
す
る
有
毒
化
学
物
質
は
，「
（
１
２
）
有
毒
ガ
ス
」
の
定
義
中
に

「
有
毒
化
学
物
質
（
国
際
科
学
安
全
性
カ
ー
ド
等
に
お
い
て
，
人
に
対
す
る
悪

影
響
が
示
さ
れ
て
い
る
物
質
）」

と
定
義
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
，「

人
に
対
す

る
悪
影
響
が
示
さ
れ
て

い
る
物
質
」
と
し
て
「
（
１
３
）
有
毒
ガ
ス
防
護
判

断

基
準
値
」
の
定
義
に
お
け
る
「
有
毒
ガ
ス
等
の
急
性
ば
く
露
に
関
し
，
中
枢
神

経
へ
の
影
響
を
考
慮
し

，」
に
記
載
さ
れ
て
い
る
「
中

枢
神
経
影
響
」
だ
け

で

な
く
，
対
処
能
力
を
損
な
う
要
因
と
し
て
，
中
枢
神
経
影
響
だ
け
で
な
く
急
性

の
致
死
影
響
及
び
呼
吸
障
害
（
呼
吸
器
へ
の
影
響
）
も
考
慮
し
た
。
 

ま
た
，
参
照
す
る
情
報
源
は
，
定
義
に
記
載
さ
れ
て
い
る
「
国
際
化
学
安
全

性
カ
ー
ド
」
の
み
で
は
な
く
，
急
性
毒
性
の
観
点
で
国
内
法
令
に
て
規
制
さ
れ
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有
毒
ガ
ス
防
護
に
係
る
影
響
評
価
ガ
イ
ド
 

原
子
炉
制
御
室
等
に
係
る
有
毒
ガ
ス
影
響
評
価
の
対
応
状
況
 

②
敷
地
外
に
保
管
さ
れ
て
い
る
有

毒
化
学
物
質
の
う
ち
、
運
転
・
対
処
要

員
の
有
毒
ガ
ス
防
護
の
観
点
か
ら
、
種
類
及
び
量
に
よ
っ
て
影
響
が
あ
る

お
そ
れ
の
あ
る
有
毒
化
学
物
質

a)
原
子
炉
制
御
室
か
ら
半
径
10

km
よ
り
遠
方
で
あ
っ
て
も
、
原
子
炉
制

御
室
か
ら
半
径
10
km
近
傍
に
立
地

す
る
化
学
工
場
に
お
い
て
多
量
に
保

有
さ
れ
て
い
る
有
毒
化
学
物
質
は
対
象
と
す
る
。
 

b)
地
方
公
共
団
体
が
定
め
た
「
地
域
防
災
計
画
」
等
の
情
報
（
例
え
ば
、

有
毒
化
学
物
質
を
使
用
す
る
工
場
、
有
毒
化
学
物
質
の
貯
蔵
所
の
位
置
、

物
質
の
種
類
・
量
）
を
活
用
し
て
も
よ
い
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
情
報

に
よ
っ
て
保
管
さ
れ
て
い
る
有
毒
化
学
物
質
が
特
定
で
き
な
い
場
合

は
、
事
業
所
の
業
種
等
を
考
慮
し
て
物
質
を
推
定
す
る
も
の
と
す
る
。
 

2)
可
動

源

敷
地
内
で
輸
送
さ
れ
る
全
て
の
有
毒
化
学
物
質

て
い

る
物

質
及

び
化

学
物

質
の

有
害

性
評

価
等

の
世

界
標

準
シ

ス
テ

ム
を

参

照
と
す
る
こ
と
で
，
網
羅
的
に
抽
出
す
る
こ
と
と
し
た
。（

別
紙
２
）
 

発
電
所
構
内
で
有
毒
化
学
物
質
を
含
む
も
の
を
整
理
し
た
う
え
で
，
生
活
用

品
に
つ
い
て
は
，
日
常
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
り
，
運
転
員
の
対
処
能
力
に
影

響
を
与
え
る
観
点
で
考
慮
不
要
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
，
調
査
対
象
外
と
整

理
し
た
。
 

ま
た
，
製
品
性
状
と
し
て
，
固
体
や
潤
滑
油
の
よ
う
に
，
有
毒
ガ
ス
を
発
生

さ
せ
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
，
調
査
対
象
外
と
整
理
し
た
。
 

②
敷
地
外
の
固
定
源
は
，
運
転
・
対
処
要
員
の
有
毒
ガ
ス
防
護
の
観
点
か
ら
，

種
類

及
び

量
に

よ
っ

て
影

響
が

あ
る

お
そ

れ
の

あ
る

有
毒

化
学

物
質

を
調

査

対
象
と

す
べ

く
，「

地
域

防
災
計

画
」

の
み

で
は

な
く

，
届
出

義
務

の
あ

る
対

象
法
令
を
選
定
し
，
取
扱
量
の
観
点
及
び
発
電
所
の
立
地
か
ら
「
毒
物
及
び
劇

物
取
締
法
」，
「
消
防
法
」
及
び
「
高
圧
ガ
ス
保
安
法
」
に
対
し
て
調
査
を
実
施

し
た
。（

別
紙
３
）
 

2)
可
動
源

敷
地
内
の
可
動
源
は
，
敷
地
内
の
固
定
源
と
同
様
に
整
理
を
実
施
し
た
。

具
体
的
に
は
，
有
毒
化
学
物
質
と
し
て
抽
出
す
る
化
学
物
質
は
同
じ
で
，
生

活
用
品
や
性
状
等
に
よ
り
，
運
転
員
の
対
処
能
力
に
影
響
を
与
え
る
観
点
で
考

慮
不
要
と
判
断
で
き
る
も
の
は
調
査
対
象
外
と
整
理
し
た
。
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有
毒
ガ
ス
防
護
に
係
る
影
響
評
価
ガ
イ
ド
 

原
子
炉
制
御
室
等
に
係
る
有
毒
ガ
ス
影
響
評
価
の
対
応
状
況
 

（
２
）
有
毒
化
学
物
質
の
性
状
、
貯
蔵
量
、
貯
蔵
方
法
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
調
査

対
象
外
と
し
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の

根
拠
を
確
認
す
る
。（

解
説
-４

）
 

3.
1.
(2
) 

→
 
評
価
ガ
イ
ド
の
と
お
り
 

性
状
等
に
よ
り
人
体
へ
の
影
響
が
な
い
と
判
断
で
き
る
も
の
以
外
は
，
有
毒
化

学
物
質
の
性
状
・
保
管
状
況
（
揮
発
性
及
び
エ
ア
ロ
ゾ
ル
化
の
可
能
性
，
ボ
ン
ベ

保
管
，
配
備
量
，
建
物
内
保
管
）
に
基
づ
き
，
漏
え
い
時
に
大
気
中
に
多
量
に
放

出
さ
れ
る
お
そ
れ
の
な
い
も
の
を
整
理
し
た
。
ま
た
，
性
状
か
ら
密
閉
空
間
の
み

で
影
響
が
あ
る
も
の
は
調
査
対
象
外
と
し
て
い
る
。（

別
紙
４
－
７
－
１
,２

）
 

第
3
.
1－

1
図
 
固
定
源
の
特
定
フ
ロ
ー
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有
毒
ガ
ス
防
護
に
係
る
影
響
評
価
ガ
イ
ド
 

原
子
炉
制
御
室
等
に
係
る
有
毒
ガ
ス
影
響
評
価
の
対
応
状
況
 

               （
３
）
調
査

対
象
と
し
て
い
る
固
定
源
及
び

可
動
源
に
対
し
て
、
次
の
項
目
を
確
認

す
る
。
 

－
有
毒
化
学
物
質
の
名
称
 

－
有
毒
化
学
物
質
の
貯
蔵
量
 

－
有
毒
化
学
物
質
の
貯
蔵
方
法
 

－
原
子
炉
制
御
室
等
及
び
重
要
操
作
地

点
と
有
毒
ガ
ス
の
発
生
源
と
の
位
置

関
係

（
距
離
、
高
さ
、
方
位
を
含
む
。）

 

－
防
液
堤
の
有
無
（
防
液
堤
が
あ
る
場
合
は
、
防
液
堤
ま
で
の
最
短
距
離
、
防

液
堤

の
内
面
積
及
び
廃
液
処
理
槽
の
有
無
）（

解
説
-５

）
 

－
電
源
、
人
的
操
作
等
を
必
要
と
せ
ず
に
、
有
毒
ガ
ス
発
生
の
抑
制
等
の
効
果

 

第
3
.
1－

2
図
 
可
動
源
の
特
定
フ
ロ
ー
 

 3.
1(
3)
 
→
 
評
価
ガ
イ
ド
の
と
お
り
 

調
査
対
象
と
し
て
い
る
固
定
源
及
び
可
動
源
に
対
し
て
，
名
称
，
貯
蔵
量
，
貯

蔵
方
法
，
位
置
関
係

，
防
液
堤
の
有
無
及
び
有
毒
ガ
ス
発
生
の
抑
制
等
の
効
果
が

見
込
め
る
設
備
を
示
し
て
い
る
。
 

（
敷
地
内
固
定
源
：
第

3
.
1.
1
－
2～

第
3.
1
.
1－

5
 表

，
可
動
源
：
第

3
.
1.
2

－
1～

第
3.
1.
2－

3 
表
，
敷
地
外
固
定
源
：
第

3
.
1.
3－

1 
表
～
第

3
.1
.
3－

2
 

表
）
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有
毒
ガ
ス
防
護
に
係
る
影
響
評
価
ガ
イ
ド
 

原
子
炉
制
御
室
等
に
係
る
有
毒
ガ
ス
影
響
評
価
の
対
応
状
況
 

が
見

込
め
る
設
備
（
例
え
ば
、
防
液
堤
内
の
フ
ロ
ー
ト
等
）（

解
説
-５

）
 

 

（
解
説
-３

）
調
査
対
象
と
す
る
地
理
的
範
囲
 

「
原
子
力
発
電
所
の
外
部
火
災
影
響
評
価
ガ
イ
ド
」（

火
災
発
生
の
地
理

的
範

囲
を
発
電
所
敷
地
か
ら
半
径

10
km
に
設
定
。）

及
び
米
国
規
制
ガ
イ
ド

（
有

毒
化
学
物
質
の
地
理
的
範
囲
を
原
子
炉
制
御
室
か
ら
5マ

イ
ル
（
約

8k
m）

に
設
定
。）

参
５
を
参
考
と
し
て
設
定
し
た
。
 

 

（
解
説
-４

）
調
査
対
象
外
と
す
る
場
合
 

貯
蔵
容
器
が
損
傷
し
、
容
器
に
貯
蔵
さ
れ
て
い
る
有
毒
化
学
物
質
の
全
量

が
流

出
し
て
も
、
有
毒
ガ
ス
が
大
気
中
に
多
量
に
放
出
さ
れ
る
お
そ
れ
が
な

い
と

説
明
で
き
る
場
合
。（

例
え
ば

、
使
用
場
所
が
限
定
さ
れ
て
い
て
貯
蔵

量
及

び
使
用
量
が
少
な
い
試
薬
等
）
 

 

（
解
説
-５

）
対
象
発
生
源
特
定
の
た
め
の
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
評
価
の
際
に
考
慮

し
て
も
よ
い
設
備
 

有
毒
ガ
ス
が
発
生
し
た
際
に
、
受

動
的
に
機
能
を
発
揮
す
る
設
備
に
つ
い

て
は
、
考
慮
し
て
も
よ
い
こ
と
と
す
る
。
例
え
ば
、
防
液
堤
は
、
防
液
堤
が

破
損

す
る
可
能
性
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
更
地
と
な
る
よ
う
な
壊
れ
方
は
せ

ず
、
堰
と
し
て
の
機
能
を
発
揮
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
防
液
堤
内
の

フ
ロ

ー
ト
や
電
源
、
人
的
操
作
等
を
必
要
と
し
な
い
中
和
槽
等
の
設
備
は
、

有
毒

ガ
ス
発
生
の
抑
制
等
の
機
能
が
恒
常
的
に
見
込
め
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の

こ
と
か
ら
、
対
象
発
生
源
特
定
の
た
め
の
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
評
価
（
以

下
単

に
「
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
評
価
」
と

い
う
。）

に
お
い
て
も
、
こ
れ
ら
の

設
備

は
評
価
上
考
慮
し
て
も
よ
い
。
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有
毒
ガ
ス
防
護
に
係
る
影
響
評
価
ガ
イ
ド
 

原
子
炉
制
御
室
等
に
係
る
有
毒
ガ
ス
影
響
評
価
の
対
応
状
況
 

３
．
２
 有

毒
ガ
ス
防
護
判
断
基
準
値
の
設
定
 

1)
～
6)
の
考
え
に
基
づ
き
、
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
が
有
毒
ガ
ス
防
護
判
断
基

準
値
を
設
定
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。（

図
2参

照
）
 

1)
３
．
１
で
調
査
し
た
化
学
物
質

が
有
毒
化
学
物
質
で
あ
る
か
を
確
認
す

る
。
有
毒
化
学
物
質
で
あ
る
場
合

は
、
2)
に
よ
る
。
そ
う
で
な
い
場
合
に

は
、
評
価
の
対
象
外
と
す
る
。

2)
当
該
有
毒
化
学
物
質
に
ID
LH

値
が
あ
る
か
を
確
認
す
る
。
あ
る
場
合
は

3)
に
、
な
い
場
合
は
5)
に
よ
る
。

3)
当
該
有
毒
化
学
物
質
に
中
枢
神

経
に
対
す
る
影
響
が
あ
る
か
を
確
認
す

る
。
あ
る
場
合
は
4)
に
、
な
い
場

合
は
当
該
ID
LH
値
を
有
毒
ガ
ス
防
護
判

断
基
準
値
と
す
る
。

4)
ID
LH
値
の
設
定
根
拠
と
し
て
、
中
枢
神
経
に
対
す
る
影
響
も
考
慮
し
た

デ
ー
タ
を
用
い
て
い
る
か
を
確
認
す
る
。
用
い
て
い
る
場
合
は
、
当
該

ID
LH
値
を
有
毒
ガ
ス
防
護
判
断
基
準
値
と
す
る
。
用
い
て
い
な
い
場
合

は
、
5)
に
よ
る
。

5)
日
本
産
業
衛
生
学
会
の
定
め
る

最
大
許
容
濃
度

12
が
あ
る
か
確
認
す

る
。
あ
る
場
合
は
、
当
該
最
大
許

容
濃
度
を
有
毒
ガ
ス
防
護
判
断
基
準
値

と
す
る
。
な
い
場
合
は
、
6)
に
よ

る
。

6)
文
献
等
を
基
に
、
発
電
用
原

子
炉
設
置
者
が
有
毒
ガ
ス
防
護
判
断
基
準

値
を
適
切
に
設
定
す
る
。

設
定
に
当
た
っ
て
は
、
次
の
複
数
の
文
献
等
に
基
づ
き
、
物
質
ご
と

に
、
運
転
・
対
処
要
員
の
対
処
能
力
に
支
障
を
来
さ
な
い
と
想
定
さ
れ

る
限
界
濃
度
を
、
有
毒
ガ
ス
防
護
判
断
基
準
値
と
し
て
発
電
用
原
子
炉

設
置
者
が
適
切
に
設
定
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

－
化
学
物
質
総
合
情
報
提
供
シ
ス
テ
ム

 C
he
mi
ca
l 
Ri
sk
 

3.
2 

有
毒
ガ
ス
防
護
判
断
設
定
基
準
値
の
設
定
 
→
 
評
価
ガ
イ
ド
の
と
お
り
 

固
定
源
及
び
可
動
源
と
し
て
特
定
し
た
物
質
「
塩
酸
」，
「
ア
ン
モ
ニ
ア
」
は
，

第
3.
2－

1
図
の
フ
ロ
ー
に
従
い
有
毒
ガ
ス
防
護
判
断
基
準
値
を
設
定
し
て
い
る
。 

1)
有
毒
化
学
物
質
を
抽
出
し
て
お
り
，
2
)へ

移
行
。

2)
「
塩
酸
」，
「
ア
ン
モ
ニ
ア
」
は
，

I
DL
H
値
が
あ
る
た
め
，
3
)へ

。

3)
「
塩
酸
」，
「
ア
ン
モ
ニ
ア
」
は
，
中
枢
神
経
影
響
が
な
い
こ
と
か
ら
，
I
D
L
H

値
を
有
毒
ガ
ス
防
護
判
断
基
準
値
と
す
る
。
 

4)
以
降
 
該
当
す
る
物
質
は
な
い
。
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有
毒
ガ
ス
防
護
に
係
る
影
響
評
価
ガ
イ
ド
 

原
子
炉
制
御
室
等
に
係
る
有
毒
ガ
ス
影
響
評
価
の
対
応
状
況
 

In
fo
rm
at
io
n 
Pl
at
fo
rm
(C
HR
IP
)
13
 

－
産
業
中
毒
便
覧

14
 

－
有
害
性
評
価
書

15
 

－
許
容
濃
度
等
の
提
案
理
由

16
、
許
容
濃
度
の
暫
定
値
の
提
案
理
由

10
 

－
化
学
物
質
安
全
性
（
ハ
ザ
ー
ド
）
評
価
シ

ー
ト

17
 

ま
た
、「

適
切
に
設
定
し
て
い
る

」
と
は
、
設
定
に
際
し
、
最
低
限
、
次

の
①

～
③
を
行
っ
て
い
る
こ
と
を
い
う
。
 

①
 人

に
対
す
る
急
性
ば
く
露
影

響
の
デ
ー
タ
を
可
能
な
限
り
用
い
て

い
る
こ
と
 

②
 中

枢
神
経
に
対
す
る
影
響
が

あ
る
有
毒
化
学
物
質
に
つ
い
て
は
、
人

の
中
枢
神
経
に
対
す
る
影
響
に
関
す
る
デ
ー
タ
を
参
考
に
し
て
い
る

こ
と
 

③
 文

献
の
最
新
版
を
踏
ま
え
て

い
る
こ
と
 

  

図
3に

、
文
献
等
に
基
づ
き
有
毒
ガ
ス
防
護
判
断
基
準
値
を
設
定
す
る
場
合
の

考
え
方
の
例
を
示
す
。
 

        

       

①
 
Ｉ
Ｃ
Ｓ
Ｃ
の
短
期
ば
く
露
の
影
響
を
参
照
し
て
い
る
。
 

 ②
 
「
塩
酸
」，
「
ア
ン
モ
ニ
ア
」
は
，
い
ず
れ
も
中
枢
神
経
に
影
響
が
あ
る
物
質

で
は
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
 

 ③
 
Ｉ
Ｃ
Ｓ
Ｃ
は
各
物
質
毎
の
最
新
更
新
年
月
版
，
Ｉ
Ｄ
Ｌ
Ｈ
は

1
9
94

年
版
を

参
照
し
た
。
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る
有
毒
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響
評
価
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対
応
状
況
 

 

 

 

第
3
.
2－

1
 図

 →
 
評
価
ガ
イ
ド
ど
お
り
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有
毒
ガ
ス
防
護
に
係
る
影
響
評
価
ガ
イ
ド
 

原
子
炉
制
御
室
等
に
係
る
有
毒
ガ
ス
影
響
評
価
の
対
応
状
況
 

第
3
.
2－

2
表
 
→
 
評
価
ガ
イ
ド
ど
お
り
 

（
塩
酸
）
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毒
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護
に
係
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響
評
価
ガ
イ
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原
子
炉
制
御
室
等
に
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る
有
毒
ガ
ス
影
響
評
価
の
対
応
状
況
 

な
お
、
空
気
中
に
ｎ
種
類
の
有
毒
ガ
ス
（
他
の
有
毒
化
学
物
質
等
と
の
化
学
反

応
に
よ

っ
て

発
生

す
る

も
の
を

含
む

。
）
が
あ

る
場

合
は

、
そ

れ
ら

の
有

毒
ガ

ス

の
濃
度
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
有
毒
ガ
ス
防
護
判
断
基
準
値
に
対
す
る
割
合
の
和
が
１

よ
り
小
さ
い
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

第
3
.
2－

2
表
 
→
 
評
価
ガ
イ
ド
ど
お
り
 

（
ア
ン
モ
ニ
ア
）

複
数
の
有
毒
ガ
ス
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
は
な
い
。
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に
係
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響
評
価
ガ
イ
ド
 

原
子
炉
制
御
室
等
に
係
る
有
毒
ガ
ス
影
響
評
価
の
対
応
状
況
 

４
．
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
評
価
 

敷
地

内
の

固
定

源
及

び
可

動
源

並
び

に
敷

地
外

の
固

定
源

か
ら

有
毒

ガ
ス

が

発
生
し
た
場
合
、
防
護
措
置
を
考
慮
せ
ず
に
、
原
子
炉
制
御
室
等
及
び
重
要
操
作

地
点
ご
と
に
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
評
価
を
行
い
、
対
象
発
生
源
を
特
定
し
て
い
る
こ

と
を
確

認
す

る
。

表
3
に
場

所
と

対
象

発
生

源
ご

と
の

ス
ク
リ

ー
ニ

ン
グ

評
価

の

要
否
を
、
４
．
１
～
４
．
５
に
、
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
評
価
の
手
順
の
例
を
示
す
。
 

４
．
１
 

ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
評
価
対
象
物
質

の
設
定
（
種
類
、
貯
蔵
量
及
び
距
離
）
 

３
．
１
を
基
に
、
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
評
価
対
象
と
な
っ
た
有
毒
化
学
物
質
の
全

て
に
つ
い
て
、
貯
蔵
さ
れ
て
い
る
有
毒
化
学
物
質
の
種
類
、
貯
蔵
量
及
び
距
離
が

設
定
さ
れ
て
い
る
か
確
認
す
る
。
 

4.
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
評
価
 
→
 
評
価
ガ
イ
ド
の
と
お
り

敷
地
内
及
び
敷
地
外
の
固
定
源
か
ら
有
毒
ガ
ス
が
発
生
し
た
場
合
，
防
護
措
置

を
考
慮
せ
ず
に
中
央
制
御
室
，
緊
急
時
対
策
所
及
び
重
要
操
作
地
点
ご
と
に
ス
ク

リ
ー
ニ
ン
グ
評
価
を
行
っ
た
。
評
価
の
結
果
，
対
象
発
生
源
は
な
か
っ
た
。

な
お
，

重
要

操
作

地
点

は
，
「（

1
1
）
重

要
操
作

地
点

」」
の
定

義
「

重
大

事
故

等
対
処
上
，
要
員
が
一
定
期
間
と
ど
ま
り
特
に
重
要
な
操
作
を
行
う
屋
外
の
地
点

の
こ
と
で
，
常
設
設
備
と
接
続
す
る
屋
外
に
設
け
ら
れ
た
可
搬
型
重
大
事
故
等
対

処
設
備

（
原

子
炉

建
物

の
外
か

ら
水

又
は

電
力

を
供

給
す
る

も
の

に
限

る
。
）
の

接
続
を
行
う
地
点
」
と
し
て
設
定
し
た
。
 

敷
地
内
の
可
動
源
は
，
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
評
価
を
行
わ
ず
，
対
象
発
生
源
と
し

て
6.
1.
2
の
対
策
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。
 

4.
1 

ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
評
価
対
象
物
質
の
設
定
 
→
 
評
価
ガ
イ
ド
の
と
お
り
 

3.
1
を
も
と
に
，

ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
対
象
と
な
っ
た
有
毒
化
学
物
質
の
す
べ
て

に
つ
い
て
，
貯
蔵
さ
れ
て
い
る
有
毒
化
学
物
質
の
種
類
，
貯
蔵
量
及
び
距
離
が
設

定
さ
れ
て
い
る
。（

敷
地
内
固
定
源
：
第

3
.
1.
1－

2
～
第

3
.1
.
1－

5
表
，
敷
地
外

固
定
源
：
第

3.
1.
3－

1
表
～
第

3
.
1.
3－

2
表
）
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有
毒
ガ
ス
防
護
に
係
る
影
響
評
価
ガ
イ
ド
 

原
子
炉
制
御
室
等
に
係
る
有
毒
ガ
ス
影
響
評
価
の
対
応
状
況
 

４
．
２
 

有
毒
ガ
ス
の
発
生
事
象
の
想
定
 

有
毒
ガ
ス
の
発
生
事
象
と
し
て
、
①
及

び
②
を
そ
れ
ぞ
れ
想
定
す
る
。
 

①
敷

地
内
外
の
固
定
源
に
つ
い
て
は
、
敷
地
内
外
の
貯
蔵
容
器
全
て
が
損
傷

し
、
当
該
全
て
の
容
器
に
貯
蔵
さ

れ
て
い
る
有
毒
化
学
物
質
の
全
量
流
出

に
よ
っ
て
発
生
し
た
有
毒
ガ
ス
が
大
気
中
に
放
出
さ
れ
る
事
象

②
敷

地
内
の
可
動
源
に
つ
い
て
は
、
敷
地
内
可
動
源
の
中
で
影
響
の
最
も
大

き
な
輸
送
容
器
が
１
基
損
傷
し
、
容
器
に
貯
蔵
さ
れ
て
い
る
有
毒
化
学
物

質
の
全
量
流
出
に
よ
っ
て
発
生
し
た
有
毒
ガ
ス
が
大
気
中
に
放
出
さ
れ

る
事
象

有
毒
ガ
ス
発
生
事
象
の
想
定
の
妥
当
性

を
判
断
す
る
に
当
た
り
、（

１
）
及
び

（
２
）
に
つ
い
て
確
認
す
る
。
 

（
１
）
敷

地
内
外
の
固
定
源
 

①
原
子
炉
制
御
室
、
緊
急
時
制
御

室
、
緊
急
時
対
策
所
及
び
重
要
操
作
地

点
を
評
価
対
象
と
し
て
い
る
こ
と
。

②
敷
地
内
外
の
貯
蔵
容
器
に
つ
い

て
は
、
同
時
に
全
て
の
貯
蔵
容
器
が
損

傷
し
、
容
器
に
貯
蔵
さ
れ
て
い
る
有
毒
化
学
物
質
の
全
量
が
流
出
す
る
と

仮
定
し
て
い
る
こ
と
。

（
２
）
敷

地
内
の
可
動
源
 

①
原
子
炉
制
御
室
、
緊
急
時
制
御

室
及
び
緊
急
時
対
策
所
を
評
価
対
象
と

し
て
い
る
こ
と
。

②
有
毒
ガ
ス
の
発
生
事
故
の
発
生

地
点
は
、
敷
地
内
の
実
際
の
輸
送
ル
ー

ト
全
て
を
考
慮
し
て
決
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

4.
2 

有
毒
ガ
ス
の
発
生
事
象
の
想
定
 
→
 
評
価
ガ
イ
ド
の
と
お
り
 

①
敷
地
内
外
の
固
定
源
は
，
敷
地
内
の
貯
蔵
容
器
が
損
傷
し
，
容
器
に
貯
蔵
さ

れ
て

い
る

有
毒

化
学

物
質

の
全

量
放

出
に

よ
っ

て
発

生
し

た
有

毒
ガ

ス
が

大

気
中
に
放
出
さ
れ
る
事
象
を
想
定
し
て
い
る
。
ま
た
、
有
毒
ガ
ス
発
生
事
象
の

想
定
の
妥
当
性
を
判
断
す
る
に
当
た
り
、
中
央
制
御
室
、
緊
急
時
対
策
所
及
び

重
要
操
作
地
点
を
評
価
対
象
と
し
て
い
る
。
 

②
敷
地
内
の
可
動
源
は
，
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
評
価
を
行
わ
ず
に
，
6
.1
.
2
の
対

策
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。

 

(1
)

敷
地
内
外
の
固
定
源

①
有
毒
ガ
ス
発
生
事
象
の
想
定
の
妥
当
性
を
判
断
す
る
に
当
た
り
，
中
央
制
御

室
，
緊
急
時
対
策
所
及
び
重
要
操
作
地
点
を
評
価
対
象
と
し
て
い
る
。
 

②
敷
地
内
外
の
固
定
源
は
，
敷
地
内
の
貯
蔵
容
器
が
破
損
し
，
容
器
に
貯
蔵
さ

れ
て

い
る

有
毒

化
学

物
質

の
全

量
放

出
に

よ
っ

て
発

生
し

た
有

毒
ガ

ス
が

大

気
中
に
放
出
さ
れ
る
事
象
を
想
定
し
て
い
る
。
 

(2
)

敷
地
内
の
可
動
源

ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
評
価
を
実
施
し
な
い
た
め
対
象
外
。
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有
毒
ガ
ス
防
護
に
係
る
影
響
評
価
ガ
イ
ド
 

原
子
炉
制
御
室
等
に
係
る
有
毒
ガ
ス
影
響
評
価
の
対
応
状
況
 

③
輸
送
量
の
最
大
の
も
の
で
、
容

器
に
貯
蔵
さ
れ
て
い
る
有
毒
化
学
物
質

の
全
量
が
流
出
す
る
と
仮
定
し
て
い
る
こ
と
。

４
．
３
 有

毒
ガ
ス
の
放
出
の
評
価
 

固
定
源
及
び
可
動
源
ご
と
に
、
有
毒
ガ
ス
の
単
位
時
間
当
た
り
の
大
気
中
へ
の

放
出
量
及
び
そ
の
継
続
時
間
が
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
た
だ
し
、

同
じ
種
類
の
有
毒
化
学
物
質
が
同
一
防
液
堤
内
に
複
数
あ
る
場
合
に
は
、
一
つ
の

固
定
源
と
見
な
し
て
も
よ
い
。
 

有
毒
ガ
ス
の
放
出
量
評
価
の
妥
当
性
を

判
断
す
る
に
当
た
り
、
1)
～
5)
を
確
認

す
る
。
 

1)
貯
蔵
さ
れ
て
い
る
有
毒
化
学
物
質
の
性
状
に
応
じ
た
、
有
毒
ガ
ス
の
大
気

中
へ

の
放
出
形
態
に
な
っ
て
い
る
こ
と
（
例
え
ば
、
液
体
で
保
管
さ
れ
て
い

る
場

合
、
液
体
で
放
出
さ
れ
プ
ー
ル
を
形
成
し
蒸
発
す
る
等
。）
。

2)
貯
蔵
さ
れ
て
い
る
有
毒
化
学
物
質
が
液
体
で
放
出
さ
れ
る
場
合
、
液
体
が

広
が

る
面
積
（
例
え
ば
、
防
液
堤
の
容
積
及
び
材
質
、
排
液
口
の
有
無
、
防

液
堤

が
な
い
場
合
に
広
が
る
面
積
等
）
の
妥
当
性
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
 

3)
次
の
項
目
か
ら
判
断
し
て
、
有
毒
ガ
ス
の
性
状
、
放
出
形
態
に
応
じ
て
、

有
毒

ガ
ス
の
放
出
量
評
価
モ
デ
ル
が
適
切
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

－
有

毒
化
学
物
質
の
漏
え
い
量

－
有

毒
化
学
物
質
及
び
有
毒
ガ
ス
の
物
性
値
（
例
え
ば
、
蒸
気
圧
、
密
度
等
） 

－
有

毒
ガ
ス
の
放
出
率
（
評
価
モ
デ
ル
の
技
術
的
妥
当
性
を
含
む
。）

4.
3 

有
毒
ガ
ス
の
放
出
の
評
価
 
→
 
評
価
ガ
イ
ド
ど
お
り
 

敷
地
内
外
の
固
定
源
に
つ
い
て
，
有
毒
ガ
ス
の
放
出
の
評
価
に
あ
た
り
，
大
気

中
へ
の
放
出
量
及
び
継
続
時
間
を
評
価
し
て
い
る
。（

第
4.
4
.
3
.
1－

2
表
）
 

な
お
，
同
じ
種
類

の
有
毒
化
学
物
質
が
同
一
防
液
堤
内
に
複
数
な
い
こ
と
を
確

認
し
て
い
る
。
 

1)
敷

地
内

の
固
定

源
か
ら
の

液
体

の
漏

え
い
に

お
い
て
は

，
全

量
が

堰
に
流

出

し
，

堰
内

で
プ

ー
ル
を

形
成
し

蒸
発

す
る

と
し

て
い

る
。
敷

地
外

の
固

定
源
か

ら
の

漏
え

い
は

，
固
定

源
が
冷

媒
で

保
管

さ
れ

て
い

る
と
特

定
し

て
お

り
，
過

去
の

事
故

事
例

か
ら
損

傷
形
態

を
考

慮
す

る
と

，
瞬

時
放
出

は
考

え
に

く
く
，

現
実
的
な
破
断
口
径
に
よ
る
継
続
的
な
漏
え
い
形
態
を
想
定
す
る
。
 

2)
敷

地
内

固
定
源

に
対
し
て

，
全

量
流

出
後
に

受
動
的
に

機
能

を
発

揮
す
る

設

備
と

し
て

，
堰

を
設
定

し
た
。

全
量

流
出

で
あ

っ
て

も
堰
内

に
お

さ
ま

る
こ
と

を
確
認
し
，
開
口
部
面
積
で
蒸
発
す
る
こ
と
の
妥
当
性
を
示
し
て
い
る
。（

別
紙

７
）
 

3)
1)

で
想

定
す
る

漏
え
い
状

態
，

全
量

漏
え
い

を
想
定
す

る
こ

と
，

有
毒
化

学

物
質

の
物

性
値

か
ら
，

温
度
に

応
じ

た
蒸

発
率

に
て

開
口
部

面
積

で
蒸

発
す
る

と
想
定
し
た
。
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有
毒
ガ
ス
防
護
に
係
る
影
響
評
価
ガ
イ
ド
 

原
子
炉
制
御
室
等
に
係
る
有
毒
ガ
ス
影
響
評
価
の
対
応
状
況
 

4)
他
の
有
毒
化
学
物
質
等
と
の
化
学
反
応
に
よ
っ
て
有
毒
ガ
ス
が
発
生
す
る

可
能

性
の
あ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
を
考
慮
し
て
い
る
こ
と
。

5)
放
出
継
続
時
間
に
つ
い
て
は
、
終
息
活
動
が
行
わ
れ
な
い
も
の
と
仮
定
し
、

有
毒

ガ
ス
の
発
生
が
自
然
に
終
息
す
る
ま
で
の
時
間
を
計
算
し
て
い
る
こ

と
。

４
．
４
 大

気
拡
散
及
び
濃
度
の
評
価
 

下
記
の
原
子
炉
制
御
室
等
外
評
価
点
及

び
重
要
操
作
地
点
で
の
濃
度
の
評
価

が
行
わ
れ
、
運
転
・
対
処
要
員
の
吸
気
中
の
濃
度
が
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確

認
す
る
。
 

ま
た
、
そ
の
際
に
、
原
子
炉
制
御
室
等

外
評
価
点
で
の
濃
度
の
有
毒
ガ
ス
が
原

子
炉
制
御
室
等
の
換
気
空
調
設
備
の
通
常
運
転
モ
ー
ド
で
、
原
子
炉
制
御
室
等
内

に
取
り
込
ま
れ
る
と
仮
定
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

４
．
４
．
１
 原

子
炉
制
御
室
等
外
評
価
点
 

原
子
炉
制
御
室
等
の
外
気
取
入
口
が
設
置
さ
れ
て
い
る
位
置
を
原
子
炉
制
御

室
等
外
評
価
点
と
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

４
．
４
．
２
 原

子
炉
制
御
室
等
外
評
価
点
及

び
重
要
操
作
地
点
で
の
濃
度
評
価
 

大
気
中
へ
放
出
さ
れ
た
有
毒
ガ
ス
の
原

子
炉
制
御
室
等
外
評
価
点
及
び
重
要

操
作
地
点
で
の
濃
度
が
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

原
子
炉
制
御
室
等
外
評
価
点
及
び
重
要

操
作
地
点
で
の
濃
度
評
価
の
妥
当
性

を
判
断
す
る
に
当
た
り
、
1)
～
6)
を
確
認
す
る
。
 

1)
次
の
項
目
か
ら
判
断
し
て
、
評
価
に
用
い
る
大
気
拡
散
条
件
（
気
象
条
件

を
含

む
。）

が
適
切
で
あ
る
こ
と
。

4)
他

の
有

毒
化
学

物
質
と
の

化
学

反
応

に
よ
っ

て
有
毒
ガ

ス
が

発
生

す
る
こ

と

の
な
い
よ
う
，
貯
蔵
容
器
を
配
置
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。（

別
紙
５
）
 

5)
放

出
継

続
時
間

に
つ
い
て

は
，

終
息

活
動
を

し
な
い
と

仮
定

し
た

う
え
で

，

評
価
し
て
い
る
。（

第
4
.
4
.3
.
1
－
2
表
）
 

4.
4 

大
気
拡
散
及
び
濃
度
の
評
価
 
→
 
評
価
ガ
イ
ド
ど
お
り
 

中
央

制
御

室
等

の
外

気
取

込
口

や
重

要
操

作
地

点
で

の
濃

度
評

価
を

実
施

し

て
い
る
。
 

4.
4.
1 

原
子
炉
制
御
室
等
外
評
価
点
 
→
 
評
価
ガ
イ
ド
ど
お
り
 

中
央

制
御

室
等

の
外

気
取

込
口

が
設

置
さ

れ
て

い
る

位
置

を
中

央
制

御
室

等

外
評
価
点
と
し
て
い
る
。（

第
3
.
1.
1
－
1
～
第

3
.
1.
1－

3
図
）
 

4.
4.
2
 

原
子

炉
制

御
室

等
外

評
価

点
及

び
重

要
操

作
地

点
で

の
濃

度
評

価
 

→
 

評
価
ガ
イ
ド
ど
お
り
 

大
気

中
へ

放
出

さ
れ

た
有

毒
ガ

ス
の

中
央

制
御

室
等

外
評

価
点

で
の

濃
度

を

評
価
し
て
い
る
。（

第
4
.
4
.3
.
1－

3
 表

）
 

1)
評
価
に
用
い
る
大
気
拡
散
条
件
（
気
象
条
件
を
含
む
。）

の
う
ち
，
気
象
デ
ー

タ
（

年
間

の
風

向
，
風

速
，
大

気
安

定
度

）
は

評
価

対
象
と

す
る

地
理

的
範
囲
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有
毒
ガ
ス
防
護
に
係
る
影
響
評
価
ガ
イ
ド
 

原
子
炉
制
御
室
等
に
係
る
有
毒
ガ
ス
影
響
評
価
の
対
応
状
況
 

－
気

象
デ
ー
タ
（
年
間
の
風
向
、
風
速
、
大
気
安
定
度
）
は
評
価
対
象
と
す

る
地
理
的
範
囲
を
代
表
し
て
い
る
こ
と
。
 

－
評

価
に
用
い
た
観
測
年
が
異
常
年
で
な
い
と
い
う
根
拠
が
示
さ
れ
て
い

る
こ
と

参
６
。
 

2)
次
の
項
目
か
ら
判
断
し
て
、
有
毒
ガ
ス
の
性
状
、
放
出
形
態
に
応
じ
て
、

大
気

拡
散
モ
デ
ル
が
適
切
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

－
大

気
拡
散
の
解
析
モ
デ
ル
は
、
検
証
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
適
用
範

囲
内
で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
（
選
定
し
た
解
析
モ
デ
ル
の
妥
当
性
、
不

確
か
さ
等
が
試
験
解
析
、
ベ
ン
チ

マ
ー
ク
解
析
等
に
よ
り
確
認
さ
れ
て
い

る
こ
と
。）
。
 

3)
地
形
及
び
建
屋
等
の
影
響
を
考
慮
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
モ
デ
ル
化
の
妥

当
性

が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
（
例
え
ば
、
三
次
元
拡
散
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン

モ
デ

ル
を
用
い
る
場
合
等
）。

4)
敷
地
内
外
に
関
わ
ら
ず
、
複
数
の
固
定
源
か
ら
大
気
中
へ
放
出
さ
れ
た
有

毒
ガ

ス
の
重
ね
合
わ
せ
を
考
慮
し
て
い
る
こ
と
。（

解
説
-６

）

5)
有
毒
ガ
ス
の
発
生
が
自
然
に
終
息
し
、
原
子
炉
制
御
室
等
外
評
価
点
及
び

重
要

操
作
地
点
で
の
有
毒
ガ
ス
の
濃
度
が
お
お
む
ね
発
生
前
の
濃
度
と
な

る
ま

で
計
算
し
て
い
る
こ
と
。

6)
原
子
炉
制
御
室
等
外
評
価
点
及
び
重
要
操
作
地
点
で
の
濃
度
は
、
年
間
の

気
象

条
件
を
用
い
て
計
算
し
た
も
の
の
う
ち
、
厳
し
い
値
が
評
価
に
用
い
ら

れ
て

い
る
こ
と
（
例
え
ば
、
毎
時
刻
の
原
子
炉
制
御
室
等
外
評
価
点
で
の
濃

度
を

年
間
に
つ
い
て
小
さ
い
方
か
ら
累
積
し
た
場
合
、
そ
の
累
積
出
現
頻
度

が
97
％
に
当
た
る
値
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
等

参
６
。）
。

を
代

表
し

て
お

り
，
評

価
に
用

い
た

観
測

年
が

異
常

年
で
な

い
こ

と
を

確
認
し

て
い
る
。（

別
紙
９

）
 

2)
大
気
拡
散
の
解
析
モ
デ
ル
は
，
有
毒
ガ
ス
の
性
状
，
放
出
形
態
等
を
考
慮
し
，

ガ
ウ

ス
プ

ル
ー

ム
モ
デ

ル
を
用

い
て

い
る

。
ガ

ウ
ス

プ
ル
ー

ム
モ

デ
ル

は
，
検

証
さ

れ
て

お
り

，
中
央

制
御
室

居
住

性
評

価
に

お
い

て
も
使

用
し

た
実

績
が
あ

る
。
 

3)
建
物
等
の
影
響
は
，「

原
子
力
発
電
所
中
央
制
御
室
の
居
住
性
に
係
る
被
ば
く

評
価
手
法
に
つ
い
て
（
内
規
）」

に
基
づ
き
，
考
慮
し
て
い
る
。
 

4)
固
定
源
が
存
在
す
る

16
方
位
の
１
方
位
に
対
し
て
，
そ
の
隣
接
方
位
に
存

在
す

る
固

定
源

か
ら
の

大
気
中

へ
放

出
さ

れ
た

有
毒

ガ
ス
の

重
ね

合
わ

せ
を
考

慮
す
る
。
 

5)
放
出
継
続
時
間
に
つ
い
て
は
，
終
息
活
動
を
し
な
い
と
仮
定
し
た
う
え
で
，

蒸
発
率
が
一
定
と
し
て
評
価
し
て
い
る
。
 

6)
中

央
制

御
室
外

評
価
点
で

の
濃

度
は

，
年
間

の
気
象
条

件
を

用
い

て
計
算

し

た
も

の
の

う
ち

，
毎
時

刻
の
中

央
制

御
室

外
評

価
点

で
の
濃

度
を

年
間

に
つ
い

て
小
さ
い
方
か
ら
累
積
し
た
場
合
，
そ
の
累
積
出
現
頻
度
が

9
7％

に
当
た
る
値

を
用
い
て
い
る
。
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有
毒
ガ
ス
防
護
に
係
る
影
響
評
価
ガ
イ
ド
 

原
子
炉
制
御
室
等
に
係
る
有
毒
ガ
ス
影
響
評
価
の
対
応
状
況
 

（
解
説
-６

）
敷
地
内
外
の
複
数
の
固
定

源
か
ら
の
有
毒
ガ
ス
の
重
ね
合
わ
せ
 

例
え
ば
、
ガ
ウ
ス
プ
ル
ー
ム
モ
デ

ル
を
用
い
る
場
合
、
評
価
点
か
ら
見
て
、

評
価

点
と
固
定
源
と
を
結
ん
だ
直
線
が
含
ま
れ
る
風
上
側
の
（
１
６
方
位
の

う
ち

の
）
１
方
位
及
び
そ
の
隣
接
方
位
に
敷
地
内
外
の
固
定
源
が
複
数
あ
る

場
合
、
個
々
の
固
定
源
か
ら
の
中
心
軸
上
の
濃
度
の
計
算
結
果
を
合
算
す
る

こ
と

は
保
守
的
な
結
果
を
与
え
る
と
考
え
ら
れ
る
。
評
価
点
と
個
々
の
固
定

源
の

位
置
関
係
、
風
向
等
を
考
慮
し
た
、
よ
り
現
実
的
な
濃
度
の
重
ね
合
わ

せ
評

価
を
実
施
す
る
場
合
に
は
、
そ

の
妥
当
性
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確

認
す

る
。
な
お
、
敷
地
内
可
動
源
に
つ
い
て
は
、
敷
地
内
外
の
固
定
源
と
の

重
ね

合
わ
せ
は
考
慮
し
な
く
て
も
よ
い
。
 

４
．
４
．
３
運
転
・
対
処
要
員
の
吸
気
中
の

濃
度
評
価
 

運
転
・
対
処
要
員
の
吸
気
中
の
濃
度
と

し
て
、
原
子
炉
制
御
室
等
に
つ
い
て
は

室
内
の
濃
度
が
、
重
要
操
作
地
点
に
つ
い
て
は
４
．
４
．
２
の
濃
度
が
、
そ
れ
ぞ

れ
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

原
子
炉
制
御
室
等
内
及
び
重
要
操
作
地

点
の
運
転
・
対
処
要
員
の
吸
気
中
の
濃

度
評
価
の
妥
当
性
を
判
断
す
る
に
当
た
り
、
1)
及
び
2)

を
確
認
す
る
。
 

1)
原
子
炉
制
御
室
等
外
評
価
点
の
空
気
に
含
ま
れ
る
有
毒
ガ
ス
が
、
原
子
炉

制
御

室
等
の
換
気
空
調
設
備
の
通
常
運
転
モ
ー
ド
に
よ
っ
て
原
子
炉
制
御

室
等

内
に
取
り
込
ま
れ
る
と
仮
定
し
て
い
る
こ
と
。

2)
敷
地
内
の
可
動
源
の
場
合
は
、
有
毒
化
学
物
質
ご
と
に
想
定
さ
れ
た
輸
送

ル
ー

ト
上
で
有
毒
ガ
ス
濃
度
を
評
価
し
た
結
果
の
中
で
、
最
も
高
い
濃
度
が

選
定

さ
れ
て
い
る
こ
と
。（

図
4参

照
）
 

4.
4.
3 

 運
転
・
対
処
要
員
の
吸
気
中
の
濃
度
評
価
 
→
 
評
価
ガ
イ
ド
ど
お
り
 

原
子
炉
制
御
室
等
に
つ
い
て
は

1
)の

評
価
を
す
る
こ
と
で
室
内
の
濃
度
を
，
重

要
操
作
地
点
に
対
し
て
は
操
作
地
点
に
お
け
る
濃
度
を
評
価
し
て
い
る
。
 

敷
地
内
の
可
動
源
は
，
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
評
価
を
行
わ
ず
に
，
6
.1
.
2
の
対
策

を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。
 

1)
中

央
制

御
室
等

の
外
気
取

込
口

が
設

置
さ
れ

て
い
る
位

置
を

中
央

制
御
室

等

外
評

価
点

と
し

て
お
り

，
本
地

点
に

お
け

る
濃

度
を

評
価
す

る
こ

と
で

，
室
内

濃
度
を
評
価
で
き
る
。
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有
毒
ガ
ス
防
護
に
係
る
影
響
評
価
ガ
イ
ド
 

原
子
炉
制
御
室
等
に
係
る
有
毒
ガ
ス
影
響
評
価
の
対
応
状
況
 

４
．
５
 対

象
発
生
源
の
特
定
 

基
本
的
に
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
評
価
の
結

果
に
基
づ
き
、
対
象
発
生
源
が
特
定
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
た
だ
し
、
タ
ン
ク
の
移
設
等
を
行
う
場
合
に
は
、

再
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
の
評
価
結
果
も
確
認
す
る
。
 

５
．
有
毒
ガ
ス
影
響
評
価
 

ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
評
価
の
結
果
、
特
定

さ
れ
た
対
象
発
生
源
を
対
象
に
、
防
護

措
置
等
を
考
慮
し
た
有
毒
ガ
ス
影
響
評
価
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

５
．
１
及
び
５
．
２
に
有
毒
ガ
ス
影
響
評
価
の
手
順
の
例
を
示
す
。
 

５
．
１
 有

毒
ガ
ス
の
放
出
の
評
価
 

特
定
し
た
対
象
発
生
源
ご
と
に
、
有
毒
ガ
ス
の
単
位
時
間
当
た
り
の
大
気
中
へ

の
放
出
量
及
び
そ
の
継
続
時
間
が
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
た
だ

し
、
同
じ
種
類
の
有
毒
化
学
物
質
が
同
一
防
液
堤
内
に
複
数
あ
る
場
合
に
は
、
一

つ
の
固
定
源
と
見
な
し
て
も
よ
い
。
 

有
毒
ガ
ス
の
放
出
量
評
価
の
妥
当
性
を

判
断
す
る
に
当
た
り
、
1)
～
5)
を
確
認

4.
5 

対
象
発
生
源
の
特
定
 
→
 
評
価
ガ
イ
ド
ど
お
り
 

敷
地
内
外
の
固
定
源
は
，
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
評
価
の
結
果
に
基
づ
き
，
対
象
発

生
源
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
 

（
第

4.
4.
3.
1－

2
表
～
第

4.
4
.
3
.
1－

3
表
）
 

5.
有
毒
ガ
ス
影
響
評
価
 
→
 
評
価
ガ
イ
ド
ど
お
り

敷
地
内
外
の
固
定
源
は
，
対
象
発
生
源
が
な
い
た
め
，
防
護
措
置
等
を
考
慮
し

た
有
毒
ガ
ス
影
響
評
価
は
不
要
で
あ
る
。
 

敷
地
内
の
可
動
源
は
，
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
評
価
を
行
わ
ず
に
，
6
.1
.
2
の
対
策

を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。
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有
毒
ガ
ス
防
護
に
係
る
影
響
評
価
ガ
イ
ド
 

原
子
炉
制
御
室
等
に
係
る
有
毒
ガ
ス
影
響
評
価
の
対
応
状
況
 

す
る
。
 

1)
貯
蔵
さ
れ
て
い
る
有
毒
化
学
物
質
の
性
状
に
応
じ
た
、
有
毒
ガ
ス
の
大
気

中
へ

の
放
出
形
態
に
な
っ
て
い
る
こ
と
（
例
え
ば
、
液
体
で
保
管
さ
れ
て
い

る
場

合
、
液
体
で
放
出
さ
れ
プ
ー
ル
を
形
成
し
蒸
発
す
る
等
。）
。

2)
貯
蔵
さ
れ
て
い
る
有
毒
化
学
物
質
が
液
体
で
放
出
さ
れ
る
場
合
、
液
体
が

広
が

る
面
積
（
例
え
ば
、
防
液
堤
の
容
積
及
び
材
質
、
排
液
口
の
有
無
、
防

液
堤

が
な
い
場
合
に
広
が
る
面
積
等
）
の
妥
当
性
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
 

3)
次
の
項
目
か
ら
判
断
し
て
、
有
毒
ガ
ス
の
性
状
、
放
出
形
態
に
応
じ
て
、

有
毒

ガ
ス
の
放
出
量
評
価
モ
デ
ル
が
適
切
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

－
有

毒
化
学
物
質
の
漏
え
い
量

－
有

毒
化
学
物
質
及
び
有
毒
ガ
ス
の
物
性
値
（
例
え
ば
、
蒸
気
圧
、
密
度
等
） 

－
有

毒
ガ
ス
の
放
出
率
（
評
価
モ
デ
ル
の
技
術
的
妥
当
性
を
含
む
。）

4)
他
の
有
毒
化
学
物
質
等
と
の
化
学
反
応
に
よ
っ
て
有
毒
ガ
ス
が
発
生
す
る

場
合

に
は
、
そ
れ
を
考
慮
し
て
い
る
こ
と
。

5)
放
出
継
続
時
間
に
つ
い
て
は
、
中
和
等
の
終
息
活
動
を
行
わ
な
い
場
合
は
、

有
毒

ガ
ス
の
発
生
が
自
然
に
終
息
す
る
ま
で
の
時
間
を
計
算
し
て
い
る
こ

と
。
終
息
活
動
を
行
う
場
合
は
、
有
毒
ガ
ス
の
発
生
が
終
息
す
る
ま
で
の
時

間
と

し
て
も
よ
い
。

５
．
２
 大

気
拡
散
及
び
濃
度
の
評
価
 

下
記
の
原
子
炉
制
御
室
等
外
評
価
点
及

び
重
要
操
作
地
点
で
の
濃
度
の
評
価

が
行
わ
れ
、
運
転
・
対
処
要
員
の
吸
気
中
の
濃
度
が
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確

認
す
る
。
 

ま
た
、
そ
の
際
に
、
原
子
炉
制
御
室
等

外
評
価
点
で
の
濃
度
の
有
毒
ガ
ス
が
原

子
炉
制
御
室
等
の
換
気
空
調
設
備
の
運
転
モ
ー
ド
に
応
じ
て
、
原
子
炉
制
御
室
等
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有
毒
ガ
ス
防
護
に
係
る
影
響
評
価
ガ
イ
ド
 

原
子
炉
制
御
室
等
に
係
る
有
毒
ガ
ス
影
響
評
価
の
対
応
状
況
 

内
に
取
り
込
ま
れ
る
と
仮
定
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

 ５
．
２
．
１
 原

子
炉
制
御
室
等
外
評
価
点
 

原
子
炉
制
御
室
等
外
評
価
点
の
設
定
の

妥
当
性
を
判
断
す
る
に
当
た
り
、
原
子

炉
制
御
室
等
の
換
気
空
調
設
備
の
隔
離
を
考
慮
す
る
場
合
、
1)
及
び
2)
を
確
認
す

る
。（

解
説
-７

）
 

1)
 外

気
取
入
口
か
ら
外
気
を
取
り
入
れ
て
い
る
間
は
、
外
気
取
入
口
が
設
置

さ
れ

て
い
る
位
置
を
評
価
点
と
し
て
い
る
こ
と
。
 

2)
 外

気
を
遮
断
し
て
い
る
間
は
、
発
生
源
か
ら
最
も
近
い
原
子
炉
制
御
室
等

バ
ウ

ン
ダ
リ
位
置
を
評
価
点
と
し
て
選
定
し
て
い
る
こ
と
。
 

 （
解
説
-７

）
原
子
炉
制
御
室
等
外
評
価

点
の
選
定
 

有
毒
ガ
ス
の
発
生
時
に
外
気
を
取
り
入
れ
て
い
る
場
合
に
は
主
に
外
気

取
入

口
を
介
し
て
、
ま
た
有
毒
ガ
ス
の
発
生
時
に
外
気
を
遮
断
し
て
い
る
場

合
に

は
イ
ン
リ
ー
ク
に
よ
っ
て
、
原

子
炉
制
御
室
等
の
属
す
る
建
屋
外
か
ら

原
子

炉
制
御
室
等
内
に
有
毒
ガ
ス
が
取
り
込
ま
れ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

こ
の

た
め
、
原
子
炉
制
御
室
等
の
換
気
空
調
設
備
の
運
転
モ
ー
ド
に
応
じ

て
、

評
価
点
を
適
切
に
選
定
す
る
。
 

 

５
．
２
．
２
 原

子
炉
制
御
室
等
外
評
価
点
及

び
重
要
操
作
地
点
で
の
濃
度
評
価
 

大
気
中
へ
放
出
さ
れ
た
有
毒
ガ
ス
の
原

子
炉
制
御
室
等
外
評
価
点
及
び
重
要

操
作
地
点
で
の
濃
度
が
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

原
子
炉
制
御
室
等
外
評
価
点
及
び
重
要
操
作
地
点
で
の
濃
度
評
価
の
妥
当
性

を
判
断
す
る
に
当
た
り
、
1)
～
5)
を
確
認
す
る
。
 

1)
 次

の
項
目
か
ら
判
断
し
て
、
評
価
に
用
い
る
大
気
拡
散
条
件
（
気
象
条
件
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有
毒
ガ
ス
防
護
に
係
る
影
響
評
価
ガ
イ
ド
 

原
子
炉
制
御
室
等
に
係
る
有
毒
ガ
ス
影
響
評
価
の
対
応
状
況
 

を
含

む
。）

が
適
切
で
あ
る
こ
と
。
 

－
気

象
デ
ー
タ
（
年
間
の
風
向
、
風
速
、
大
気
安
定
度
）
は
評
価
対
象
と
す

る
地
理
的
範
囲
を
代
表
し
て
い
る
こ
と
。
 

－
評

価
に
用
い
た
観
測
年
が
異
常
年
で
な
い
と
い
う
根
拠
が
示
さ
れ
て
い

る
こ
と

参
６
。
 

2)
次
の
項
目
か
ら
判
断
し
て
、
有
毒
ガ
ス
の
性
状
、
放
出
形
態
に
応
じ
て
、

大
気

拡
散
モ
デ
ル
が
適
切
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

－
大

気
拡
散
の
解
析
モ
デ
ル
は
、
検
証
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
適
用
範

囲
内
で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
（
選
定
し
た
解
析
モ
デ
ル
の
妥
当
性
、
不

確
か
さ
等
が
試
験
解
析
、
ベ
ン
チ

マ
ー
ク
解
析
等
に
よ
り
確
認
さ
れ
て
い

る
こ
と
。）
。
 

3)
地
形
及
び
建
屋
等
の
影
響
を
考
慮
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
モ
デ
ル
化
の
妥

当
性

が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
（
例
え
ば
、
三
次
元
拡
散
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン

モ
デ

ル
を
用
い
る
場
合
等
）。

4)
敷
地
内
外
に
関
わ
ら
ず
、
複
数
の
固
定
源
か
ら
大
気
中
へ
放
出
さ
れ
た
有

毒
ガ

ス
の
重
ね
合
わ
せ
を
考
慮
し
て
い
る
こ
と
。（

解
説
-６

）

5)
原
子
炉
制
御
室
等
外
評
価
点
及
び
重
要
操
作
地
点
で
の
濃
度
は
、
年
間
の

気
象

条
件
を
用
い
て
計
算
し
た
も
の
の
う
ち
、
厳
し
い
値
が
評
価
に
用
い
ら

れ
て

い
る
こ
と
（
例
え
ば
、
毎
時
刻
の
原
子
炉
制
御
室
等
外
評
価
点
で
の
濃

度
を

年
間
に
つ
い
て
小
さ
い
方
か
ら
累
積
し
た
場
合
、
そ
の
累
積
出
現
頻
度

が
97
％
に
当
た
る
値
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
等

参
６
。）
。

５
．
２
．
３
 運

転
・
対
処
要
員
の
吸
気
中
の

濃
度
評
価
 

運
転
・
対
処
要
員
の
吸
気
中
の
濃
度
と

し
て
、
原
子
炉
制
御
室
等
に
つ
い
て
は

室
内
の
濃
度
が
、
重
要
操
作
地
点
に
つ
い
て
は
５
．
２
．
２
の
濃
度
が
、
そ
れ
ぞ
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有
毒
ガ
ス
防
護
に
係
る
影
響
評
価
ガ
イ
ド
 

原
子
炉
制
御
室
等
に
係
る
有
毒
ガ
ス
影
響
評
価
の
対
応
状
況
 

れ
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

原
子
炉
制
御
室
等
内
及
び
重
要
操
作
地

点
の
運
転
・
対
処
要
員
の
吸
気
中
の
濃

度
評
価
の
妥
当
性
を
判
断
す
る
に
当
た
り
、

1)
～

5)
を
確
認
す
る
。
 

1)
有
毒
ガ
ス
の
発
生
時
に
、
原
子
炉
制
御
室
等
の
換
気
空
調
設
備
の
隔
離
を

想
定

し
て
い
る
場
合
に
は
、
外
気
を
遮
断
し
た
後
は
、
イ
ン
リ
ー
ク
を
考
慮

し
て

い
る
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
際
に
、
設
定
し
た
イ
ン
リ
ー
ク
率
の
妥
当
性

が
示

さ
れ
て
い
る
こ
と
。

2)
原
子
炉
制
御
室
等
内
及
び
重
要
操
作
地
点
の
濃
度
が
最
大
と
な
る
ま
で
計

算
し

て
い
る
こ
と
。

3)
原
子
炉
制
御
室
等
内
及
び
重
要
操
作
地
点
の
濃
度
が
有
毒
ガ
ス
防
護
判
断

基
準

値
を
超
え
る
場
合
に
は
、
有
毒
ガ
ス
防
護
判
断
基
準
値
へ
の
到
達
時
間

を
計

算
し
て
い
る
こ
と
。

4)
敷
地
内
の
可
動
源
の
場
合
、
有
毒
化
学
物
質
ご
と
に
想
定
さ
れ
た
輸
送
ル

ー
ト

上
で
有
毒
ガ
ス
濃
度
を
評
価
し
た
結
果
の
中
で
、
最
も
高
い
濃
度
が
選

定
さ

れ
て
い
る
こ
と
。（

図
2参

照
）

5)
次
に
例
示
す
る
よ
う
な
、
敷
地
内
の
有
毒
化
学
物
質
の
漏
え
い
等
の
検
出

か
ら

対
応
ま
で
の
適
切
な
所
要
時
間
を
考
慮
し
て
い
る
こ
と
。

－
原

子
炉
制
御
室
等
の
換
気
空
調
設
備
の
隔
離
を
想
定
し
て
い
る
場
合
は
、

換
気
空
調
設
備
の
隔
離
完
了
ま
で
の
所
要
時
間
。
 

－
原

子
炉
制
御
室
等
の
正
圧
化
を
想
定
し
て
い
る
場
合
は
、
正
圧
化
ま
で
の

所
要
時
間
。
 

－
空

気
呼
吸
具
若
し
く
は
同
等
品
（
酸
素
呼
吸
器
等
）又

は
防
毒
マ
ス
ク（

以

下
「
空
気
呼
吸
具
等
」
と
い
う
。）

の
着
用
を
想
定
し
て
い
る
場
合
は
、

着
用
ま
で
の
所
要
時
間
。
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有
毒
ガ
ス
防
護
に
係
る
影
響
評
価
ガ
イ
ド
 

原
子
炉
制
御
室
等
に
係
る
有
毒
ガ
ス
影
響
評
価
の
対
応
状
況
 

６
．
有
毒
ガ
ス
防
護
に
対
す
る
妥
当
性
の
判

断
 

運
転
・
対
処
要
員
に
対
す
る
有
毒
ガ
ス

防
護
の
妥
当
性
を
判
断
す
る
に
当
た

り
、
６
．
１
及
び
６
．
２
を
確
認
す
る
。
 

６
．
１
 対

象
発
生
源
が
あ
る
場
合
の
対
策
 

６
．
１
．
１
 運

転
・
対
処
要
員
の
吸
気
中
の

有
毒
ガ
ス
の
最
大
濃
度
 

有
毒
ガ
ス
影
響
評
価
の
結
果
、
原
子
炉
制
御
室
等
内
及
び
重
要
操
作
地
点
の
運

転
・
対
処
要
員
の
吸
気
中
の
有
毒
ガ
ス
の
最
大
濃
度
が
、
有
毒
ガ
ス
防
護
判
断
基

準
値
を
下
回
る
こ
と
を
確
認
す
る

18
。
 

６
．
１
．
２
 ス

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
評
価
結
果
を

踏
ま
え
て
行
う
対
策
 

６
．
１
．
２
．
１
 敷

地
内
の
対
象
発
生
源
へ
の
対
応
 

（
１
）
有
毒
ガ
ス
の
発
生

及
び
到
達
の
検
出
 

 
有
毒
ガ
ス
の
発
生
及
び
到
達
の
検
出

に
つ
い
て
、
1)

及
び
2)
を
確
認
す
る
。

（
解
説
-８

）
 

1)
有
毒

ガ
ス
の
発
生
の
検
出

次
の
項
目
を
踏
ま
え
、
敷
地
内
の

対
象
発
生
源
（
固
定
源
）
の
近
傍
に
お

い
て
、
有
毒
ガ
ス
の
発
生
又
は
発
生
の
兆
候
を
検
出
す
る
装
置
が
設
置
さ
れ

て
い

る
こ
と
。

6.
有
毒
ガ
ス
防
護
に
対
す
る
妥
当
性
の
判
断

6.
1 

対
象
発
生
源
が
あ
る
場
合
の
対
策
 

6.
1.
1
 

運
転

・
対

処
要
員

の
吸

気
中

の
有

毒
ガ

ス
の

最
大
濃

度
 

→
 

評
価

ガ
イ

ド
ど
お
り
 

敷
地
内
外
の
固
定
源
は
，
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
評
価
の
結
果
，
対
象
発
生
源
が
な

い
た
め
，
防
護
措
置
等
を
考
慮
し
た
有
毒
ガ
ス
影
響
評
価
は
不
要
で
あ
る
。
 

敷
地
内
の
可
動
源
は
，
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
評
価
を
行
わ
ず
に
，
6
.1
.
2
の
対
策

を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。
 

6.
1.
2 

ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
評
価
結
果
を
踏
ま
え
て
行
う
対
策
 

6.
1.
2.
1 

敷
地
内
の
対
象
発
生
源
へ
の
対
応
 

敷
地
内
の
可
動
源
に
対
し
て
は
，
発
電
所
敷
地
内
へ
入
構
す
る
際
，
立
会
人
等

を
入
構
箇
所
に
派
遣
し
，
受
入
完
了
ま
で
可
動
源
に
随
行
・
立
会
を
実
施
す
る
手

順
及
び
実
施
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
 

(1
)

有
毒
ガ
ス
の
発
生
及
び
到
達
の
検
出
 
→
 
評
価
ガ
イ
ド
ど
お
り

敷
地
内
外
の

固
定
源

に
対
し
て

は
，
ス
ク

リ
ー
ニ

ン
グ
評
価

の
結
果
，

対
象

発
生
源
が
な
い
た
め
，
有
毒
ガ
ス
の
発
生
及
び
到
達
の
検
出
は
不
要
で
あ
る
。
 

敷
地
内
の
可
動
源
に
対
し
て
は
，
人
に
よ
る
認
知
が
期
待
で
き
る
こ
と
か
ら
，

有
毒
ガ
ス
の
発
生
及
び
到
達
の
検
出
は
不
要
で
あ
る
。
 

1)
有
毒
ガ
ス
の
発
生
の
検
出
 

→
 
評
価
ガ
イ
ド
ど
お
り

敷
地
内
外
の
固
定
源
に
対
し
て
は
，
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
評
価
の
結
果
，
対
象

発
生
源
が
な
い
た
め
，
有
毒
ガ
ス
の
発
生
の
検
出
は
不
要
で
あ
る
。
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有
毒
ガ
ス
防
護
に
係
る
影
響
評
価
ガ
イ
ド
 

原
子
炉
制
御
室
等
に
係
る
有
毒
ガ
ス
影
響
評
価
の
対
応
状
況
 

－
当
該
装
置
の
選
定
根
拠
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
 

－
検
出
ま
で
の
応
答
時
間
が
適
切
で
あ
る
こ
と
。
 

2)
有
毒

ガ
ス
の
到
達
の
検
出

次
の
項
目
を
踏
ま
え
、
原
子
炉
制
御
室
等
の
換
気
空
調
設
備
等
に
お
い

て
、

有
毒
ガ
ス
の
到
達
を
検
出
す
る
た
め
の
装
置
が
設
置
さ
れ
て
い
る
こ

と
。 －

当
該
装
置
の
選
定
根
拠
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
 

－
有
毒
ガ
ス
防
護
判
断
基
準
値
レ
ベ
ル
よ
り
も
十
分
低
い
濃
度
レ
ベ
ル

で
検
出
で
き
る
こ
と
。
 

－
検
出
ま
で
の
応
答
時
間
が
適
切
で
あ
る
こ
と
。
 

（
２
）
有
毒
ガ
ス
の
警
報
 

有
毒

ガ
ス
の
警
報
に
つ
い
て
、
①
～
④
を
確
認
す
る
。（

解
説
-８

）
 

①
原
子
炉
制
御
室
及
び
緊
急
時
制
御
室
に
、
前
項
（
１
）
1）

及
び
2）

の
検

出
装

置
か
ら
の
信
号
を
受
信
し
て
自
動
的
に
警
報
す
る
装
置
が
設
置
さ
れ

て
い

る
こ
と
。

②
緊
急
時
対
策
所
に
つ
い
て
は
、
前
項
（
１
）
2）

の
検
出
装
置
か
ら
の
信
号

を
受

信
し
て
自
動
的
に
警
報
す
る
装
置
が
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

③
「
警
報
す
る
装
置
」
は
、
表
示
ラ
ン
プ
点
灯
だ
け
で
な
く
同
時
に
ブ
ザ
ー
鳴

動
等

を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。
 

④
有
毒
ガ
ス
の
警
報
は
、
原
子
炉
制
御
室
等
の
運
転
・
対
処
要
員
が
適
切
に

確
認

で
き
る
場
所
に
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
（
例
え
ば
、
見
や
す
い
場
所
に

設
置

す
る
等
。）
。

（
３
）
通
信
連
絡
設
備
に
よ
る
伝
達
 

通
信

連
絡
設
備
に
よ
る
伝
達
に
つ
い
て
、
①
及
び
②
を
確
認
す
る
。
 

①
既
存
の
通
信
連
絡
設
備
に
よ
り
、
有
毒
ガ
ス
の
発
生
又
は
到
達
を
検
知
し

2)
有
毒
ガ
ス
の
到

達
の
検
出
 
→

 
評
価
ガ
イ
ド
ど
お
り

敷
地
内
外
の
固
定
源
に
対
し
て
は
，
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
評
価
の
結
果
，
対
象

発
生
源
が
な
い
た
め
，
有
毒
ガ
ス
の
到
達
の
検
出
は
不
要
で
あ
る
。

(2
)

有
毒
ガ
ス
の
警
報
 
→
 
評
価
ガ
イ
ド
ど
お
り

敷
地
内
外
の

固
定
源

に
対
し
て

は
，
ス
ク

リ
ー
ニ

ン
グ
評
価

の
結
果
，

対
象

発
生
源
が
な
い
た
め
，
有
毒
ガ
ス
の
警
報
は
不
要
で
あ
る
。
 

敷
地
内
の
可
動
源
に
対
し
て
は
，
人
に
よ
る
認
知
が
期
待
で
き
る
こ
と
か
ら
，

検
出
す
る
装
置
が
不
要
の
た
め
，
有
毒
ガ
ス
の
警
報
も
不
要
で
あ
る
。（

評
価
ガ

イ
ド
解
説
－
８
）

(3
)

通
信
連
絡
設
備
に
よ
る
伝
達

 
→
 
評
価
ガ
イ
ド
ど
お
り

敷
地
内
外
の

固
定
源

に
対
し
て

は
，
ス
ク

リ
ー
ニ

ン
グ
評
価

の
結
果
，

対
象

発
生
源
が
な
い
た
め
，
通
信
連
絡
設
備
に
よ
る
伝
達
は
不
要
で
あ
る
。
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有
毒
ガ
ス
防
護
に
係
る
影
響
評
価
ガ
イ
ド
 

原
子
炉
制
御
室
等
に
係
る
有
毒
ガ
ス
影
響
評
価
の
対
応
状
況
 

た
運

転
員
か
ら
、
当
該
運
転
員
以
外
の
運
転
・
対
処
要
員
に
有
毒
ガ
ス
の
発

生
を

知
ら
せ
る
た
め
の
手
順
及
び
実
施
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
 

②
敷
地
内
で
異
臭
等
の
異
常
が
確
認
さ
れ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
異
常
の

内
容

を
原
子
炉
制
御
室
又
は
緊
急
時
制
御
室
の
運
転
員
に
知
ら
せ
、
運
転
員

か
ら

、
当
該
運
転
員
以
外
の
運
転
・
対
処
要
員
に
知
ら
せ
る
た
め
の
手
順
及

び
実

施
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

（
４
）
防
護
措
置
 

原
子

炉
制
御
室
等
内
及
び
重
要
操
作
地
点
に
お
い
て
、
運
転
・
対
処
要
員
の

吸
気
中
の
有
毒
ガ
ス
の
濃
度
が
有
毒
ガ

ス
防
護
判
断
基
準
値
を
超
え
な
い
よ

う
、
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
評
価
結
果
を
踏
ま
え
、
必
要
に
応
じ
て
1)
～
5)
の
防
護

措
置
を
講
じ
る
こ
と
を
有
毒
ガ
ス
影
響

評
価
に
お
い
て

前
提
と
し
て
い
る
場

合
に
は
、
妥
当
性
の
判
断
に
お
い
て
、
講
じ
ら
れ
た
防
護
措
置
を
確
認
す
る

19
。 

1)
換
気
空
調
設
備
の
隔
離

防
護
措
置
と
し
て
換
気
空
調
設
備
の
隔
離
を
講
じ
る
場
合
、
①
及
び

②
を
確
認
す
る
。

①
対
象
発
生
源
か
ら
発
生
し
た
有
毒
ガ
ス
を
原
子
炉
制
御
室
等
の
換

気
空
調
設
備
に
よ
っ
て
取
り
入
れ
な
い
よ
う
に
外
気
と
の
連
絡
口

は
遮
断
可
能
で
あ
る
こ
と
。

②
隔
離
時
の
酸
欠
防
止
等
を
考
慮
し
て
外
気
取
り
入
れ
の
再
開
が
可

能
で
あ
る
こ
と
。

敷
地
内
の
可

動
源
に

対
し
て
は

，
通
信
連

絡
設
備

に
よ
り
，

有
毒
ガ
ス

の
発

生
又
は
到
達

を
検
知
し

た
運
転

員
か
ら
，

当
該
運
転

員
以
外

の
運
転
・

対
処
要

員
に
有
毒
ガ

ス
の
発
生

を
知
ら

せ
る
た
め

の
手
順
及

び
実
施

体
制
を
整

備
す
る

こ
と
と
し
て

い
る
。

ま
た
，
敷

地
内
で
異

臭
等
の
異

常
が
確

認
さ
れ
た

場
合
に

は
，
こ
れ
ら

の
異
常
の

内
容
を

中
央
制
御

室
の
当
直

長
に
知

ら
せ
，
運

転
員
か

ら
，
当
該
運

転
員
以
外

の
運
転

・
対
処
要

員
に
知
ら

せ
る
た

め
の
手
順

及
び
実

施
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。（

5
.
1.
1
.
1(
2
)，

別
紙

11
－
２
）
 

(4
)

防
護
措
置
 
→
 
評
価
ガ
イ
ド
ど
お
り

敷
地
内
外
の

固
定
源

に
対
し
て

は
，
ス
ク

リ
ー
ニ

ン
グ
評
価

の
結
果
，

対
象

発
生
源
で
な
い
た
め
，
防
護
措
置
は
不
要
で
あ
る
。
 

敷
地
内
の
可

動
源
に

対
し
て
は

，
立
会
人

等
を
確

保
し
，
異

常
の
早
期

検
知

を
行
う
と
と

も
に
，
異

常
発
生

時
に
は
換

気
空
調
設

備
の
隔

離
を
行
う

た
め
の

手
順
及
び
実

施
体
制
を

整
備
す

る
こ
と
と

し
て
い
る

。
ま
た

，
中
央
制

御
室
等

に
防
護
に
必

要
な
要
員

分
の
防

護
具
を
配

備
す
る
と

と
も
に

，
着
用
の

た
め
の

手
順
及
び
実
施
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
 

ま
た
，
漏
え

い
時
に

は
，
有
毒

ガ
ス
の
発

生
を
終

息
さ
せ
る

た
め
の
活

動
を

速
や
か
に
行
う
た
め
の
手
順
及
び
実
施
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
 

1)
換
気
空
調
設
備
の
隔
離
 
→

 
評
価
ガ
イ
ド
ど
お
り

①
敷
地
内

の
可
動
源

に
対
し

て
は
，
異

常
発
生
時

に
換
気

空
調
設
備

の
隔
離

を
行
う
た
め
の
手
順
及
び
実
施
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。（

別
紙

11
－
２
）
 

②
敷
地
内

可
動
源
か

ら
の
有

毒
ガ
ス
の

発
生
が
終

息
し
た

こ
と
を
確

認
し
た

場
合
は
，
速
や
か
に
外
気
取
入
れ
を
再
開
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
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有
毒
ガ
ス
防
護
に
係
る
影
響
評
価
ガ
イ
ド
 

原
子
炉
制
御
室
等
に
係
る
有
毒
ガ
ス
影
響
評
価
の
対
応
状
況
 

2)
原
子
炉
制
御
室
等
の
正
圧
化

防
護
措
置
と
し
て
原
子
炉
制
御
室
等
の
正
圧
化
を
講
じ
る
場
合
は
、
①
～

④
を

確
認
す
る
。

①
加
圧
ボ
ン
ベ
に
よ
っ
て
原
子
炉
制
御
室
等
を
正
圧
化
す
る
場
合
、
有

毒
ガ
ス
の
放
出
継
続
時
間
を
考
慮
し
て
、
加
圧
に
必
要
な
期
間
に
対

し
て
十
分
な
容
量
の
加
圧
ボ
ン
ベ
が
配
備
さ
れ
る
こ
と
。
ま
た
、
加

圧
ボ
ン
ベ
の
容
量
は
、
有
毒
ガ
ス
の
発
生
時
用
に
確
保
さ
れ
る
こ
と

（
放
射
性
物
質
の
放
出
時
用
等
と
の
兼
用
は
不
可
。）
。

②
中
和
作
業
の
所
要
時
間
を
考
慮
し
て
、
加
圧
ボ
ン
ベ
の
容
量
を
確
保

し
て
も
よ
い
。
そ
の
場
合
は
、
有
毒
化
学
物
質
の
広
が
り
の
想
定
が

適
切
で
あ
る
こ
と
（
例
え
ば
、

敷
地
内
可
動
源
の
場
合
、
道
路
幅
、

傾
斜
等
を
考
慮
し
広
が
り
面
積
が
想
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
敷
地
内

固
定
源
の
場
合
、
堰
全
体
に
広
が
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
る
こ
と

等
。）
。

③
原
子
炉
制
御
室
等
内
の
正
圧
が
保
た
れ
て
い
る
か
ど
う
か
確
認
で
き

る
測
定
器
が
配
備
さ
れ
る
こ
と
。

④
原
子
炉
制
御
室
等
を
正
圧
化
す
る
た
め
の
手
順
及
び
実
施
体
制
が
整

備
さ
れ
る
こ
と
。

3)
空
気
呼
吸
具
等
の
配
備

防
護
措
置
と
し
て
空
気
呼
吸
具
等
及
び
防
護
服
の
配
備
を
講
じ
る
場

合
は
、
①
～
④
を
確
認
す
る
。

 

な
お
、
対
象
発
生
源
の
場
合
、
有
毒
ガ
ス
が
特
定
で
き
る
た
め
、
防

毒
マ
ス
ク
を
配
備
し
て
も
よ
い
。
 

①
空
気
呼
吸
具
等
及
び
防
護
服
を
着
用
す
る
場
合
、
運
転
操
作
に
悪

影
響
を
与
え
な
い
こ
と
。
空
気
呼
吸
具
等
及
び
防
護
服
は
、
原
子

2)
原
子
炉
制
御
室
等
の
正
圧
化

中
央
制
御
室
等
の
正
圧
化
は
実
施
し
な
い
。

3)
空
気
呼
吸
具
等
の
配
備
 
→

 
評
価
ガ
イ
ド
ど
お
り

中
央

制
御

室
等

に
防

護
に

必
要

な
要

員
分

の
防

護
具

を
配

備
す

る
と

と
も

に
，
着
用
の
た
め
の
手
順
及
び
実
施
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。（

第

5.
1.
1.
1－

1
表
）
 

①
有

毒
ガ

ス
防

護
の

た
め

に
全

面
マ

ス
ク

等
を

着
用

し
た

場
合

に
お

い
て

も
，
操
作
に

必
要
な

視
界
が
確

保
さ
れ
る

こ
と
や

相
互
の
コ

ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
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有
毒
ガ
ス
防
護
に
係
る
影
響
評
価
ガ
イ
ド
 

原
子
炉
制
御
室
等
に
係
る
有
毒
ガ
ス
影
響
評
価
の
対
応
状
況
 

炉
制
御
室
等
内
及
び
重
要
操
作
地
点
に
と
ど
ま
る
人
数
に
対
し
て

十
分
な
数
が
配
備
さ
れ
る
こ
と
。
 

②
空
気
呼
吸
具
等
を
使
用
す
る
場
合
、
有
毒
ガ
ス
の
放
出
継
続
時
間

を
考
慮
し
て
、
空
気
呼
吸
具
等
を
着
用
し
て
い
る
時
間
に
対
し
て

十
分
な
容
量
の
空
気
ボ
ン
ベ
又
は
吸
収
缶
（
以
下
「
空
気
ボ
ン
ベ

等
」
と
い
う
。）

が
原
子
炉

制
御
室
等
内
又
は
重
要
操
作
地
点
近
傍

に
適
切
に
配
備
さ
れ
る
こ
と
。

な
お
、
原
子
炉
制
御
室
等
内
又
は
重
要
操
作
地
点
近
傍
に
全
て

配
備
で
き
な
い
場
合
に
は

、
継
続
的
に
供
給
で
き
る
手
順
及
び
実

施
体
制
が
整
備
さ
れ
る
こ

と
。

 

空
気
ボ
ン
ベ
等
の
容
量
に
つ
い
て
は
、
次
の
項
目
を
確
認
す
る
。 

－
有
毒
ガ
ス
影
響
評
価
を

基
に
、
有
毒
ガ
ス
の
放
出
継
続
時
間

に
対
し
て
、
容
量
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
。
 

－
有
毒
ガ
ス
影
響
評
価
を
行
わ
な
い
場
合
は
、
対
象
発
生
源
の

有
毒
化
学
物
質
保
有
量
等
か
ら
有
毒
ガ
ス
の
放
出
継
続
時

間
を
想
定
し
、
容
量
を
確
保
し
て
も
よ
い
。
 

－
中
和
作
業
の
所
要
時
間
を
考
慮
し
て
、
空
気
ボ
ン
ベ
等
の
容

量
を
確
保
し
て
も
よ
い
。
そ
の
場
合
は
、
有
毒
化
学
物
質
の

広
が
り
の
想
定
が
適
切
で
あ
る
こ
と
（
例
え
ば
、
敷
地
内
可

動
源
の
場
合
、
道
路
幅
、
傾
斜
等
を
考
慮
し
広
が
り
面
積
が

想
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
敷
地
内
固
定
源
の
場
合
、
堰
全
体

ョ
ン
が
可
能

で
あ
る

こ
と
，
ま

た
，
操
作

に
関
す

る
運
転
員

の
動
作
を

阻
害

す
る
も
の
で

な
い
こ

と
を
確
認

し
て
い
る

こ
と
か

ら
，
中
央

制
御
室
で

の
運

転
操
作
に
支
障
を
生
じ
る
こ
と
は
な
い
。
 

中
央
制
御
室
等
内
に
と
ど
ま
る
人
数
に
対
し
て
十
分
な
数
を
配
備
す
る
こ

と
と
し
て
い
る
。（

第
5
.
1.
1.
1
－
1
表
）
可
動
源
に
対
し
て
，
重
要
操
作
地

点
は
防
護
不
要
。
 

②
全
面
マ

ス
ク
を
着

用
し
て

い
る
時
間

に
対
し
て

十
分
な

数
量
の

吸
収
缶

を

中
央
制
御
室
等
に
配
備
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。（

第
5
.1
.
1
.
1－

1
表
）
 

－
“
５
．
有
毒
ガ
ス
影
響
評
価
”
は
実
施
し
て
い
な
い
。
 

－
有
毒
化
学
物
質
保
有
量
等
か
ら
有
毒
ガ
ス
の
放
出
継
続
時
間
は
想
定
し

て
い
な
い
。
 

－
有

毒
ガ

ス
の

発
生

を
終

息
さ

せ
る

た
め

に
希

釈
等

の
措

置
を

行
う

こ

と
と
し
て
お
り
，
措
置
が
完
了
す
る
ま
で
の
時
間
を
考
慮
し
た
容
量
の

吸
収
缶
を
配
備
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
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有
毒
ガ
ス
防
護
に
係
る
影
響
評
価
ガ
イ
ド
 

原
子
炉
制
御
室
等
に
係
る
有
毒
ガ
ス
影
響
評
価
の
対
応
状
況
 

に
広
が
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
等
。）
。
 

－
容
量
は
、
有
毒
ガ
ス
の
発
生
時
用
に
確
保
さ
れ
る
こ
と
（
空

気
の
容
量
に
つ
い
て
は
、
放
射
性
物
質
の
放
出
時
用
等
と
の

兼
用
は
不
可
。
た
だ

し
、
空
気
ボ
ン
ベ
以
外
の
器
具
（
面
体

を
含
む
。）

は
、
兼
用
し
て
も
よ
い
。）
。
 

③
原
子
炉
制
御
室
等
内
及
び
重
要
操
作
地
点
の
有
毒
ガ
ス
防
護
対
象

者
の
吸
気
中
の
有
毒
ガ
ス
の
濃
度
が
有
毒
ガ
ス
防
護
判
断
基
準
値

以
下
と
な
る
よ
う
に
、
運
転
・
対
処
要
員
が
空
気
呼
吸
具
等
の
使

用
を
開
始
で
き
る
こ
と
。（

解
説

-９
）

④
空
気
呼
吸
具
等
を
使
用
す
る
た
め
の
手
順
及
び
実
施
体
制
が
整
備

さ
れ
る
こ
と
。

4)
敷
地
内
の
有
毒
化
学
物
質
の
中
和
等
の
措
置

防
護
措
置
と
し
て
敷
地
内
の
有
毒
化
学
物
質
の
中
和
等
の
措
置
を
講

じ
る

場
合
、
有
毒
ガ
ス
の
発
生
を
終
息
さ
せ
る
た
め
の
活
動
（
漏
え
い
し
た

有
毒

化
学
物
質
の
中
和
等
）
を
速
や
か
に
行
う
た
め
の
手
順
及
び
実
施
体
制

が
整

備
さ
れ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。（

解
説
－
１
０
）
 

5)
そ
の
他

①
空
気
浄
化
装
置
を
利
用
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
浄
化
能
力
に
対
す
る

技
術
的
根
拠
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

②
イ
ン
リ
ー
ク
率
の
低
減
の
た
め
の
設
備
（
加
圧
設
備
以
外
）
を
利
用

す
る
場
合
、
設
備
設
置
後
の
イ
ン
リ
ー
ク
率
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

③
そ
の
他
の
防
護
具
等
を
考
慮
す
る
場
合
は
、
そ
の
技
術
的
根
拠
が
示

さ
れ
て
い
る
こ
と
。

－
吸
収
缶
の
容
量
は
，
有
毒
ガ
ス
の
発
生
時
用
に
確
保
す
る
こ
と
と
し
て

い
る
。
 

③
④
 
中
央

制
御
室
等

内
の
有

毒
ガ
ス
防

護
対
象
者

の
吸
気

中
の
有
毒

ガ
ス
の

濃
度
が
有
毒

ガ
ス
防

護
判
断
基

準
値
以
下

と
な
る

よ
う
に
，

運
転
・
対

処
要

員
が
全
面
マ

ス
ク
の

使
用
を
開

始
で
き
る

よ
う
に

実
施
体
制

及
び
手
順

を
整

備
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。（

別
紙

11
－
２
）

4)
敷
地
内
の
有
毒
化
学
物
質
の
中
和
等
の
措
置
 
→
 
評
価
ガ
イ
ド
ど
お
り

敷
地
内
可
動
源
か
ら
の
漏
え
い
時
に
は
，
有
毒
ガ
ス
の
発
生
を
終
息
さ
せ
る

た
め

の
活

動
を

速
や

か
に

行
う

た
め

の
手

順
及

び
実

施
体

制
を

整
備

す
る

こ

と
と
し
て
い
る
。（

5
.
1.
1
.
1(
3
)
，
別
紙

11
－
３
）
 

5)
そ
の
他

そ
の
他
の
防
護
措
置
は
実
施
し
て
い
な
い
。
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有
毒
ガ
ス
防
護
に
係
る
影
響
評
価
ガ
イ
ド
 

原
子
炉
制
御
室
等
に
係
る
有
毒
ガ
ス
影
響
評
価
の
対
応
状
況
 

（
解
説
-８

）
有
毒
ガ
ス
の
発
生
及
び
到
達
を
検
出
し
警
報
す
る
装
置
 

●
有

毒
ガ
ス
の
発
生
を
検
出
す
る
装
置
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
有
毒
ガ
ス

の
発
生
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
有

毒
ガ
ス
の
発
生
の
兆
候
を
検
出
す
る
こ

と
と
し
て
も
よ
い
。
例
え
ば
、
検

出
装
置
と
し
て
貯
蔵
タ
ン
ク
の
液
位
計

を
用
い
て
お
り
、
当
該
液
位
計
の
故
障
等
に
よ
っ
て
原
子
炉
制
御
室
及
び

緊
急
時
制
御
室
へ
の
信
号
が
途
絶
え
た
場
合
、
そ
の
信
号
の
途
絶
を
貯
蔵

タ
ン
ク
の
損
傷
と
み
な
し
、
有
毒
ガ
ス
の
発
生
の
兆
候
を
検
出
し
た
と
し

て
も
よ
い
。
 

●
有

毒
ガ
ス
の
到
達
を
検
出
す
る
た
め
の
装
置
に
つ
い
て
は
、
検
出
装
置
の

応
答
時
間
を
考
慮
し
、
防
護
措
置
の
た
め
の
時
間
的
余
裕
が
見
込
め
る
場

合
は
、
可
搬
型
で
も
よ
い
。
ま
た

、
当
該
装
置
に
警
報
機
能
が
あ
る
場
合

は
、
そ
の
機
能
を
も
っ
て
有
毒
ガ

ス
の
到
達
を
警
報
す
る
装
置
と
し
て
も

よ
い
。

●
敷

地
内
可
動
源
に
つ
い
て
は
、
人
に
よ
る
認
知
が
期
待
で
き
る
こ
と
か

ら
、
発
生
及
び
到
達
を
検
出
す
る
装
置
の
設
置
は
求
め
な
い
こ
と
と
し

た
。

●
有

毒
ガ
ス
が
検
出
装
置
に
到
達
し
て
か
ら
、
検
出
装
置
が
応
答
し
警
報
装

置
に
信
号
を
送
る
ま
で
の
時
間
に
つ
い
て
、
そ
の
後
の
対
応
等
に
要
す
る

時
間
を
考
慮
し
て
も
、
必
要
な
時
間
ま
で
に
換
気
空
調
設
備
の
隔
離
を
行

え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
解
説
-９

）
米
国
に
お
け
る
ID
LH
と
空
気
呼
吸
具
の
使
用
と
の
関
係
 

米
国

で
は
、
急
性
毒
性
の
判
断
基
準
と
し
て

ID
LH
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

ID
LH

値
の
例
を
表
4に

示
す
。
30

分
間
の
ば
く
露
を
想
定
し
た

ID
LH
値
は
、
多

数
の
有
毒
ガ
ス
に
つ
い
て
空
気
呼
吸
具

の
選
択
の
た
め
に
策
定
さ
れ
て
お
り
、
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有
毒
ガ
ス
防
護
に
係
る
影
響
評
価
ガ
イ
ド
 

原
子
炉
制
御
室
等
に
係
る
有
毒
ガ
ス
影
響
評
価
の
対
応
状
況
 

米
国
規
制
指
針

参
５
に
お
い
て
、
有
毒
化

学
物
質
の
漏
え
い
等
の
検
出
か
ら
2分

以
内
に
空
気
呼
吸
具
の
使
用
を
開
始
す

べ
き
と
さ
れ
、
解
説

参
７
で
は
、
こ
の

2

分
と
い
う
設
定
は
ID
LH
値
の
使
用
に
お

け
る
安
全
余
裕
を
与
え
る
も
の
で
あ

る
と
さ
れ
て
い
る
。
 

（
解
説
-１

０
）
有
毒
ガ
ス
ば
く
露
下
で
作
業
予
定
の
要
員
に
つ
い
て
 

有
毒

ガ
ス
の
発
生
時
に
有
毒
ガ
ス
ば
く
露
下
で
の
作
業
（
漏
え
い
し
た
有
毒

化
学
物
質
の
中
和
等
）
を
行
う
予
定
の
要
員
に
つ
い
て
も
、
手
順
及
び
実
施
体

制
を
整
備
す
べ
き
対
象
に
含
ま
れ
る
こ

と
か
ら
、
空
気
呼
吸
具
等
及
び
必
要
な

作
業

時
間

分
の

空
気

ボ
ン

ベ
等

の
容

量
が

配
備

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

確
認

す

る
必
要
が
あ
る
（
６
．
２
の
対
策
に
お
い
て
は
、
防
毒
マ
ス
ク
及
び
吸
収
缶
を

除
く
。）
。
 

６
．
１
．
２
．
２
 敷

地
外
の
対
象
発
生
源
へ
の
対
応
 

（
１
）
敷
地
外
か
ら
の
連
絡
 

敷
地

外
で
有
毒
ガ
ス
が
発
生
し
た
場
合
、
そ
の
発
生
を
原
子
炉
制
御
室
又
は

6.
1.
2.
2 

敷
地
外
の
対
象
発
生
源
へ
の
対
応

 
→
 
評
価
ガ
イ
ド
ど
お
り
 

敷
地
外
の
固
定
源
に
対
し
て
は
，
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
評
価
の
結
果
，
対
象
発
生

源
で
な
い
た
め
，
敷
地
外
か
ら
の
連
絡
，
通
信
連
絡
設
備
に
よ
る
伝
達
及
び
防
護
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有
毒
ガ
ス
防
護
に
係
る
影
響
評
価
ガ
イ
ド
 

原
子
炉
制
御
室
等
に
係
る
有
毒
ガ
ス
影
響
評
価
の
対
応
状
況
 

緊
急
時
制
御
室
内
の
運
転
員
に
知
ら
せ

る
仕
組
み
（
例
え
ば
、
次
の
情
報
源
か

ら
有
毒
ガ
ス
の
発
生
事
故
情
報
を
入
手
し
、
運
転
員
に
知
ら
せ
る
た
め
の
手
順

及
び
実
施
体
制
）
が
整
備
さ
れ
る
こ
と

。
 

－
消

防
、
警
察
、
海
上
保
安
庁
、
自
衛
隊
 

－
地

方
公
共
団
体
（
例
え
ば
、
防
災

有
線
放
送
、
防
災
行
政
無
線
、
防
災
メ

ー
ル

、
防
災
ラ
ジ
オ
等
）
 

－
報

道
（
例
え
ば
、
ニ
ュ
ー
ス
速
報
等
）
 

－
そ

の
他
有
毒
ガ
ス
の
発
生
事
故
に
係
る
情
報
源
 

（
２
）
通
信
連
絡
設
備
に
よ
る
伝
達
 

①
敷

地
外

か
ら

の
連

絡
が

あ
っ

た
場

合
に

は
、

既
存

の
通

信
連

絡
設

備
に

よ

り
、
運
転
・
対
処
要
員
に
有
毒
ガ
ス
の
発
生
を
知
ら
せ
る
た
め
の
手
順
及
び

実
施

体
制
が
整
備
さ
れ
る
こ
と
。

②
敷
地

外
か
ら
の
連
絡
が
な
く
て
も
、
敷
地
内
で
異

臭
が
す
る
等
の
異
常

が

確
認

さ
れ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
異
常
の
内
容
を
原
子
炉
制
御
室
又
は
緊

急
時

制
御
室
の
運
転
員
に
知
ら
せ
、
運
転
員
か
ら
、
当
該
運
転
員
以
外
の
運

転
・
対
処
要
員
に
知
ら
せ
る
た
め
の
手
順
及
び
実
施
体
制
が
整
備
さ
れ
る
こ

と
。

（
３
）
防
護
措
置
 

原
子
炉
制
御
室
等
内
及
び
重
要
操
作
地

点
に
お
い
て
、
運
転
・
対
処
要
員
の
吸

気
中
の
有

毒
ガ
ス
の
濃
度
が
有
毒
ガ
ス
防
護
判
断
基
準
値
を
超
え
な
い
よ
う
、
ス

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
評
価
結
果
を
基
に
、
有
毒
ガ
ス
影
響
評
価
に
お
い
て
、
必
要
に
応

じ
て
防
護
措
置
を
講
じ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
場
合
に
は
、
妥
当
性
の
判
断

に
お
い
て

、
講
じ
ら
れ
た
防
護
措
置
を

確
認
す
る

20
。
確
認
項
目
は

、
６
．
１
．

２
．
１
（
４
）
と
同
じ
と
す
る
。（

解
説

-１
１
）
 

措
置
は
不
要
で
あ
る
。
 

敷
地
外
の
可
動
源
は
，
6
.
1
.2

の
対
応
は
不
要
で
あ
る
。
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有
毒
ガ
ス
防
護
に
係
る
影
響
評
価
ガ
イ
ド
 

原
子
炉
制
御
室
等
に
係
る
有
毒
ガ
ス
影
響
評
価
の
対
応
状
況
 

（
解
説
-１

１
）
敷
地
外
に
お
い
て
発
生
す
る
有
毒
ガ
ス
の
認
知
 

敷
地

外
の
対
象
発
生
源
で
、
有
毒
ガ
ス
の
種
類
が
特
定
で
き
る
も
の
に
つ
い

て
、
有
毒
ガ
ス
影
響
評
価
に
お
い
て
、
有
毒
ガ
ス
の
到
達
と
敷
地
外
か
ら
の
連

絡
に
見
込
ま
れ
る
時
間
の
関
係
な
ど
に

よ
り
、
防
護
措
置
の
一
部
と
し
て
、
当

該
発

生
源

か
ら

の
有

毒
ガ

ス
の

到
達

を
検

出
す

る
た

め
の

設
備

等
を

前
提

と

し
て
い
る
場
合
に
は
、
妥
当
性
の
判
断
に
お
い
て
、
講
じ
ら
れ
た
防
護
措
置
を

確
認
す
る
。
 

６
．
２
 予

期
せ
ず
発
生
す
る
有
毒
ガ
ス
に
関
す
る
対
策
 

対
象
発
生
源
が
特
定
さ
れ
な
い
場
合
に

お
い
て
も
、
予
期
せ
ぬ
有
毒
ガ
ス
の
発

生
（
例
え
ば
、
敷
地
外
可
動
源
か
ら
発
生
す
る
有
毒
ガ
ス
、
敷
地
内
固
定
源
及
び

可
動

源
に

お
い

て
予

定
さ

れ
て

い
た

中
和

等
の

終
息

作
業

が
で

き
な

か
っ

た
場

合
に
発
生
す
る
有
毒
ガ
ス
等
）
を
考
慮
し

、
原
子
炉
制
御
室
等
に
対
し
、
最
低
限

の
対
策
と
し
て
、（

１
）
～
（
３
）
を
確
認
す
る
。（

解
説
-１

２
）
 

（
１
）
防
護
具
等
の
配
備
等
 

①
運
転

・
初
動
要
員
に
対
し
て
、
必
要
人
数
分
の
防

護
具
等
が
配
備
さ
れ

て

い
る

と
と
も
に
、
防
護
の
た
め
の
手
順
及
び
実
施
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る

こ
と

。
少
な
く
と
も
、
次
の
も
の
が
用
意
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

－
敷

地
内
に
お
け
る
必
要
人
数
分
の
空
気
呼
吸
具
又
は
同
等
品
（
酸
素
呼
吸

器
等
）

21
の
配
備
（
着
用
の
た
め
の
手
順
及
び
実
施
体
制
を
含
む
。）

 

－
一

定
量
の
空
気
ボ
ン
ベ
の
配
備
（
例
え
ば
、
6 
時
間
分
。
な
お
、
６
．
１
．

２
．
１
（
４
）
3)
に
お
い
て
配
備

す
る
空
気
ボ
ン
ベ
の
容
量
と
兼
用
し
て

も
よ
い
。）
（
解
説
-１

３
）
 

②
敷
地

内
固
定
源
及
び
可
動
源
に
お
い
て
中
和
等
の

終
息
作
業
を
考
慮
す

る

場
合

に
つ
い
て
は
、
予
定
さ
れ
て
い
た
中
和
等
の
終
息
作
業
が
で
き
な
か
っ

6.
2 

予
期
せ
ず
発
生
す
る
有
毒
ガ
ス
に
関
す
る
対
策
 

(1
)

防
護
具
等
の
配
備
等
 
→
 

評
価
ガ
イ
ド
ど
お
り

①
運
転
・
初
動
要
員
に
対
し
て
，
必
要
人
数
分
の
酸
素
呼
吸
器
を
配
備
す
る
と

と
も

に
，

防
護

の
た

め
の

手
順

及
び

実
施

体
制

を
整

備
す

る
こ

と
と

し
て

い

る
。（

5.
2.
1，

第
5
.
2.
1－

1
表
，
別
紙

12
－
１
）
 

②
１

人
当

た
り

酸
素

呼
吸

器
を

６
時

間
以

上
使

用
す

る
の

に
必

要
と

な
る

酸

素
ボ
ン
ベ
を
配
備
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。（

5.
2
.
1，

第
5
.
2
.
1－

2
 表

，
別
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有
毒
ガ
ス
防
護
に
係
る
影
響
評
価
ガ
イ
ド
 

原
子
炉
制
御
室
等
に
係
る
有
毒
ガ
ス
影
響
評
価
の
対
応
状
況
 

た
場

合
を
考
慮
し
、
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
評
価
（
中
和
等
の
終
息
作
業
を
仮
定

せ
ず

に
実
施
。）

の
結
果
有
毒
ガ
ス
の
放
出
継
続
時
間
が

6時
間
を
超
え
る
場

合
は
、
①
に
加
え
、
当
該
放
出
継
続
時
間
ま
で
空
気
呼
吸
具
又
は
同
等
品
（
酸

素
呼

吸
器
等
）
の
継
続
的
な
利
用
が
で
き
る
こ
と
を
考
慮
し
、
空
気
ボ
ン
ベ

等
が

配
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。（

解
説
-１

４
）
 

③
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
と
し
て
、
供
給
体
制

が
用
意
さ
れ
て
い
る
こ
と
（
例
え
ば
、

空
気

圧
縮
機
に
よ
る
使
用
済
空
気
ボ
ン
ベ
へ
の
空
気
の
再
充
填
等
）。

④
①
に

お
い
て
配
備
し
た
防
護
具
等
に
つ
い
て
は
、

必
要
に
応
じ
て
有
毒

ガ

ス
ば

く
露
下
で
作
業
予
定
の
要
員
が
使
用
で
き
る
よ
う
、
手
順
及
び
実
施
体

制
（

防
護
具
等
の
追
加

を
含
む
。）

が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。（

解
説

-１

０
）
 

（
２
）
通
信
連
絡
設
備
に
よ
る
伝
達
 

①
敷

地
外

か
ら

の
連

絡
が

あ
っ

た
場

合
に

は
、

既
存

の
通

信
連

絡
設

備
に

よ

り
、
原
子
炉
制
御
室
等
の
運
転
・
対
処
要
員
に
有
毒
ガ
ス
の
発
生
を
知
ら
せ

る
た

め
の
手
順
及
び
実
施
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

②
敷
地
内
で
異
臭
等
の
異
常
が
確
認
さ

れ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
異
常
の
内

容
を

原
子
炉
制
御
室
又
は
緊
急
時
制
御
室
の
運
転
員
に
知
ら
せ
、
運
転
員
か

ら
、
当
該
運
転
員
以
外
の
運
転
・
対
処
要
員
に
知
ら
せ
る
た
め
の
手
順
及
び

実
施

体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

（
解
説
-１

２
）
予
期
せ
ず
発
生
す
る
有
毒
ガ
ス
の
検
出
 

予
期

せ
ず
発
生
す
る
有
毒
ガ
ス
に
つ
い
て
、
有
毒
ガ
ス
の
種
類
と
量
が
特
定

で
き
な
い
も
の
も
あ
り
、
そ
の
場
合
、
検

出
装
置
の
設
置
は
困
難
な
こ
と
か
ら
、

そ
れ
を
求
め
な
い
こ
と
と
し
、
人
に
よ
る
異
常
の
認
知
（
例
え
ば
、
臭
気
で
の

検
出
、
動
植
物
等
の
異
常
の
発
見
等
）

に
よ
る
こ
と
と
し
た
。
 

紙
12
－
１
）
 

③
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
と
し
て
，
酸
素
呼
吸
器
に
使
用
す
る
酸
素
ボ
ン
ベ
の
継
続
的

な
供
給
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。（

5
.
2.
1，

別
紙

12
－
２
）
 

④
有
毒

ガ
ス
ば

く
露

下
で

作
業

予
定

の
要

員
に

対
し

て
，
全

面
マ

ス
ク

等
を

配

備
す
る
と
と
も
に
，
有
毒
ガ
ス
の
発
生
を
終
息
さ
せ
る
た
め
の
手
順
及
び
実
施

体
制
を
整
備
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。（

別
紙

1
1－

３
）

(2
)

通
信
連
絡
設
備
に
よ
る
伝
達

 
→
 
評
価
ガ
イ
ド
ど
お
り

敷
地
外
か
ら

の
連
絡

が
あ
っ
た

場
合
に
は

，
通
信

連
絡
設
備

に
よ
り
，

中
央

制
御
室
等
の

運
転
・
対

処
要
員

に
有
毒
ガ

ス
の
発
生

を
知
ら

せ
る
た
め

の
手
順

及
び
実
施
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
 

ま
た
，
敷
地

内
で
異

臭
等
の
異

常
が
確
認

さ
れ
た

場
合
に
は

，
こ
れ
ら

の
異

常
の
内
容
を

中
央
制
御

室
の
当

直
長
に
知

ら
せ
，
運

転
員
か

ら
，
当
該

運
転
員

以
外
の
運

転
・
対
処
要

員
に
知

ら
せ
る
た

め
の
手
順

及
び
実

施
体
制
を

整
備
す

る
こ
と
と
し
て
い
る
。（

5
.
2.
2，

別
紙

1
2－

１
）
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有
毒
ガ
ス
防
護
に
係
る
影
響
評
価
ガ
イ
ド
 

原
子
炉
制
御
室
等
に
係
る
有
毒
ガ
ス
影
響
評
価
の
対
応
状
況
 

（
解
説
-１

３
）
空
気
ボ
ン
ベ
の
容
量
 

米
国

で
は
、
空
気
呼
吸
具
の
空
気
の
容
量
に
つ
い
て
、
影
響
評
価
の
結
果
対

応
が
必

要
と
な
っ
た
場

合
、
敷
地
内
で
少
な
く
と
も

6時
間
分
を
用
意
し
、

追

加
分
に
つ
い
て
は
、
敷
地
外
か
ら
数
百
時
間
分
の
空
気
ボ
ン
ベ
の
供
給
が
可
能

で
あ
る
こ
と
を
求
め
て
お
り
、
予
期
せ
ず
発
生
す
る
有
毒
ガ
ス
に
つ
い
て
は
考

慮
の

対
象

と
し

て
い

な
い

参
５
。

今
般

、
国

内
の

タ
ン

ク
ロ

ー
リ

ー
に

よ
る

有

毒
化

学
物

質
輸

送
事

故
等

の
事

例
参

８
を

踏
ま

え
、

中
和

、
回

収
等

の
作

業
の

所
要
時

間
を
考
慮
し
て

、
一
定
量
と
し
て
、

6時
間
分
が
用
意
さ
れ
て
い
る

こ

と
と
し
た
。
 

予
期

せ
ず
発
生
す
る
有
毒
ガ
ス
に
つ
い
て
は
、
影
響
評
価
の
結
果
、
有
毒
ガ

ス
が

発
生

し
な

い
と

さ
れ

る
場

合
で

あ
っ

て
も

求
め

る
対

応
で

あ
る

こ
と

か

ら
、
空

気
の
容
量
は
他

の
用
途
の
容
量
（
例
え
ば

、「
原
子
力
災
害
対
策
特

別

措
置

法
に

基
づ

き
原

子
力

事
業

者
が

作
成

す
べ

き
原

子
力

事
業

者
防

災
業

務

計
画
等

に
関
す
る
命
令

」（
平
成
２
４
年
文
部
科
学
省

、
経
済
産
業
省
令
第

４

号
）
第
４
条
の
要
求
に
よ
り
保
有
し
て
い
る
も
の
等
）
と
兼
用
し
て
も
よ
い
こ

と
と
す
る
。
 

（
解
説
-１

４
）
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
に
つ
い
て
 

バ
ッ

ク
ア
ッ
プ
に
つ
い
て
は
、
敷
地
内
外
か
ら
の
空
気
の
供
給
体
制
（
例
え

ば
、
空
気
圧
縮
機
に
よ
る
使
用
済
空
気

ボ
ン
ベ
へ
の
清
浄
な
空
気
の
再
充
填
、

離
れ
た
場
所
か
ら
の
空
気
ボ
ン
ベ
の
供

給
等
）
に
よ
り
、
継
続
的
に
供
給
さ
れ

る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
 

（
３
）
敷
地
外
か
ら
の
連
絡
 

有
毒
ガ
ス
が
発
生
し
た
場
合
、
そ
の
発
生
を
原
子
炉
制
御
室
又
は
緊
急
時
制
御

室
内
の
運
転
員
に
知
ら
せ
る
仕
組
み
（
例
え
ば
、
次
の
情
報
源
か
ら
有
毒
ガ
ス
の

発
生
事
故
情
報
を
入
手
し
、
運
転
員
に
知
ら
せ
る
た
め
の
手
順
及
び
実
施
体
制
）

(3
)

敷
地
外
か
ら
の
連
絡
 
→
 

評
価
ガ
イ
ド
ど
お
り

有
毒
ガ
ス
が

発
生
し

た
場
合
，

そ
の
発
生

を
中
央

制
御
室
の

運
転
員
に

知
ら

せ
る
仕
組
み
を
整
備
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。（

5
.
2.
3，

別
紙

12
－
１
）
 

別紙1-40



有
毒
ガ
ス
防
護
に
係
る
影
響
評
価
ガ
イ
ド
 

原
子
炉
制
御
室
等
に
係
る
有
毒
ガ
ス
影
響
評
価
の
対
応
状
況
 

が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
 

－
消
防
、
警
察
、
海
上
保
安
庁
、
自
衛

隊
 

－
地
方
公
共
団
体
（
例
え
ば
、
防
災
有
線
放
送
、
防
災
行
政
無
線
、
防
災
メ
ー

ル
、

防
災
ラ
ジ
オ
等
）

－
報
道
（
例
え
ば
、
ニ
ュ
ー
ス
速
報
等

）
 

－
そ
の
他
有
毒
ガ
ス
の
発
生
事
故
に
係

る
情
報
源
 

別紙1-41



別紙２ 

調査対象とする有毒化学物質について 

1. 有毒化学物質の設定

固定源及び可動源の調査において，ガイド３．１（１）では，調査対象とする

有毒化学物質を示すことが求められている。一方，ガイド３．１（２）で調査対

象外の説明を求めている。このため，３．１（１）の説明では調査対象を示すと

ともに，有毒化学物質について定義する必要がある。 

よって，ガイド３．１で調査対象とする有毒化学物質は，ガイド１．３の有毒

化学物質の定義に基づき，人に対する悪影響を考慮した上で参照する情報源を整

理し，以下の通り定義し，有毒化学物質を設定した。 

(1) 設定方法

○人に対する悪影響

「人に対する悪影響」については，ガイドにて定義されていないが，有毒ガ

ス防護判断基準値の定義及びその参照情報として採用されているＩＤＬＨや

最大許容濃度の内容は，以下のとおりである。 

・有毒ガス防護判断基準値：有毒ガスの急性ばく露に関し，中枢神経影響等

への影響を考慮し，運転・対象要員の対処能力に支障を来さないと想定さ

れる濃度限度値をいう。（ガイド１．３（１３））

・ＩＤＬＨ：米国ＮＩＯＳＨが定める急性の毒性限度（ガイド１．３（１））

・最大許容濃度：短時間で発現する刺激，中枢神経抑制等の生体影響を主と

することから勧告されている値。（ガイド脚注12）

上記内容を勘案し，有毒化学物質とは，以下のような「人に対する悪影響」

を与えるものとし，設定した。 

①中枢神経影響物質

②急性毒性（致死）影響物質

③呼吸器障害の原因となるおそれがある物質

○参照する情報源

有毒化学物質の選定のための情報源として，以下の３種類のものとした。 

①国際化学安全性カード(ＩＣＳＣ)による情報を主たる情報源とする。

ＩＣＳＣにない有毒化学物質を補完するために，以下の２種類の情報源を

追加し，網羅性を確保した。

【ガイド記載】１．３ 

有毒化学物質：国際化学安全性カード等において，人に対する悪影響が示され

ている物質 
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②急性毒性の観点で国内法令で規制されている物質

③化学物質の有害性評価等の世界標準システム（ＧＨＳ）で作成されたデー

タベース

(2) 設定範囲

参照する各情報源において，『人に対する悪影響』（急性毒性影響）のある有

毒化学物質として，急性毒性（致死）影響物質，中枢神経影響物質，呼吸器障

害の原因となるおそれがある物質を，第１図のように網羅的に抽出し，設定の

対象とした。 

第１図 各情報源における急性毒性影響 

【出典元】 

  それぞれの情報源の出典等は以下のとおりである。 

Ａ．ＩＣＳＣカード： 

医薬品食品衛生研究所『国際化学物質安全性カード（ＩＣＳＣ）日本語版』 

・最終更新：平成29年12月５日

Ｂ．各法令 

①消防法：危険物の規制に関する政令及びその関連省令

・最新改正：平成30年11月30日総務省令第65号

②毒物及び劇物取締法：医薬品食品衛生研究所『毒物及び劇物取締法（毒

劇法）（２）毒劇物検索用ファイル』 

・最終更新：平成30年12月25日

③高圧ガス保安法：一般高圧ガス保安規則

・最新改正：平成31年１月11日経済産業省令第2号

④労働安全衛生法：厚生労働省『職場のあんぜんサイト：表示・通知対象
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物質の一覧・検索』 

・最終更新:平成30年12月18日

Ｃ．ＧＨＳ分類： 

経済産業省『政府によるＧＨＳ分類結果』 

・最終更新：平成30年12月

(3) 設定結果

上記の方法により，各情報源から抽出された有毒化学物質の例を第１表に示

す。 

なお，水素および窒素については，第２表に示すとおりＩＣＳＣ及びＧＨＳ

のデータベースにおいていずれも急性毒性に関する記載がなく，ＩＣＳＣの吸

入の危険性において「窒息」の記載はあるが，閉ざされた場所に限定されてい

るため，開放空間において設備・機器類等に内蔵されている窒息性ガスは固定

源及び可動源の対象外とする。 
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第１表 各情報源から抽出された有毒化学物質の調査結果（例） 

情報源 影響による分類 代表例 

Ｉ
Ｃ
Ｓ
Ｃ 

A-1:『急性毒性（致死）影響』

のある化学物質 

・塩酸

・ヒドラジン

・硫酸

・ジエチルアミン

・塩素

・二酸化窒素

A-2:『中枢神経影響』のある化

学物質 

・ヒドラジン

・メタノール

・エタノールアミン

・ほう酸

・酸素

・プロパン

A-3:『呼吸器障害による呼吸困

難（窒息）影響』のある化学物

質 

・塩酸

・硫酸

・リン酸

・プロパン

・硝酸

・二酸化窒素

国
内
法
令
規
制
物
質 

B-1:毒物・劇物(SDS対象物質)

（毒物及び劇物取締法）（人に

対する急性毒性物質等） 

・アンモニア

・塩酸

・ヒドラジン

・メタノール

・エタノールアミン

・水酸化ナトリウム

B-2:消防活動阻害物質（消防法

）（常温又は水等との反応で有

害物を生じるもの） 

・アセチレン

・生石灰

・無水硫酸

・水銀

・ヒ素

・フッ化水素

B-3:毒性ガス（高圧ガス保安法

）（人に対する急性毒性物質） 

・ジエチルアミン

・ベンゼン

・塩素

・一酸化炭素

・硫化水素

・フッ素

B-4:SDS通知対象物（労衛法）

（労働者に危険・健康障害を生

じる恐れのあるもの） 

・塩酸

・ヒドラジン

・メタノール

・エタノールアミン

・水酸化ナトリウム

・硫酸

Ｇ
Ｈ
Ｓ

C-1:『急性毒性（吸入）』で区

分1～3（人に対して有毒）の物

質 

・塩酸

・ヒドラジン

・硫酸

・リン酸

・一酸化炭素

・硫化水素

C-2:『呼吸器感作性』のある物

質（アレルギー作用） 

・塩酸

・亜硫酸水素ナトリウム

・エタノールアミン

・ホルムアルデヒド

・ベリリウム

・酢酸

C-3:『神経影響』又は『麻酔作

用』のある物質 

・アンモニア

・ヒドラジン

・メタノール

・エタノールアミン

・ほう酸

・炭酸ガス

C-4:『呼吸器影響』又は『気道

刺激性』のある物質 

・アンモニア

・塩酸

・ヒドラジン

・メタノール

・エタノールアミン

・水酸化ナトリウム

C-5:『吸引性呼吸器有害性』の

ある物質（誤嚥した場合に呼吸

器障害） 

・テトラクロロエチレン

・ベンゼン

・トルエン

・硝酸

・生石灰

・水酸化カリウム

別紙2-4



第２表 ＩＣＳＣ及びＧＨＳにおける窒素及び水素の記載 

2. 発電所内の有毒化学物質

原子力発電所では，運転管理に伴い様々な化学物質を使用している。島根原子

力発電所で使用される化学物質の代表例を第３表に示す。 
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第３表 島根原子力発電所で使用される化学物質（例）(１／２） 

○給・復水系

使用用途 化学物質名称 備考 

腐食防止 酸素 
安定な酸化鉄の保護被膜形成によ

る腐食抑制及びクラッド低減 

腐食防止 水素 
炉水の溶存酸素濃度を低下させ，

構造材のＩＧＳＣＣを防止する 

○ほう酸水注入系

使用用途 化学物質名称 備考 

中性子吸収材 
五ほう酸ナトリウム 

十水和物 

万一制御棒を炉心に挿入できない

状態が生じた際に，原子炉を安全

に低温未臨界とさせる 

○補機冷却水系

使用用途 化学物質名称 備考 

防錆材 亜硝酸ナトリウム 
配管内面に保護被膜を形成するこ

とにより耐食性を向上させる 

○海水系統

使用用途 化学物質名称 備考 

海生生物付着防止 次亜塩素酸ナトリウム 
海水中の海生生物が付着するのを

防止する 

腐食防止 硫酸第一鉄 

海水系統中の配管内面に保護被膜

を形成することにより耐食性を向

上させる 

○水ろ過装置

使用用途 化学物質名称 備考 

不純物除去 
ポリ塩化アルミニウム 原水中に含まれる濁質成分を凝集

し，取り除く目的で設置 

アクリル酸系ポリマー

※化学物質名称の下線部分は，有毒化学物質を示す。
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第３表 島根原子力発電所で使用される化学物質（例）(２／２） 

○純水製造装置

使用用途 化学物質名称 備考 

純水生成 

水酸化ナトリウム 
アニオン樹脂（陰イオン交換樹脂）

の再生剤 

塩酸 
カチオン樹脂（陽イオン交換樹脂）

の再生剤 

○構内排水処理

使用用途 化学物質名称 備考 

pH調整 
塩酸 排水基準項目を満足するためにpH

を調整する 水酸化ナトリウム 

○補助ボイラー

使用用途 化学物質名称 備考 

水質調整 
ヒドラジン 補助ボイラー水質を調整する。 

（清缶剤） モルホリン

○ボンベ

使用用途 化学物質名称 備考 

水素再結合装置 酸素 水素除去のため酸素を補給する 

発電機 

水素 発電機を冷却する 

二酸化炭素 
発電機から水素を除去する 

窒素 

消火 
二酸化炭素 空気中の酸素濃度を下げることに

より窒息消火を行う ハロン

ボイラー等点火用 プロパン ボイラー，焼却炉の点火を行う 

○燃料関係

使用用途 化学物質名称 備考 

ガスタービン 

発電機 軽油 発電する 

ディーゼル発電機 

補助ボイラー Ａ重油 補助ボイラーを運転する 

※化学物質名称の下線部分は，有毒化学物質を示す。
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固定源及び可動源の調査では，ガイド３．１のとおり，敷地内に保管，輸送さ

れる全ての有毒化学物質を調査対象とする必要があることから，以下のとおり，

調査を行い島根原子力発電所内で使用される有毒化学物質を抽出した。抽出フロ

ーを第２図に示す。 

(1) 有毒化学物質を含むおそれがある化学物質の抽出

島根原子力発電所において使用される有毒化学物質が含まれるおそれがあ

る化学物質を調査対象範囲とし，以下のとおり実施した。 

①設備，機器類

図面類，法令に基づく届出情報等により，対象設備，機器類を抽出した。 

②資機材，試薬類

購買記録，点検記録，現場確認等により，対象物品を抽出した。

③生活用品

生活用品については，運転員の対処能力に影響を与える観点で考慮不要と

考えられることから名称等を整理（類型化）し，抽出した。 

(2) 有毒化学物質との照合

「2.(1) 有毒化学物質を含むおそれがある化学物質の抽出」で抽出した①，

②の化学物質について，ＣＡＳ番号等をもとに，「1.(3) 設定結果」で設定し

た有毒化学物質リストの照合を行い，有毒化学物質か否か判定を行った。 

(3) 抽出した有毒化学物質のリスト化

「2.(1) 有毒化学物質を含むおそれがある化学物質の抽出」及び「2.(2)

有毒化学物質との照合」をとりまとめ，発電所で使用する全ての有毒化学物質

としてリスト化した。リストの詳細は，別紙４－７－１，２に示す。 
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第２図 有毒化学物質の抽出フロー 

資機材，試薬類 設備・機器類 生活用品 

有毒化学物質が含まれる

おそれがあるもの 

有毒化学物質※１か？ 

全ての有毒化学物質※２ 

Ｎ 

Ｙ 

対象外 

※１ 設備・機器類等に貯蔵されている窒息性ガスを含む

※２ 有毒化学物質となるおそれがあるものを含む
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別紙３ 

敷地外固定源の特定に係る調査対象法令の選定について 

対象とする法令は，環境省の「化学物質情報検索支援システム」にて，化学物

質の管理に係る主要な法律として示された法律及び「化学物質の審査及び製造等

の規制に関する法律 逐条解説」に示された化学物質に関連する法律の内容を調査

し，化学物質の貯蔵を規制している法律を選定した。 

また，多量の化学物質を貯蔵する施設として化学工場等の産業施設が想定され

ることから，経済産業省に関連する法律のうち，特にガスの貯蔵を規制する法律

についても選定した。 

具体的には，上記の法律のうち貯蔵量等に係る届出義務のある法律を対象とし

て開示請求を実施した。届出情報の開示請求を実施する法律の選定結果を第１表

に示す。 
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第１表 届出情報の開示請求を実施する法律の選定結果 

法律名 
貯蔵量等に 
係る届出義務 

開示請求の 
対象選定 

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 × × 

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 × × 

毒物及び劇物取締法 〇 〇 

環境基本法 × × 

大気汚染防止法 × × 

水質汚濁防止法 × × 

土壌汚染対策法 × × 

農薬取締法 × ×

悪臭防止法 × ×

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 × ×

下水道法 × ×

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 × ×

ダイオキシン類対策特別措置法 × ×

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 × ×

特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律 × ×

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 × ×

地球温暖化対策の推進に関する法律 × ×

食品衛生法 × ×

水道法 × ×

医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律 × ×

建築基準法 × ×

有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律 × ×

労働安全衛生法 × ×

肥料取締法 × ×

麻薬及び向精神薬取締法 〇 ×※１ 

覚せい剤取締法 〇 ×※１ 

消防法 〇 〇 

飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 × × 

放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律 〇 ×※２ 

高圧ガス保安法 〇 〇 

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 〇 ×※３ 

ガス事業法 〇 ×※４ 

石油コンビナート等災害防止法 〇 ×※５ 

※１ 貯蔵量の届出義務はあるが，化学物質の使用禁止を目的とした法令であり，主に医療用，研究用などに限定され，取

扱量は少量と想定されるため対象外とした。 

※２ 貯蔵量の届出義務はあるが，放射性同位元素の数量に係るものであることから対象外とした。

※３ 貯蔵量の届出義務はあるが，人の健康の保護を目的とした法令ではなく，急性毒性に係る情報もないことから対象外

とした。 

※４ 都市ガスに係る法律。発電所から10km 圏内に都市ガスはないため対象外とした。

※５ 島根原子力発電所の最寄りの石油コンビナート等特別防災区域は水島臨海地区，福山・笠岡地区であるが，敷地外固

定源に係る調査対象範囲外であることから対象外とした。 
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別紙４－１ 

固定源と可動源について 

固定源及び可動源の調査において，ガイド３．１（１）では，敷地内の固定源

及び可動源を調査対象としていることが求められている。 

今回，調査対象とする固定源及び可動源について考え方を整理した。 

整理にあたっては，ガイド１．３の固定源及び可動源の定義を参照した。 

1. 固定源

貯蔵施設は，貯蔵タンクのように物理的に固定され，常時配管が接続されて

いるものの他，タンクのみが設置されるもの，バッテリーのように機器に内包

されるもの，貯蔵ラックや資機材置場等に薬品等が単品で保管される場合もあ

ることから，有毒ガス防護上，これら全てを貯蔵施設に保管されたものとして

取り扱う。固定源の例を第１図に示す。 

第１図 固定源の例 

固定源（ガイド１．３（１０）） 

敷地内外において貯蔵施設（例えば，貯蔵タンク，配管ライン等）に保管

されている，有毒ガスを発生させるおそれのある有毒化学物質をいう。

物理的に固定 

常時配管が接続 

貯蔵タンク 

物理的に固定

常時配管が接続

貯蔵ボンベ 

貯蔵ラック 

保管容器（ドラム缶等） 

常時定められた場所 

保管容器（試薬） 

資機材置場等 
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2. 可動源

可動源については，固定源へ補給を行うため，タンクローリーに加え，車両

等により運搬されるものも対象として取り扱う。 

可動源（ガイド１．３（４）） 

敷地内において輸送手段（例えば，タンクローリー等）の輸送容器に保管

されている，有毒ガスを発生させるおそれのある有毒化学物質をいう。
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別紙４－２ 

固体あるいは揮発性が乏しい液体の取り扱いについて 

「有毒ガス防護に係る影響評価ガイド」（以下「ガイド」という。）における有

毒ガス防護に係る妥当性確認においては，『ガス発生源の調査（３．評価に当たっ

て行う事項）』の後，『評価対象物質の評価を行い，対象発生源を特定（４．スク

リーニング評価）』したうえで，『防護措置等を考慮した放出量，拡散の評価（５．

有毒ガス影響評価）』を行う。 

スクリーニング評価に先立ち実施する固定源及び可動源の調査のうち，敷地内固

定源については「敷地内に保管されている全ての有毒化学物質」が調査対象とされ

ているが，確実に調査，影響評価及び防護措置の策定ができるように，スクリーニ

ング評価において「固体あるいは揮発性が乏しい液体」の取り扱いについて考え方

を整理した。 

整理にあたっては，ガイドの「３．評価に当たって行う事項」の解説－４（調査

対象外とする場合）を考慮した。 

常温で固体あるいは揮発性の乏しい液体は，以下の理由により蒸発量が少ないこ

とから，有毒ガスのうち気体状の有毒化学物質が大気中に多量に放出されることは

ないため，調査対象外とする。 

○固体は揮発するものではないため，固体又は固体を溶解している水溶液中の固体

分子の蒸発量は少ない。

○濃度が生活用品程度の水溶液は，一般的に生活用品として使用される濃度であり，

蒸発量は少ない。

○沸点は，化学物質の飽和蒸気圧が外圧と等しくなる温度であり，化学物質が沸点

以上になると沸騰し多量に気化するため，発電所の一般的な環境として超えるこ

とのない100℃を沸点の基準とし，それ以上の沸点をもつ物質は多量に放出される

おそれがない。ただし，沸点が100℃以上の物質を一律に除外するのでなく，念の

ため分圧が過度の値でないことを確認する。

また，薬品の蒸発率は，文献「Modeling hydrochloric acid evaporation in ALOHA」

に記載の下記の式に従い，化学物質の分圧に依存するため，濃度が低く分圧が小さ

【ガイド記載】 

（解説－４）調査対象外とする場合 

  貯蔵容器が損傷し，容器に貯蔵されている有毒化学物質の全量が流出して

も，有毒ガスが大気中に多量に放出されるおそれがないと説明できる場合。

（例えば，使用場所が限定されていて貯蔵量及び使用量が少ない試薬等）
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い薬品も揮発性の乏しい液体に含まれる。 

E ：蒸発率（kg/s） 

EC ：補正蒸発率（kg/s） 

A ：堰面積（m
2）

KM ：化学物質の物質移動係数（m/s） 

MW  ：化学物質の分子量（kg/kmol） 

PV ：化学物質の分圧（Pa） 

Pa ：大気圧（Pa） 

R  ：ガス定数（J/kmol・K） 

T  ：温度（K） 

島根原子力発電所敷地内の屋外タンクに貯蔵される薬品のうち評価対象としてい

る塩酸の場合，20℃において，濃度20％の塩酸の分圧が27.3Pa，濃度35％の塩酸の

分圧が10,399Paである。よって，濃度20％の塩酸の蒸発率は濃度35％の塩酸の蒸発

率の1/400以下となるため，大気中に多量に放出されることはない。 

以上を踏まえ，具体的な判断フローを第１図に示す。 

第１図 固体または揮発性が乏しい液体の判断フロー 
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 第１図のフローに基づき，固体または揮発性の乏しい液体について，第１表のと

おり抽出した。また，対象物質の物性値を第２表に示す。 

第１表 固体または揮発性の乏しい物質の抽出結果 

第２表 対象物質の物性値 

一方，有毒化学物質の保管状態によっては，放出時にエアロゾル化する場合もあ

ることから，以下のとおり有毒化学物質のエアロゾル化について検討を行った。 

エアロゾルは，その生成過程の違いから，粉塵，フューム，煙及びミストに分類される

（第３表参照）。 

放射性固体廃棄物処理用に使用するセメントは，常温常圧で固体の対象物質であ

るが，廃棄物と固化させる過程において水と混練する。混練したセメントと水は，
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固化するまでの間は，常温常圧下において液体である。 

液体の対象物質のエアロゾルの形態としては，煙又はミストが挙げられるが，煙

については，燃焼に伴い発生するものであり，本規制の適用範囲外であることから，

液体のエアロゾル化に対してはミストへの考慮が必要である。 

第３表 エアロゾルの形態および生成メカニズム 

エアロゾルの

形態
メカニズム1） 対象物質 

粉塵 

(dust) 

固形物がその化学組成が変わらないままで，形，大きさが変わって粒状に

なり空気中に分散したもので，粉砕，研磨，穿孔，爆破，飛散など，主と

して物理的粉砕・分散過程で生じる。したがって，球状，針状，薄片状な

ど，形，大きさともに不均一でかつ大きさは１μm以上のものが多い。 

固体 

フューム

(fume)

固体が蒸発し，これが凝縮して粒子となったもので，金属の加熱溶融，

溶接，溶断，スパークなどの場合に生じる。このような過程では，一般

に物理的作用に化学的変化が加わり，空気中では多くの場合酸化物とな

っており，球状か結晶状である。粒径は小さく１μm以下のものが多い。 

固体 

煙 

(smoke) 

燃焼に際して生じるいわゆる「けむり」に類するもので，一般に有機物の

不完全燃焼物，灰分，水分などを含む有色性の粒子である。一つ一つの粒

子は小さく球形に近いが，これらがフロック状をなすものが多い。 

液体 

固体 

ミスト

(mist) 

一般には微小な液滴粒子を総称していう。すなわち，液滴が蒸発凝縮した

もの，液面の破砕や噴霧などにより分散したものが全て含まれ，形状は球

形であるが，大きさは生成過程によってかなり幅がある。 

液体 

ミストとしてのエアロゾル粒子は，粒子が直接大気中に放出される一次粒子と，

ガス状物質として放出されたものが，物理的影響又は化学的変化を受けて粒子となる

二次粒子があり，その生成過程は，破砕や噴霧などの機械的な力による分散過程と，

蒸気の冷却や膨張あるいは化学反応に伴う凝集過程に大別される。2) 

代表的なミスト化の生成メカニズム2)～4）に対する液体状の有毒化学物質のエアロ

ゾル化の検討結果を第４表に示す。 

エアロゾル化の生成メカニズムとしては，加圧状態からの噴霧及び高温加熱による蒸

発後の凝集及び飛散が考えられるが，保管状態等を考慮するといずれの生成過程でも

有毒化学物質が大気中に多量に放出されることはないことを確認した。 

以上のことから，固体あるいは揮発性が乏しい液体については，有毒ガスとしての

評価の対象外であるものと考えられる。 
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第４表 エアロゾル（ミスト）に対する検討結果 
エアロゾル

粒子2)
生成過程2)～4) 具体例 検討結果 

一次粒子 

①飛散
・貯蔵容器の破損に伴

う周囲への飛散 

貯蔵施設の下部には堰等が設置されており，流出時

にも堰等内にとどめることが可能である。 

②噴霧

（加圧状態） 

・加圧状態で保管され

ている物質の噴出 

液体が加圧状態で噴霧された場合には，一部は微粒

子となりエアロゾルが発生するが，液体の微粒子化

には最小でも0.2MPa程度の圧力（差圧）が必要とさ

れており5)，加圧状態で保管されている貯蔵施設は

なく，エアロゾルが大気中に多量に放出されるおそ

れがあるものはない。 

③飛沫同伴
・激しい撹拌に伴う発

生気泡の破裂 

撹拌された状態で保管されている有毒化学物質は

ないことから，有毒ガスが大気中に多量に放出され

るおそれがない。 

二次粒子 

（ガス状物

質からの生

成） 

①化学的生成
・大気中の硫黄酸化物

の硫酸化 大気中のガスからエアロゾルが生成するメカニズ

ムであり，揮発性が乏しい液体のエアロゾル化のメ

カニズムには該当しない。
②大気中の

ガスの凝集 

・断熱膨張等の冷却作

用による蒸気の生成，

凝集 

③高温加熱によ

る蒸発後の凝集 

・加熱（化学反応によ

る発熱を含む）による

蒸気の生成，凝集 

高温加熱状態で保管されている有毒化学物質はな

く，また，化学反応により多量の蒸気を発生させる

ような保管状態にある揮発性が乏しい液体の有毒

化学物質はないため，有毒ガスが大気中に多量に放

出されるおそれがない。 

仮に加熱された場合を考慮すると，加熱により蒸発

した化学物質が冷却され，再凝集することでエアロ

ゾルが発生することから，一般的には沸点以上の加

熱があった場合に，エアロゾルが発生する可能性が

ある。 

従って，沸点が高い有毒化学物質（100℃以上）に

ついては，その温度まで周囲の気温が上昇すること

は考えられず，仮に気温が上昇したとしても，溶媒

である水が先に蒸発し，その気化熱（蒸発潜熱）に

より液温の上昇は抑制されることから，加熱を原因

としてエアロゾルが大気中に多量に放出されるお

それはない。 

また，沸点が低いものは，全量気体としてスクリー

ニング評価することとしている。

＜参考文献＞ 
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3) テスト用エアロゾルの発生（金岡（1982））

4) 大気中の SOx 及び NOxの有害性の本質）（北川（1977））

5) 液体微粒化の基礎（http://www.ilass-japan.gr.jp/activity/other/12th_suzuki.pdf）（鈴

木）
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別紙４－３ 

有毒ガス評価に係る高圧ガス容器（ボンベ）に貯蔵された 

液化石油ガス（プロパンガス）の取り扱いについて 

1. プロパンガスの取り扱いの考え方

「有毒ガス防護に係る影響評価ガイド」（以下「ガイド」という。）における

有毒ガス防護に係る妥当性確認においては，『ガス発生源の調査（３．評価に当

たって行う事項）』の後，『評価対象物質の評価を行い，対象発生源を特定（４．

スクリーニング評価）』したうえで，『防護措置等を考慮した放出量，拡散の評

価（５．有毒ガス影響評価）』を行う。 

スクリーニング評価に先立ち実施する固定源及び可動源の調査のうち，敷地内

固定源については「敷地内に保管されている全ての有毒化学物質」が調査対象と

されているが，確実に調査，影響評価及び防護措置の策定ができるように，高圧

ガス容器（以下，ボンベという）に貯蔵された液化石油ガスの取り扱いについて

考え方を整理した。 

整理にあたっては，ガイドの「３．評価に当たって行う事項」の解説－４（調

査対象外とする場合）を考慮した。 

高圧ガス容器（ボンベ）は，ＪＩＳ Ｂ 8241に基づき製造され，高圧ガス保安

法によって，耐圧試験，気密試験等を行い，合格したものだけが使用される。ま

た，高圧ガス容器は，高圧ガス保安法により，転落・転倒防止措置を講じること

が定められており，適切に固縛等対策が施されている。このため，ボンベからの

プロパンガスの漏えい形態としては，配管等からの少量漏えいが想定される。 

また，ボンベ内の圧力が高まる事象が発生したとしても，安全弁からプロパン

が放出されることになり，多量に放出されるような気体の噴出に至ることはない。 

プロパンは常温・常圧で気体であり，空気よりも重たい物質であることから，

一般的に屋外に保管されているボンベから漏えいしたとしても，気化して低所に

拡散して希釈されることになる。 

さらに，プロパンの人体影響は窒息影響が生じる程の高濃度で発生することか

ら，少量漏えいの場合では人体影響は発生しないものと考えられる。 

なお，プロパンが短時間で多量に放出される場合は，ボンベが外からの衝撃に

より破損する事象が考えられるが，そのような場合は衝撃の際に火花が生じ，プ

【ガイド記載】 

（解説－４）調査対象外とする場合 

貯蔵容器が損傷し，容器に貯蔵されている有毒化学物質の全量が流出して

も，有毒ガスが大気中に多量に放出されるおそれがないと説明できる場合。

（例えば，使用場所が限定されていて貯蔵量および使用量が少ない試薬等）
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ロパン等は引火して爆発すると考えられ，火災・爆発による原子炉制御室等の影

響評価は，有毒ガス影響評価ガイドの適用範囲外である。 

以上より，ボンベに貯蔵されているプロパンが漏えいしたとしても，多量に漏

えいすることは考えられず，配管等からの少量漏えいとなり，速やかに拡散，希

釈されるため，運転・対処要員の対処能力が著しく損なわれる可能性は限りなく

低いことから，ボンベに貯蔵されたプロパンは調査対象外として取扱うことが適

切であると考える。 

2. 事故事例

(1) 事故統計に基づく情報

○事故の内容

ＬＰガスによる事故情報を，経済産業省ＨＰのＬＰガスの安全のページ１）

の情報に基づき，平成24年～平成30年の７年間のＬＰガスに関係する事故概

要を整理したものが第１表である。 

プロパンに関する事故は年間に100件以上発生しており，中毒等の事故も10

件程度が発生しているが，中毒等の全ては一酸化炭素中毒または酸素欠乏に

よるもので，プロパン自体での中毒事故は記録がない。 

第１表 液化石油ガスに係る過去の事故事例数 

年 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

事故合計 260 210 187 179 139 185 129 

爆発・火災 

（※１） 
252 204 184 173 130 182 122 

中毒等 ８ ６ ３ ６ ９ 
３ 

(※２) 
７ 

中毒等

内訳 

ＣＯ中毒 ８ ４ ３ ４ ９ 
３ 

(※２) 
６ 

酸素欠乏 ０ ２ ０ ２ ０ ０ １ 

※１ 漏えい，漏えい爆発等，漏えい火災。

※２ ＣＯ中毒の疑いを中毒事案に含むと，爆発火災等は181件，中毒等(ＣＯ中

毒)は４件になる。 

(2) 地震によるＬＰガス事故事例

地震等の災害時にはＬＰガスボンベの流出等の事故が想定される。以下で

は災害時の事故事例を集約した。 

東日本大震災等の災害時においても，配管破損の事例はあるものの，ボン

ベの破損事例は認められていない。 
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○東日本大震災時の事故事例

東日本大震災時のＬＰガスに係る事故事例を，経済産業省の総合資源エネ

ルギー調査会の報告書２）から抽出した。

本資料に記載のＬＰガス漏えい爆発・火災事故は以下の１例のみであった。 

また，以上の事故事例の他，ＬＰガスボンベの流出等に関して以下の記載

がある。 

 マイコンメーターの安全装置が震災時にガスの供給を遮断し，有効に機

能した。

 電柱に２本の容器が高圧ホースだけでぶら下がっていたものもあり，高

圧ホースの強度は相当であることが示された。

 ガス放出防止型高圧ホースについては，地域により設置状況にばらつき

があったが，設置していた家庭において，地震による被害の抑制に有効

に機能したケースがあった。

 ある系列のＬＰガス販売事業者には，浸水する程度の津波であれば，鎖

の二重掛けをしたボンベは流失しなかったとの情報が多数寄せられた。

 今回の震災においては，ＬＰガス容器の流出が多数発生し，回収された

ＬＰガス容器に中身のないものが多数認められていることから，流出し

たＬＰガス容器からＬＰガスが大気に放出されたものと推定される。

 一部の報道等において，流出ＬＰガス容器から放出されたガスが火災の

要因の一つとなった可能性についての指摘も見受けられている一方で，

ガス放出防止型高圧ホースが有効に機能し，地震による被害が抑制され

た例や，鎖の二重がけをしたＬＰガス容器は流出しなかったといった例

が報告されている他，今回の震災を踏まえて容器転倒防止策の徹底やガ

ス放出防止器の設置等に取り組む事業者も出てきている。

なお，上記の報告書においては，以下のような情報を踏まえ，マイコンメ

ーターの設置やガス放出防止機器（※）の設置促進が適切としている。 

日時：平成23年３月11日（地震発生日）16時02分 

場所：共同住宅 

事故内容：ＬＰガス漏えいによる爆発・火災 

被害状況：事故発生室の隣室の住人１名が焼死 

設備状況：50kg容器８本を専用収納庫に設置転倒防止チェーンを設置して

いたため容器転倒なし 

事故原因：当該住宅のうちの１室のガスメーター付近の供給管が破断，ガ

スが漏えいし，何らかの火花で引火，爆発に至ったものと推定

されている 

点検・調査：震災直後は実施されていない
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※ガス放出防止機器とは，大規模地震，豪雪等で容器転倒が起こった場合

に生じる大量のガス漏れを防止し，被害の拡大を防ぐ器具のこと。高圧

ホースと一体となった高圧ホース型と独立した機器の形の放出防止器型

とがある。 

東日本大震災でのＬＰガスボンベ 東日本大震災後の津波で流された 

の被災状況の一例３） 容器の一例３） 

○その他の災害時の事故事例

東日本大震災以外の災害時の事故事例については，以下のような情報がある。 

 熊本地震では，地震による崩落で容器が

転倒し，供給設備が破損した事例はある

が，ガス漏えいによる二次被害（火災・

爆発等事故）は無し。

（熊本内 LPガス消費世帯数約 50 万戸） 

  熊本地震でのＬＰガスボンベの 

   被災状況の一例３） 

 東日本豪雨（常総市の水害）では，水の勢いで容器が引っ張られ，配管

が破損した事例がある。（事故情報は記載なし）
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東日本豪雨（常総市の水害）でのＬＰガスボンベの被災状況の一例３） 

＜参考文献＞ 

1)経済産業省ＨＰ ＬＰガスの安全

2)東日本大震災を踏まえた今後の液化石油ガス保安の在り方について～真に災

害に強いＬＰガスの確立に向けて～  平成 24年３月  総合資源エネルギー調

査会  高圧ガス及び火薬類保安分科会  液化石油ガス部会

3)自然災害対策について  平成 29年 11 月 関東液化石油ガス協議会  業務

主任者・管理者研修会

3. 発電所におけるプロパンガスボンベの保管状況

発電所にて保管されているプロパンガスボンベは建物内に保管されており，ま

た高圧ガス保安法の規則に則り固縛されているため，何らかの外力がかかったと

しても，ボンベ自体が損傷することは考えにくい。発電所におけるプロパンボン

ベの保管状況を以下に示す。 

【補助ボイラプロパンガスボンベ庫】ＬＰガス（補助ボイラ起動用） 

4. 漏えい率評価

4.1 評価方法 

前述の通り，ボンベ単体としては健全性が保たれることから，ガスボンベから

ボンベ ボンベ固縛用チェーン 
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の漏えい形態としては，接続配管からの少量漏えいを想定した。漏えい率は，下

記の「石油コンビナートの防災アセスメント指針」における災害現象解析モデル

式によってプロパンボンベを例に評価した。 

＜気体放出＞（流速が音速未満(po／p＞γC)の場合） 

qG：気体流出率（kg/s） 

c：流出係数（不明の場合は0.5とする） 

a：流出孔面積（m2） 

p：容器内圧力（Pa） 

po：大気圧力（＝0.101×106 Pa） 

Ｍ：気体のモル重量（kg/mol） 

Ｔ：容器内温度（Ｋ） 

γ：気体の比熱比 

Ｒ：気体定数（＝8.314Ｊ/mol・Ｋ） 

Ｚ：ガスの圧縮係数（＝1.0：理想気体） 

4.2 評価結果 

プロパンボンベからの放出率は約4.8×10－４kg/sであり，評価対象の固定源（塩

酸）と比較して１／19以下となった。更に，防護判断基準値が400倍以上高いこと

を考慮すると，影響は小さいと説明できる。 

プロパンボンベ （参考）排水中和用塩酸タンク 

放出率（kg/s） 4.8×10－４ 
平均：9.4×10－３ 

（4.1×10－３～5.3×10－２） 

防護判断基準値（ppm） 23,500 50 

（評価条件） 

パラメータ 設定値 備考 

流出孔面積 2.1×10－６ m2 

接続配管径：16.1 mm 

配管断面積の１／100 

（少量漏えい） 

容器内温度 25℃ 保管温度 

容器内圧力 0.07 MPa 運転時の通常圧力 

気体のモル重量 0.044096 kg/mol 機械工学便覧 

気体の比熱比 1.135 機械工学便覧 
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4.3 横置きボンベの影響 

ボンベは通常縦置きにて設置され，配管に接続されるため，充填されたガスは

気体として供給されるが，雑固体焼却炉では横置きで設置され，配管に接続され

るため，液体で供給された場合の漏えい影響を検討した。 

なお，ボンベが横置きで設置されるのは雑固体焼却炉のプロパンのみである。 

〇配管長さ 

雑固体焼却炉において，ボンベ庫内にあるボンベから気化器までの配管長さは

約10ｍあり，配管内は液体，気体の混合物である。気化器通過後は，配管内は気

体となり，焼却炉へ供給されることとなるが，その配管長さは約53ｍある。また，

ボンベには過流防止弁が設置されており，多量流出は想定されない。 

第１図 雑固体焼却設備のプロパンガス概略系統図 

気化器

気体・液体配管

（ボンベ庫）

プロパンボンベ

約10m 約53m

空気予熱器へ

気体配管
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第２図 雑固体焼却炉のプロパンボンベ気化器回りの現場状況 

気化器

気体・液体配管

（約10m）

気体配管

（約 53m）
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〇漏えい時の放出率 

漏えい率は，「石油コンビナートの防災アセスメント指針」における災害現象

解析モデル式により評価した。 

配管から気体として漏えいするとした場合のプロパンの放出率は，約3.1×10－３

kg/sであり，評価対象の固定源（塩酸）と比較して約１／３以下となる。 

なお，液体配管から漏えいするとして評価した場合でも，プロパンの放出率は，

約9.5×10－２kg/sであり，評価対象の固定源（塩酸）からの放出率よりも10倍以上

大きいものの，放出率の防護判断基準の差が400倍以上であることから，防護判断

基準値の比は，40倍程度となり，影響は小さい。 

焼却炉プロパンボンベ （参考）排水中和用

塩酸タンク 気体放出 液体放出 

放出率（kg/s） 3.1×10－３ 9.5×10－２ 平均：9.4×10－３ 

防護判断基準値

（ppm） 
23,500 50 

＜気体放出＞（流速が音速以上(p0/p≦γC)の場合） 

qG：気体流出率（kg/s） 

c：流出係数（不明の場合は0.5とする） 

a：流出孔面積（m2） 

p：容器内圧力（Pa） 

po：大気圧力（＝0.101×106 Pa） 

Ｍ：気体のモル重量（kg/mol） 

Ｔ：容器内温度（Ｋ） 

γ：気体の比熱比 

Ｒ：気体定数（＝8.314Ｊ/mol・Ｋ） 

Ｚ：ガスの圧縮係数（＝1.0：理想気体） 

（評価条件） 

パラメータ 設定値 備 考 

流出孔面積 5.8×10－６ m2 
接続配管径：27.2 mm 

配管断面積の１／100（少量漏えい） 

容器内温度 25 ℃ 保管温度 

容器内圧力 0.3 MPa 運転時の通常圧力 

気体のモル重量 0.044096 kg/mol 機械工学便覧 

気体の比熱比 1.135 機械工学便覧 
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＜液体放出＞ 

（評価条件） 

パラメータ 設定値 備 考 

流出係数 １ 

「石油コンビナートの防災アセスメント指

針」には，不明の場合0.5としているものの，

保守的に１と設定した 

流出孔面積 3.6×10－６ m2 
接続配管径：21.4mm 

配管断面積の１／100（少量漏えい） 

容器内温度 25 ℃ 保管温度 

容器内圧力 0.7MPa 運転時の通常圧力 

液密度 492.8kg/m3 日本ＬＰガス協会ＨＰ 

液位 ０m 液面と流出孔の高さの差 

フラッシュ率 １ 全量気化する※１ 

※１ フラッシュ率は，以下の式で評価できる。

フラッシュ率は，ガスの種類と流出前の温度によって決まり，焼却炉プロパン

ボンベから流出した場合のフラッシュ率は，0.38となるが，少量流出のため全量

気化するものとした。 

qL ：液体流出率（m3/s） 

ca ：流出係数（＝1） 

a ：流出孔面積（m2） 

p ：容器内圧力（Pa） 

p0 ：大気圧力（＝0.101MPa） 

ρL ：液密度（kg/m3） 

g ：重力加速度（＝9.8）（m/s2） 

h ：液位（m）（液面と流出孔の高さの差） 

qG ：有毒ガスの重量放出率（kg/s） 

f ：フラッシュ率 

ｆ：フラッシュ率 

Ｔ：液体の貯蔵温度（Ｋ） 

Ｈ：液体の貯蔵温度におけるエンタルピー（J/kg） 

Ｔb：液体の大気圧での沸点（Ｋ） 

Ｈb：液体の沸点におけるエンタルピー（J/kg） 

Ｃp:液体の比熱（Ｔb～Ｔの平均：J/kg・KＫ） 

ｈb：沸点での蒸発潜熱（J/kg） 
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別紙４－４ 

圧縮ガスの取り扱いについて 

1. 圧縮ガスの取り扱いの考え方

「有毒ガス防護に係る影響評価ガイド」（以下「ガイド」という。）における

有毒ガス防護に係る妥当性確認においては，『ガス発生源の調査（３．評価に当

たって行う事項）』の後，『評価対象物質の評価を行い，対象発生源を特定（４．

スクリーニング評価）』したうえで，『防護措置等を考慮した放出量，拡散の評

価（５．有毒ガス影響評価）』を行う。 

スクリーニング評価に先立ち実施する固定源及び可動源の調査のうち，敷地

内固定源については「敷地内に保管されている全ての有毒化学物質」が調査対

象とされているが，確実に調査，影響評価及び防護措置の策定ができるように，

スクリーニング評価において高圧ガス容器（以下，ボンベという）に貯蔵され

た二酸化炭素等の圧縮ガスの取り扱いについて考え方を整理した。 

整理にあたっては，ガイドの「３．評価に当たって行う事項」の解説－４（調

査対象外とする場合）を考慮した。 

原子力発電所内での圧縮ガスは，屋外又は制御室の含まれない建物内に保管

されている。 

圧縮ガスは，高圧ガス保安法で規定された高圧容器で保管されており，溶接

容器では溶接部試験，容器の破裂試験や耐圧試験等が規定されており，十分な

強度を有しているもののみが認可されている。したがって，高圧ガスの漏えい

事故は容器やバルブからではなく，主に配管からの漏えいであるものと考えら

れる。 

事故事例をみても，圧縮ガスの事故の多くが製造時に生じており，消費段階

では事故の発生は少なく，主に配管や接続機器で生じたものである。また，容

器本体からの漏えい事故の原因は，火災や容器管理不良が原因であり，東日本

大震災による事故情報でも容器本体の事故は認められていない。 

上記の高圧容器で保管している圧縮ガスの漏えい箇所としては，事故事例か

らみても容器本体やバルブからの漏えいは少なく，配管からの漏えいとするこ

とが現実的な想定であり，この場合のガスの流出率は少量であり，建物外に拡

散した場合に周囲の空気で希釈されるため，高濃度になることはない。 

【ガイド記載】 

（解説－４）調査対象外とする場合 

貯蔵容器が損傷し，容器に貯蔵されている有毒化学物質の全量が流出して

も，有毒ガスが大気中に多量に放出されるおそれがないと説明できる場合。

（例えば，使用場所が限定されていて貯蔵量および使用量が少ない試薬等）
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一方，これらの圧縮ガスは，ＩＤＬＨ値が高く（例えば二酸化炭素では40,000 

ppm（４％）），窒息影響に匹敵する高濃度での影響であり，閉鎖空間での漏えい

といった状況以外では影響が生じる濃度に至ることはないものと考えられる。 

以上のことから，圧縮ガスについては有毒ガスとしての評価の対象外であるも

のと考えられる。 

2. 発電所におけるガスボンベの保管状況

発電所では，耐震重要度分類に対応した架台に設置，または，高圧ガス保安

法の規則に則り固縛等がなされ，何らかの外力がかかったとしても，ボンベ自

体が損傷することは考えにくい。 

発電所におけるガスボンベの保管状況を第１図に示す。 

【ガスタービン発電設備建物】 

ハロン 1301（消火設備）

【２号ボンベ庫】 

炭酸ガス 

【２号炉放射化学分析室前】 

アセチレン

【取水槽】 

酸素 

第１図 発電所におけるガスボンベの保管状況 

架台（ラック） 

ボンベ 

架台（ラック） 

ボンベ 

ボンベ固定金具 

ボンベ固縛用チェーン 

ボンベ 
ボンベ 

架台（ラック） 
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3. 漏えい率評価

前述の通り，ボンベ単体としては健全性が保たれることから，ボンベからの

漏えい形態としては接続配管からの少量漏えいが想定される。漏えい率は別紙

４－３のプロパンボンベからの漏えい率評価と同様であり，防護判断基準値を

考慮するとその影響は小さい。 

化学物質名 防護判断基準値（ppm） 

ハロン１３０１ 40,000 

炭酸ガス 40,000 

六フッ化硫黄 220,000 

アセチレン 100,000 
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別紙４－５ 

有毒ガス評価に係る建物内有毒化学物質の取り扱いについて 

1. 建物内有毒化学物質の取り扱いの考え方

スクリーニング評価に先立ち実施する固定源および可動源の調査のうち，敷

地内固定源については「敷地内に保管されている全ての有毒化学物質」が調査

対象とされているが，「敷地内」には建物外だけでなく，建物内にも有毒化学

物質は存在すること等も踏まえ，確実に調査，影響評価および防護措置の策定

ができるように，建物内の化学物質の扱いについて考え方を整理した。 

整理にあたっては，ガイドの「３．評価に当たって行う事項」の解説－４（調

査対象外とする場合）を考慮した。 

建物内に貯蔵された有毒化学物質については，全量が流出しても，以下の理

由から有毒ガスが建物外（大気中）に多量に放出される可能性はないと考えら

れる。 

○分析試薬などとして使用する有毒化学物質について，薬品庫等で適切に保管

管理されており，それら試薬は分析室で使用されるのみであり，分析室にお

いては局所排気装置が設置されていること，また，保管量は，薬品タンク等

と比較して少量であること等から，流出しても建物外に多量に放出されるこ

とはない。

○建物内にある有毒化学物質を貯蔵しているタンクから流出した場合であって

も，タンク周辺の堰にとどまる又はサンプや中和槽に流出することになる。

流出先で他の流出水等により希釈されるとともに，サンプや中和槽内に留ま

ることになり，有毒ガスが建物外に多量に放出されることはない。

○また，液体状態から揮発した有毒化学物質は，液体表面からの拡散により，

連続的に揮発，拡散が継続することで周辺環境の濃度が上昇していくことと

なる。しかし，建物内は風量が小さく蒸発量が屋外に比べて小さいため，有

毒ガスが建物外に多量に放出されることはない。

○密度の大きいガスの場合，重力によって下層に移動，滞留することから多量

に大気中に放出されることはない。

また，密度の小さいガスの場合，浮力によって上層に移動し，建物外に放出

される可能性もあるが，建物内で希釈されることから多量の有毒ガスが短時

【ガイド記載】 

（解説-４）調査対象外とする場合 

貯蔵容器が損傷し，容器に貯蔵されている有毒化学物質の全量が流出しても，

有毒ガスが大気中に多量に放出されるおそれがないと説明できる場合。（例え

ば，使用場所が限定されていて貯蔵量および使用量が少ない試薬等）
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間に建物外に放出されることはない。 

以上のことから，建物内に貯蔵された有毒化学物質により，有毒ガスが建物

外（大気中）に多量に放出されることはなく，有毒ガス防護対象者の必要な操

作等を阻害しないことから，建物内に貯蔵された有毒化学物質についてはガイ

ド解説－４を適用することで，調査対象外と整理することが適切と判断できる。 

2. 建物効果の確認

建物内は風速が小さく蒸発量が建物外に比べて小さいことを定量的に確認す

るため，建物内の薬品タンク周りの風速を測定するとともに，建物内温度によ

る影響及び拡散効果を評価した。 

2.1  建物内風速 

2.1.1 測定対象 

島根原子力発電所において建物内に薬品が保管される以下のエリアを風速測

定の対象とした。 

(1) ３号機補助ボイラー建物（ヒドラジン）

(2) 所内ボイラー・純水装置建物（３号）（ヒドラジン）

2.1.2 測定方法 

測定対象において，漏えいが想定される箇所で，風速計を用いて風速測定を

実施した。測定例を第１図に示す。測定は，測定対象毎に複数点行い，平均値

を算定した。 
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第１図 建物内風速の測定例（所内ボイラー・純水装置建物（３号）） 

2.1.3 測定結果 

測定結果を第１表に示す。建物内の風速は，いずれの測定対象においても，

最大でも0.1m/s未満であり，屋外風速に対して，十分小さかった。 

第１表 建物内における風速測定結果 

建物 薬品タンク 風速※１ 
（参考） 

屋外風速※２ 

(1)３号機補助ボイ

ラー建物

補助ボイラー低圧薬

注タンク 
＜0.1m/s 

2.6m/s (2)所内ボイラー・

純水装置建物（３

号） 

濃縮ヒドラジンタン

ク 
＜0.1m/s 

※１ 測定器の検出下限値は0.01m/sである。測定は複数点行い，風速の算定

にあたっては，検出下限未満の場合は0.01m/sとして平均値を算出。 

※２ 屋外風速は，地上風を代表する観測点（標高28.5m）における観測風速

の年間平均を示す。 

測定状況 

薬品タンク設置エリア 
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2.2 建物内温度 

2.2.1 調査対象 

 薬品タンクエリアは，温度を測定していないことから，建物内における外

気温との気温差を把握するため，定期的に温度測定を実施している固体廃棄物

貯蔵所のデータを調査した。 

2.2.2 測定方法 

固体廃棄物貯蔵所は，保安規定に基づき定期的に巡視点検を実施している。

その際，建物内に設置した温度計より温度データを採取し，記録しており，こ

れらデータより蒸発率への影響が大きい夏場の気温を調査した。測定状況を第

２図に示す。 

第２図 建物内温度の測定状況（固体廃棄物貯蔵所） 

2.2.3 測定結果 

建物内温度の測定結果を第２表に示す。夏場における建物内の温度は，外気

温を比較して－1.0℃であり，温度差が小さいことを確認した。 

測定状況 

ドラム缶保管エリア 
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第２表 夏場（７月～８月）における建物内温度測定結果（令和元年度） 

固体廃棄物貯蔵所※１ （参考）外気温※２ 

温度 26.6℃ 27.6℃ 

※１ 巡視点検における採取記録。夏場における平均温度。

※２ 敷地内露場における観測温度。巡視点検と同時刻の外気の平均気温。

2.3 評価 

風速測定結果を用いて，蒸発率を算定するとともに，建物内温度の影響を評

価した。 

蒸発率は、文献「Modeling Hydrochloric Acid Evaporation in ALOHA」に従

い，下記の式で評価できる。 

E ：蒸発率(kg/s) 

EC ：補正蒸発率(kg/s) 

A ：堰面積(m2) 

KM ：化学物質の物質移動係数(m/s)

MW ：化学物質の分子量(kg/kmol) 

Pv ：化学物質の分圧(Pa) 

R ：ガス定数(J/kmol・K) 
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T ：温度(K) 

U ：風速(m/s) 

Z ：堰直径(m) 

SC ：化学物質のシュミット数 

ν ：動粘性係数(m2/s) 

DM ：化学物質の分子拡散係数(m2/s) 

DH2O：温度T(K)、圧力Pv(Pa)における水の分子拡散係数(m2/s) 

MWH2O：水の分子量(kg/kmol) 

MWm ：化学物質の分子量(kg/kmol) 

D0 ：水の拡散係数(=2.2×10-5m2/s) 

風速は，物質移動係数ＫＭのＵ項に該当し，蒸発率は に比例する。 

屋内風速0.1m/s（測定結果の上限値）の場合※， ＝0.17，屋外風速2.6m/s（年

間平均）では， ＝2.1となる。 

従って，建物内の蒸発率は，屋外に対して１／10以下となる。また，温度は，

4－5－1式と4－5－5式におけるＴ項に該当するとともに，分圧Pν，動粘度係数

νも温度の影響を受ける。これらパラメータから塩酸を例に評価すると，蒸発

率は，         に比例する。 

室内温度26.6℃（夏場建物内温度）の場合，         ＝11.5，外

気温27.7℃（夏場外気温）では，         ＝12.2となる。 

従って，気温が高い夏場でも建物内の蒸発率は，屋外に対して約0.94倍であ

り，蒸発率に及ぼす影響は，風速と比較し小さい。 

さらに，漏えい時には，中和槽等に排出されるとともに建物内で拡散し，放

出経路も限定されることから，大気中に多量に放出されるおそれはなく，建物

効果を見込むことが可能であると考えられる。 

※ 弱風時の蒸発率の考え方

風速が０m/sの場合でも，液面から蒸発したガスは濃度勾配を駆動力として

分子拡散によって移動するが，これは風による移流を考慮した前述の評価式

では模擬できない。 

ただし，分子拡散のみによる移動量は極めて小さく，弱風時（0.1m/s）で

は風による移流が分子拡散より支配的であることから，分子拡散のみによる

移動は，弱風時の移流に大きな影響を与えることはないと考えられる。 

塩酸（35wt％）を例に比較すると，以下のとおり無風時の分子拡散のみに

よる移動量を考慮した蒸発率は，弱風時の風による移流を考慮した蒸発率の

約１／５であり，弱風時では風による移流が分子拡散より支配的である。 
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① 無風時（０m/s）の蒸発現象をフィックの法則にてモデル化し，4－5－7式

及び4－5－8式に示すとおり単位面積当たりの蒸発率を評価した。

その結果１気圧，20℃，塩酸（35wt%）の場合，単位面積当たりの蒸発率

は約2.7×10－５kg/s・m2となる。

② 弱風時（0.1m/s）の風による移流を考慮すると，同じく１気圧，20℃，塩

酸（35wt％）の場合，単位面積当たりの蒸発率は約1.4×10-４kg/s・m2とな

る。

F ：単位面積当たりの蒸発率(kg/s・m2) 

DM ：化学物質の分子拡散係数(m2/s) 

：質量濃度勾配( (kg/m3)/m) 

C ：質量濃度(kg/m3) 

Pv ：化学物質の分圧(Pa) 

MW ：化学物質の分子量(kg/kmol) 

R ：ガス定数(J/kmol・K) 

T ：温度(K) 

2.4 拡散効果 

薬品タンク漏えい時における建物内の拡散効果については，建物規模，換気

の有無，設置状況等で影響をうける。一方，固定源判定により抽出される建物

内のタンクは，数が限定される。 

そのため，第３図の特定フローに従い，建物内における薬品タンクの保管状

況に応じ，漏えい時の影響を評価した。 

なお，建物内のタンクから漏えいが発生しても，大気への放出口が限定され，

放出時には建物の巻き込み効果も発生し拡散が促進されることから，実際の評

価地点における濃度は，評価値よりも低いものになる。 

評価結果は，第３表に示すとおりであり，いずれの建物においても，抑制効

果が期待できる。 

建物内における漏えい時の蒸発率が，屋外に対し１／10以下となることに加

え，上述の抑制効果をあわせると建物内タンクから多量に放出されるおそれは

ないと説明できる。 
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第３図 建物内タンク特定フロー 

Ｙ

Ｎ
Ｙ

Ｎ

Ｎ Ｎ

Ｙ Ｙ
Ｙ

Ｎ
Ｙ

Ｎ
Ｙ

Ｎ
Ｙ

Ｎ

敷地内における全ての有毒化学物質※

有毒ガスを発生させる恐れのある有毒化学物質

ガス化するか？

ボンベに保管されているか？

試薬類であるか？

屋内に保管されているか？

解放空間では人体への
影響がないか？

エアロゾル化するか？

製品性状により影響が
ないことが明らかか？

生活用品として一般的に
使用されるものか？

調査対象の固定源

名称等を整理（類型化）
調査対象外

名称等を整理（類型化）
調査対象外

調査対象ではない

固定源特定フロー

① Ｙ

Ｎ

② Ｙ

Ｎ

③ Ｙ

Ｎ

④ Ｙ

Ｎ

固定源のフローに戻る

※建物内の蒸発率は，屋外に対して１／10以下

調査対象ではない

建物内にとどまるか？

中和槽に早期に
流れ落ちることが明確か？

建物排気による拡散が
見込めるか？

タンク毎に個別評価を実施し
影響が小さいと言えるか？

建物内タンク特定フロー
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第３表 建物内タンク漏えい時の影響評価結果 

建物 薬品タンク 容量 
フローで

の分岐※1
評価結果 

３号機補助ボ

イラー建物

補助ボイラー

低圧薬注タン

ク 

0.2m3 

①Y

貯蔵量が少なく，薬品が漏

えいしても，排出先までの

距離が短く速やかに排水ピ

ットに流下する配置となっ

ており，建物内が高濃度と

なるおそれはない（第４図，

第５図参照）。 

所 内 ボ イ ラ

ー・純水装置建

物（３号） 

濃縮ヒドラジ

ンタンク
0.1m3 

※１ ③Yの場合，薬品漏えい時，建物内濃度が定常状態となった場合の排気濃度

は，ザイデル式に従い，以下の式で評価できる。 

C ：排気濃度（kg/m3） 

Cppm ：排気濃度（ppm） 

E ：蒸発率（kg/s） 

Q ：換気量（m3/s） 

M ：分子量（g/mol） 

T ：温度（℃） 

P ：気圧（hPa） 

排気濃度は，4－5－9式におけるＣ項に該当し，換気量に反比例する。 

別紙4-5-9



第４図 建物内タンク設置状況 

（所内ボイラー・純水装置建物（３号）【ヒドラジンタンク】） 

制御盤

モ
ル
ホ
リ
ン
タ
ン
ク

ヒ
ド
ラ
ジ
ン
タ
ン
ク

濃
縮
ヒ
ド
ラ
ジ
ン

タ
ン
ク

雨水升

リン酸

苛性ソーダ

タンク

補
給
水
ポ
ン
プ

配管ダクト

補
給
水
ポ
ン
プ

20mm

20mm

コンクリート壁C 

B 

A 

A B C
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第５図 建物内タンク設置状況 

（３号機補助ボイラー建物【濃縮ヒドラジンタンク】） 

給
水
ポ
ン
プ

給
水
ポ
ン
プ

濃縮ヒドラ
ジンタンク

リン酸苛性
ソーダタン

ク

リン酸苛性
ソーダタン

ク

グレーチング（配管ダクト）

485mm

695mm

コンクリート壁

B 

A 

A 

B 
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別紙４－６ 

密閉空間で人体影響を考慮すべきものの取り扱いについて 

1. 密閉空間で人体影響を考慮すべきものの取り扱いの考え方

「有毒ガス防護に係る影響評価ガイド」（以下「ガイド」という。）における

有毒ガス防護に係る妥当性確認においては，『ガス発生源の調査（３．評価に当

たって行う事項）』の後，『評価対象物質の評価を行い，対象発生源を特定（４．

スクリーニング評価）』したうえで，『防護措置等を考慮した放出量，拡散の評

価（５．有毒ガス影響評価）』を行う。 

スクリーニング評価に先立ち実施する固定源及び可動源の調査のうち，敷地

内固定源については「敷地内に保管されている全ての有毒化学物質」が調査対

象とされているが，確実に調査，影響評価及び防護措置の策定ができるように，

密閉空間で人体影響を考慮すべきものの取り扱いについて考え方を整理した。 

整理にあたっては，ガイドの「３．評価に当たって行う事項」の解説－４（調

査対象外とする場合）を考慮した。 

【ガイド記載】 

（解説－４）調査対象外とする場合 

貯蔵容器が損傷し，容器に貯蔵されている有毒化学物質の全量が流出し

ても，有毒ガスが大気中に多量に放出されるおそれがないと説明できる場

合。（例えば，使用場所が限定されていて貯蔵量および使用量が少ない試

薬等） 

六フッ化硫黄は，防護判断基準値が高く（22万 ppm：空気中の 22％），人体に

影響を与えるのは，密閉空間で放出される場合に限定される。六フッ化硫黄が

漏えいしたとしても，評価地点である中央制御室等の中に保管されておらず，

密閉空間ではないことから，運転員等に影響を与えることはないと考えられる。 

プロパン，ブタン，二酸化炭素についても同様に，運転員等に影響を与える

ことはないと考えられる。 

以上のことから，密閉空間で人体影響を考慮すべきものについては，有毒ガス

としての評価の対象外であるものと考えられる。 
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2. 六フッ化硫黄の防護判断基準値

産業中毒便覧においては，「ラットを 80%六弗化硫黄ガス（＝800,000ppm）と，

20%酸素の混合ガスに 16～24時間曝露したが，何ら特異的な生体影響はない。

六弗化硫黄ガスは薬理学的に不活性ガスと考えられる。」と記載されており，六

フッ化硫黄に有毒性はない。

また，六フッ化硫黄は，有毒化学物質の設定において主たる情報源である国

際化学安全性カードに IDLH値がなく急性毒性影響は示されていない物質である。 

しかしながら，化学物質の有害性評価等の世界標準システム（GHS）で作成さ

れたデータベースにおいては，毒性影響はないとしているものの，「当該物質に

は麻酔作用があることを示す記述があり，極めて高濃度での弱い麻酔作用以外

は不活性のガスであるとの記述もあり，区分３（麻酔作用）とした」と記載さ

れている。 

また，OECD SIDs 文書において，「20人の若年成人に 79%の SF6（21%の O2）を

約 10分間曝露した結果，55%以上の SF6に曝露した被験者は，鎮静作用，眠気お

よび深みのある声質を認めた。4人の被験者はわずかに呼吸困難を感じた。最初

の麻酔効果は 22%SF6で経験された。」と記載されていることから，六フッ化硫黄

の防護判断基準値については，保守的に 22%を採用した。 

3. 漏えい時の影響確認

3.1 高密度ガスの拡散について 

六フッ化硫黄は空気より分子量が大きい高密度ガス（六フッ化硫黄の密度は

空気の約５倍）であるため，瞬時に大量に漏えいした場合，事象発生直後は鉛

直方向には拡散し難く，水平方向に拡散する中で地表面付近に滞留するが，時

間の経過とともに徐々に拡散，希釈される。（第１図参照） 

(a) 漏えい直後の状態

拡散するガスの前面で鉛直方向に空気を巻き込みながら，水平方向に広が

っていく。 

(b) 漏えいから暫く時間が経過した状態

水平方向（地表付近）に非常に安定な成層を形成するため，周囲の空気の

巻込みの影響は小さく，地表面からの熱を受けやすくなる。 

(c) 漏えいから十分時間が経過した状態

漏えいガスへの周囲からの入熱，風等の影響で鉛直方向にも拡散が起こり，

次第に高密度ガスとしての性質を失い，拡散，希釈される。 
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第１図 高密度ガスの拡散について 

（出典：高密度ガスの拡散予測について（大気汚染学会誌 第 27巻 第１号（1992））） 

放出点からある程度距離が離れた地点において，最も漏えいガスが高濃度と

なるのは，(b)の漏えいから暫く時間が経過した段階における，地表付近に非

常に安定な成層を形成した状態だと考えられる。 

3.2 六フッ化硫黄漏えい時の影響評価 

500kV開閉所に設置されている機器（母線，遮断器）に内包されている六フ

ッ化硫黄（約 7,005kg）の全量漏えいを想定した場合，気体の状態方程式に基

づき体積換算すると，約 1,170m3となる。また，500kV開閉所エリア中心から

最も近い重要操作地点までの距離は約 590mである。 

六フッ化硫黄の漏えい時の挙動を考慮して，半径 590mの円柱状に広がり，

前頁(b)のように成層を形成した場合を考えると，この六フッ化硫黄が対処要

員の口元相当である高さ（1.5m）まで広がった場合の濃度は約 0.07％となり，

防護判断基準値の 22％を下回る。また，濃度 100％で希釈されることなく成層

を形成した場合，その高さは約１mmとなり，対処要員の活動に支障はない。 
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なお，実際には漏えいガスが評価点の範囲内で成層状にとどまり続けること

はなく，周囲からの入熱や風等の影響で鉛直方向にも拡散，希釈されると考え

られることから，対処要員への影響はさらに小さくなると考えられる。 

従って，大気拡散による希釈効果に期待しなくても，濃度が防護判断基準値

まで上昇することはない。 

〇評価式 

・気体の状態方程式 pV＝ ― RT

・機器設置中心から最も近い重要操作地点における対処要員口元相当まで

のエリアの体積 V’の算出

Ｖ’＝πｒ2ｈ

・機器設置中心から最も近い重要操作地点における六フッ化硫黄の濃度

C(％)の算出

C ＝ ―×100 

（評価条件） 

p：圧力(=1atm) 

V：六フッ化硫黄の体積 

w：六フッ化硫黄の質量(=7,005kg) 

M：六フッ化硫黄のモル質量(=146g/mol) 

R：モル気体定数(=0.082L・atm/(K・mol)) 

T：温度（＝25℃） 

r：六フッ化硫黄を内包する機器設置エリア中心から最も近い重要操作

地点までの距離(=590m) 

h：対処要員の口元相当高さ(=1.5m) 

C：機器設置中心から最も近い重要操作地点における六フッ化硫黄の濃

度(％) 

V 

V’ 

w 

M 
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第２図 六フッ化硫黄と評価地点の関係 

3.3 重要操作地点での作業を踏まえた影響検討 

「3.2 六フッ化硫黄漏えい時の影響評価」では 500kV開閉所から最も近い

重要操作地点での対処要員の口元相当である高さ1.5mにおける濃度を約0.07%

と評価しており，防護判断基準値（22%）に対して１／300以下となり，十分余

裕がある。 

また，重要操作地点では，大量送水車，移動式代替熱交換設備及び高圧発電

機車の接続作業があり，接続口への接続及びホース展張等の際に低姿勢での作

業が必要となるが，六フッ化硫黄が濃度 100％で希釈されることなく成層を形

成した場合の高さは約１mmであり十分低いため，重要操作地点で作業を行う対

処要員の対処能力は損なわれない。 

約 590m 
遮断器 

島根原子力発電所 500kV 開閉所 

重要操作地点 

約 1,170m3 
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別紙４－７－１ 

第１表 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地内 タンク類）(１／７) 

令和元年 12月末時点 

有毒化学物質 保管場所 貯蔵施設 濃度 内容量 
有毒ガス判断 調査対象整理 調査

対象 
ａ ｂ １ ２ ３ ４ 

亜硝酸 

ナトリウム

１号炉 

原子炉建物 
薬品添加タンク 40% 0.17m3 ×※１ × － － － － － 

２号炉 

原子炉建物 

原子炉補機冷却

系薬品添加タン

ク 

40% 0.17m3 ×※１ × － － － － － 

３号炉 

サービス建物

サービス建物防

食剤注入タンク
40% 0.05m3 ×※１ × － － － － － 

亜硫酸 

ナトリウム

所内ボイラー･純

水装置建物 

亜硫酸ソーダ溶

解槽 
10% 0.35m3 ×※１ × － － － － － 

エチレン

グリコール

２号炉 

廃棄物処理建物 

排ガス処理系グ

リコールタンク
30% 0.8m3 ×※２ × － － － － － 

３号炉 

タービン建物

気体廃棄物処理

系グリコールタ

ンク

30% 1.2m3 ×※２ × － － － － － 

塩酸 

屋外（１号館管理

事務所西側） 

排水中和用塩酸

タンク
35% 0.3m3 ○ － × × × × 対象 

屋外（純水装置建

物西側） 
塩酸貯槽 20% 3m3 ×※２ × － － － － － 

五ほう酸 

ナトリウム

１号炉 

原子炉建物 

液体ポイズン貯

蔵タンク 
14.6% 9.7m3 ×※１ × － － － － － 

２号炉 

原子炉建物 

ほう酸水貯蔵タ

ンク
14.6% 23.2m3 ×※１ × － － － － － 

３号炉 

原子炉建物 

ほう酸水貯蔵タ

ンク
14.6% 28.7m3 ×※１ × － － － － － 

酸素 
屋外（１号炉北側

ヤード）
液体酸素貯槽 － 19 m3 ○ － ○ － － － － 

次亜塩素酸 

ナトリウム

屋外（１号取水

槽） 

１号機電解液受

槽 
0.08% 22m3 ×※２ × － － － － － 

屋外（１号取水

槽） 

２号機電解液受

槽 
0.053% 9m3 ×※２ × － － － － － 

屋外（海水電解装

置エリア） 
脱気槽 0.084% 9.3m3 ×※２ × － － － － － 

水酸化 

カリウム

屋外（３号機補助

ボイラー建物エ

リア）

補助ボイラー補

機冷却水薬注装

置（タンク） 

5% 0.05m3 ×※１ × － － － － － 

ａ:ガス化する（※１：固体又は固体を溶かした水溶液，※２：揮発性が乏しい液体） 

ｂ:エアロゾル化する 

１:ボンベ等に保管されている 

２:試薬類であるか 

３:屋内に保管されている 

４:開放空間での人体への影響がない 
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第１表 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地内 タンク類）(２／７)

有毒化学物質 保管場所 貯蔵施設 濃度 内容量 
有毒ガス判断 調査対象整理 調査

対象 
ａ ｂ １ ２ ３ ４ 

水酸化 

ナトリウム

１号炉 

廃棄物処理建物 

１号機 薬品添加

タンク
25% 1m3 ×※１ × － － － － － 

３号炉 

廃棄物処理建物 

中和装置苛性ソ

ーダタンク 
25% 0.15m3 ×※１ × － － － － － 

屋外（１号館管理

事務所西側） 

苛性ソーダ貯蔵

タンク
25% 26m3 ×※１ × － － － － － 

屋外（１号館管理

事務所西側） 

排水中和用苛性

ソーダタンク
25% 0.1m3 ×※１ × － － － － － 

所内ボイラー・純

水装置建物 

苛性ソーダ計量

槽 
25% 0.7m3 ×※１ × － － － － － 

屋外（３号機補助

ボイラー建物エ

リア）

補助ボイラー排

水ｐＨ調整用ア

ルカリ貯槽

20% 0.12m3 ×※１ × － － － － － 

屋外（３号機補助

ボイラー建物エ

リア）

補助ボイラー補

機冷却水薬注装

置（タンク） 

5% 0.05m3 ×※１ × － － － － － 

２号炉 

原子炉建物 
薬液タンク 25% 5m3 ×※１ × － － － － － 

３号機補助ボイ

ラー建物

補 助 ボ イ ラ ー

（Ａ）高圧薬注装

置薬注タンク 

0.14% 0.2m3 ×※１ × － － － － － 

３号機補助ボイ

ラー建物

補 助 ボ イ ラ ー

（Ｂ）高圧薬注装

置薬注タンク 

0.14% 0.2m3 ×※１ × － － － － － 

ヒドラジン

所内ボイラー・純

水装置建物（３

号） 

濃縮ヒドラジン

タンク
10% 0.1m3 ○ － × × ○ － － 

所内ボイラー・純

水装置建物（３

号） 

ヒドラジンタン

ク
5.3% 0.2m3 ×※２ × － － － － － 

所内ボイラー・純

水装置建物（４

号） 

ヒドラジン・モル

ホリンタンク
6.4% 0.2m3 ×※２ × － － － － － 

３号機補助ボイ

ラー建物

補助ボイラー低

圧薬注装置薬注

タンク

21% 0.2m3 ○ － × × ○ － － 

ａ:ガス化する（※１：固体又は固体を溶かした水溶液，※２：揮発性が乏しい液体） 

ｂ:エアロゾル化する 

１:ボンベ等に保管されている 

２:試薬類であるか 

３:屋内に保管されている 

４:開放空間での人体への影響がない 
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第１表 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地内 タンク類）(３／７)

有毒化学物質 保管場所 貯蔵施設 濃度 内容量 
有毒ガス判断 調査対象整理 調査

対象 
ａ ｂ １ ２ ３ ４ 

ポリエチレン

イミン

１号炉廃棄物処

理建物 

１号機 陽イオン

フロック混合タ

ンク

30% 0.03m3 ×※１ × － － － － － 

２号炉廃棄物処

理建物 

２号機 陽イオン

フロックタンク
30% 0.04m3 ×※１ × － － － － － 

モリブデン酸

ナトリウム

サイトバンカ建

物

サイトバンカ薬

注タンク内
10% 0.1m3 ×※１ × － － － － － 

モルホリン

所内ボイラー・純

水装置建物（３

号） 

ヒドラジンタン

ク
0.7% 0.2m3 ×※２ × － － － － － 

所内ボイラー・純

水装置建物（４

号） 

ヒドラジン・モル

ホリンタンク
0.8% 0.2m3 ×※２ × － － － － － 

３号機補助ボイ

ラー建物

補助ボイラー低

圧薬注装置薬注

タンク

0.11% 0.2m3 ×※２ × － － － － － 

硫酸 

１号水ろ過装置

建物 
１号硫酸貯槽 30% 0.3m3 ×※２ × － － － － － 

１号炉 

廃棄物処理建物 

１号機 薬品添加

タンク
10% 1m3 ×※２ × － － － － － 

２号炉 

廃棄物処理建物 

２号機 硫酸添加

タンク
10% 0.2m3 ×※２ × － － － － － 

所内ボイラー・純

水装置建物 
硫酸計量槽 98% 0.12m3 ×※２ × － － － － － 

所内ボイラー・純

水装置建物 
硫酸希釈槽 30% 0.9m3 ×※２ × － － － － － 

屋外（１号館管理

事務所西側） 
硫酸貯蔵タンク 98% 6m3 ×※２ × － － － － － 

屋外（１号炉排気

筒下） 
硫酸貯蔵タンク 98% 6m3 ×※２ × － － － － － 

屋外（補助ボイラ

ー建物エリア） 

補助ボイラー排

水ｐＨ調整用酸

貯槽 

20% 0.2m3 ×※２ × － － － － － 

硫酸第一鉄 
屋外（２号取水

槽） 

２号機鉄イオン

溶解タンク 
－ 17.33m3 ×※１ × － － － － － 

ａ:ガス化する（※１：固体又は固体を溶かした水溶液，※２：揮発性が乏しい液体） 

ｂ:エアロゾル化する 

１:ボンベ等に保管されている 

２:試薬類であるか 

３:屋内に保管されている 

４:開放空間での人体への影響がない 
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第１表 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地内 タンク類）(４／７)

有毒化学物質 保管場所 貯蔵施設 濃度 内容量 
有毒ガス判断 調査対象整理 調査

対象 
ａ ｂ １ ２ ３ ４ 

リン酸二水素

ナトリウム

１号炉 

廃棄物処理建物 

廃棄物処理設備

インヒビタ添加

タンク

6.25% 1.5m3 ×※１ × － － － － － 

２号炉 

廃棄物処理建物 

ランドリ・ドレン

インヒビタ添加

タンク

6.25% 0.15m3 ×※１ × － － － － － 

２号炉 

廃棄物処理建物 

液体廃棄物処理

系インヒビタ添

加タンク 

2.36% 1.3m3 ×※１ × － － － － － 

３号炉 

廃棄物処理建物 

インヒビタ添加

タンク
98% 0.2m3 ×※１ × － － － － － 

リン酸三

ナトリウム

３号機補助ボイ

ラー建物

補 助 ボ イ ラ ー

（Ａ）高圧薬注装

置薬注タンク 

0.17% 0.2m3 ×※１ × － － － － － 

３号機補助ボイ

ラー建物

補 助 ボ イ ラ ー

（Ｂ）高圧薬注装

置薬注タンク 

0.17% 0.2m3 ×※１ × － － － － － 

リン酸苛性

混液

所内ボイラー・純

水装置建物（３

号） 

リン酸苛性混液

タンク
0.5% 0.2m3 ×※１ × － － － － － 

所内ボイラー・純

水装置建物（４

号） 

リン酸苛性混液

タンク
0.5% 0.2m3 ×※１ × － － － － － 

軽油 

２号炉 

原子炉建物 

２号機Ａ－デイ

タンク
－ 16m3 ×※２ × － － － － － 

２号炉 

原子炉建物 

２号機Ｂ－デイ

タンク
－ 16m3 ×※２ × － － － － － 

２号炉 

原子炉建物 

２号機Ｈ－デイ

タンク
－ 9 m3 ×※２ × － － － － － 

２号炉 

原子炉建物 

２号機燃料ドレ

ン受缶
－ 0.77m3 ×※２ × － － － － － 

３号炉 

原子炉建物 

非常用ディーゼ

ル発電設備燃料

デイタンク（Ａ）

－ 16m3 ×※２ × － － － － － 

３号炉 

原子炉建物 

非常用ディーゼ

ル発電設備燃料

デイタンク（Ｂ）

－ 16m3 ×※２ × － － － － － 

ａ:ガス化する（※１：固体又は固体を溶かした水溶液，※２：揮発性が乏しい液体） 

ｂ:エアロゾル化する 

１:ボンベ等に保管されている 

２:試薬類であるか 

３:屋内に保管されている 

４:開放空間での人体への影響がない 
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第１表 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地内 タンク類）(５／７)

有毒化学物質 保管場所 貯蔵施設 濃度 内容量 
有毒ガス判断 調査対象整理 調査

対象 
ａ ｂ １ ２ ３ ４ 

軽油 

３号炉 

原子炉建物 

非常用ディーゼル

発電設備燃料デイ

タンク（Ｃ）

－ 16m3 ×※２ × － － － － － 

３号炉 

原子炉建物 

非常用ディーゼル

発電設備燃料油ド

レンタンク（Ａ）

－ 0.184m3 ×※２ × － － － － － 

３号炉 

原子炉建物 

非常用ディーゼル

発電設備燃料油ド

レンタンク（Ｂ）

－ 0.184m3 ×※２ × － － － － － 

３号炉 

原子炉建物 

非常用ディーゼル

発電設備燃料油ド

レンタンク（Ｃ）

－ 0.184m3 ×※２ × － － － － － 

ガスタービン発

電機建物 

２号－ガスタービ

ン発電機用サービ

スタンク

－ 7.51m3 ×※２ × － － － － － 

ガスタービン発

電機建物 

予備－ガスタービ

ン発電機用サービ

スタンク

－ 7.51m3 ×※２ × － － － － － 

ガスタービン発

電機建物 

３号－ガスタービ

ン発電機用サービ

スタンク

－ 7.51m3 ×※２ × － － － － － 

免震重要棟 Ａ－燃料小出槽 － 0.461m3 ×※２ × － － － － － 

免震重要棟 Ｂ－燃料小出槽 － 0.461m3 ×※２ × － － － － － 

屋外（免震重要棟 

燃料地下タンク

東側） 

Ａ－ガスタービン

燃料地下タンク 
－ 45m3 ×※２ × － － － － － 

屋外（免震重要棟 

燃料地下タンク

南側） 

Ｂ－ガスタービン

燃料地下タンク 
－ 45m3 ×※２ × － － － － － 

屋外（１号取水

槽） 

１号機ディーゼル

地下タンク（Ａ） 
－ 46m3 ×※２ × － － － － － 

屋外（１号取水

槽） 

１号機ディーゼル

地下タンク（Ｂ） 
－ 46m3 ×※２ × － － － － － 

屋外（２号取水

槽） 

２号機ディーゼル

地下タンク（Ａ） 
－ 170m3 ×※２ × － － － － － 

屋外（２号取水

槽） 

２号機ディーゼル

地下タンク（Ｂ） 
－ 170m3 ×※２ × － － － － － 

屋外（２号取水

槽） 

２号機ディーゼル

地下タンク（Ｈ） 
－ 170m3 ×※２ × － － － － － 

ａ:ガス化する（※１：固体又は固体を溶かした水溶液，※２：揮発性が乏しい液体） 

ｂ:エアロゾル化する 

１:ボンベ等に保管されている 

２:試薬類であるか 

３:屋内に保管されている 

４:開放空間での人体への影響がない 

別紙4-7-1-5



第１表 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地内 タンク類）(６／７)

有毒化学物質 保管場所 貯蔵施設 濃度 内容量 
有毒ガス判断 調査対象整理 調査

対象 
ａ ｂ １ ２ ３ ４ 

軽油 

屋外（２号ＣＳＴ

タンク南）

２号 燃料貯蔵タ

ンク（Ｂ－１）
－ 113m3 ×※２ × － － － － － 

屋外（２号ＣＳＴ

タンク南）

２号 燃料貯蔵タ

ンク（Ｂ－２）
－ 113m3 ×※２ × － － － － － 

屋外（２号ＣＳＴ

タンク南）

２号 燃料貯蔵タ

ンク（Ｂ－３）
－ 113m3 ×※２ × － － － － － 

屋外（４４ｍ盤Ｇ

ＴＧエリア） 

２号－ガスタービ

ン発電機用軽油タ

ンク

－ 560m3 ×※２ × － － － － － 

屋外（４４ｍ盤Ｇ

ＴＧエリア） 

３号－ガスタービ

ン発電機用軽油タ

ンク

－ 560m3 ×※２ × － － － － － 

屋外（Ｒ/Ｂ南東

ヤード）

非常用ディーゼル

発電設備軽油タン

ク（Ａ－１）

－ 104m3 ×※２ × － － － － － 

屋外（Ｒ/Ｂ南東

ヤード）

非常用ディーゼル

発電設備軽油タン

ク（Ａ－２）

－ 104m3 ×※２ × － － － － － 

屋外（Ｒ/Ｂ南東

ヤード）

非常用ディーゼル

発電設備軽油タン

ク（Ａ－３）

－ 104m3 ×※２ × － － － － － 

屋外（Ｒ/Ｂ南東

ヤード）

非常用ディーゼル

発電設備軽油タン

ク（Ａ－４）

－ 104m3 ×※２ × － － － － － 

屋外（Ｒ/Ｂ南東

ヤード）

非常用ディーゼル

発電設備軽油タン

ク（Ｂ－１）

－ 104m3 ×※２ × － － － － － 

屋外（Ｒ/Ｂ南東

ヤード）

非常用ディーゼル

発電設備軽油タン

ク（Ｂ－２）

－ 104m3 ×※２ × － － － － － 

屋外（Ｒ/Ｂ南東

ヤード）

非常用ディーゼル

発電設備軽油タン

ク（Ｂ－３）

－ 104m3 ×※２ × － － － － － 

屋外（Ｒ/Ｂ南東

ヤード）

非常用ディーゼル

発電設備軽油タン

ク（Ｂ－４）

－ 104m3 ×※２ × － － － － － 

屋外（Ｒ/Ｂ南東

ヤード）

非常用ディーゼル

発電設備軽油タン

ク（Ｃ－１）

－ 104m3 ×※２ × － － － － － 

ａ:ガス化する（※１：固体又は固体を溶かした水溶液，※２：揮発性が乏しい液体） 

ｂ:エアロゾル化する 

１:ボンベ等に保管されている 

２:試薬類であるか 

３:屋内に保管されている 

４:開放空間での人体への影響がない 
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第１表 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地内 タンク類）(７／７)

有毒化学物質 保管場所 貯蔵施設 濃度 内容量 
有毒ガス判断 調査対象整理 調査

対象 
ａ ｂ １ ２ ３ ４ 

軽油 

屋外（Ｒ/Ｂ南東

ヤード）

非常用ディーゼル

発電設備軽油タン

ク（Ｃ－２）

－ 104m3 ×※２ × － － － － － 

屋外（Ｒ/Ｂ南東

ヤード）

非常用ディーゼル

発電設備軽油タン

ク（Ｃ－３）

－ 104m3 ×※２ × － － － － － 

屋外（Ｒ/Ｂ南東

ヤード）

非常用ディーゼル

発電設備軽油タン

ク（Ｃ－４）

－ 104m3 ×※２ × － － － － － 

ａ:ガス化する（※１：固体又は固体を溶かした水溶液，※２：揮発性が乏しい液体） 

ｂ:エアロゾル化する 

１:ボンベ等に保管されている 

２:試薬類であるか 

３:屋内に保管されている 

４:開放空間での人体への影響がない 
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第２表 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地内 ボンベ）(１／４) 

令和元年 12月末時点 

有毒化学

物質 
保管場所 貯蔵施設 濃度 内容量 

有毒

ガス

判断 

調査対象整理 
調

査

対

象 a b １ ２ ３ ４ 

炭酸ガス 

２号炉 

廃棄物処理建物 
ガスボンベ － 

55kg×69本 

0.65kg×40本 
○ － ○ － － － － 

固体廃棄物貯蔵所

Ｄ棟ボンベ庫 
ガスボンベ － 55kg×175本 ○ － ○ － － － － 

２号炉 

原子炉建物 
ガスボンベ － 0.65kg×66本 ○ － ○ － － － － 

２号炉第１ベント

フィルタ格納槽他

固定式消火設備用

ボンベ庫 

ガスボンベ － 0.65kg×3本 ○ － ○ － － － － 

２号炉 

タービン建物 
ガスボンベ － 0.65kg×14本 ○ － ○ － － － － 

２号炉 

排気筒モニター建

物 

ガスボンベ － 0.65kg×1本 ○ － ○ － － － － 

１号炉 

制御室建物 
ガスボンベ － 0.65kg×4本 ○ － ○ － － － － 

サイトバンカ建物 ガスボンベ － 0.65kg×7本 ○ － ○ － － － － 

空コンテナ保管倉

庫 
ガスボンベ － 0.65kg×1本 ○ － ○ － － － － 

固体廃棄物貯蔵所

Ｂ棟 
ガスボンベ － 0.65kg×2本 ○ － ○ － － － － 

固体廃棄物貯蔵所

Ｃ棟ボンベ庫 
ガスボンベ － 0.65kg×2本 ○ － ○ － － － － 

固体廃棄物貯蔵所

Ｄ棟ボンベ庫 
ガスボンベ － 0.65kg×1本 ○ － ○ － － － － 

１号炉 

原子炉建物 
ガスボンベ － 

45kg× 40本 

１kg × 2本 
○ － ○ － － － － 

１号炉 

タービン建物 
ガスボンベ － 

45kg ×46本 

１kg × 4本 
○ － ○ － － － － 

３号炉 

原子炉建物 
ガスボンベ ≧99.5% 

55kg× 73本 

0.65㎏× 8本 
○ － ○ － － － － 

３号炉 

タービン建物 
ガスボンベ ≧99.5% 

55kg× 51本 

0.65kg× 5本 
○ － ○ － － － － 

ガスタービン発電

機建物 
ガスボンベ － 0.65kg×14本 ○ － ○ － － － － 

ａ:ガス化する 

ｂ:エアロゾル化する 

１:ボンベ等に保管されている 

２:試薬類であるか 

３:屋内に保管されている 

４:開放空間での人体への影響がない 
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第２表 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地内 ボンベ）(２／４) 

有毒化学

物質 
保管場所 貯蔵施設 濃度 内容量 

有毒

ガス

判断 

調査対象整理 
調

査

対

象 a b １ ２ ３ ４ 

炭酸ガス 

緊急時対策所 ガスボンベ － 0.65kg ×3本 ○ － ○ － － － － 

通信棟 ガスボンベ － 0.65kg× 2本 ○ － ○ － － － － 

ガスタービン発電

設備建物 
ガスボンベ ≧99.5% 0.65kg× 7本 ○ － ○ － － － － 

３号ガスボンベ庫 ガスボンベ ≧99.5% 30kg ×40本 ○ － ○ － － － － 

１号水素ボンベ庫 ガスボンベ － 30kg ×40本 ○ － ○ － － － － 

２号水素ボンベ庫 ガスボンベ － 30kg ×30本 ○ － ○ － － － － 

ハロン 

１３０１ 

２号炉 

原子炉建物 
ガスボンベ － 

75kg ×407本 

65kg ×49本 

50kg × 1本 

25kg × 4本 

20kg × 2本 

15kg × 7本 

○ － ○ － － － － 

２号炉 

タービン建物 
ガスボンベ － 

75kg ×50本 

50kg × 4本 

16kg × 5本 

15kg × 1本 

○ － ○ － － － － 

２号炉 

排気筒モニター建

物 

ガスボンベ － 50kg × 2本 ○ － ○ － － － － 

２号炉 

廃棄物処理建物 
ガスボンベ － 

75kg ×71本 

50kg × 4本 

65kg × 9本 

○ － ○ － － － － 

１号炉 

制御室建物 
ガスボンベ － 

75kg × 3本 

65kg × 9本 
○ － ○ － － － － 

２号第１ベントフ

ィルタ格納槽他固

定式消火設備用ボ

ンベ庫 

ガスボンベ － 
75kg × 8本 

15kg × 1本 
○ － ○ － － － － 

サイトバンカ建物 ガスボンベ － 

50kg ×85本 

15kg × 1本 

10kg × 1本 

○ － ○ － － － － 

空コンテナ保管倉

庫 
ガスボンベ － 75kg× 15本 ○ － ○ － － － － 

固体廃棄物貯蔵所

Ｂ棟 
ガスボンベ － 75kg× 39本 ○ － ○ － － － － 

固体廃棄物貯蔵所

Ｃ棟消火用ボンベ

庫 

ガスボンベ － 75kg× 32本 ○ － ○ － － － － 

ガスタービン発電

機建物 
ガスボンベ － 60kg ×51本 ○ － ○ － － － － 

ａ:ガス化する 

ｂ:エアロゾル化する 

１:ボンベ等に保管されている 

２:試薬類であるか 

３:屋内に保管されている 

４:開放空間での人体への影響がない 
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第２表 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地内 ボンベ）(３／４) 

有毒化学

物質名 
保管場所 貯蔵施設 濃度 内容量 

有毒

ガス

判断 

調査対象整理 
調

査

対

象 a b １ ２ ３ ４ 

ハロン

１３０１

緊急時対策所 ガスボンベ － 
75kg × 9本 

60kg × 1本 

25kg × 1本 

○ － ○ － － － － 

通信棟 ガスボンベ － 
75kg × 2本 

30kg × 1本 
○ － ○ － － － － 

プロパン 

サイトバンカ建物 ガスボンベ 100% 13.4L × 1本 ○ － ○ － － － － 

所内ボイラー・純水

装置建物補助ボイラ

ープロパンガスボン

ベ庫 

ガスボンベ 100% 50kg × 6本 ○ － ○ － － － － 

混合ガス

（ブタン

＋プロパ

ン） 

訓練センター１号館 ガスボンベ 

37% 

63% 
170g × 1本 ○ － ○ － － － － 

30% 

70% 
350g × 2本 ○ － ○ － － － － 

アセチレ

ン

放射化学分析室 ガスボンベ 98% 7kg × 1本 ○ － ○ － － － － 

訓練センター１号館 ガスボンベ 98% 2kg × 1本 ○ － ○ － － － － 

混合ガス

（ヘリウ

ム＋イソ

ブタン）

放射化学分析室 ガスボンベ 
99% 

1% 
10L × 1本 ○ － ○ － － － － 

放射能測定室 ガスボンベ 
99% 

1% 
10L × 1本 ○ － ○ － － － － 

混合ガス 

（メタン

＋アルゴ

ン） 

放射化学分析室 ガスボンベ 10% 10L × 4本 ○ － ○ － － － － 

３号炉 

放射化学分析室 
ガスボンベ 10% 10L × 1本 ○ － ○ － － － － 

酸素 

取水槽 ガスボンベ 99.5% 7m3 × 18本 ○ － ○ － － － － 

訓練センター１号館 ガスボンベ 100% 1.5Nm3× 1本 ○ － ○ － － － － 

２号炉 

廃棄物処理建物 
ガスボンベ 4.75% 10L × 1本 ○ － ○ － － － － 

所内ボイラー・純水

装置建物 
ガスボンベ 9.75% 10L × 2本 ○ － ○ － － － － 

３号機補助ボイラ建

物 
ガスボンベ 25% 3.4L ×  2本 ○ － ○ － － － － 

３号炉 

原子炉建物 
ガスボンベ 4% 47L × 2本 ○ － ○ － － － － 

ａ:ガス化する 

ｂ:エアロゾル化する 

１:ボンベ等に保管されている 

２:試薬類であるか 

３:屋内に保管されている 

４:開放空間での人体への影響がない 
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第２表 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地内 ボンベ）(４／４) 

有毒化学

物質名 
保管場所 貯蔵施設 濃度 内容量 

有毒

ガス

判断 

調査対象整理 
調

査

対

象 a b １ ２ ３ ４ 

二酸化 

硫黄 

所内ボイラー・純水

装置建物 
ガスボンベ 0.0972% 10L × 2本 ○ － ○ － － － － 

３号機補助ボイラ建

物 
ガスボンベ 0.1% 3.4L ×  2本 ○ － ○ － － － － 

一酸化 

窒素 

所内ボイラー・純水

装置建物 
ガスボンベ 0.0194% 10L × 2本 ○ － ○ － － － － 

３号機補助ボイラ建

物 
ガスボンベ 0.05% 3.4L ×  2本 ○ － ○ － － － － 

六フッ化

硫黄 
７号倉庫 ガスボンベ － 50kg × 1本 ○ － ○ － － － － 

ａ:ガス化する 

ｂ:エアロゾル化する 

１:ボンベ等に保管されている 

２:試薬類であるか 

３:屋内に保管されている 

４:開放空間での人体への影響がない 
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第３表 島根原子力発電所の固定源整理表 

（敷地内 機器【冷媒】）(１／４) 

令和元年 12月末時点

有毒化学

物質 
保管場所 貯蔵施設 濃度 内容量 

有毒

ガス

判断 

調査対象整理 
調

査

対

象 ａ ｂ １ ２ ３ ４ 

HCFC-22 

１号炉 

廃棄物処理建物 

１号炉 

Ａ／Ｂ－希ガス

冷凍機 

100% 5kg ○ － × × ○※ － － 

１号炉 

タービン建物

１号炉 

タ ー ビ ン 建 物

タービン建屋冷

凍機

100% 198 kg ○ － × × ○※ － － 

１号炉 

タービン建物

１号炉 

中央制御室空調

換気系冷凍機 

100% 24 kg ○ － × × ○※ － － 

１号炉 

廃棄物処理建物 

１号炉 

廃棄物処理建物 

放管室冷凍機 

100% 24 kg ○ － × × ○※ － － 

１号炉 

廃棄物処理建物 

１号炉 

排ガス冷凍機 
100% 2.5 kg ○ － × × ○※ － － 

２号炉 

廃棄物処理建物 

２号炉 

固化系冷水ユニ

ット内部冷凍機 

100% 30kg ○ － × × ○※ － － 

１号原子炉建物 

２号炉 

排ガス除湿冷凍

機 １次側冷媒 

100% 2.5 kg ○ － × × ○※ － － 

所内ボイラー･

純水装置建物 

４号ＨＢ圧縮空

気除湿器（４号

ＨＢ室２ＦＬ） 

100% 0.2 kg ○ － × × ○※ － － 

サイトバンカ建

物

サ イ ト バ ン カ

空調換気設備冷

凍機

100% 29kg ○ － × × ○※ － － 

サイトバンカ建

物

サイトバンカ設

備Ａ－建物排気

モニタサンプリ

ングラック

100% 0.36 kg ○ － × × ○※ － － 

サイトバンカ建

物

サイトバンカ設

備Ｂ－建物排気

モニタサンプリ

ングラック

100% 0.36 kg ○ － × × ○※ － － 

ａ:ガス化する 

ｂ:エアロゾル化する 

１:ボンベ等に保管されている 

２:試薬類であるか 

３:屋内に保管されている 

４:開放空間での人体への影響がない 

※：冷媒（フロン類）は防護判断基準値（8,000～32,000ppm）が高く，漏えいした場合でも建屋内で希釈

された時点で防護判断基準値を下回り，大気中に多量に放出されるおそれがないため，調査対象外 
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第３表 島根原子力発電所の固定源整理表 

（敷地内 機器【冷媒】）(２／４) 

有毒化学

物質 
保管場所 貯蔵施設 濃度 内容量 

有毒

ガス

判断 

調査対象整理 
調

査

対

象 ａ ｂ １ ２ ３ ４ 

HFC-134a 

１号炉 

原子炉建物 

１号炉 

ドライウェル冷

凍機 

100% 39 kg ○ － × × ○※ － － 

１号炉 

原子炉建物 

１号炉 

ターボ冷凍機 
100% 650 kg ○ － × × ○※ － － 

１号炉 

排気筒モニター

建物 

１号炉 

Ａ－排気筒トリ

チウム捕集装置

（高圧側） 

100% 0.36 kg ○ － × × ○※ － － 

１号炉 

排気筒モニター

建物 

１号炉 

Ｂ－排気筒トリ

チウム捕集装置

（高圧側） 

100% 0.36 kg ○ － × × ○※ － － 

２号炉 

排気筒モニター

建物 

２号炉 

Ａ－排気筒トリ

チウム捕集装置

（高圧側） 

100% 0.36 kg ○ － × × ○※ － － 

２号炉 

排気筒モニター

建物 

２号炉 

Ｂ－排気筒トリ

チウム捕集装置

（高圧側） 

100% 0.36 kg ○ － × × ○※ － － 

２号炉 

原子炉建物 

２号炉 

空調換気設備冷

却水系冷凍機 

100% 1400 kg  ○ － × × ○※ － － 

２号炉 

廃棄物処理建物 

２号炉 

Ａ／Ｂ－中央制

御室空調換気系

冷凍機 

100% 1600 kg ○ － × × ○※ － － 

３号炉 

原子炉建物 

排気筒放射線モ

ニタトリチウム

捕集装置冷凍機 

100% 1.08 kg ○ － × × ○※ － － 

３号炉 

原子炉建物 

換気空調補機非

常用冷却水系冷

凍機(Ａ) 

100% 550 kg ○ － × × ○※ － － 

３号炉 

原子炉建物 

換気空調補機非

常用冷却水系冷

凍機(Ｂ) 

100% 550 kg ○ － × × ○※ － － 

ａ:ガス化する 

ｂ:エアロゾル化する 

１:ボンベ等に保管されている 

２:試薬類であるか 

３:屋内に保管されている 

４:開放空間での人体への影響がない 

※：冷媒（フロン類）は防護判断基準値（8,000～32,000ppm）が高く，漏えいした場合でも建屋内で希釈

された時点で防護判断基準値を下回り，大気中に多量に放出されるおそれがないため，調査対象外 

 

別紙4-7-1-13



第３表 島根原子力発電所の固定源整理表 

（敷地内 機器【冷媒】）(３／４) 

有毒化学

物質 
保管場所 貯蔵施設 濃度 内容量 

有毒

ガス

判断 

調査対象整理 

調

査

対

象 ａ ｂ １ ２ ３ ４ 

HFC-134a 

３号炉 

原子炉建物 

換気空調補機非

常用冷却水系冷

凍機(Ｃ) 

100% 550 kg ○ － × × ○※ － － 

３号炉 

原子炉建物 

換気空調補機非

常用冷却水系冷

凍機(Ｄ) 

100% 550 kg ○ － × × ○※ － － 

３号炉 

タービン建物

換気空調補機常

用冷却水系冷凍

機(Ａ) 

100% 750 kg ○ － × × ○※ － － 

３号炉 

タービン建物

換気空調補機非

常用冷却水系冷

凍機(Ｂ) 

100% 750 kg ○ － × × ○※ － － 

３号炉 

タービン建物

換気空調補機非

常用冷却水系冷

凍機(Ｃ) 

100% 750 kg ○ － × × ○※ － － 

サイトバンカ建

物

サイトバンカ設

備Ａ－排気筒ト

リチウム捕集装

置（高圧側）

100% 0.35 kg ○ － × × ○※ － － 

サイトバンカ建

物

サイトバンカ設

備Ｂ－排気筒ト

リチウム捕集装

置（高圧側）

100% 0.35 kg ○ － × × ○※ － － 

サイトバンカ建

物

サイトバンカ設

備  焼却炉排ガ

スモニタサンプ

リングラック

100% 0.36 kg ○ － × × ○※ － － 

所内ボイラー･

純水装置建物 

３号ＨＢ排ガス

分析計ＦＡクー

ラー（３号ＨＢ

室）

100% 0.4 kg ○ － × × ○※ － － 

HFC-404A 

１号炉 

タービン建物

１号炉 

Ａ－タービン建

物排気筒トリチ

ウム捕集装置

100% 1.1 kg ○ － × × ○※ － － 

１号炉 

タービン建物

１号炉 

Ｂ－タービン建

物排気筒トリチ

ウム捕集装置

100% 1.1 kg ○ － × × ○※ － － 

a:ガス化する 

b:エアロゾル化する 

1:ボンベ等に保管されている 

2:試薬類であるか 

3:屋内に保管されている 

4:開放空間での人体への影響がない 

※：冷媒（フロン類）は防護判断基準値（8,000～32,000ppm）が高く，漏えいした場合でも建屋内で希釈

された時点で防護判断基準値を下回り，大気中に多量に放出されるおそれがないため，調査対象外 
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第３表 島根原子力発電所の固定源整理表 

（敷地内 機器【冷媒】）(４／４) 

有毒化学

物質 
保管場所 貯蔵施設 濃度 内容量 

有毒

ガス

判断 

調査対象整理 

調

査

対

象 ａ ｂ １ ２ ３ ４ 

HFC-407C 

３号炉 

サービス建物 

サービス建物冷

凍機(Ａ) 
100% 130 kg ○ － × × ○※ － － 

３号炉 

サービス建物 

サービス建物冷

凍機(Ｂ) 
100% 130 kg ○ － × × ○※ － － 

３号炉 

タービン建物 

気体廃棄物処理

系冷凍機（Ａ) 
100% 1 kg ○ － × × ○※ － － 

３号炉 

タービン建物 

気体廃棄物処理

系冷凍機（Ｂ) 
100% 1 kg ○ － × × ○※ － － 

所内ボイラー・

純水装置建物 

３号ＨＢ圧縮空

気除湿器（３号

ＨＢ室） 

100% 0.08 kg ○ － × × ○※ － － 

１号炉 

排気筒モニター

建物 

１号炉 

排気筒モニタ室

（東側） 

100% 2.3 kg ○ － × × ○※ － － 

１号炉 

排気筒モニター

建物 

１号炉 

排気筒モニタ室

（西側） 

100% 2.3 kg ○ － × × ○※ － － 

所内ボイラー・

純水装置建物 

４号ＨＢ圧縮空

気除湿器（４号

ＨＢ室１ＦＬ） 

100%  0.33 kg ○ － × × ○※ － － 

所内ボイラー・

純水装置建物 

４号ＨＢ現地盤

エアコン（４号

ＨＢ室１ＦＬ） 

100%  1.7 kg ○ － × × ○※ － － 

１号炉 

タービン建物 

１号炉 

グランドシール

排ガスモニタサ

ンプリングラッ

ク 

100% 0.16 kg ○ － × × ○※ － － 

屋外（１号炉原

子 炉 南 側 ヤ ー

ド） 

原子炉建物空気

冷却設備 
100% 165 kg ○ － ○ × × × － 

３号炉 

原子炉建物 

ＣＲＤ交換装置

冷凍式エアドラ

イヤ 

100% 0.45 kg ○ － × × ○※ － － 

a:ガス化する 

b:エアロゾル化する 

1:ボンベ等に保管されている 

2:試薬類であるか 

3:屋内に保管されている 

4:開放空間での人体への影響がない 
※：冷媒（フロン類）は防護判断基準値（8,000～32,000ppm）が高く，漏えいした場合でも建屋内で希釈

された時点で防護判断基準値を下回り，大気中に多量に放出されるおそれがないため，調査対象外 
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第４表 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地内 機器【遮断器】） 

令和元年 12月末時点 

有毒化学物質 保管場所 貯蔵施設 濃度 内容量 

有毒

ガス

判断 

調査対象整理 
調

査

対

象 ａ ｂ １ ２ ３ ４ 

六フッ化硫黄 

２号開閉所 遮断器 100% 3832.2 kg ○ － × × × ○ － 

第２－６６ｋＶ 

開閉所 
遮断器 100% 130 kg ○ － × × × ○ － 

１号屋内開閉所 遮断器 100% 2422.2 kg ○ － × × ○※ － － 

新２号倉庫 遮断器 100% 50 kg ○ － × × ○※ － － 

５００ｋＶ開閉所 遮断器 100% 7005 kg ○ － × × × ○ － 

７号倉庫 遮断器 100% 106.8 kg ○ － × × ○※ － － 

３号タービン建物 遮断器 100% 199 kg ○ － × × ○※ － － 

２２０ｋＶ開閉所 遮断器 100% 350 kg ○ － × × × ○ － 

ａ:ガス化する 

ｂ:エアロゾル化する 

１:ボンベ等に保管されている 

２:試薬類であるか 

３:屋内に保管されている 

４:開放空間での人体への影響がない 

※：六フッ化硫黄は防護判断基準値（220,000ppm）が高く，漏えいした場合でも建屋内で希釈された時点

で防護判断基準値を下回り，大気中に多量に放出されるおそれがないため，調査対象外 
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第５表 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地内 試薬類）(１／12) 

令和元年 12月末時点 

有毒化学物質 保管場所 性状 容器 内容量 

有毒

ガス

判断 

調査対象整理 
調

査

対

象 ａ ｂ １ ２ ３ ４ 

Ｎ－１－ナフチル

エチレンジアミン

二塩酸塩

一般 

化学室 

固体 ガラス瓶 25g × 1本 － － － ○ － － － 

アミド硫酸

アンモニウム
固体 ガラス瓶 25g × 1本 － － － ○ － － － 

エタノール 液体 ガラス瓶 500mL × 2本 － － － ○ － － － 

しゅう酸 

ナトリウム
液体 ポリ容器 500mL × 1本 － － － ○ － － － 

しゅう酸二水和物 液体 ポリ容器 500mL × 1本 － － － ○ － － － 

すず 固体 ポリ容器 500g × 1本 － － － ○ － － － 

スルファニル

アミド
固体 ガラス瓶 500g × 1本 － － － ○ － － － 

フェノール

フタリン
固体 ガラス瓶 25g × 1本 － － － ○ － － － 

フタル酸水素

カリウム
固体 アルミ袋 50g × 22袋 － － － ○ － － － 

ブロモクレゾール

グリーン 
液体 ガラス瓶 100mL × 1本 － － － ○ － － － 

ヘキサン 液体 ガラス瓶 500mL × 2本 － － － ○ － － － 

メチルオレンジ 液体 ガラス瓶 100mL × 1本 － － － ○ － － － 

リン酸二水素

カリウム

（pH7標準粉末） 

固体 アルミ袋 50g × 24袋 － － － ○ － － － 

亜硝酸ナトリウム 液体 ポリ容器 100mL × 1本 － － － ○ － － － 

塩化カリウム 液体 ポリ容器 250mL × 1本 － － － ○ － － － 

塩化すず(Ⅱ) 

二水和物 
固体 ガラス瓶 25g × 3本 － － － ○ － － － 

塩化水素 液体 ガラス瓶 500mL × 1本 － － － ○ － － － 

過マンガン酸 

カリウム
液体 ガラス瓶 500mL × 2本 － － － ○ － － － 

過酸化水素 液体 ポリ容器 500mL × 1本 － － － ○ － － － 

四ホウ酸ナトリウ

ム十水和物
固体 アルミ袋 50g × 30袋 － － － ○ － － － 

ａ:ガス化する 

ｂ:エアロゾル化する 

１:ボンベ等に保管されている 

２:試薬類であるか 

３:屋内に保管されている 

４:開放空間での人体への影響がない 
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第５表 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地内 試薬類）(２／12) 

有毒化学物質 保管場所 性状 容器 内容量 

有毒

ガス

判断 

調査対象整理 
調

査

対

象 ａ ｂ １ ２ ３ ４ 

七モリブデン酸 

六アンモニウム 

四水和物 
一般 

化学室 

固体 ポリ容器 500g × 2本 － － － ○ － － － 

水酸化ナトリウム 液体 ポリ容器 500mL × 3本 － － － ○ － － － 

硫酸 液体 ポリ容器 500mL × 2本 － － － ○ － － － 

硫酸銅(Ⅱ) 

五水和物 
固体 ポリ容器 500g × 1本 － － － ○ － － － 

Ｌ（＋）－ 

アスコルビン酸

放射化学

分析室 

固体 ポリ容器 500g × 2本 － － － ○ － － － 

Ｎ－１－ナフチル

エチレンジアミン

二塩酸塩

固体 ガラス瓶 25g × 1本 － － － ○ － － － 

アンモニア 液体 ポリ容器 500mL × 4本 － － － ○ － － － 

炭酸アンモニウム 固体 ポリ容器 500g × 2本 － － － ○ － － － 

エタノール
液体 ガラス瓶 500mL × 4本 － － － ○ － － － 

液体 ポリ容器 500mL × 1本 － － － ○ － － － 

クロム酸カリウム

（六価クロム）
固体 ガラス瓶 100g × 1本 － － － ○ － － － 

しゅう酸 

ナトリウム
液体 ポリ容器 500mL × 1本 － － － ○ － － － 

しゅう酸二水和物 
固体 ガラス瓶 500g × 2本 － － － ○ － － － 

固体 ポリ容器 500g × 1本 － － － ○ － － － 

スルファニル

アミド
固体 ガラス瓶 500g × 1本 － － － ○ － － － 

チオシアン

酸水銀(Ⅱ)
液体 ガラス瓶 50mL × 1本 － － － ○ － － － 

フェノール

フタリン
固体 ガラス瓶 25g × 1本 － － － ○ － － － 

フタル酸水素

カリウム
固体 アルミ袋 50g × 1袋 － － － ○ － － － 

ヘキサン 液体 ガラス瓶 500mL × 1本 － － － ○ － － － 

メタンスルホン酸 液体 ガラス瓶 25mL × 1本 － － － ○ － － － 

メチルオレンジ 液体 ガラス瓶 100mL × 1本 － － － ○ － － － 

りん酸 液体 
プラスチ

ック容器 
250mL × 1本 － － － ○ － － － 

ａ:ガス化する 

ｂ:エアロゾル化する 

１:ボンベ等に保管されている 

２:試薬類であるか 

３:屋内に保管されている 

４:開放空間での人体への影響がない 
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第５表 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地内 試薬類）(３／12) 

有毒化学物質 保管場所 性状 容器 内容量 

有毒

ガス

判断 

調査対象整理 
調

査

対

象 ａ ｂ １ ２ ３ ４ 

亜硝酸ナトリウム 

放射化学

分析室 

固体 ポリ容器 100mL × 1本 － － － ○ － － － 

塩化アンモニウム 固体 ガラス瓶 100mL × 1本 － － － ○ － － － 

塩化カリウム 液体 ポリ容器 250mL × 1本 － － － ○ － － － 

塩化すず(Ⅱ) 

二水和物 
固体 ガラス瓶 25g × 1本 － － － ○ － － － 

塩化ナトリウム

（塩化物イオン 

標準液） 

液体 ガラス瓶 100mL × 1本 － － － ○ － － － 

塩化ナトリウム

（ナトリウム 

標準液） 

液体 ポリ容器 100mL × 1本 － － － ○ － － － 

塩化水素 液体 ガラス瓶 500mL × 2本 － － － ○ － － － 

塩化鉄(Ⅲ) 

六水和物 
固体 ガラス瓶 25g × 1本 － － － ○ － － － 

過マンガン酸 

カリウム 
液体 ガラス瓶 500mL × 1本 － － － ○ － － － 

過酸化水素 液体 ポリ容器 500mL × 1本 － － － ○ － － － 

四ホウ酸ナトリウ

ム十水和物 
固体 アルミ袋 50g × 1袋 － － － ○ － － － 

七モリブデン酸 

六アンモニウム 

四水和物 

固体 ポリ容器 500g × 2本 － － － ○ － － － 

硝酸 液体 ガラス瓶 500mL × 9本 － － － ○ － － － 

硝酸アンモニウム 固体 ポリ容器 500g × 1本 － － － ○ － － － 

硝酸カリウム 

（硝酸イオン 

標準液） 

液体 
ガラス 

容器 
100mL × 1本 － － － ○ － － － 

硝酸カルシウム 

（カルシウム 

標準液） 

液体 
ガラス 

容器 
100mL × 1本 － － － ○ － － － 

硝酸 

ストロンチウム 
固体 ポリ容器 25g × 1本 － － － ○ － － － 

硝酸ニッケル 

（ニッケル 

標準液） 

液体 ポリ容器 100mL × 1本 － － － ○ － － － 

硝酸バリウム 固体 ガラス瓶 25g × 1本 － － － ○ － － － 

ａ:ガス化する 

ｂ:エアロゾル化する 

１:ボンベ等に保管されている 

２:試薬類であるか  

３:屋内に保管されている 

４:開放空間での人体への影響がない 
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第５表 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地内 試薬類）(４／12) 

有毒化学物質 保管場所 性状 容器 内容量 

有毒

ガス

判断 

調査対象整理 
調

査

対

象 ａ ｂ １ ２ ３ ４ 

硝酸マグネシウム

六水和物 

（マグネシウム 

標準液１） 

放射化学

分析室 

液体 ポリ容器 100mL × 1本 － － － ○ － － － 

硝酸亜鉛 

（亜鉛標準液） 
液体 ポリ容器 100mL × 1本 － － － ○ － － － 

硝酸銀 固体 ガラス瓶 500g × 1本 － － － ○ － － － 

硝酸鉄(Ⅲ) 

（鉄標準液） 
液体 ポリ容器 100mL × 1本 － － － ○ － － － 

硝酸銅(Ⅱ) 

（銅標準液） 
液体 ポリ容器 100mL × 1本 － － － ○ － － － 

酢酸アンモニウム 液体 ポリ容器 500mL × 2本 － － － ○ － － － 

水酸化カリウム 液体 ポリ容器 500mL × 1本 － － － ○ － － － 

水酸化ナトリウム 
液体 ポリ容器 500mL × 2本 － － － ○ － － － 

固体 ポリ容器 500g × 6本 － － － ○ － － － 

炭酸ナトリウム 液体 ポリ容器 250mL × 1本 － － － ○ － － － 

炭酸水素 

ナトリウム 
液体 ポリ容器 250mL × 1本 － － － ○ － － － 

二クロム酸 

カリウム 

（クロム標準液

１） 

液体 ガラス瓶 100mL × 1本 － － － ○ － － － 

硫酸 液体 ガラス瓶 500mL × 5本 － － － ○ － － － 

硫酸アンモニウム

鉄(Ⅲ)・１２水 
固体 ガラス瓶 500g × 1本 － － － ○ － － － 

硫酸ナトリウム 液体 ガラス瓶 100mL × 1本 － － － ○ － － － 

硫酸銅(Ⅱ) 

五水和物 
固体 ポリ容器 500g × 1本 － － － ○ － － － 

１，２，４トリメ

チルベンゼン 

エトキシルアルキ

ルフェノール 

液体 ガラス瓶 1L × 1本 － － － ○ － － － 

ピロ硫酸カリウム 

（クロム試薬） 
固体 ガラス瓶 100g × 5本 － － － ○ － － － 

フェノール 

フタレイン溶液 
液体 ガラス瓶 100mL × 3本 － － － ○ － － － 

ａ:ガス化する 

ｂ:エアロゾル化する 

１:ボンベ等に保管されている 

２:試薬類であるか  

３:屋内に保管されている 

４:開放空間での人体への影響がない 
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第５表 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地内 試薬類）(５／12) 

有毒化学物質 保管場所 性状 容器 内容量 

有毒

ガス

判断 

調査対象整理 
調

査

対

象 ａ ｂ １ ２ ３ ４ 

硫酸ナトリウム 

（陰イオン標準液

Ⅳ） 

放射化学

分析室 

液体 ガラス瓶 50mL × 1本 － － － ○ － － － 

ブロモクレゾール

グリーン 
液体 ポリ容器 100mL × 1本 － － － ○ － － － 

塩化マグネシウム 

（陽イオン混合 

標準液Ⅱ） 

液体 ポリ容器 50mL × 1本 － － － ○ － － － 

リン酸二水素

カリウム

（pH7標準粉末) 

固体 アルミ袋 50g × 1袋 － － － ○ － － － 

Ｌ（＋）－ 

アスコルビン酸

３号炉 

放射化学

分析室・

一般 

化学室 

固体 ポリ容器 500g × 1本 － － － ○ － － － 

Ｎ－１－ナフチル

エチレンジアミン

二塩酸塩

固体 ガラス瓶 25g × 2本 － － － ○ － － － 

アミド硫酸

アンモニウム
固体 ガラス瓶 25g × 2本 － － － ○ － － － 

アンモニア 液体 ポリ容器 500mL × 3本 － － － ○ － － － 

炭酸アンモニウム 固体 ポリ容器 500g × 1本 － － － ○ － － － 

エタノール 液体 ガラス瓶 500mL × 6本 － － － ○ － － － 

クロム酸カリウム

(六価クロム)
固体 ポリ容器 100g × 1本 － － － ○ － － － 

しゅう酸 

ナトリウム
液体 ポリ容器 500mL × 10本 － － － ○ － － － 

しゅう酸二水和物 固体 ガラス瓶 500g × 2本 － － － ○ － － － 

すず 固体 ポリ容器 500g × 1本 － － － ○ － － － 

スルファニル

アミド
固体 ガラス瓶 500g × 2本 － － － ○ － － － 

チオシアン酸

水銀(Ⅱ)
固体 ガラス瓶 50g × 2本 － － － ○ － － － 

フェノール

フタリン
固体 ガラス瓶 25g × 2本 － － － ○ － － － 

ブロモクレゾール

グリーン 
液体 ガラス瓶 100mL × 2本 － － － ○ － － － 

ヘキサン 液体 ガラス瓶 500mL × 10本 － － － ○ － － － 

ａ:ガス化する 

ｂ:エアロゾル化する 

１:ボンベ等に保管されている 

２:試薬類であるか 

３:屋内に保管されている 

４:開放空間での人体への影響がない 
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第５表 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地内 試薬類）(６／12) 

有毒化学物質 保管場所 性状 容器 内容量 

有毒

ガス

判断 

調査対象整理 
調

査

対

象 ａ ｂ １ ２ ３ ４ 

メタンスルホン酸

３号炉 

放射化学

分析室・

一般 

化学室 

液体 ガラス瓶 25mL × 2本 － － － ○ － － － 

メチルオレンジ 液体 ガラス瓶 500mL × 2本 － － － ○ － － － 

メチルレッド 液体 ガラス瓶 100mL × 2本 － － － ○ － － － 

りん酸 液体 
プラスチ

ック容器 
250mL × 2個 － － － ○ － － － 

りん酸二水素 

カリウム
液体 

ガラス 

容器 
100mL × 1本 － － － ○ － － － 

亜硝酸ナトリウム 

（亜硝酸イオン 

標準液） 

液体 ポリ容器 100mL × 2本 － － － ○ － － － 

塩化アンモニウム 

（アンモニウムイ

オン標準液）

液体 ガラス瓶 100mL × 2本 － － － ○ － － － 

塩化カリウム 液体 ポリ容器 250mL × 2個 － － － ○ － － － 

塩化すず(Ⅱ) 

二水和物 
固体 ガラス瓶 25g × 2本 － － － ○ － － － 

塩化ナトリウム 

（塩化物イオン 

標準液） 

液体 ガラス瓶 100mL × 2本 － － － ○ － － － 

塩化ナトリウム 

（ナトリウム

標準液）

液体 ポリ容器 100mL × 2本 － － － ○ － － － 

塩化水素 液体 ガラス瓶 500mL × 5本 － － － ○ － － － 

チオ尿素 液体 ポリ容器 100mL × 2本 － － － ○ － － － 

塩化鉄(Ⅲ) 

六水和物 
固体 ガラス瓶 25g × 1本 － － － ○ － － － 

過マンガン酸 

カリウム
液体 ガラス瓶 500mL × 7本 － － － ○ － － － 

過酸化水素 液体 ポリ容器 500mL × 3本 － － － ○ － － － 

酸化ランタン 固体 ガラス瓶 25g × 2本 － － － ○ － － － 

四ホウ酸ナトリウ

ム十水和物
固体 アルミ袋 50g × 10袋 － － － ○ － － － 

七モリブデン酸 

六アンモニウム 

四水和物 

固体 ポリ容器 500g × 1本 － － － ○ － － － 

硝酸 液体 ガラス瓶 500mL × 15本 － － － ○ － － － 

硝酸アンモニウム 固体 ガラス瓶 500g × 2本 － － － ○ － － － 

ａ:ガス化する 

ｂ:エアロゾル化する 

１:ボンベ等に保管されている 

２:試薬類であるか 

３:屋内に保管されている 

４:開放空間での人体への影響がない 
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第５表 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地内 試薬類）(７／12) 

有毒化学物質 保管場所 性状 容器 内容量 

有毒

ガス

判断 

調査対象整理 
調

査

対

象 ａ ｂ １ ２ ３ ４ 

硝酸カリウム 

３号炉 

放射化学

分析室・

一般 

化学室 

液体 ガラス瓶 100mL × 2本 － － － ○ － － － 

硝酸カルシウム 液体 ガラス瓶 100mL × 2本 － － － ○ － － － 

硝酸 

ストロンチウム 
固体 ガラス瓶 25g × 1本 － － － ○ － － － 

硝酸ニッケル 液体 ポリ容器 100mL × 2本 － － － ○ － － － 

硝酸バリウム 固体 ガラス瓶 25g × 1本 － － － ○ － － － 

硝酸マグネシウム

六水和物 
液体 ポリ容器 100mL × 2本 － － － ○ － － － 

硝酸亜鉛 液体 ポリ容器 100mL × 2本 － － － ○ － － － 

硝酸銀 固体 ガラス瓶 500g × 1本 － － － ○ － － － 

硝酸鉄(Ⅲ) 固体 ポリ容器 100mL × 2本 － － － ○ － － － 

硝酸銅(Ⅱ) 液体 ポリ容器 100mL × 2本 － － － ○ － － － 

酢酸アンモニウム 液体 ポリ容器 500mL × 1本 － － － ○ － － － 

水酸化ナトリウム 
液体 ポリ容器 500mL × 1本 － － － ○ － － － 

固体 ポリ容器 500g × 20本 － － － ○ － － － 

炭酸ナトリウム 溶液 ポリ容器 250mL × 2本 － － － ○ － － － 

炭酸水素 

ナトリウム 
溶液 ポリ容器 250mL × 2本 － － － ○ － － － 

二クロム酸 

カリウム 
溶液 ガラス瓶 100mL × 2本 － － － ○ － － － 

硫酸 
溶液 ポリ容器 500mL × 2本 － － － ○ － － － 

溶液 ガラス瓶 500mL × 5本 － － － ○ － － － 

硫酸アンモニウム

鉄(Ⅲ)・１２水 
固体 ガラス瓶 500g × 4本 － － － ○ － － － 

硫酸ナトリウム 
液体 ガラス瓶 100mL × 2本 － － － ○ － － － 

固体 ポリ容器 500g × 2本 － － － ○ － － － 

硫酸銅(Ⅱ) 

五水和物 
固体 ポリ容器 500g × 2本 － － － ○ － － － 

１，２，４－トリ

メチルベンゼン 

（インスタゲル） 

液体 ガラス瓶 500mL × 4本 － － － ○ － － － 

ピロ硫酸カリウム

（クロム試薬） 
固体 アルミ袋 100g × 2本 － － － ○ － － － 

フェノール 

フタレイン 
液体 ガラス瓶 100mL × 1本 － － － ○ － － － 

ａ:ガス化する 

ｂ:エアロゾル化する 

１:ボンベ等に保管されている 

２:試薬類であるか  

３:屋内に保管されている 

４:開放空間での人体への影響がない 
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第５表 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地内 試薬類）(８／12) 

有毒化学物質 保管場所 性状 容器 内容量 

有毒

ガス

判断 

調査対象整理 
調

査

対

象 ａ ｂ １ ２ ３ ４ 

フタル酸水素

カリウム

３号炉 

放射化学

分析室・

一般 

化学室 

固体 アルミ袋 50g × 10袋 － － － ○ － － － 

硫酸ナトリウム 

（陰イオン標準液

Ⅳ） 

液体 ガラス瓶 100mL × 2本 － － － ○ － － － 

ペルオキソ二硫酸 

アンモニウム

（TOC計用

酸化剤）

液体 
プラスチ

ック容器 
250mL × 2個 － － － ○ － － － 

リン酸二水素

カリウム

（pH7標準粉末) 

固体 アルミ袋 50g × 10袋 － － － ○ － － － 

塩化マグネシウム 

（陽イオン混合標

準液Ⅱ） 

液体 ガラス瓶 200mL × 2本 － － － ○ － － － 

メタけい酸

ナトリウム

（シリカ標準液）

溶液 ポリ容器 100mL × 2本 － － － ○ － － － 

Ｌ（＋）－ 

アスコルビン酸

環境 

実験室 

固体 ポリ容器 500g × 5本 － － － ○ － － － 

アンモニア 液体 ポリ容器 500mL × 3本 － － － ○ － － － 

硝酸コバルト(Ⅱ) 液体 ポリ容器 100mL × 12本 － － － ○ － － － 

シュウ酸二水和物 固体 ポリ容器 500g × 5本 － － － ○ － － － 

セシウム標準液 液体 ポリ容器 100mL × 7本 － － － ○ － － － 

チオアセトアミド 固体 ガラス瓶 25g × 8本 － － － ○ － － － 

マンガン 液体 ポリ容器 250mL × 6本 － － － ○ － － － 

リンモリブデン酸

アンモニウム

n水和物

固体 ガラス瓶 25g × 8本 － － － ○ － － － 

硝酸亜鉛 液体 ポリ容器 250mL × 4本 － － － ○ － － － 

塩酸 液体 ガラス瓶 500mL × 2本 － － － ○ － － － 

過マンガン酸 

カリウム
液体 ガラス瓶 500mL × 2本 － － － ○ － － － 

過酸化水素 液体 ポリ容器 500mL × 3本 － － － ○ － － － 

酸化マンガン 液体 ポリ容器 500mL × 2本 － － － ○ － － － 

七モリブデン酸 

六アンモニウム 

四水和物 

固体 ポリ容器 500g × 2本 － － － ○ － － － 

ａ:ガス化する 

ｂ:エアロゾル化する 

１:ボンベ等に保管されている 

２:試薬類であるか 

３:屋内に保管されている 

４:開放空間での人体への影響がない
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第５表 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地内 試薬類）(９／12) 

有毒化学物質 保管場所 性状 容器 内容量 

有毒

ガス

判断 

調査対象整理 
調

査

対

象 ａ ｂ １ ２ ３ ４ 

硝酸 

環境 

実験室 

液体 ガラス瓶 500mL × 1本 － － － ○ － － － 

硝酸リン 液体 ガラス瓶 500mL × 1本 － － － ○ － － － 

水酸化ナトリウム 液体 ポリ容器 500mL × 1本 － － － ○ － － － 

硝酸鉄(Ⅲ) 液体 ポリ容器 250mL × 3本 － － － ○ － － － 

硫酸 液体 ガラス瓶 500mL × 5本 － － － ○ － － － 

ウルチマゴールド

ＬＬＴ 
液体 ガラス瓶 

2.5L × 2本 

1L × 1本 
－ － － ○ － － － 

塩素 

２号炉 

放水路モ

ニタ建物

固体 袋 0.1g ×150袋 － － － ○ － － － 

フタル酸塩

管理事務

所１号館 

液体 ポリ容器 500mL × 2本 － － － ○ － － － 

中性リン酸塩 液体 ポリ容器 500mL × 2本 － － － ○ － － － 

濃縮炭酸塩 液体 ポリ容器 500mL × 2本 － － － ○ － － － 

シンナー 液体 缶 4L × 2本 － － － ○ － － － 

高分子アクリル酸 

１号炉 

廃棄物 

処理建物 

液体 ポリ容器 1000mL × 1本 － － － ○ － － － 

硫酸第一鉄 

１号炉 

鉄イオン

注入装置

廻り 

固体 紙袋 25kg × 60袋 － － － ○ － － － 

シリカゲル
１号炉 

排気筒下 
固体 金属容器 4.2kg × 1個 － － － ○ － － － 

シリカ・アルミナ

ゲル 
２号炉 

タービン

建物

固体 金属容器 45kg × 1個 － － － ○ － － － 

シリカゲル 固体 金属容器 0.135g × 1個 － － － ○ － － － 

硫酸第一鉄 

２号炉 

鉄イオン

注入装置

廻り 

固体 紙袋 25kg × 60袋 － － － ○ － － － 

りん酸塩 

２号炉 

廃棄物 

処理建物 

固体 ポリ容器 12kg × 3個 － － － ○ － － － 

液体 ポリ容器 9kg × 3個 － － － ○ － － － 

非結晶性シリカ 液体 ポリ容器 16kg × 5個 － － － ○ － － － 

りん酸二水素 

ナトリウム
固体 ポリ容器 10kg × 5個 － － － ○ － － － 

泡消火薬剤 液体 ポリ容器 20L × 3個 － － － ○ － － － 

ａ:ガス化する 

ｂ:エアロゾル化する 

１:ボンベ等に保管されている 

２:試薬類であるか 

３:屋内に保管されている 

４:開放空間での人体への影響がない 
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第５表 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地内 試薬類）(10／12) 

有毒化学物質 保管場所 性状 容器 内容量 

有毒

ガス

判断 

調査対象整理 
調

査

対

象 ａ ｂ １ ２ ３ ４ 

ＫＣＬ粉末 

２号炉 

廃棄物 

処理建物 

固体 ポリ容器 500g × 5本 － － － ○ － － － 

ＰＨ標準粉末 

（ＰＨ４） 
固体 袋 5.1g × 30袋 － － － ○ － － － 

ＰＨ標準粉末 

（ＰＨ７） 
固体 袋 3.5g × 50袋 － － － ○ － － － 

ＰＨ標準粉末 

（ＰＨ９） 
固体 袋 2.0g × 50袋 － － － ○ － － － 

シリカゲル

３号炉 

サービス

建物

固体 金属缶 
10g ×800袋 

100g ×100袋 
－ － － ○ － － － 

ゼラスト防錆剤 固体 
ビニール

袋 
5g × 50個 － － － ○ － － － 

五ほう酸ナトリウ

ム十水和物
固体 

クラフト

袋
20kg × 25袋 － － － ○ － － － 

亜硝酸ナトリウム 液体 
ポリタン

ク 
12kg × 1個 － － － ○ － － － 

りん酸三 

ナトリウム
液体 ポリ瓶 500g × 20本 － － － ○ － － － 

リン酸二水素

ナトリウム
３号炉 

廃棄物 

処理建物 

固体 紙袋 25kg × 2袋 － － － ○ － － － 

硫酸 液体 
プラスチ

ック容器 
20L × 1個 － － － ○ － － － 

苛性ソーダ 液体 
プラスチ

ック容器 
20L × 13個 － － － ○ － － － 

シリカ・アルミナ

ゲル ３号炉 

タービン

建物

固体 金属容器 50kg × 2個 － － － ○ － － － 

シリカゲル 固体 金属容器 0.135kg × 2個 － － － ○ － － － 

泡消火薬剤 液体 
ポリエチ

レン容器
20L ×  1個 － － － ○ － － － 

リン酸水素二

ナトリウム

３号炉 

放水路モ

ニタ室

固体 アルミ袋 0.1g ×200袋 － － － ○ － － － 

アクリル系

ポリマー
２号水 

ろ過装置 

建物 

固体 紙袋 15kg × 2袋 － － － ○ － － － 

含水ケイ酸 

アルミニウム
固体 紙袋 10kg × 11袋 － － － ○ － － － 

ａ:ガス化する 

ｂ:エアロゾル化する 

１:ボンベ等に保管されている 

２:試薬類であるか 

３:屋内に保管されている 

４:開放空間での人体への影響がない 
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第５表 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地内 試薬類）(11／12) 

有毒化学物質 保管場所 性状 容器 内容量 

有毒

ガス

判断 

調査対象整理 
調

査

対

象 ａ ｂ １ ２ ３ ４ 

モリブデン酸 

ナトリウム サイトバ

ンカ建物 

液体 ポリ容器 12kg × 4個 － － － ○ － － － 

フェロシリコン 固体 袋 1kg ×131袋 － － － ○ － － － 

ホウ砂 固体 袋 1kg ×131袋 － － － ○ － － － 

ヒドラジン 

一水和物 

所内ボイ

ラー・ 

純水装置 

建物 

液体 ポリ容器 12kg × 12本 － － － ○ － － － 

ポリ硫酸第二鉄 液体 ポリ容器 25kg × 5本 － － － ○ － － － 

アニオン性ポリア

クリルアミド 
固体 紙袋 10kg × 1袋 － － － ○ － － － 

ヒドラジン 液体 ポリ容器 10kg × 4本 － － － ○ － － － 

モルホリン 液体 ポリ容器 20kg × 4本 － － － ○ － － － 

塩化カリウム 

３号機補

助ボイラ

ー建物 

固体 ポリ容器 500g × 7個 － － － ○ － － － 

希塩酸 
液体 ポリ容器 100mL × 1本 － － － ○ － － － 

液体 ポリ容器 500mL × 1本 － － － ○ － － － 

炭酸カルシウム 固体 段ボール 0.72kg × 20個 － － － ○ － － － 

ヒドラジン 

一水和物 
液体 

ポリタン

ク 
10kg × 6個 － － － ○ － － － 

モルホリン 液体 
ポリタン

ク 
20kg × 1個 － － － ○ － － － 

フタル酸水素 

カリウム 
固体 アルミ袋 5.1g × 30袋 － － － ○ － － － 

リン酸二水素 

カリウム 
固体 アルミ袋 3.5g × 40袋 － － － ○ － － － 

四ホウ酸ナトリウ

ム十水和物 
固体 アルミ袋 2.0g × 20袋 － － － ○ － － － 

硫酸アルミニウム 
２号倉庫 

固体 袋 1kg × 25袋 － － － ○ － － － 

硫酸第一鉄 固体 紙袋 25kg ×340袋 － － － ○ － － － 

リン酸塩 

９号倉庫 

固体 ポリ容器 12kg × 3個 － － － ○ － － － 

液体 ポリ容器 9kg × 3個 － － － ○ － － － 

非結晶シリカ 液体 ポリ容器 16kg × 10個 － － － ○ － － － 

リン酸二水素 

ナトリウム 
固体 ポリ容器 10kg × 5個 － － － ○ － － － 

泡消火薬剤 
消防資機

材倉庫 
液体 

ポリエチ

レン容器 
20L × 58個 － － － ○ － － － 

ａ:ガス化する 

ｂ:エアロゾル化する 

１:ボンベ等に保管されている 

２:試薬類であるか  

３:屋内に保管されている 

４:開放空間での人体への影響がない 
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第５表 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地内 試薬類）(12／12) 

有毒化学物質 保管場所 性状 容器 内容量 

有毒

ガス

判断 

調査対象整理 
調

査

対

象 ａ ｂ １ ２ ３ ４ 

フェロシリコン 

空コンテ

ナ保管 

倉庫 

固体 

袋(２０袋

／段ボー

ル) 

1kg ×940個 － － － ○ － － － 

ホウ砂 固体 

袋(２０袋

／段ボー

ル) 

1kg ×940個 － － － ○ － － － 

亜硝酸ナトリウム 液体 
ポリタン

ク 
12kg × 2個 － － － ○ － － － 

ヒドラジン 
管理 

事務所 

３号館 

液体 
ポリタン

ク 
12kg × 2本 － － － ○ － － － 

りん酸三 

ナトリウム 
液体 ポリ瓶 500g × 20本 － － － ○ － － － 

水酸化ナトリウム 液体 ポリ瓶 500g × 20本 － － － ○ － － － 

グリセリン 

訓練 

センター

１号館 

液体 ガラス瓶 500mL × 1本 － － － ○ － － － 

消毒用エタノール 液体 ガラス瓶 500mL × 1本 － － － ○ － － － 

キングドライ 

ＫＭＣ－３３ 
固体 紙袋 30g × 20袋 － － － ○ － － － 

無水アルコール 液体 ポリ容器 25mL × 1本 － － － ○ － － － 

ＥＸ－ＤＲＹ 
固体 ポリ袋 147g ×21 ﾊﾟｯｸ － － － ○ － － － 

固体 紙袋 147g × 3 ﾊﾟｯｸ － － － ○ － － － 

二酸化ケイ素, 

塩化コバルト(Ⅱ) 

六水和物 

訓練 

センター 

２号館 

固体 紙袋 300g × 5個 － － － ○ － － － 

シリカゲル 固体 布袋 1kg × 1袋 － － － ○ － － － 

シリカゲル 

３号炉 

変圧器 

ヤード 

固体 
ガラス 

容器 

30kg × １個 － － － ○ － － － 

7.5kg × 1個 － － － ○ － － － 

11.5kg × 1個 － － － ○ － － － 

泡消火薬剤 
第４保管

エリア 
液体 

ポリエチ

レン容器 
1000L × 5個 － － － ○ － － － 

泡消火薬剤 
第１保管

エリア 
液体 

ポリエチ

レン容器 
1000L × 5個 － － － ○ － － － 

泡消火薬剤 
北口防護

建物南側 
液体 

ポリエチ

レン容器 
20L × 10個 － － － ○ － － － 

ａ:ガス化する 

ｂ:エアロゾル化する 

１:ボンベ等に保管されている 

２:試薬類であるか  

３:屋内に保管されている 

４:開放空間での人体への影響がない 
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第６表 島根原子力発電所の固定源整理表 

（敷地内 製品性状により影響がないことが明らかなもの） 

令和元年 12月末時点 

有毒化学物質 保管場所 容器 

内

容

量 

単

位 

有毒

ガス

判断 

調査対象整理 

調

査

対

象 ａ ｂ １ ２ ３ ４ 

潤滑油 
各機器 機器 － － － － － － － － － 

危険物貯蔵庫 ドラム缶 － － － － － － － － － 

潤滑油（廃油） 危険物貯蔵庫 ドラム缶 － － － － － － － － － 

絶縁油 各変圧器 機器 － － － － － － － － － 

バッテリー 

希硫酸 

各機器 容器 

－ － － － － － － － － 

水酸化 

カリウム
－ － － － － － － － － 

セメント
ポルトラン

トセメント
サイトバンカ建物

フレキシ

ブルコン

テナ

－ － － － － － － － － 

放射性 

固体廃棄物 

プラスチッ

ク固化体

固体廃棄物貯蔵所 ドラム缶 

－ － － － － － － － － 

セメント

固化体
－ － － － － － － － － 

充填固化体 － － － － － － － － － 

酸素呼吸器 各配備場所 ボンベ － － － － － － － － － 

設備・機器類等に貯蔵されて

いる窒息性ガス（開放空間に

設置されているもの） 

各配備場所※ 
ボンベ等

耐圧容器 
－ － － － － － － － － 

ａ:ガス化する 

ｂ:エアロゾル化する 

１:ボンベ等に保管されている 

２:試薬類であるか 

３:屋内に保管されている 

４:開放空間での人体への影響がない 

※中央制御室および緊急時対策所内には配備されていない。
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第７表 島根原子力発電所の固定源整理表 

（敷地内 生活用品として一般的に使用されるもの） 

令和元年 12月末時点 

有毒化学物質 保管場所 
容

器 

内

容

量 

単

位 

有毒ガ

ス判断
調査対象整理 

調

査

対

象 ａ ｂ １ ２ ３ ４ 

生活用品 

洗剤，エアコンの冷媒，

殺虫剤，自販機，調味料，

車，電池，消毒液，消火

器，飲料，溶雪剤，スプ

レー缶，作業用品

事務所等 － － － － － － － － － － 

ａ:ガス化する 

ｂ:エアロゾル化する 

１:ボンベ等に保管されている 

２:試薬類であるか 

３:屋内に保管されている 

４:開放空間での人体への影響がない 
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第８表 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地外 地域防災計画） 

令和元年 12月末時点

品 名 施設 規模 

有毒ガス

判断 
調査対象整理 調査

対象 
ａ ｂ １ ２ ３ ４ 

液化石油ガス オートガススタンド 30t ○ － ○ － － － － 

ａ:ガス化する 

ｂ:エアロゾル化する 

１:ボンベ等に保管されている 

２:試薬類であるか 

３:屋内に保管されている 

４:開放空間での人体への影響がない 
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第９表 島根原子力発電所の固定源整理表 

（敷地外 毒物および劇物取締法） 

令和元年 12月末時点

品  名 貯蔵量 
有毒ガス判断 調査対象整理 調査

対象 ａ ｂ １ ２ ３ ４ 

シアン化カリウム＋シアン化金カリウム － ×※１ × － － － － － 

ａ:ガス化する（※１：固体又は固体を溶かした水溶液） 

ｂ:エアロゾル化する 

１:ボンベ等に保管されている 

２:試薬類であるか 

３:屋内に保管されている 

４:開放空間での人体への影響がない 
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第 10表 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地外 消防法）(１／16) 

令和元年 12月末時点

品  名 貯蔵量 
有毒ガス判断 調査対象整理 調査

対象 ａ ｂ １ ２ ３ ４ 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 350㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 500㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 2900㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 500㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 490㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

ａ:ガス化する 

ｂ:エアロゾル化する 

１:ボンベ等に保管されている 

２:試薬類であるか 

３:屋内に保管されている 

４:開放空間での人体への影響がない 
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第 10表 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地外 消防法）(２／16) 

品  名 貯蔵量 
有毒ガス判断 調査対象整理 調査

対象 ａ ｂ １ ２ ３ ４ 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 500㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 500㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 450㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 500㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 490㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 500㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 450㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 500㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 500㎏ ○ － ○ － － － － 

ａ:ガス化する 

ｂ:エアロゾル化する 

１:ボンベ等に保管されている 

２:試薬類であるか 

３:屋内に保管されている 

４:開放空間での人体への影響がない 
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第 10表 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地外 消防法）(３／16) 

品  名 貯蔵量 
有毒ガス判断 調査対象整理 調査

対象 ａ ｂ １ ２ ３ ４ 

液化石油ガス 500㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 500㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 350㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 450㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 450㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 450㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 495㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

ａ:ガス化する 

ｂ:エアロゾル化する 

１:ボンベ等に保管されている 

２:試薬類であるか 

３:屋内に保管されている 

４:開放空間での人体への影響がない 
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第 10表 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地外 消防法）(４／16) 

品  名 貯蔵量 
有毒ガス判断 調査対象整理 調査

対象 ａ ｂ １ ２ ３ ４ 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 500㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 500㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 500㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 500㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 497㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 500㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

ａ:ガス化する 

ｂ:エアロゾル化する 

１:ボンベ等に保管されている 

２:試薬類であるか 

３:屋内に保管されている 

４:開放空間での人体への影響がない 
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第 10表 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地外 消防法）(５／16) 

品  名 貯蔵量 
有毒ガス判断 調査対象整理 調査

対象 ａ ｂ １ ２ ３ ４ 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 350㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 495㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 500㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 500㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 450㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 500㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 500㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

ａ:ガス化する 

ｂ:エアロゾル化する 

１:ボンベ等に保管されている 

２:試薬類であるか 

３:屋内に保管されている 

４:開放空間での人体への影響がない 
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第 10表 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地外 消防法）(６／16) 

品  名 貯蔵量 
有毒ガス判断 調査対象整理 調査

対象 ａ ｂ １ ２ ３ ４ 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 500㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 450㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 495㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 500㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 500㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 1000㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 500㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 500㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 500㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

ａ:ガス化する 

ｂ:エアロゾル化する 

１:ボンベ等に保管されている 

２:試薬類であるか 

３:屋内に保管されている 

４:開放空間での人体への影響がない 
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第 10表 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地外 消防法）(７／16) 

品  名 貯蔵量 
有毒ガス判断 調査対象整理 調査

対象 ａ ｂ １ ２ ３ ４ 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 500㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 500㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 500㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 498㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 498㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 320㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 350㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 500㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 450㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 500㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 498㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

ａ:ガス化する 

ｂ:エアロゾル化する 

１:ボンベ等に保管されている 

２:試薬類であるか 

３:屋内に保管されている 

４:開放空間での人体への影響がない 
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第 10表 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地外 消防法）(８／16) 

品  名 貯蔵量 
有毒ガス判断 調査対象整理 調査

対象 ａ ｂ １ ２ ３ ４ 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 350㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 500㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 487㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 500㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 500㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 500㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

ａ:ガス化する 

ｂ:エアロゾル化する 

１:ボンベ等に保管されている 

２:試薬類であるか 

３:屋内に保管されている 

４:開放空間での人体への影響がない 
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第 10表 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地外 消防法）(９／16) 

品  名 貯蔵量 
有毒ガス判断 調査対象整理 調査

対象 ａ ｂ １ ２ ３ ４ 

アルコ－ル類 1991L ○ － × × 〇 － － 

第一石油類 

400L ○ － × × 〇 － － 

1000L ○ － × × 〇 － － 

800L ○ － × × 〇 － － 

20000L ○ － × × 〇 － － 

95L ○ － × × 〇 － － 

38000L ○ － × × 〇 － － 

40000L ○ － × × 〇 － － 

26000L ○ － × × 〇 － － 

28000L ○ － × × 〇 － － 

28000L ○ － × × 〇 － － 

50000L ○ － × × 〇 － － 

6650L ○ － × × 〇 － － 

600L ○ － × × 〇 － － 

90L ○ － × × 〇 － － 

9600L ○ － × × 〇 － － 

3820L ○ － × × 〇 － － 

95L ○ － × × 〇 － － 

15000L ○ － × × 〇 － － 

95L ○ － × × 〇 － － 

39200L ○ － × × 〇 － － 

58000L ○ － × × 〇 － － 

29100L ○ － × × 〇 － － 

3000L ○ － × × 〇 － － 

45000L ○ － × × 〇 － － 

28800L ○ － × × 〇 － － 

38800L ○ － × × 〇 － － 

ａ:ガス化する 

ｂ:エアロゾル化する 

１:ボンベ等に保管されている 

２:試薬類であるか 

３:屋内に保管されている 

４:開放空間での人体への影響がない 
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第 10表 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地外 消防法）(10／16) 

品  名 貯蔵量 
有毒ガス判断 調査対象整理 調査

対象 ａ ｂ １ ２ ３ ４ 

第一石油類 

29100L ○ － × × 〇 － － 

30000L ○ － × × 〇 － － 

47500L ○ － × × 〇 － － 

第二石油類 

2892L ×※１ × － － － － － 

2000L ×※１ × － － － － － 

1800L ×※１ × － － － － － 

6720L ×※１ × － － － － － 

5544L ×※１ × － － － － － 

2332.8L ×※１ × － － － － － 

1188L ×※１ × － － － － － 

2000L ×※１ × － － － － － 

3000L ×※１ × － － － － － 

1750L ×※１ × － － － － － 

1176L ×※１ × － － － － － 

29800L ×※１ × － － － － － 

20000L ×※１ × － － － － － 

9600L ×※１ × － － － － － 

19400L ×※１ × － － － － － 

15000L ×※１ × － － － － － 

5000L ×※１ × － － － － － 

4500L ×※１ × － － － － － 

30000L ×※１ × － － － － － 

8000L ×※１ × － － － － － 

3500L ×※１ × － － － － － 

2000L ×※１ × － － － － － 

200L ×※１ × － － － － － 

4900L ×※１ × － － － － － 

ａ:ガス化する（※１：揮発性が乏しい液体） 

ｂ:エアロゾル化する 

１:ボンベ等に保管されている 

２:試薬類であるか 

３:屋内に保管されている 

４:開放空間での人体への影響がない 
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第 10表 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地外 消防法）(11／16) 

品  名 貯蔵量 
有毒ガス判断 調査対象整理 調査

対象 ａ ｂ １ ２ ３ ４ 

第二石油類 

2500L ×※１ × － － － － － 

500L ×※１ × － － － － － 

800L ×※１ × － － － － － 

2500L ×※１ × － － － － － 

10000L ×※１ × － － － － － 

10000L ×※１ × － － － － － 

10000L ×※１ × － － － － － 

30000L ×※１ × － － － － － 

20000L ×※１ × － － － － － 

20000L ×※１ × － － － － － 

6000L ×※１ × － － － － － 

8000L ×※１ × － － － － － 

20000L ×※１ × － － － － － 

10000L ×※１ × － － － － － 

10000L ×※１ × － － － － － 

10000L ×※１ × － － － － － 

10000L ×※１ × － － － － － 

10000L ×※１ × － － － － － 

28000L ×※１ × － － － － － 

2850L ×※１ × － － － － － 

9500L ×※１ × － － － － － 

5730L ×※１ × － － － － － 

9550L ×※１ × － － － － － 

10000L ×※１ × － － － － － 

5000L ×※１ × － － － － － 

19200L ×※１ × － － － － － 

10000L ×※１ × － － － － － 

ａ:ガス化する（※１：揮発性が乏しい液体） 

ｂ:エアロゾル化する 

１:ボンベ等に保管されている 

２:試薬類であるか 

３:屋内に保管されている 

４:開放空間での人体への影響がない 
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第 10表 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地外 消防法）(12／16) 

品  名 貯蔵量 
有毒ガス判断 調査対象整理 調査

対象 ａ ｂ １ ２ ３ ４ 

第二石油類 

9550L ×※１ × － － － － － 

10000L ×※１ × － － － － － 

58000L ×※１ × － － － － － 

9700L ×※１ × － － － － － 

9700L ×※１ × － － － － － 

3000L ×※１ × － － － － － 

15000L ×※１ × － － － － － 

20000L ×※１ × － － － － － 

9600L ×※１ × － － － － － 

9600L ×※１ × － － － － － 

1900L ×※１ × － － － － － 

19400L ×※１ × － － － － － 

19400L ×※１ × － － － － － 

19400L ×※１ × － － － － － 

9700L ×※１ × － － － － － 

15000L ×※１ × － － － － － 

15000L ×※１ × － － － － － 

9500L ×※１ × － － － － － 

28500L ×※１ × － － － － － 

9500L ×※１ × － － － － － 

3000L ×※１ × － － － － － 

30000L ×※１ × － － － － － 

25000L ×※１ × － － － － － 

5000L ×※１ × － － － － － 

3000L ×※１ × － － － － － 

4000L ×※１ × － － － － － 

10000L ×※１ × － － － － － 

ａ:ガス化する（※１：揮発性が乏しい液体） 

ｂ:エアロゾル化する 

１:ボンベ等に保管されている 

２:試薬類であるか 

３:屋内に保管されている 

４:開放空間での人体への影響がない 
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第 10表 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地外 消防法）(13／16) 

品  名 貯蔵量 
有毒ガス判断 調査対象整理 調査

対象 ａ ｂ １ ２ ３ ４ 

第二石油類 

10000L ×※１ × － － － － － 

20000L ×※１ × － － － － － 

24000L ×※１ × － － － － － 

10000L ×※１ × － － － － － 

25000L ×※１ × － － － － － 

7000L ×※１ × － － － － － 

3000L ×※１ × － － － － － 

2000L ×※１ × － － － － － 

3000L ×※１ × － － － － － 

30000L ×※１ × － － － － － 

50000L ×※１ × － － － － － 

20000L ×※１ × － － － － － 

5000L ×※１ × － － － － － 

9000L ×※１ × － － － － － 

3000L ×※１ × － － － － － 

7000L ×※１ × － － － － － 

3000L ×※１ × － － － － － 

1900L ×※１ × － － － － － 

10000L ×※１ × － － － － － 

10000L ×※１ × － － － － － 

4000L ×※１ × － － － － － 

第三石油類 

4377.6L ×※１ × － － － － － 

2352L ×※１ × － － － － － 

15701L ×※１ × － － － － － 

11040L ×※１ × － － － － － 

11040L ×※１ × － － － － － 

5220L ×※１ × － － － － － 

ａ:ガス化する（※１：揮発性が乏しい液体） 

ｂ:エアロゾル化する 

１:ボンベ等に保管されている 

２:試薬類であるか 

３:屋内に保管されている 

４:開放空間での人体への影響がない 
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第 10表 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地外 消防法）(14／16) 

品  名 貯蔵量 
有毒ガス判断 調査対象整理 調査

対象 ａ ｂ １ ２ ３ ４ 

第三石油類 

15701L ×※１ × － － － － － 

2822.4L ×※１ × － － － － － 

2290L ×※１ × － － － － － 

2000L ×※１ × － － － － － 

2000L ×※１ × － － － － － 

2300L ×※１ × － － － － － 

10000L ×※１ × － － － － － 

30000L ×※１ × － － － － － 

8000L ×※１ × － － － － － 

4000L ×※１ × － － － － － 

20000L ×※１ × － － － － － 

5000L ×※１ × － － － － － 

50000L ×※１ × － － － － － 

5800L ×※１ × － － － － － 

5000L ×※１ × － － － － － 

7500L ×※１ × － － － － － 

8800L ×※１ × － － － － － 

4000L ×※１ × － － － － － 

4600L ×※１ × － － － － － 

3000L ×※１ × － － － － － 

1000L ×※１ × － － － － － 

1960L ×※１ × － － － － － 

2000L ×※１ × － － － － － 

1000L ×※１ × － － － － － 

365L ×※１ × － － － － － 

10000L ×※１ × － － － － － 

2500L ×※１ × － － － － － 

ａ:ガス化する（※１：揮発性が乏しい液体） 

ｂ:エアロゾル化する 

１:ボンベ等に保管されている 

２:試薬類であるか 

３:屋内に保管されている 

４:開放空間での人体への影響がない 
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第 10表 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地外 消防法）(15／16) 

品  名 貯蔵量 
有毒ガス判断 調査対象整理 調査

対象 ａ ｂ １ ２ ３ ４ 

第三石油類 

2000L ×※１ × － － － － － 

400L ×※１ × － － － － － 

400L ×※１ × － － － － － 

2000L ×※１ × － － － － － 

600L ×※１ × － － － － － 

20000L ×※１ × － － － － － 

20000L ×※１ × － － － － － 

6000L ×※１ × － － － － － 

7000L ×※１ × － － － － － 

20000L ×※１ × － － － － － 

6000L ×※１ × － － － － － 

60000L ×※１ × － － － － － 

40000L ×※１ × － － － － － 

30000L ×※１ × － － － － － 

3000L ×※１ × － － － － － 

3000L ×※１ × － － － － － 

20000L ×※１ × － － － － － 

3000L ×※１ × － － － － － 

6000L ×※１ × － － － － － 

3000L ×※１ × － － － － － 

23000L ×※１ × － － － － － 

10000L ×※１ × － － － － － 

6000L ×※１ × － － － － － 

15000L ×※１ × － － － － － 

12000L ×※１ × － － － － － 

6000L ×※１ × － － － － － 

80000L ×※１ × － － － － － 

ａ:ガス化する（※１：揮発性が乏しい液体） 

ｂ:エアロゾル化する 

１:ボンベ等に保管されている 

２:試薬類であるか 

３:屋内に保管されている 

４:開放空間での人体への影響がない 
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第 10表 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地外 消防法）(16／16) 

品  名 貯蔵量 
有毒ガス判断 調査対象整理 調査

対象 ａ ｂ １ ２ ３ ４ 

第三石油類 

5000L ×※１ × － － － － － 

6000L ×※１ × － － － － － 

5000L ×※１ × － － － － － 

6000L ×※１ × － － － － － 

30000L ×※１ × － － － － － 

20000L ×※１ × － － － － － 

15000L ×※１ × － － － － － 

7000L ×※１ × － － － － － 

第四石油類 

550L ×※１ × － － － － － 

2000L ×※１ × － － － － － 

1500L ×※１ × － － － － － 

900L ×※１ × － － － － － 

14900L ×※１ × － － － － － 

3000L ×※１ × － － － － － 

600L ×※１ × － － － － － 

1800L ×※１ × － － － － － 

1800L ×※１ × － － － － － 

1800L ×※１ × － － － － － 

400L ×※１ × － － － － － 

1800L ×※１ × － － － － － 

1800L ×※１ × － － － － － 

1800L ×※１ × － － － － － 

1800L ×※１ × － － － － － 

1800L ×※１ × － － － － － 

1800L ×※１ × － － － － － 

1800L ×※１ × － － － － － 

3200L ×※１ × － － － － － 

ａ:ガス化する（※１：揮発性が乏しい液体） 

ｂ:エアロゾル化する 

１:ボンベ等に保管されている 

２:試薬類であるか 

３:屋内に保管されている 

４:開放空間での人体への影響がない
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第 11表 島根原子力発電所の固定源整理表 

（敷地外 高圧ガス保安法）(１／２) 

令和元年 12月末時点

品  名 貯蔵量 
有毒ガス判断 調査対象整理 調査

対象 ａ ｂ １ ２ ３ ４ 

炭酸ガス 0.559 m3 ○ － ○ － － － － 

炭酸ガス 28.74 m3 ○ － ○ － － － － 

炭酸ガス 14.38 m3 ○ － ○ － － － － 

炭酸ガス 14.38 m3 ○ － ○ － － － － 

液化酸素(CE) 29.5 m3 ○ － ○ － － － － 

圧縮空気、酸素 201 m3 ○ － ○ － － － － 

液化酸素、酸素、窒素 1441.1 m3 ○ － ○ － － － － 

水素，二酸化炭素 1290 m3 ○ － ○ － － － － 

水素 窒素，炭酸ガス 

酸素 

1194.1 kg ○ － ○ － － － － 

2059.1 m3 ○ － ○ － － － － 

酸素，亜酸化窒素 949.4 m3 ○ － ○ － － － － 

R134a 1500 kg ○ － ○ － － － － 

R134a 50 kg ○ － ○ － － － － 

R134a 50 kg ○ － ○ － － － － 

R134a 50 kg ○ － ○ － － － － 

R-22 1500 kg ○ － ○ － － － － 

R-22 1500 kg ○ － ○ － － － － 

R-22 50 kg ○ － ○ － － － － 

R-22 50 kg ○ － ○ － － － － 

R-22 50 kg ○ － ○ － － － － 

R-22 50 kg ○ － ○ － － － － 

R-22 50 kg ○ － ○ － － － － 

R-22 50 kg ○ － ○ － － － － 

R-22 50 kg ○ － ○ － － － － 

R-22 50 kg ○ － ○ － － － － 

R-22 50 kg ○ － ○ － － － － 

アンモニア 1500 kg ○ － × × × × 対象 

フロン 50 kg ○ － ○ － － － － 

ａ:ガス化する 

ｂ:エアロゾル化する 

１:ボンベ等に保管されている 

２:試薬類であるか 

３:屋内に保管されている 

４:開放空間での人体への影響がない 
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第 11表 島根原子力発電所の固定源整理表 

（敷地外 高圧ガス保安法）(２／２) 

品  名 貯蔵量 
有毒ガス判断 調査対象整理 調査

対象 ａ ｂ １ ２ ３ ４ 

フロン 50 kg ○ － ○ － － － － 

R407C 50 kg ○ － ○ － － － － 

R407C 50 kg ○ － ○ － － － － 

R407C 50 kg ○ － ○ － － － － 

CO2 23 kg ○ － ○ － － － －

液化石油ガス 378122 m3 ○ － ○ － － － －

液化石油ガス 36305 m3 ○ － ○ － － － －

液化石油ガス 194747 m3 ○ － ○ － － － －

ａ:ガス化する 

ｂ:エアロゾル化する 

１:ボンベ等に保管されている 

２:試薬類であるか 

３:屋内に保管されている 

４:開放空間での人体への影響がない 
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別紙４－７－２ 

第１表 島根原子力発電所の可動源整理表 

令和元年 12月末時点 

輸送物 輸送先（代表例） 荷姿 輸送量 
有毒ガス判断 

調査対象

整理 
調査

対象 
ａ ｂ １ ２ ３ 

塩酸 塩酸タンク 大型ポリタンク 900L ○ － × × × 対象 

水酸化ナトリウム 
苛性ソーダ 

貯蔵タンク 
タンクローリー 26m3 ×※１ × － － － － 

硫酸 硫酸貯蔵タンク タンクローリー 6m3 ×※２ × － － － － 

軽油 
ガスタービン 

燃料地下タンク 
タンクローリー 16kL ×※２ × － － － － 

炭酸ガス 
２号炉 

廃棄物処理建物 
ガスボンベ 55kg ○ － ○ － － － 

ハロン１３０１ ２号炉原子炉建物 ガスボンベ 75kg ○ － ○ － － － 

六フッ化硫黄 ５００ｋＶ開閉所 ガスボンベ 50kg ○ － ○ － － － 

酸素 取水槽 ガスボンベ 7m3 ○ － ○ － － － 

アセチレン 放射化学分析室 ガスボンベ 7kg ○ － ○ － － － 

プロパンガス 

所内ボイラー・純水装

置建物補助ボイラープ

ロパンガスボンベ庫

ガスボンベ 50kg ○ － ○ － － － 

混合ガス（ブタン

＋プロパン） 
訓練センター１号館 ガスボンベ 10L ○ － ○ － － － 

混合ガス（ヘリウ

ム＋イソブタン）
放射化学分析室 ガスボンベ 10L ○ － ○ － － － 

混合ガス（メタン

＋アルゴン） 
放射化学分析室 ガスボンベ 10L ○ － ○ － － － 

二酸化硫黄 
所内ボイラー・ 

純水装置建物 
ガスボンベ 10L ○ － ○ － － － 

一酸化窒素 
所内ボイラー・ 

純水装置建物 
ガスボンベ 10L ○ － ○ － － － 

試薬類 

一般化学分析室，放射

化学分析室，環境実験

室 等 

ポリ容器 

ガラス瓶 等 
※３ － － × ○ － － 

ａ:ガス化する（※１：固体又は固体を溶かした水溶液，※２：揮発性が乏しい液体） 

ｂ:エアロゾル化する 

１:ボンベなどで運送される 

２:輸送量が少量である 

３:開放空間での人体への影響がない 

※３：詳細は「第５表 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地内 試薬類）」にて記載
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第２表 島根原子力発電所の可動源整理表 

（製品性状により影響がないことが明らかなもの）

令和元年 12月末時点 

輸送物 輸送先（代表例） 荷姿 輸送量 

有毒

ガス

判断 

調査対象

整理 
調査

対象 

ａ ｂ １ ２ ３ 

潤滑油 
各機器 機器 － － － － － － － 

危険物貯蔵庫 ドラム缶 － － － － － － － 

潤滑油（廃油） 危険物貯蔵庫 ドラム缶 － － － － － － － 

絶縁油 各変圧器 機器 － － － － － － － 

バッテリー 
希硫酸 

各機器 容器 
－ － － － － － － 

水酸化カリウム － － － － － － － 

セメント
ポルトラントセ

メント
サイトバンカ建物

フレキシ

ブルコン

テナ

－ － － － － － － 

放射性固体

廃棄物 

プラスチック 

固化体 
固体廃棄物貯蔵所 ドラム缶 

－ － － － － － － 

セメント固化体 － － － － － － － 

充填固化体 － － － － － － － 

酸素呼吸器 各配備場所 
ガスボン

ベ 
－ － － － － － － 

ａ:ガス化する 

ｂ:エアロゾル化する 

１:ボンベなどで運送される 

２:輸送量が少量である 

３:開放空間での人体への影響がない 
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第３表 島根原子力発電所の可動源整理表 

（生活用品として一般的に使用されるもの）

令和元年 12月末時点 

輸送物 輸送先（代表例） 荷姿 輸送量 

有毒

ガス

判断 

調査対象

整理 
調査

対象 

ａ ｂ １ ２ ３ 

生活用品 

洗剤，エアコン

の冷媒，殺虫

剤，自動販売

機，調味料，車，

電池，消毒液，

消火器，飲料，

融雪剤，スプレ

ー缶，作業用品 

事務所等 － － － － － － － － 

ａ:ガス化する 

ｂ:エアロゾル化する 

１:ボンベなどで運送される 

２:輸送量が少量である 

３:開放空間での人体への影響がない 
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別紙４－８ 

調査対象外とした有毒化学物質について 

今回の有毒ガス防護に係る影響評価においては，ガイドに従って，大気中に多

量に放出されるおそれがない物質を調査対象外としているが，これに関し以下の

とおり考察した。 

有毒ガス防護に係る影響評価においては，調査時点において“有毒化学物質の

性状，貯蔵量，貯蔵方法その他の理由により調査対象外としている場合には，そ

の根拠を確認する。”と記載されており，解説－４として，“貯蔵容器が損傷し，

容器に貯蔵されている有毒化学物質の全量が流出しても，有毒ガスが大気中に多

量に放出されるおそれがないと説明できる場合。（例えば，使用場所が限定され

ていて貯蔵量及び使用量が少ない試薬等）”と記載されている。そのため，貯蔵

容器が損傷し，容器に貯蔵されている有毒化学物質の全量が流出しても，有毒ガ

スが大気中に多量に放出されるおそれがないものとして，①屋内に貯蔵されるも

の，②ガスボンベに貯蔵されるもの，③揮発性が低いものを選定している。 

これらの除外した有毒化学物質の除外理由は以下のとおりである。 

屋内に貯蔵されるものは，屋内の風量から漏えいが発生してもガス化が促進さ

れることは考えにくく，また放出地点も限定されるため，大気中に多量に放出さ

れるおそれはないとした。ガスボンベに貯蔵されるものについては，漏えい箇所

が接続配管であり，少量漏えいとなり，放出後に拡散されるため，大気中に多量

に放出されるおそれはないとした。揮発性が低いものについては，そもそも揮発

しづらく気中への放出量そのものが小さいため，大気中に多量に放出されるおそ

れはないとした。 

このように，これらは大気中に多量に放出されるおそれはないが，漏えいを考

慮しても，拡散によって評価地点に到達するまでに濃度が低くなるため，評価地

点での濃度は発生場所濃度よりもさらに小さくなる。 

ガイドにおいて調査対象外の考え方が示されているのは，防護措置としての基

本的な対応は同じであることから，影響が大きく早期に放出される発生源からの

有毒ガスを想定して評価することで，防護措置の妥当性を確認できるものと考え

ている。 

さらに，今回の有毒ガス防護に係る影響評価においては，以下のようにガイド

にも保守性として記載されている想定があり，ガイドに従った評価で確認される

防護の妥当性を確実なものにしていると考えている。 

・解説－４の考えで調査対象外としたものを除く固定源に対して，敷地内・外

の貯蔵施設から同時に全量の有毒化学物質が流出し，有毒ガスが発生するこ

とを仮定した上で，評価地点での濃度評価を実施している。
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・保守性を考慮し，評価方位の隣接方位からの影響も考慮した上で，評価地点

における濃度評価を実施している。
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別紙４－９ 

化学除染で使用する薬液の取り扱いについて 

廃止措置等の化学除染時に使用する有毒化学物質の取り扱いについて，以下の

とおり考え方を整理した。 

島根原子力発電所１号炉は，廃止措置計画の認可をうけ，現在解体工事準備期

間中である。 

解体工事準備期間における汚染の除去については，原子炉運転中の定期点検等

において被ばく低減対策として行ってきた除染の経験・実績を活かし，薬品によ

る化学的方法または研磨剤を使用するブラスト法，ブラシ等による研磨等の機械

的方法により行うこととしているが，現在のところ薬液は使用していない。 

化学的方法による除染時にこれまで使用実績のある薬品は，第１表のとおりで

あり，いずれも揮発性が乏しいか，輸送量が少量となるため，有毒ガスの可動源

として調査対象とならない。また，除染時には，建物内で使用することから，有

毒ガスの固定源としても調査対象とならない。 

第１表 除染に使用する薬品の例 

薬品名 形態 
有毒ガス判定 調査対象整理 調査

対象 ａ ｂ １ ２ ３ 

シュウ酸 固体（5kg,25kg紙袋） ×※１ × － － － － 

ヒドラジン（38％） 液体（20kg容器） ○ × × ○ － － 

過酸化水素（35％） 
液体 

（20kg缶,100kg容器） 
×※２ × － － － － 

過マンガン酸（３％） 液体（20kg容器） ×※２ × － － － － 

ａ：ガス化する（※１：固体又は固体を溶かした水溶液，※２：揮発性が乏しい液体） 

ｂ：エアロゾル化する 

１：ボンベ等で運搬される 

２：輸送量が少量であるか 

３：開放空間での人体影響がない 

今後，新たな薬品を使用する場合には，固定源・可動源の特定フロー等をもと

に，有毒ガス影響評価ガイドへの適合性を確認し，必要に応じて防護措置を取る

ことを発電所の文書に定め，運用管理するものとする。 
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別紙５ 

他の有毒化学物質等との反応により発生する有毒ガスの考慮について 

流出した有毒化学物質と，その周囲にある有毒化学物質等との反応による有毒

ガスの発生について評価した。 

本評価では，島根原子力発電所構内の貯蔵施設に貯蔵されている化学物質及び

敷地内で輸送されている化学物質のうち，液状の有毒化学物質である塩酸，また，

貯蔵量，貯蔵状態からみて，有毒ガス防護に係る影響評価上，大気中への多量の

放出を考慮する必要がないとしている液状の化学物質について，貯蔵施設から流

出した際に接触する他の化学物質との反応により発生する有毒ガスについて評価

した。 

気体状の化学物質については，一般で使用されている化学物質（プロパン等）

のみであり，貯蔵容器からの流出を想定しても，他の有毒化学物質等との反応に

より，有毒ガス防護に係る影響評価上，大気中への多量の放出を考慮する必要の

ある有毒ガスを発生させるおそれはないことから評価対象外とする。 

貯蔵施設のうち，薬品タンクについては，タンク下部に防液堤が設置されてお

り，流出時においても，貯蔵量の全量を防液堤等内に貯留することができる設計

となっていることから，他の薬品との混触は考え難いため評価対象外とする。 

一部の薬品タンクについては，同一防液堤内に設置されており薬品タンクから

の薬品の流出を想定すると混触するものがあるが，薬品の組み合わせから，有毒

ガスが発生するものはない。 

液状の化学物質及び有毒化学物質が流出した際に，貯蔵施設の配置より，混触

が考えられる化学物質を想定し，反応による有毒ガスの発生について評価した結

果を第１表に示す。 

評価の結果，液状の化学物質及び有毒化学物質の流出時における他の物質との

接触を考慮しても，有毒ガス防護に係る影響評価上，大気中への多量の放出を考

慮する必要のある有毒ガスを発生させるような反応はないことを確認した。 
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第１表 他の有毒化学物質等との反応により発生する有毒ガスについて 

化学物質 
混触の可能性のある化学

物質との反応 
備考 

硫酸 

（20%,98%） 

・水酸化ナトリウム

中和反応が生じるのみ

であり，有毒ガスは発生し

ない。 

・水酸化カリウム

中和反応が生じるのみ

であり，有毒ガスは発生し

ない。 

・陽イオン交換樹脂再生用 

・pH調整用

塩酸 

（20%,35%） 

・水酸化ナトリウム

中和反応が生じるのみ

であり，有毒ガスは発生し

ない。 

・陽イオン交換樹脂再生用 

・pH調整用

水酸化ナトリウム 

（5%,20%,25%） 

・塩酸

中和反応が生じるのみ

であり，有毒ガスは発生し

ない。 

・硫酸

中和反応が生じるのみ

であり，有毒ガスは発生し

ない。 

・陰イオン交換樹脂再生用 

・pH調整用

水酸化カリウム 

（5%） 

・硫酸

中和反応が生じるのみ

であり，有毒ガスは発生し

ない。 

・pH調整用

次亜塩素酸ナトリウム ・硫酸第一鉄

沈殿反応が生じるのみ

であり，有毒ガスは発生し

ない。 

・海生生物付着抑制用

硫酸第一鉄 ・次亜塩素酸ナトリウム

沈殿反応が生じるのみ

であり，有毒ガスは発生し

ない。 

・海生生物付着抑制用
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別紙６ 

重要操作地点の選定フロー 

重要操作地点として設定 

○大量送水車接続口（原子炉建物南側・西側）

○高圧発電機車接続口（原子炉建物南側・西側）

○移動式代替熱交換設備接続口（原子炉建物南側・西側） 

①重大事故等時の手順として使用

する可搬型重大事故等対処設備か 

選
定
完
了
（
重
要
操
作
地
点
と
し
て
設
定
し
な
い
）

重大事故等対処設備 

Yes 

Yes 

Yes 

No 常設重大事故等対処設備 

可搬型重大事故等対処設備 

接続口または接続盤 

大型送水ポンプ車，放水砲等 

接続口または接続盤 

接続口または接続盤 

緊急時対策所用発電機 

屋内の接続口または接続盤 

窒素ガスボンベ，タンクローリ， 

シルトフェンス等

②その可搬型重大事故対処設備は

水・電気を供給するか 

③－１その可搬型重大事故対処設

備は常設設備に接続するか

③－２その常備設備は

原子炉建物内にあるか 

④常備設備に接続する位置は

屋外か 

No 

No 

No 

No 

Yes 

Yes 

Yes 
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＜選定フローの観点と有毒ガス防護に係る評価ガイドとの関係＞ 

観点 有毒ガス防護に係る評価ガイドとの関係 

① 

「重大事故等対処上」とされており，重大事故等時の手順として使用す

るものを想定していると考えられる。また，重大事故対処設備として，

「可搬型重大事故対処設備」とされている。 

② 「水又は電力を供給するものに限る」とされている。 

③－１ 「常設設備と接続する」とされている。 

③－２
「原子炉建屋の外から」とされており，原子炉建屋内の常設設備に接続

することを想定していると考えられる。 

④ 「屋外に設けられた」とされている。 

＜有毒ガス防護に係る評価ガイド（抜粋）＞ 

（１１）重要操作地点

重大事故等対処上①，要員が一定期間とどまり特に重要な操作を行う屋外の地点

のことで，常設設備と接続する③－１屋外に設けられた④可搬型重大事故等対処設

備①（原子炉建屋の外から③－２水又は電力を供給するものに限る。②）の接続を

行う地点をいう。
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別紙７ 

受動的に機能を発揮する設備について 

「有毒ガス防護に係る影響評価ガイド」において，有毒ガスが発生した際に，

受動的に機能を発揮する設備については，スクリーニング評価上考慮してもよい

とされる。 

島根原子力発電所２号炉では，薬品タンクに設けられている堰については，受

動的に機能を発揮する設備として，スクリーニング評価上考慮している。 

評価にあたっては，漏えいした薬品が堰内にとどまるものとして，開口部面積

を設定し蒸発率を算定している。 

1. 堰の容量

毒物及び劇物取締法において，屋内外タンクには漏えいした毒物又は劇物を

安全に収容できる施設又は除害，回収等の施設を設け，貯蔵場所外へ流出等し

ないような措置を講ずることが要求されている。 

流出時安全施設の保持容量は，第１表に示すとおりであり，原則タンク容量

の100％相当とし，堰を共有するタンクについては，最大タンクの容量の100％

以上の容量を有することとされる。 

第１表 毒物及び劇物取締法における流出時安全施設の保持容量 

法令等 流出時安全施設の保持容量 

毒物及び劇物取締

法（毒物及び劇物の

貯蔵に関する構

造・設備等基準） 

原則としてタンク容量の100％とし，２ヶ以上のタンクが存在

する場合には，最大タンクの容量の100％相当以上とし，止む

を得ず100％に満たない場合は，除外回収等の施設の処理能力

を考慮することができる。 

【ガイド記載】 

（解説－５）対象発生源特定のためのスクリーニング評価の際に考慮してもよ

い設備 

有毒ガスが発生した際に，受動的に機能を発揮する設備については，考慮

してもよいとする。例えば，防液堤は，防液堤が破損する可能性があったと

しても，更地となるような壊れ方はせず，堰としての機能を発揮すると考え

られる。また，防液堤内のフロートや電源，人的操作等を必要としない中和

槽等の設備は，有毒ガスの抑制等の機能が恒常的に見込めると考えられる。

このことから，対象発生源特定のためのスクリーニング評価（以下，単に「ス

クリーニング評価」においても，これらの設備は評価上考慮してもよい。
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島根原子力発電所２号炉で特定した固定源において，流出時安全施設となる

堰内の容量は，第２表に示すとおりであり，貯蔵量に対して十分な容量を有し

ており，全量漏えいした場合でも堰内にとどまる。 

第２表 特定した固定源の堰容量等（評価結果） 

設備名称 
貯蔵量

（m3） 

堰容量

（m3） 
評価結果 

排水中和用 

塩酸タンク 
0.3 0.825 

薬品が堰内で漏えいしても，薬品タ

ンクが保有している薬品を全量貯

留できる容量を有する堰がある。 

2. スクリーニング評価への反映

「1. 堰の容量」を踏まえ，蒸発率の算定に使用する堰面積については，一

律堰開口部の全面積を評価条件として設定する。 

3. 堰等の状況について

調査対象として特定した固定源の堰等の状況を第１図，第２図に示す。これ

ら調査対象固定源からの漏えいが発生しても，堰の中に留まることを確認した。 

なお，これら堰は，仮に損壊して堰から漏えいしたとしても，周囲の側溝等

に落ちるため，化学物質が広範囲に広がることはない。 
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第１図 調査対象とした敷地内固定源について 

【凡例】 

  ：評価地点 

  ：重要操作地点 

  ：敷地内固定源 
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苛性ソーダタンク
苛性ソーダ貯蔵タンク（頭上）

： 堰

タービン建物

管理事務所

中和槽

排水口 排水口

草地

側

純水タンク

塩酸

タンク

【屋外】 

排水中和用塩酸貯槽 

（全 景） 

第２図 堰周りの状況（排水中和用塩酸貯槽） 

A

堰 

B 

B 

C 

D 

D E 

E F 

F H 

I 

H 

堰 

I 
中和槽 

G 
堰 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 

A 

G 
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別紙８ 

有毒化学物質の物性値について 

スクリーニング評価に用いた有毒化学物質の物性を以下のとおり示す。

(1) 有毒化学物質の濃度，分子量及び水溶液密度

スクリーニング評価に用いた有毒化学物質の濃度，分子量及び液密度を第

１表に示す。 

第１表 スクリーニング評価対象物質物性 

対象物質 濃度 

（wt％） 

分子量１） 

（g/mol） 

液密度２）※ 

（kg/m3） 

塩酸 35.0 36.5 1,200 

※ 100の位で切り上げた値を示す。

(2) 有毒化学物質の分圧

スクリーニング評価に用いた有毒化学物質の分圧を以下に示す。

○塩酸

文献３）を基に塩酸（35.0wt％）の分圧 Pv （Pa）を求めた。温度 T（℃）

に対する塩酸の分圧曲線を第１図に示す。 

第１図 塩酸（35.0wt%）の分圧曲線 

2807 

5520 

10399 

18666 

0.0E+00

1.0E+04
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3.0E+04
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分
圧
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v
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P
a
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温度（℃） 
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1）国際化学物質安全性カード（ICSC）

2）理科年表 平成 28年（机上版）丸善株式会社

3） Mary Evans, Modeling Hydrochloric Acid Evaporation in ALOHA, USDOC （1993） 
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別紙９ 

有毒ガス影響評価に使用する気象条件について 

敷地において観測した2009年１月から12月までの１年間の気象データにより評

価を行うに当たり，この１年間の気象データが長期間の気象状態を代表している

かどうかの検討を行った結果，代表性があると判断した。以下に検定方法及び検

定結果を示す。 

(1) 検定方法

ａ．検定に用いた観測記録 

気象データの代表性を確認するに当たり，地上付近を代表する標高28.5ｍ

の観測記録を用いて検定を行った。 

ｂ．データ統計期間 

統計年：2008年１月～2018年12月(10年間) 

検定年：2009年１月～2009年12月(１年間) 

ｃ．検定方法 

風向別出現頻度（16項目），風速階級別出現頻度（11項目）について，Ｆ

分布検定（有意水準５％）を行い，棄却個数が３個以下の場合は，気象デー

タに代表性があると判断する。

(2) 検定結果

第１表に検定結果を示す。また，第２表及び第３表に棄却検定表を示す。

観測項目27項目のうち，棄却された項目は無し（０個）であることから，検

定年が十分長期間の気象状態を代表していると判断する。 

第１表：異常年検定結果 

観測項目 検定結果 

風向別出現頻度 棄却項目なし 

風速階級別出現頻度 棄却項目なし 
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第２表 島根原子力発電所 風向Ｆ分布検定 

第３表 島根原子力発電所 風速Ｆ分布検定 
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別紙10－１ 

選定した解析モデル（ガウスプルームモデル）の適用性について 

大気中に放出された物質が大気拡散される現象は，スクリーニング評価におけ

る有毒化学物質の大気拡散評価も被ばく評価における放射性物質の大気拡散評価

も同様と考えられることから，「発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針」

（以下「気象指針」という。）及び「原子力発電所中央制御室の居住性に係る被

ばく評価手法について（内規）（平成21・07・27原院第１号（平成21年８月12日

原子力安全・保安院制定））」（以下「被ばく評価手法（内規）」という。）に

示されるガウスプルームモデルを用いた。 

○解析モデルの適用性について

ガウスプルームモデルは，風向，風速，その他の気象条件がすべて一様に定常

であって，放射性物質が放出源から定常的に放出され，かつ，地形が平坦である

とした場合に，放射性物質の空間濃度分布が水平方向，鉛直方向ともに正規分布

になると仮定された拡散式を基礎として作成されたものである。 

有毒ガス評価は，これまで実施している中央制御室の居住性に係る被ばく評価

と比較して，拡散する物質が放射性物質と有毒ガスの違いはあるが，放出源と評

価点との位置関係が同様（比較的近距離）である。 

このため，有毒ガス評価においても被ばく評価と同様に，被ばく評価手法（内

規）に準じた大気拡散の評価を行っている。 

拡散パラメータである拡散幅は，100m以内の近傍での大気拡散を評価している

被ばく評価と同様に，被ばく評価手法（内規）のσy、σzを適用している。 
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※被ばく評価手法（内規）抜粋

被ばく評価手法（内規）は，気象指針と同様のガウスプルームモデルを放出点

近傍に適用したものであり，各種の保守的な評価条件を設定することが示されて

いる。 

スクリーニング評価における大気拡散評価においてもこれらの保守的な条件を

設定している。 

具体的には，評価点が放出点と同じ高さに存在すること，有毒ガスの発生源で

あるタンク等構造物自身を除いた建物による巻き込みの影響がある場合には，影

響が最も大きいと考えられる１つの建物を代表建物とし，複数の風向からの影響

を考慮したうえで，仮想的にそれらの風向の風下に評価点が存在するとした保守

的な評価としている。 

従って，中央制御室の居住性に係る被ばく評価と同様に，有毒ガス評価におい

てガウスプルームモデルを用いることの妥当性，100m以内に当該モデルを適用す

ることに問題はない。 

○放出量の時間変動について

スクリーニング評価における大気拡散評価において，放出量の時間変化は考慮

していない。 

これは，ガウスプルームモデルでは拡散の計算において時間の概念がなく，一

般的には定常放出されたものが評価点に瞬時に到達するという評価をしているた

めであり，時間遅れなく有毒ガスが評価点に到達するとした保守的な想定となっ

ている。 
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別紙 10－２ 

原子炉施設周辺の建物影響による拡散の影響について 

有毒ガス評価における大気拡散については，旧原子力安全・保安院が制定した

「原子力発電所中央制御室の居住性にかかる被ばく評価手法について（内規）」

（以下「被ばく評価手法（内規）」という。）に準じて評価をしている。この内

規は，ＬＯＣＡ時の排気筒やＳＧＴＲ時の大気放出弁という中央制御室から比較

的近距離の放出点からの放射性物質の放出を想定した場合での中央制御室の居住

性を評価するための評価手法等を定めたものであり，評価の前提となる評価点と

放出点の位置関係など有毒ガスの大気拡散の評価においても相違ないため，適用

できる。 

1. 原子炉施設周辺の建物影響による拡散

放出点から比較的近距離の場所では，建物の風下側における風の巻き込みに

よる影響が顕著となると考えられ，放出点と巻き込みを生じる建物及び評価点

との位置関係によっては，建物の影響を考慮して大気拡散の計算をする必要が

ある。 

中央制御室等の有毒ガス評価においては，放出点と巻き込みを生じる建物及

び評価点との位置関係について，以下に示す条件すべてに該当した場合，放出

点から放出された有毒ガスは建物の風下側で巻き込みの影響を受け拡散し，評

価点に到達するものとする。放出点から評価点までの距離は，保守的な評価と

なるように水平距離を用いる。 

1) 放出点の高さが建物の高さの 2.5 倍に満たない場合

2) 放出点と評価点を結んだ直線と平行で放出点を風上とした風向 nについて，

放出点の位置が風向 nと建物の投影形状に応じて定まる一定の範囲(第１図

の領域 An)の中にある場合

3) 評価点が，巻き込みを生じる建物の風下側にある場合

上記の三つの条件のうちの一つでも該当しない場合には，建物の影響はない

ものとして大気拡散評価を行うものとする。 

建物の影響の有無の判断手順を第２図に示す。 

また，建物巻き込みを生じる建物として，放出源の近隣に存在するすべての

建物が対象となるが，巻き込みの影響が最も大きいと考えられる一つの建物を

代表として選定する。 

評価点を中央制御室外気取入口とした場合を例に，各放出点において建物影

響の有無，建物巻き込みを考慮する代表建物の選定の考え方について示す。 
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第１図 建物影響を考慮する条件（水平断面での位置関係） 

（被ばく評価手法（内規）図 5.1） 

第２図 建物影響の有無の判断手順 

（被ばく評価手法（内規）図 5.2） 
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・評価点：中央制御室換気系給気口－放出点：排水中和用塩酸タンク

排水中和用塩酸タンク周辺には，１号炉タービン建物，１号炉原子炉建物等が

位置している。巻き込みの影響が最も大きいと考えられる一つの建物として，放

出源と評価点の延長線上にあり，放出点近傍にある「１号炉タービン建物」とし

た場合，第３図のとおり，第１図に示す建物影響を考慮する条件に合致する。放

出点の近隣すべての建物が巻き込みを生じる建物の対象となるが，保守的に評価

するために，代表建物として，「１号炉タービン建物」を選定する。 

第３図 評価点：中央制御室換気系給気口－放出点：排水中和用塩酸タン

クでの建物影響範囲

評価点で考慮した代表建物を第１表に示す。 

第１表 建物影響を考慮する代表建物 

固定源 巻き込みを生じる代表建物 

排水中和用塩酸タンク １号炉タービン建物 
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2. 建物巻き込みを考慮する場合の着目方位

中央制御室の有毒ガス評価の計算では，代表建物の風下後流側での広範囲に

及ぶ乱流混合域が顕著であることから，有毒ガス濃度を計算する当該着目方位

としては，放出源と評価点とを結ぶラインが含まれる１方位のみを対象とする

のではなく，代表建物の後流側の拡がりの影響が評価点に及ぶ可能性のある複

数の方位を対象とする。 

評価対象とする方位は，放出された有毒ガスが建物の影響を受けて拡散する

こと，及び建物の影響を受けて拡散された有毒ガスが評価点に届くことの両方

に該当する方位とする。具体的には，全 16方位について以下の三つの条件に該

当する方位を選定し，すべての条件に該当する方位を評価対象とする。 

ⅰ）放出点が評価点の風上にあること 

ⅱ）放出点から放出された有毒ガスが，建物の風下側に巻き込まれるような範

囲に，放出点が存在すること。 

ⅲ）建物の風下側で巻き込まれた大気が評価点に到達すること。 

建物の影響がある場合の評価対象方位選定手順を，第４図に示す。 

第４図 建物の影響がある場合の評価対象方位の選定手順 

（被ばく評価手法（内規）図 5.7） 

評価点を中央制御室換気系給気口とした場合を例に，放出点における評価対

象方位選定の考え方を示す。 

①評価点：中央制御室換気系給気口－放出点：排水中和用塩酸タンク

ⅰ）放出点が評価点の風上にあること
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ⅱ）放出点から放出された有毒ガスが，建物の風下側に巻き込まれるような

範囲に，放出点が存在すること。 

ⅲ）建物の風下側で巻き込まれた大気が評価点に到達すること。 

ⅰ）～ⅲ）の重なる方位を選定すると，評価点が中央制御室換気系給気

口，放出点が排水中和用塩酸タンクの場合，第５図のとおり，８方位

（S,SSW,SW,WSW,W,WNW,NW,NNW）が対象となる。 

放出点が巻き込みを生じる代表建物 0.5L内の範囲に存在しないことから，

代表建物である１号炉タービン建物＋0.5Lを含む方位を選択する。 

ただし，ここでは，保守的に隣接する１号炉原子炉建物＋0.5L を含む方

位選択する。 

※１ 図中 は評価対象方位を示す。 

※２ Ｌ＝25.5（ｍ）

第 5図 評価対象方位の選定 

（放出源：排水中和用塩酸タンク，評価点：中央制御室換気系給気口） 

着目方位を第２表に示す。 

第２表 着目方位 

固定源 着目方位 

敷地内 排水中和用塩酸タンク 
S,SSW,SW,WSW, 

W,WNW,NW,NNW 
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3. 建物投影面積の設定について

建物の影響がある場合の多くは複数の風向を対象に計算する必要があるので，

風向の方位ごとに垂直な投影面積を求める。ただし，第６図のように保守的に

対象となる複数の方位の投影面積の中で最小面積を，すべての方位の計算の入

力として共通に適用する。 

第６図 代表面積及び建物投影面積の考え方 

（被ばく評価手法（内規） 解説図 5.11.12） 

(1) １号炉タービン建物

建物影響がある場合の放射性物質の濃度計算に用いる投影面積は，保守的

に複数の投影面積の中で最小面積をすべての方位に適用する。 

１号炉タービン建物の投影面積は，第７図に示す北面及び東面のうち最小

となる 1.2×10３（m2）を適用する。 

第７図 １号炉タービン建物の投影面積 
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代表建物の着目方位の建物投影面積を第３表に示す。 

第３表 代表建物の着目方位別の建物投影面積 

着目方位 
建物投影面積（m2） 

１号炉タービン建物 

S 1,200 

SSW 1,200 

SW 1,200 

WSW 1,200 

W 1,200 

WNW 1,200 

NW 1,200 

NNW 1,200 

4.中央制御室以外の評価点について

 評価点を中央制御室とした場合と同様に，緊急時対策所と重要操作地点につ

いても代表建物および着目方位を選定した。選定に必要なパラメータを第４表に

示す。管理事務所１号館の投影面積は，第８図に示す北面及び東面のうち最小と

なる 8.5×102（m2）を適用する。なお，着目方位は第９図に基づき選定している。 

第４表 建屋巻込み選定に必要なパラメータ 

評価点 代表建物 Ｌ（m） 投影面積（m2） 

中央制御室 
１号機タービン建物 25.5 1200 

重要操作地点 

緊急時対策所 管理事務所１号館 23.3 850 

※Ｌ：建物または建物群の風向に垂直な面での高さまたは幅の小さい方

別紙10-2-7



第８図 管理事務所１号館の投影面積 

※１ 図中 は評価対象方位を示す。 

※２ Ｌ＝23.3（ｍ）

第９図（1/4） 評価対象方位の選定（緊急時対策所） 

SE 

ESE 
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※１ 西側 FLSRを代表として示す。

※２ 図中 は評価対象方位を示す。 

※３ Ｌ＝25.5（ｍ）

第９図（2/4） 評価対象方位の選定（重要操作地点（西側 FLSR,APFS,SFPS,

高圧発電機車①②,ACSS,ARWF，AHEF（供給），AHEF（戻り）接続口）） 

※１ 南側 FLSRを代表として示す。

※２ 図中 は評価対象方位を示す。 

※３ Ｌ＝25.5（ｍ）

第９図（3/4） 評価対象方位の選定（重要操作地点（南側 FLSR,APFS,SFPS,

高圧発電機車①②,ACSS,ARWF 接続口）） 
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※１ 南側 AHEF（供給）を代表として示す。

※２ 図中 は評価対象方位を示す。 

※３ Ｌ＝25.5（ｍ）

第９図（4/4） 評価対象方位の選定（重要操作地点（南側 AHEF（供給），

AHEF（戻り）接続口）） 
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参考資料 被ばく評価手法（内規）の適用の考え方 

有毒ガス評価における大気拡散評価において，これまでに実施した中央制御室

等の被ばく評価における放出点と評価点と周辺建物の設置状況の類似性から，被

ばく評価と同様に，「原子力発電所中央制御室の居住性に係る被ばく評価手法に

ついて（内規）（平成 21・07・27 原院第１号 平成 21年８月 12 日）」（以下「被

ばく評価手法（手法）」という。）に準じて評価を行っている。有毒ガス評価に

おける大気拡散評価について，評価点を中央制御室とした場合を例として，被ば

く評価手法（内規）への適用の考え方，評価条件設定の考え方を以下に示す。 
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受
け
る
場
合
に
は
，
建
物
に
よ
る
巻
き
込
み
現
象
に
よ

る
影
響
を
含
め
て
評
価
し
て
い
る
。
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被
ば
く
評
価
手
法
（
内
規
）

 
有
毒
ガ
ス
評
価
に
お
け
る
評
価
条
件
設
定
の
考
え
方

 

1）
建
屋
影
響
を
受
け
る
場
合
は
，
次
の

(5
.3
)式

を
基
本
拡
散
式

と
す

る
。

（
2）

a）
1）

建
物
影
響

を
受
け
る
場
合
に
は
，
(5
.3
)式

の
基
本
拡
散
式

を
用
い
て
評
価
し
て
い
る
。
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被
ば
く
評
価
手
法
（
内
規
）

 
有
毒
ガ
ス
評
価
に
お
け
る
評
価
条
件
設
定
の
考
え
方

 

2)
保

守
性

を
確

保
す

る
た

め
に

，
通

常
，

放
射

性
物

質
の

核
崩

壊

に
よ

る
減
衰
項
は
計
算
し
な
い

。

す
な
わ
ち
，
(5
.3
)式

で
，
核
崩
壊
に
よ
る
減
衰
項
を
次
の
と
お

り
と

す
る
。
こ
れ
は
，
(5
.2
)
式
の
場
合
と
同
じ
で
あ
る
。

b)
形
状
係
数

c
の
値
は
，
特
に
根
拠
が
示
さ
れ
る
も
の
の
ほ
か
は
原

則
と
し
て

1/
2 
を
用
い
る
。
こ
れ

は
，
Gi
ff
or
d
に
よ
り
示
さ
れ
た

範
囲

（
1/
2
＜

c
＜

2
）

に
お

い
て

保
守

的
に

最
も

大
き

な
濃

度
を

与

え
る
た
め
で
あ

る
。

c)
中

央
制

御
室

の
評

価
に

お
い

て
は

，
放

出
源

又
は

巻
き

込
み

を
生

じ
る

建
屋

か
ら

近
距

離
に

あ
る

た
め

，
拡

散
パ

ラ
メ

－
タ

の
値

は

σ
y0
，
σ

z0
が
支
配
的
と
な
る
。
こ
の
た
め
，

(5
.3
)式

の
計
算
で
，

σ
y=
0 
及
び

σ
z=
0 
と
し
て
，
σ

y0
，
σ

z0
 の

値
を
適
用
し
て
も
よ

い
。

d)
気
象
デ
ー
タ

建
屋

影
響

は
，

放
出

源
高

さ
か

ら
地

上
高

さ
に

渡
る

気
象

条
件

の

影
響

を
受

け
る

た
め

，
地

上
高

さ
に

相
当

す
る

比
較

的
低

風
速

の

気
象
デ
ー
タ
（
地
上

10
m
高
さ
で
測
定
）
を
採
用
す
る
の
は
保
守

的
か
つ
適
切
で

あ
る
。

e)
建

屋
影

響
を

受
け

る
場

合
の

条
件

に
つ

い
て

は
，

「
5.
1.
2 

原
子

炉
施
設

周
辺
の
建
屋
影
響
に
よ
る

拡
散
」
に
従
う
。

（
2
）

a
）

2
）

放
射

性
物

質
の

核
崩

壊
に

よ
る

減
衰

項
は

評
価

し
て

い
な

い
。
 

（
2）

b）
形
状
係
数
ｃ
の
値
は
，

1/
2
を
用
い
る
。

（
2）

c）
中
央
制
御
室
の
評
価
に
お
い
て
，
放
出
源
又
は
巻
き
込
み
を
生

じ
る

建
物

か
ら

近
距

離
に

あ
る

場
合

に
は

拡
散

パ
ラ

メ
ー

タ

の
値

は
σ

ｙ
０
，

σ
ｚ

０
が

支
配

的
と

な
る

が
，

そ
の

場
合

に
お

い
て
も
σ

ｙ
及
び
σ

ｚ
は

0
と
は
し
て
い
な
い
。
 

（
2）

d）
建
物
影
響
は
，
放
出
源
高
さ
か
ら
地
上
高
さ
に
渡
る
気
象
条
件

の
影
響
を
受
け
る
た
め
，
保
守
的
に
地
上
高
さ
に
相
当
す
る
比

較
的
低
風
速
の
気
象
デ
ー
タ
（
地
上

10
m
高
さ
で
測
定
）
で
評

価
し
て
い
る
。
 

（
2）

e）
建
物
影
響
を
受

け
る
場
合
の
条
件
に
つ
い
て
は
，
「

5.
1.
2 

原

子
炉
施
設
周
辺
の
建
物
影
響
に
よ
る
拡

散
」
に
従
う
。
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被
ば
く
評
価
手
法
（
内
規
）

 
有
毒
ガ
ス
評
価
に
お
け
る
評
価
条
件
設
定
の
考
え
方

 

(3
)

建
屋
影
響
を
受
け
る
場
合
の
基
本
拡
散
式
の
適
用
に
つ
い
て

a)
(5
.3

)式
を
適
用
す
る
場
合
，
「

5.
1.
2 
原
子
炉
施
設
周
辺
の
建
屋

影
響

に
よ

る
拡

散
」

の
(1

),
a)

の
放

出
源

の
条

件
に

応
じ

て
，

原

子
炉
施
設
周

辺
の
濃
度
を
，
次
の

b)
又
は

c)
の
方
法
に
よ
っ
て
計

算
す
る
。

b)
放
出
源
の
高
さ
で
濃
度
を
計
算
す
る
場
合

1)
放
出
源
と
評
価
点
で
高
度
差
が
あ
る
場
合
に
は
，
評
価
点
高
さ

を
放

出
源

高
さ

と
し

て
（

z=
H，

H 
＞

0）
，

（
5.
4
）

式
で

濃

度
を
求
め
る

【
解
説

5.
3】

【
解
説

5.
4】

。

2)
放

出
源

の
高

さ
が

地
表

面
よ

り
も

十
分

離
れ

て
い

る
場

合
に

は
，
地
表
面
か
ら
の
反
射
に
よ
る
濃

度
の
寄
与
が
小
さ
く
な
る

（
3
）

a
）

(5
.3
)
式

を
適

用
す

る
た

め
，

「
5.
1.
2 

原
子

炉
施

設
周

辺
の

建
物

影
響

に
よ

る
拡

散
」

の
(1
)
，

a)
の

放
出

源
の

条
件

に
応

じ
て
，
原
子
炉
施
設
周
辺
の
濃
度
を
，
次
の

b)
又
は

c)
の
方

法
に
よ
っ
て
計
算
し
て
い
る
。

 

（
3
）

b
）

1
）

有
毒

ガ
ス

評
価

に
お

い
て

放
出

源
と

な
る

固
定

源
（

排
水

中
和
用
塩
酸
タ
ン
ク
）
は
，
放
出
源
の
高
さ
が
地
表
面
に
近

い
た
め
，
地
上
放
出
と
し
て
計
算
し
て
い
る
。
よ
っ
て
，
放

出
源
の
高
さ
で
濃
度
を
計
算
し
て
い
な
い
。
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被
ば
く
評
価
手
法
（
内
規
）

 
有
毒
ガ
ス
評
価
に
お
け
る
評
価
条
件
設
定
の
考
え
方

 

た
め
，
右
辺
の
指
数
減
衰
項
は
１
に
比
べ
て
小
さ
く
な
る
こ
と

を
確
認
で
き
れ
ば
，
無
視
し
て
よ
い
【
解
説

5.
5】

。
 

c)
地
上
面
の
高
さ
で
濃
度
を
計
算
す
る
場
合

放
出

源
及

び
評

価
点

が
地

上
面

に
あ

る
場

合
（

z=
0
，

H=
0
）

，
地

上
面
の
濃
度
を
適
用
し
て
，
（
5.
5
）
式
で
求
め
る
【
解
説

5.
3】

【
解

説
5.
4】

。
 

5.
1.
2 

原
子
炉
施
設
周
辺
の
建
屋
影
響
に
よ
る
拡
散

 

(1
)

原
子
炉
施
設
の
建
屋
後
流
で
の
巻
き
込
み
が
生
じ
る
場
合
の
条
件

a)
中

央
制

御
室

の
よ

う
に

，
事

故
時

の
放

射
性

物
質

の
放

出
点

か

ら
比

較
的

近
距

離
の

場
所

で
は

，
建

屋
の

風
下

側
に

お
け

る
風

の
巻

き
込

み
に

よ
る

影
響

が
顕

著
と

な
る

と
考

え
ら

れ
る

。
そ

の
た

め
，

放
出

点
と

巻
き

込
み

を
生

じ
る

建
屋

及
び

評
価

点
と

(3
)
c)
有
毒
ガ
ス
評
価
に
お
い
て
放
出
源
と
な
る

固
定
源
（
排
水
中
和
用

塩
酸
タ
ン
ク
）
は
，
放
出
源
の
高
さ
が
地
表
面
に
近
い
た
め
，
地

上
放
出
と
し
て
計
算
し
て
い
る
。
評
価
点
は
地
上
面
に
は
存
在
し

て
い
な
い
が
，
放
出
源
高
さ
と
合
わ
せ
，
放
出
源
及
び
評
価
点
が

地
上
面
に
あ
る
場
合
（
z=
0
，
H=
0）

と
し
て
，
地
上

面
の
濃
度
を

適
用
し
て
，
（
5.
5）

式
で
評
価
し
て
い
る
。

 

5.
1.
2 
→
 被

ば
く
評
価
手
法
（
内
規
）
に
準
じ
て
設
定

 

（
1）

a）
中
央
制
御
室
の
有
毒
ガ
ス
評
価
に
お
い
て
は
，
放
出
点
と
巻
き

込
み
を
生
じ
る
建
物
及
び
評
価
点
と
の
位
置
関
係
に
つ
い
て
，

示
さ
れ
た
条
件
に
該
当
す
る
場
合
に
は
，
放
出
点
か
ら
放
出
さ

れ
た

有
毒

ガ
ス

は
建

物
の

風
下

側
で

巻
き

込
み

の
影

響
を

受

別紙10-2-17



被
ば
く
評
価
手
法
（
内
規
）

 
有
毒
ガ
ス
評
価
に
お
け
る
評
価
条
件
設
定
の
考
え
方

 

の
位

置
関

係
に

よ
っ

て
は

，
建

屋
の

影
響

を
考

慮
し

て
大

気
拡

散
の
計
算
を
す
る
必
要
が
あ
る
。

 

中
央

制
御

室
の

被
ば

く
評

価
に

お
い

て
は

，
放

出
点

と
巻

き
込

み
を

生
じ

る
建

屋
及

び
評

価
点

と
の

位
置

関
係

に
つ

い
て

，
以

下
に

示
す

条
件

す
べ

て
に

該
当

し
た

場
合

，
放

出
点

か
ら

放
出

さ
れ

た
放

射
性

物
質

は
建

屋
の

風
下

側
で

巻
き

込
み

の
影

響
を

受
け
拡
散
し
，
評
価
点
に
到
達
す
る
も
の
と
す
る
。

 

放
出

点
か

ら
評

価
点

ま
で

の
距

離
は

，
保

守
的

な
評

価
と

な
る

よ
う
に
水
平
距
離
を
用
い
る
。

 

1)
放
出
点
の
高
さ
が
建
屋
の

高
さ
の

2.
5
倍
に
満
た
な
い
場
合

2)
放

出
点

と
評

価
点

を
結

ん
だ

直
線

と
平

行
で

放
出

点
を

風

上
と
し
た
風
向

n
に
つ
い

て
，
放
出
点
の
位
置
が
風
向

n
と

建
屋

の
投

影
形

状
に

応
じ

て
定

ま
る

一
定

の
範

囲
(
図

5.
1

の
領
域

An
)の

中
に
あ
る

場
合

3)
評
価
点
が
，
巻
き
込
み
を
生
じ
る
建
屋
の
風
下
側
に
あ
る
場

合

上
記

の
三

つ
の

条
件

の
う

ち
の

一
つ

で
も

該
当

し
な

い
場

合
に

は
，

建
屋

の
影

響
は

な
い

も
の

と
し

て
大

気
拡

散
評

価
を

行
う

も
の
と
す
る

（
参

4）
。

 

た
だ

し
，

放
出

点
と

評
価

点
が

隣
接

す
る

よ
う

な
場

合
の

濃
度

予
測
に
は
適
用
し
な
い
。

 

建
屋
の
影
響
の
有
無
の
判
断
手
順
を
，
図

5.
2 
に
示
す
。
 

け
拡

散
し

，
評

価
点

に
到

達
す

る
も

の
と

し
て

評
価

し
て

い

る
。
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被
ば
く
評
価
手
法
（
内
規
）

 
有
毒
ガ
ス
評
価
に
お
け
る
評
価
条
件
設
定
の
考
え
方

 

b)
実

験
等

に
よ

っ
て

，
よ

り
具

体
的

な
最

新
知

見
が

得
ら

れ
た

場

合
，

例
え

ば
風

洞
実

験
の

結
果

か
ら

建
屋

の
影

響
を

受
け

て
い

な
い

こ
と

が
明

ら
か

に
な

っ
た

場
合

に
は

こ
の

限
り

で
は

な

い
。

→
放
出
点
と
評
価
点
の
組
み
合
わ
せ
ご
と
に
，
図

5.
1
の
よ
う
に
建
物

影
響

を
考

慮
す

る
条

件
を

確
認

し
，

建
物

巻
き

込
み

の
影

響
を

確
認

し
て
い
る
。

（
1）

b）
実
験
等
に
よ
り
，
よ
り
具
体
的
な
最
新
知
見
を
持
ち
合
わ
せ
て

い
な
い
た
め
，
5.
1.
2(
1)
 a
）
に
し
た
が
っ
て
評
価
し
て
い
る
。
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被
ば
く
評
価
手
法
（
内
規
）

 
有
毒
ガ
ス
評
価
に
お
け
る
評
価
条
件
設
定
の
考
え
方

 

→
図

5.
2
に
沿
っ
て
，
建
物
影
響
の
有
無
の
判
断
を
行
っ
て
い
る
。
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被
ば
く
評
価
手
法
（
内
規
）

 
有
毒
ガ
ス
評
価
に
お
け
る
評
価
条
件
設
定
の
考
え
方

 

(2
)

建
屋
後
流
の
巻
き
込
み
に
よ
る
放
射
性
物
質
の
拡
散
の
考
え
方

a)
「
5.
1.
2 
原
子
炉
施
設
周
辺
の
建
屋
影
響
に
よ
る
拡
散
」
(1
)a
)

項
で
，
建
屋
後
流
で
の
巻
き
込
み
が
生
じ
る
と
判
定
さ
れ
た
場

合
，
プ
ル
ー
ム
は
，
通
常
の
大
気
拡
散
に
よ
っ
て
放
射
性
物
質

が
拡
が
る
前
に
，
巻
込
み
現
象
に
よ
っ
て
放
射
性
物
質
の
拡
散

が
行
わ
れ
た
と
考
え
る
。

 

 
 
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
，
風
下
着
目
方
位
を
１
方
位
の
み
と
せ

ず
，
複
数
方
位
を
着
目
方
位
と
見
込
み
，
か
つ
，
保
守
的
な
評

価
と
な
る
よ
う
，
す
べ
て
の
評
価
対
象
方
位
に
つ
い
て
風
下
中

心
軸
上
の
最
大
濃
度
を
用
い
る
。

 

b)
こ

の
場

合
の

拡
散

パ
ラ

メ
ー

タ
は

，
建

屋
等

の
投

影
面

積
の

関

数
で

あ
り

，
か

つ
，

そ
の

中
で

の
濃

度
分

布
は

正
規

分
布

と
仮

定
す
る
。

建
屋

影
響

を
受

け
な

い
通

常
の

拡
散

の
基

本
式

(5
.1
)
式

と
同

様
，
建
屋

影
響
を
取
入
れ
た
基
本
拡
散
式

(5
.3
)式

も
正
規
分
布

を
仮

定
し

て
い

る
が

，
建

屋
の

巻
き

込
み

に
よ

る
初

期
拡

散
効

果
に
よ
っ
て
，
ゆ
る
や
か
な
分
布
と
な
る
。
（
図

5.
3）

（
2）

a）
建
物
後
流
で
巻
き
込
み
が
生
じ
る
と
判
定
さ
れ
た
場
合
に
は
，

風
下
着
目
方
位
を
１
方
位
の
み
と
せ
ず
，
複
数
方
位
を
着
目
方

位
と
見
込
み
，
か
つ
，
保
守
的
な
評
価
と
な
る
よ
う
，
す
べ
て

の
評

価
対

象
方

位
に

つ
い

て
風

下
中

心
軸

上
の

最
大

濃
度

を

用
い
て
評
価
し
て
い
る
。

 

（
2）

b）
こ
の
場
合
の
拡
散
パ
ラ
メ
ー
タ
は
，
建
物
等
の
投
影
面
積
の
関

数
で
あ
り
，
か
つ
，
そ
の
中
で
の
濃
度
分
布
は
正
規
分
布
と
仮

定
し
て
評
価
し
て
い
る
。
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被
ば
く
評
価
手
法
（
内
規
）

 
有
毒
ガ
ス
評
価
に
お
け
る
評
価
条
件
設
定
の
考
え
方

 

(3
)

建
屋
に
よ
る
巻
き
込
み
の
評
価
条
件

a)
巻
き
込
み
を
生
じ
る
代
表
建
屋

1)
原
子
炉
施
設
の
近
辺
で
は

，
隣
接
す
る
複
数
の
建
屋
の
風
下

側
で

広
く

巻
き

込
み

に
よ

る
拡

散
が

生
じ

て
い

る
も

の
と

（
3）

a）
巻
き
込
み
を
生
じ
る
建
物
と
し
て
，
巻
き
込
み
の
影
響
が
最
も

大
き

い
と

考
え

ら
れ

る
一

つ
の

建
物

を
代

表
と

し
て

相
対

濃

度
を
算
出
し
て
い
る
。
代
表
建
物
は
１
号
炉
タ
ー
ビ
ン
建
物

を

別紙10-2-22



 

被
ば
く
評
価
手
法
（
内
規
）

 
有
毒
ガ
ス
評
価
に
お
け
る
評
価
条
件
設
定
の
考
え
方

 

す
る
。
 

 2)
 巻

き
込
み
を
生
じ
る
建
屋

と
し
て
，
原
子
炉
格
納
容
器
，
原

子
炉
建
屋
，
原
子
炉
補
助

建
屋
，
タ
ー
ビ
ン
建
屋
，
コ
ン
ト

ロ
－
ル
建
屋
，
燃
料
取
り

扱
い
建
屋
等
，
原
則
と
し
て
放
出

源
の
近
隣
に
存
在
す
る
す

べ
て
の
建
屋
が
対
象
と
な
る
が
，

巻
き

込
み

の
影

響
が

最
も

大
き

い
と

考
え

ら
れ

る
一

つ
の

建
屋
を
代
表
と
し
て
相
対

濃
度
を
算
出
す
る
こ
と
は
，
保
守

的
な
結
果
を
与
え
る
【
解

説
5.
6】

。
 

 3)
 巻

き
込
み
を
生
じ
る
代
表

的
な
建
屋
と
し
て
，
表

5.
1 
に
示

す
建
屋
を
選
定
す
る
こ
と

は
適
切
で
あ
る
。

 

 

b)
 放

射
性
物
質
濃
度
の
評
価
点

 

1)
 中

央
制
御
室
が
属
す
る
建

屋
の
代
表
面
の
選
定

 

中
央
制
御
室
内
に
は
，
中

央
制
御
室
が
属
す
る
建
屋
（
以
下
，

「
当
該
建
屋
」
）
の
表
面

か
ら
，
事
故
時
に
外
気
取
入
を
行

選
定
す
る
。
 

                    （
3
）

b
）

1
）

中
央

制
御

室
に

つ
い

て
は

換
気

系
給

気
口

を
評

価
点

と
し

て
い
る
。
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被
ば
く
評
価
手
法
（
内
規
）

 
有
毒
ガ
ス
評
価
に
お
け
る
評
価
条
件
設
定
の
考
え
方

 

う
場
合
は
主
に
給
気
口
を

介
し
て
，
ま
た
事
故
時
に
外
気
の

取
入
れ
を
遮
断
す
る
場
合

に
は
流
入
に
よ
っ
て
，
放
射
性
物

質
が
侵
入
す
る
と
す
る
。

 

2)
建
屋
の
影
響
が
生
じ
る
場

合
，
中
央
制
御
室
を
含
む
当
該
建

屋
の
近
辺
で
は
ほ
ぼ
全
般

に
わ
た
り
，
代
表
建
屋
に
よ
る
巻

き
込

み
に

よ
る

拡
散

の
効

果
が

及
ん

で
い

る
と

考
え

ら
れ

る
。
こ
の
た
め
，
中
央
制
御
室
換
気
設
備
の
非
常
時
の
運
転

モ
ー
ド
に
応
じ
て
，
次
の

ⅰ
)又

は
ⅱ
)に

よ
っ
て
，
当
該
建

屋
の
表
面
の
濃
度
を
計
算

す
る
。

 

ⅰ
) 

評
価

期
間

中
も

給
気

口
か

ら
外

気
を

取
入

れ
る

こ
と

を
前
提
と
す
る
場
合

は
，
給
気
口
が
設
置
さ
れ
て
い
る

当
該
建
屋
の
表
面
と

す
る
。

 

ⅱ
) 

評
価

期
間

中
は

外
気

を
遮

断
す

る
こ

と
を

前
提

と
す

る
場
合
は
，
中
央
制
御
室
が
属
す
る
当
該
建
屋
の
各
表

面
（
屋
上
面
又
は
側

面
）
の
う
ち
の
代
表
面
（
代
表
評

価
面
）
を
選
定
す
る

。
 

3)
代
表
面
に
お
け
る
評
価
点

ⅰ
) 

建
屋

の
巻

き
込

み
の

影
響

を
受

け
る

場
合

に
は

，
中

央

制
御

室
の

属
す

る
建

屋
表

面
で

の
濃

度
は

風
下

距
離

の

依
存

性
は

小
さ

く
ほ

ぼ
一

様
と

考
え

ら
れ

る
の

で
，

評

価
点

は
厳

密
に

定
め

る
必

要
は

な
い

。
屋

上
面

を
代

表

（
3
）

b
）

2
）

換
気

系
給

気
口

を
評

価
点

と
す

る
た

め
，

そ
の

建
物

の
表

面
を
代
表
と
し
て
選
定
す
る
。
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被
ば
く
評
価
手
法
（
内
規
）

 
有
毒
ガ
ス
評
価
に
お
け
る
評
価
条
件
設
定
の
考
え
方

 

と
す

る
場

合
，

例
え

ば
中

央
制

御
室

の
中

心
点

を
評

価

点
と
す
る
の
は
妥
当
で

あ
る
。

 

ⅱ
) 
中
央
制
御
室
が
属
す
る

当
該
建
屋
と
は
，
原
子
炉
建
屋
，

原
子

炉
補

助
建

屋
又

は
コ

ン
ト

ロ
－

ル
建

屋
な

ど
が

相

当
す
る
。
 

ⅲ
) 

代
表

評
価

面
は

，
当

該
建

屋
の

屋
上

面
と

す
る

こ
と

は

適
切

な
選

定
で

あ
る

。
ま

た
，

中
央

制
御

室
が

屋
上

面

か
ら

離
れ

て
い

る
場

合
は

，
当

該
建

屋
の

側
面

を
代

表

評
価

面
と

し
て

，
そ

れ
に

対
応

す
る

高
さ

で
の

濃
度

を

対
で
適
用
す
る
こ
と
も

適
切
で
あ
る
。

 

iv
)

屋
上

面
を

代
表

面
と

す
る

場
合

，
評

価
点

と
し

て
中

央

制
御

室
の

中
心

点
を

選
定

し
，

対
応

す
る

風
下

距
離

か

ら
拡

散
パ

ラ
メ

－
タ

を
算
出

し
て

も
よ

い
。

ま
た

σ
y=
0

及
び

σ
z=
0
と
し
て
，
σ

y
０
，
σ

z０
の
値
を
適
用
し

て
も

よ
い
。

c)
着
目
方
位

1)
中
央
制
御
室
の
被
ば
く
評

価
の
計
算
で
は
，
代
表
建
屋
の
風

下
後

流
側

で
の

広
範

囲
に

及
ぶ

乱
流

混
合

域
が

顕
著

で
あ

る
こ
と
か
ら
，
放
射
性
物
質
濃
度
を
計
算
す
る
当
該
着
目
方

位
と
し
て
は
，
放
出
源
と
評
価
点
と
を
結
ぶ
ラ
イ
ン
が
含
ま

れ
る
１
方
位
の
み
を
対
象

と
す
る
の
で
は
な
く
，
図

5.
4 
に

示
す
よ
う
に
，
代
表
建
屋
の
後
流
側
の
拡

が
り
の
影
響
が
評

価
点

に
及

ぶ
可

能
性

の
あ

る
複

数
の

方
位

を
対

象
と

す
る

（
3
）

c
）

1
）

代
表

建
物

の
風

下
後

流
側

で
の

広
範

囲
に

及
ぶ

乱
流

混
合

域
が

顕
著

で
あ

る
こ

と
か

ら
，

有
毒

ガ
ス

濃
度

を
計

算
す

る
当

該
着

目
方

位
と

し
て

は
，

放
出

源
と

評
価

点
と

を
結

ぶ
ラ

イ
ン

が
含

ま
れ

る
１

方
位

の
み

を
対

象
と

す
る

の
で

は
な
く
，
図

5.
4
に
示
す
よ
う
に
，
代
表
建
物
の
後
流
側

の
拡

が
り

の
影

響
が

評
価

点
に

及
ぼ

す
可

能
性

の
あ

る
複

数
の
方
位
を
対
象
と
し
て
評
価
し
て
い
る
。
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被
ば
く
評
価
手
法
（
内
規
）

 
有
毒
ガ
ス
評
価
に
お
け
る
評
価
条
件
設
定
の
考
え
方

 

【
解
説

5.
7】

。
 

評
価

対
象

と
す

る
方

位
は

，
放

出
さ

れ
た

放
射

性
物

質
が

建

屋
の

影
響

を
受

け
て

拡
散

す
る

こ
と

，
及

び
建

屋
の

影
響

を
受

け
て

拡
散

さ
れ

た
放

射
性

物
質

が
評

価
点

に
届

く
こ

と
の

両
方

に
該
当
す
る
方
位
と
す
る
。

 

具
体
的
に
は
，
全

16
 方

位
に
つ
い
て
以
下
の
三
つ
の
条
件
に

該
当

す
る

方
位

を
選

定
し

，
す

べ
て

の
条

件
に

該
当

す
る

方
位

を
評
価
対
象
と
す
る
。

 

ⅰ
）
 放

出
点

が
評
価
点
の
風
上
に
あ

る
こ
と

 

ⅱ
）

 
放

出
点

か
ら

放
出

さ
れ

た
放

射
性

物
質

が
，

建
屋

の
風

下
側

に

巻
き

込
ま

れ
る

よ
う

な
範

囲
に

，
放

出
点

が
存

在
す

る
こ

と
。

全
16

方
位
に
つ
い
て
次
の
三
つ
の
条
件
に
該
当
す
る
方
位
を
選
定
し
，

す
べ
て
の
条
件
に
該
当
す
る
方
位
を
評
価
対
象
と
し
て
評
価
し
て
い
る
。
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被
ば
く
評
価
手
法
（
内
規
）

 
有
毒
ガ
ス
評
価
に
お
け
る
評
価
条
件
設
定
の
考
え
方

 

こ
の
条
件
に
該
当
す
る
風
向
の
方
位
ｍ

１
の
選
定
に
は
，
図

5.
5

の
よ

う
な
方
法
を
用
い
る
こ
と

が
で
き
る
。
図

5.
5
の
対
象
と

な
る

二
つ

の
風

向
の

方
位
の

範
囲
ｍ

１
Ａ
，
ｍ

１
Ｂ
の
う

ち
，
放

出

点
が

評
価

点
の

風
上

と
な

る
ど

ち
ら

か
一

方
の

範
囲

が
評

価
の

対
象
と
な
る
。

 

放
出
点
が
建
屋
に
接
近
し
，

0.
5Ｌ

の
拡
散
領
域
(図

5.
5
の
ハ

ッ
チ

ン
グ

部
分

)
の

内
部

に
あ

る
場

合
は

，
風

向
の

方
位

ｍ
１
は

放
出
点
が
評
価
点
の
風
上
と
な
る

18
0°

が
対
象
と
な
る
【
解
説

5.
8】
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被
ば
く
評
価
手
法
（
内
規
）

 
有
毒
ガ
ス
評
価
に
お
け
る
評
価
条
件
設
定
の
考
え
方

 

ⅲ
) 

建
屋

の
風

下
側

で
巻

き
込

ま
れ

た
大

気
が

評
価

点
に

到
達

す
る

こ
と

。
こ

の
条

件
に

該
当

す
る

風
向

の
方

位
ｍ

２
の

選
定

に
は

，

図
5.
6
に
示
す
方
法
を
用
い
る

こ
と
が
で
き
る
。
評
価
点
が
建
屋

に
接
近
し
，

0.
5Ｌ

の
拡
散
領
域

(図
5.
6
の
ハ
ッ
チ
ン
グ
部
分
)

の
内

部
に

あ
る

場
合

は
，

風
向

の
方

位
ｍ

２
は

放
出

点
が

評
価

点

の
風
上
と
な
る

18
0°

が
対
象

と
な
る
【
解
説

5.
8】

。
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被
ば
く
評
価
手
法
（
内
規
）

 
有
毒
ガ
ス
評
価
に
お
け
る
評
価
条
件
設
定
の
考
え
方

 

図
5.
5 
及
び
図

5.
6 
は
，
断
面
が
円
筒
形
状
の
建
屋
を
例
と
し
て

示
し
て
い
る
が
，
断
面
形
状
が
矩
形
の
建
屋
に
つ
い
て
も
，
同
じ
要
領

で
評
価
対
象
の
方
位
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
【
解
説

5.
9】

。
 

建
屋
の
影
響
が
あ
る
場
合
の
評
価
対
象
方
位
選
定
手
順
を
，
図

5.
7 

に
示
す
。
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被
ば
く
評
価
手
法
（
内
規
）

 
有
毒
ガ
ス
評
価
に
お
け
る
評
価
条
件
設
定
の
考
え
方

 

2)
具
体
的
に
は
，
図

5.
8 

の
と
お
り
，
当
該
建
屋
表
面
に
お
い

て
定

め
た

評
価

点
か

ら
，

原
子

炉
施

設
の

代
表

建
屋

の
水

平

断
面
を
見
込
む
範
囲
に
あ
る

す
べ
て
の
方
位
を
定
め
る
。【

解

説
5.
7】

幾
何
学
的
に
建
屋
群
を
見
込
む
範
囲
に
対
し
て
，
気

象
評

価
上

の
方

位
と

の
ず

れ
に

よ
っ

て
，

評
価

す
べ

き
方

位

の
数

が
増

加
す

る
こ

と
が

考
え

ら
れ

る
が

，
こ

の
場

合
，

幾

何
学

的
な

見
込

み
範

囲
に

相
当

す
る

適
切

な
見

込
み

方
位

の

→
図

5.
7
の
よ
う
に
建
物
の
影
響
が
あ
る
場
合
の
評
価
対
象
方
位
選
定

手
順
に
し
た
が
っ
て
，
建
物
の
巻
き
込
み
を
評
価
を
し
て
い
る
。

な
お
，
保
守
的
に
隣
接
す
る
建
物
＋

0.
5L

を
含
む
方
位
を
選
定
す
る
。
 

（
3
）

c
）

2
）

当
該

建
物

表
面

に
お

い
て

定
め

た
評

価
点

か
ら

，
原

子
炉

施
設

の
代

表
建

物
の

水
平

断
面

を
見

込
む

範
囲

に
あ

る
す

べ
て
の
方
位
を
定
め
て
評
価
し
て
い
る
。
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被
ば
く
評
価
手
法
（
内
規
）

 
有
毒
ガ
ス
評
価
に
お
け
る
評
価
条
件
設
定
の
考
え
方

 

設
定
を
行
っ
て
も
よ
い
【
解

説
5.
10
】
。
 

d)
建
屋
投
影
面
積

1)
図

5.
9 
に
示
す
と
お
り
，
風
向
に
垂
直
な
代
表
建
屋
の
投
影

面
積
を
求
め
，
放
射
性
物
質
の
濃
度
を
求
め
る
た
め
に
大
気

拡
散
式
の
入
力
と
す
る
【

解
説

5.
11
】
。

2)
建

屋
の

影
響

が
あ

る
場

合
の

多
く

は
複

数
の

風
向

を
対

象

に
計
算
す
る
必
要
が
あ
る

の
で
，
風
向
の
方
位
ご
と
に
垂
直

な
投
影
面
積
を
求
め
る
。
た
だ
し

，
対
象
と
な
る
複
数
の
方

（
3
）

d
）

1
）

風
向

に
垂

直
な

代
表

建
物

の
投

影
面

積
を

求
め

て
，

有
毒

ガ
ス

の
濃

度
を

求
め

る
た

め
に

大
気

拡
散

式
の

入
力

と
し

て
い
る
。
 

（
3
）

d
）

2
）

保
守

的
に

，
対

象
と

な
る

複
数

の
方

位
の

投
影

面
積

の
中

で
，

最
小

面
積

を
，

す
べ

て
の

方
位

の
計

算
の

入
力

と
し

て
共
通
に
適
用
し
て
い
る
。
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被
ば
く
評
価
手
法
（
内
規
）

 
有
毒
ガ
ス
評
価
に
お
け
る
評
価
条
件
設
定
の
考
え
方

 

位
の
投
影
面
積
の
中
で
，
最
小
面
積
を
，
す
べ
て
の
方
位
の

計
算
の
入
力
と
し
て
共
通

に
適
用
す
る
こ
と
は
，
合
理
的
で

あ
り
保
守
的
で
あ
る
。
 

3)
風

下
側

の
地

表
面

か
ら

上
の

投
影

面
積

を
求

め
大

気
拡

散

式
の
入
力
と
す
る
。
方
位
に
よ
っ
て
風
下
側
の
地
表
面
の
高

さ
が
異
な
る
場
合
は
，
方
位
ご
と
に
地
表
面
高
さ
か
ら
上
の

面
積
を
求
め
る
。
ま
た
，
方
位
に
よ
っ
て
，
代
表
建
屋
と
は

別
の
建
屋
が
重
な
っ
て
い

る
場
合
で
も
，
原
則
地
表
面
か
ら

上
の
代
表
建
屋
の
投
影
面

積
を
用
い
る
【
解
説

5.
12
】
。

(4
)

建
屋
の
影
響
が
な
い
場
合
の
計
算
に
必
要
な
具
体
的
な
条
件

a)
放
射
性
物
質
濃
度
の
評
価
点
の
選
定

建
屋

の
影

響
が

な
い

場
合

の
放

射
性

物
質

の
拡

が
り

の
パ

ラ
メ

－

タ
は
σ

y
及
び

σ
z
の
み
と
な
り
，
放
出
点
か
ら
の
風
下
距
離
の
影
響

（
3
）

d
）

3
）

風
下

側
の

地
表

面
か

ら
上

の
投

影
面

積
を

求
め

大
気

拡
散

式
の
入
力
と
す
る
。
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被
ば
く
評
価
手
法
（
内
規
）

 
有
毒
ガ
ス
評
価
に
お
け
る
評
価
条
件
設
定
の
考
え
方

 

が
大
き
い
こ
と
を
考
慮
し
て
，
以
下

の
と
お
り
と
す
る
。

 

1)
 非

常
時
に
外
気
の
取
入
れ
を
行
う
場
合

 

外
気
取
入
口
の
設
置
さ
れ
て
い
る
点
を
評
価
点
と
す
る
。

 

2)
 非

常
時
に
外
気
の
取
入
れ
を
遮
断
す
る
場
合

 

当
該

建
屋

表
面

に
お

い
て

以
下

を
満

た
す

点
を

評
価

点
と

す

る
。

 

①
 
風

下
距

離
：

放
出

点
か

ら
中

央
制

御
室

の
最

近
接

点
ま

で

の
距
離
 

②
 放

出
点
と
の
高
度
差
が
最

小
と
な
る
建
屋
面

 

b)
 風

向
の
方
位

 

建
屋
の
影
響
が
な
い
場
合
は
，
放
出
点
か
ら
評
価
点
を
結
ぶ
風
向

を
含
む

1
方
位
の
み
に
つ
い
て
計

算
を
行
う
。

 

  5.
1.
3 

濃
度
分
布
の
拡
が
り
の
パ
ラ
メ
ー
タ

σ
y
，
σ

z 
, 

(1
) 

風
下

方
向
の

通
常

の
大

気
拡

散
に

よ
る

拡
が
り
の

パ
ラ

メ
ー
タ

σ
y 

及
び
σ

z 
は
，
風
下
距
離

及
び
大
気
安
定
度
に
応
じ
て
，
図

5.
10
 又

は
そ
れ
に
対
応
す
る
相
関
式
に
よ
っ

て
求
め
る
。

 

 (2
) 

相
関
式
か
ら
求
め
る
場
合
は
，
次
の
と
お
り
と
す
る

（
参

3）
。

 

              5.
1.
3 
→
 被

ば
く
評
価
手
法
（
内
規
）
に
準
じ
て
設
定

 

（
1）

風
下
方
向
の
通
常
の
大
気
拡
散
に
よ
る
拡
が
り
の
パ
ラ
メ
ー
タ

σ
ｙ

及
び
σ

ｚ
は
，
風
下
距
離

及
び
大
気
安
定
度
に
応
じ
て
，
示
さ
れ
た

相
関
式
か
ら
求
め
て
い
る
。
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被
ば
く
評
価
手
法
（
内
規
）

 
有
毒
ガ
ス
評
価
に
お
け
る
評
価
条
件
設
定
の
考
え
方

 

a)
角
度
因
子

θ
は
，
θ
(0
.1
km
)/
θ
(1
00
km
)=
2
 
と
し
，
図

5.
10

の
風

下
距

離
を

対
数

に
と

っ
た

片
対

数
軸

で
直

線
内

挿
と

し
た

経
験
式
の
パ
ラ
メ
ー
タ
で
あ
る
。
θ

(0
.1
km
)の

値
を
表

5.
2 
に

示
す
。

b)
(5
.6
)式

の
σ

1，
a 1
，
a 2
，

a 3
 の

値
を
，
表

5
.3
 に

示
す
。

別紙10-2-34



被
ば
く
評
価
手
法
（
内
規
）

 
有
毒
ガ
ス
評
価
に
お
け
る
評
価
条
件
設
定
の
考
え
方
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被
ば
く
評
価
手
法
（
内
規
）

 
有
毒
ガ
ス
評
価
に
お
け
る
評
価
条
件
設
定
の
考
え
方

 

図
5.
10
 は

，
Pa
sq
ui
ll
-M
ea
de
 
の
，
い
わ
ゆ
る
鉛
直

1/
10
 濃

度
幅
の
図
及

び
水
平

1/
10
 濃

度
幅
を
見
込
む
角
の
記
述
に
ほ
ぼ
忠

実
に
従
っ
て
作
成
し
た

も
の
で
，
中
央
制
御
室
の
計
算
に
適
用
で
き

る
。
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被
ば
く
評
価
手
法
（
内
規
）

 
有
毒
ガ
ス
評
価
に
お
け
る
評
価
条
件
設
定
の
考
え
方

 

5.
2 

相
対
濃
度

(χ
/ 
Q)
 

5.
2.
1 

実
効
放
出
継
続
時
間
内
の
気
象
変
動
の
扱
い
の
考
え
方

 

事
故

後
に

放
射

性
物

質
の

放
出

が
継

続
し

て
い

る
時

間
を

踏
ま

え
た

相
対
濃
度
は
，
次
の
と
お
り
計
算
す
る
。

 

(1
)

相
対

濃
度

は
，

毎
時

刻
の

気
象

項
目

と
実

効
的

な
放

出
継

続
時

間

（
放
射

性
物
質
の
放
出
率
の
時
間

的
変
化
か
ら
定
め
る
も
の
で
，
以

下
実
効
放
出
継
続
時
間
と
い
う
）
を
も
と
に
，
評
価
点
ご
と
に
計
算

す
る
。

(2
)

評
価
点
の
相
対
濃
度
は
，
毎
時
刻
の
相
対
濃
度
を
年
間
に
つ
い
て
小

さ
い
方
か
ら
累
積
し
た
場
合
，
そ
の
累
積
出
現
頻
度
が

97
％
に
当
た

る
相
対
濃

度
と
す
る
【
解
説

5.
13

】
。

5.
2.
2 

実
効
放
出
継
続
時
間
に
応
じ
た
水
平
方
向
濃
度
の
扱
い

 

(1
)

相
対
濃
度

χ
/Q

は
，
(5
.1
0)
式

（
参
３
）
に
よ

っ
て
計
算
す
る
【
解
説

5.
13
】
。

5.
2.
1 
→
 被

ば
く
評
価
手
法
（
内
規
）
に
準
じ
て
設
定

 

（
1
）

相
対

濃
度

は
，

毎
時

刻
の

気
象

項
目

と
放

出
継

続
時

間
（

有
毒

ガ

ス
評

価
に

お
い

て
は

，
す

べ
て

の
拡

散
評

価
に

お
い

て
，

実
効

放

出
継

続
時

間
は

１
時

間
と

す
る

）
を

も
と

に
，

評
価

点
ご

と
に

評

価
し
て
い
る
。
 

（
2
）

評
価

点
の

相
対

濃
度

は
，

蒸
散

率
を

考
慮

し
て

算
出

さ
れ

る
各

評

価
点

の
毎

時
刻

の
濃

度
を

年
間

に
つ

い
て

小
さ

い
方

か
ら

累
積

し

た
場
合
，
そ
の
累
積
出
現
頻
度
が

97
%に

当
た
る
濃
度
と
な
る
際
の

値
を
示
し
て
い
る
。

5.
2.
2 
→
 被

ば
く
評
価
手
法
（
内
規
）
に
準
じ
て
設
定

 

（
1）

実
効
放
出
継
続
時
間
は
１
時
間
と
し
て
お
り
，
相
対
濃
度

χ
/Q

は
， 

(5
.1
0)
式
に
よ
っ
て
計
算
し
て
い
る
。
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被
ば
く
評
価
手
法
（
内
規
）

 
有
毒
ガ
ス
評
価
に
お
け
る
評
価
条
件
設
定
の
考
え
方

 

a)
こ
の
場
合
，

(χ
/ 
Q)

i 
は
，
時
刻

i
に
お
け
る
気
象
条
件
に
対

す
る

相
対

濃
度

で
あ

り
，

5.
1.
2 

項
で

示
す

考
え

方
で

計
算

す

る
が

，
さ

ら
に

，
水

平
方

向
の

風
向

の
変

動
を

考
え

て
，

次
項

に
示
す
と
お
り
計
算
す
る
。

b)
風

洞
実

験
の

結
果

等
に

よ
っ

て
(χ

/ 
Q)

i
 
の

補
正

が
必

要
な

と

き
は
，

適
切
な
補
正
を
行
う
。

(2
)

(χ
/ 
Q)

i 
の
計
算
式

a)
建
屋
の
影
響
を
受
け
な
い
場
合
の
計
算
式

建
屋
の
巻
き
込
み
に
よ
る
影
響
を
受
け
な
い
場
合
は
，
相
対
濃
度

は
，
次
の

1)
及
び

2)
の
と
お
り
，
短
時
間
放
出
又
は
長
時
間
放

出
に
応
じ
て

計
算
す
る
。

1)
短
時
間
放
出
の
場
合

短
時
間
放
出
の
場
合
，
(
χ
/ 
Q)

i 
の
計
算
は
，
風

向
が
一
定
と

仮
定

し
て
(5
.1
1)
式

（
参

3）
に
よ
っ
て
計
算
す
る
。

 

（
1
）

a
）

(
χ
/Q
)
ｉ
は

，
時

刻
ｉ

に
お

け
る

気
象

条
件

に
対

す
る

相
対

濃

度
で
あ
り
，
5.
1.
2
項
で
示
す
考
え
方
で
計
算
し
て
い
る
。
水
平
方

向
の
風
向
の
変
動
を
考
慮
し
て
い
な
い
。

（
1）

b）
補
正
は
不
要
で
あ
る
。
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被
ば
く
評
価
手
法
（
内
規
）

 
有
毒
ガ
ス
評
価
に
お
け
る
評
価
条
件
設
定
の
考
え
方

 

2)
長
時
間
放
出
の
場
合

実
効
放
出
時
間
が

8 
時
間
を

超
え
る
場
合
に
は
，
(χ

/ 
Q)

i 
の

計
算

に
当
た
っ
て
は
，
放
出
放
射
性
物
質
の
全
量
が
一
方
位
内
の

み
に
一
様
分
布
す
る
と
仮
定
し
て

(5
.1
2)
式

（
参

3）
に

よ
っ
て
計
算

す
る
。

 

b)
建
屋
の
影
響
を
受
け
る
場
合
の
計
算
式

5.
1.
2 

項
の
考
え
方
に
基
づ
き

，
中
央
制
御
室
を
含
む
建
屋
の
後

流
側
で
は
，
建
屋
の
投
影
面
積
に
応
じ
た
初
期
拡
散
に
よ
る
拡
が
り

を
も
つ
濃
度
分
布
と
し
て
計
算
す
る
。
ま
た
，
実
効
放
出
継
続
時
間

に
応
じ
て
，
次
の

1)
又
は

2)
に
よ
っ
て
，
相
対
濃
度
を
計
算
す
る
。 

1)
短
時
間
放
出
の
場
合

建
屋

影
響

を
受

け
る

場
合

の
濃

度
分

布
は

，
風

向
に

垂
直

な
建

屋
の

投
影

の
幅

と
高

さ
に

相
当

す
る

拡
が

り
の

中
で

，
放

出
点

か

ら
の

軸
上

濃
度

を
最

大
値

と
す

る
正

規
分

布
と

し
て

仮
定

す
る

。

（
2）

b）
5.
1.
2
項
の
考
え
方
に
基
づ
き
，
代
表
建
物
の
後
流
側
で
は
，

建
物

の
投

影
面

積
に

応
じ

た
初

期
拡

散
に

よ
る

拡
が

り
を

も

つ
濃
度
分
布
と
し
て
計
算
し
て
い
る
。
実
効
放
出
継
続
時
間
を

１
時
間
と
し
て
い
る
た
め
，
短
時
間
放
出
の
場
合
の
式
を
用
い

て
い
る
。
 

（
2
）

b
）

1
）

建
物

影
響

を
受

け
る

場
合

の
濃

度
分

布
は

，
風

向
に

垂
直

な
建

物
の

投
影

の
幅

と
高

さ
に

相
当

す
る

拡
が

り
の

中

で
，

放
出

点
か

ら
軸

上
濃

度
を

最
大

値
と

す
る

正
規

分
布

と
し

て
仮

定
す

る
。

短
時

間
放

出
の

計
算

の
場

合
に

は
保
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被
ば
く
評
価
手
法
（
内
規
）

 
有
毒
ガ
ス
評
価
に
お
け
る
評
価
条
件
設
定
の
考
え
方

 

短
時

間
放

出
の

計
算

の
場

合
に

は
保

守
的

に
水

平
濃

度
分

布
の

中

心
軸

上
に

中
央

制
御

室
評

価
点

に
存

在
し

風
向

が
一

定
で

あ
る

も

の
と
し
て
，

(5
.1
3)
式

（
参

3）
に
よ
っ
て
計
算
す
る
。

 

2)
長
時
間
放
出
の
場
合

ⅰ
) 
長
時
間
放
出
の
場
合
に

は
，
建
屋
の
影
響
の
な
い
場
合
と

同
様
に
，
1 
方
位
内
で
平
均
し
た
濃
度
と
し
て
求
め
て
も

よ
い
。
 

ⅱ
) 
た
だ
し
，
建
屋
の
影
響
に
よ
る
拡
が
り
の
幅
が
風
向
の
１

守
的

に
水

平
濃

度
分

布
の

中
心

軸
上

に
中

央
制

御
室

評
価

点
が

存
在

し
風

向
が

一
定

で
あ

る
も

の
と

し
て

，
(5
.1
3)

式
に
よ
っ
て
計
算
し
て
い
る
。

 

（
2）

b）
2）

長
時
間
放
出
の
式
は
用
い
て
い
な
い
。
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被
ば
く
評
価
手
法
（
内
規
）

 
有
毒
ガ
ス
評
価
に
お
け
る
評
価
条
件
設
定
の
考
え
方

 

方
位

の
幅

よ
り

も
拡

が
り

隣
接

の
方

位
に

ま
で

及
ぶ

場

合
に
は
，
建
屋
の
影
響
が
な
い
場
合
の

(5
.1
2)
式
の
よ
う

な
，
放
射
性
物
質
の
拡
が

り
の
全
量
を
計
算
し
１
方
位
の

幅
で
平
均
す
る
と
，
短
時
間
放
出
の

(5
.1
3)
式
で
得
ら
れ

る
最

大
濃

度
よ

り
大

き
な

値
と

な
り

不
合

理
な

結
果

と

な
る
こ
と
が
あ
る
【
解

説
5.
14
】
。
 

ⅲ
) 

ⅱ
)
の

場
合

，
1 

方
位

内
に

分
布

す
る

放
射

性
物

質
の

量

を
求
め
，
1 
方
位
の
幅
で
平
均
化
処
理
す
る
こ
と
は
適
切

な
例
で
あ
る
。
 

ⅳ
) 

ⅱ
)
の

場
合

，
平

均
化

処
理

を
行

う
か

わ
り

に
，

長
時

間

で
も

短
時

間
の

計
算

式
に

よ
る

最
大

濃
度

と
し

て
計

算

を
行
う
こ
と
は
保
守
的

で
あ
り
，
か
つ
計
算
も
簡
便
と
な

る
。
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別紙11－１ 

敷地内可動源に対する有毒ガスの発生の検出のための実施体制及び手順 

1. 実施体制

2. 実施手順

(1) 有毒化学物質を積載した薬品タンクローリー等（以下「可動源」という。）

が発電所敷地内へ入構する際，担当課は立会人等を入構箇所へ待機させる。 

(2) 立会人等は，合流後に可動源を敷地内に入構させる。

(3) 立会人等は，受入（納入）箇所まで可動源に随行し，受入（納入）完了ま

で立会する。立会人等は，薬品防護具を常備する。 

3. その他

(1) 可動源の入構は，原則平日通常勤務時間帯とする。

(2) 発電所で重大事故等が発生した場合は，既に入構している可動源は，立会

人等随行の上速やかに敷地外に退避させ，また，新たな可動源を敷地内に入

構させないこととする。 

(3) 立会人等については，化学物質の管理を行う者であって重大事故等対策に

必要な要員以外の者が対応する。なお，化学物質の管理にあたっては，保安

規定に基づく教育訓練を定期的に行うことにより，立会人等は化学物質の取

り扱いに関して十分な力量を有する。 

立会人等 

担当課 

＜入構箇所＞ ＜発電所敷地内＞ 

受入箇所 

可動源 

タンク

立会 

受入 可動源 立会人等 

敷地外 敷地内 移動・随行 

積 載 車 

積 載 車 

積 載 車 
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別紙11－２ 

敷地内可動源からの有毒ガス防護に係る実施体制及び手順 

1. 実施体制

2. 実施手順

(1) 立会人等は，有毒ガスの発生による異常を検知した場合，通信連絡設備等

により当直長に連絡する。 

(2) 当直長は，運転員に中央制御室換気設備の隔離及び全面マスクの着用を指

示する。 

(3) 当直長は，緊急時対策所に緊急時対策本部が設置されている場合は，通信

連絡設備等により本部長に有毒ガスの発生による異常を検知したことを連絡

する。 

(4) 本部長は，緊急時対策本部要員（指示要員）に有毒ガスの発生による異常

を検知したことを連絡し，緊急時対策所換気設備の隔離及び全面マスクの着

用を指示する。 

(5) 運転員は，当直長の指示により，中央制御室換気設備を隔離するとともに，

全面マスクを着用する。 

(6) 緊急時対策本部要員（指示要員）は，本部長の指示により，緊急時対策所

換気設備を隔離するとともに，全面マスクを着用する。 

○防護措置の指示

○防護措置の実施

○発見・認知

本部長 

立会人等 

＜緊急時対策所＞ ＜発電所敷地内＞ ＜中央制御室＞ 

当直長 

運転員 本部指示要員 
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別紙11－３ 

敷地内可動源に対する有毒化学物質の処理等の措置に係る実施体制及び手順 

1. 実施体制

2. 実施手順

(1) 敷地内可動源からの有毒ガスの発生による異常を検知したことの連絡を受

けた当直長は，担当課長に有毒ガスの発生を終息させるための活動を依頼す

る。 

(2) 担当課長は，終息活動要員に全面マスクの着用を指示するとともに，有毒

ガスの発生を終息させるために必要な措置を実施するよう指示する。 

(3) 終息活動要員は，担当課長の指示により，全面マスクを着用するとともに，

有毒ガスの発生を終息させるために速やかに希釈等の措置を実施する。 

(4) 担当課長は，終息活動に時間を要する場合，必要に応じ酸素呼吸器の着用

を指示する。終息活動員は，担当課長の指示により，酸素呼吸器を着用する。 

(5) 終息活動要員は，有毒ガスの発生が終息したことを確認後，担当課長に終

息活動完了を連絡する。 

(6) 担当課長は，有毒ガスの発生が終息したことを当直長に連絡する。

(7) 当直長は，運転員に有毒ガスの発生が終息したことを連絡する。また，緊

急時対策所に緊急時対策本部が設置されている場合は，本部長へ有毒ガスの

発生が終息したことを連絡する。 

(8) 本部長は，緊急時対策本部要員（指示要員）に有毒ガスの発生が終息した

ことを連絡する。 

3. その他

(1) 終息活動要員については，重大事故等対策に必要な要員以外の者が対応す

る。 

○終息活動の指示

○終息活動の実施

○連絡

担当課長 

当直長 

終息活動要員 

積 載 車 希釈等 
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別紙12－１ 

予期せず発生する有毒ガス防護に係る実施体制及び手順 

1. 実施体制

2. 実施手順

(1) 臭気等により異常を認知した場合，発見者は予期せぬ有毒ガスが発生した

ことを当直長へ連絡する。また，敷地外からの有毒ガス発生に関する情報を

入手した場合，情報入手者は予期せぬ有毒ガス発生を当直長へ連絡する。 

(2) 当直長は，臭気等により異常を検知した場合，又は予期せぬ有毒ガス発生

の連絡を受けた場合，運転員に酸素呼吸器の着用を指示する。 

(3) 当直長は，緊急時対策所に緊急時対策本部が設置されている場合は，緊急

時対策所の指示者に予期せぬ有毒ガスが発生したことを通信連絡設備等によ

り連絡する。 

(4) 緊急時対策所の指示者は，臭気等により異常を検知した場合，又は予期せ

ぬ有毒ガス発生の連絡を受けた場合，緊急時対策所の本部要員（初動要員）

に酸素呼吸器の着用を指示する。 

(5) 運転員は，当直長の指示により，定められた着用手順に従い酸素呼吸器を

着用する。 

(6) 緊急時対策所の本部要員（初動要員）は，緊急時対策所の指示者の指示に

より，定められた手順に従い酸素呼吸器を着用する。 

○発見・検知

○防護措置の指示

○防護措置の実施

＜発電所敷地内＞ 

発見者 

＜中央制御室＞ ＜緊急時対策所＞ 

敷地外から
情報入手者 

本部初動要員 

指示者 当直長 

運転員 
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3. 酸素呼吸器の必要配備数量について

3.1 防護対象者の人数 

中央制御室及び緊急時対策所における必要要員数から，防護対象者となる人

数を設定した。 

中央制御室 

（運転員） 

緊急時対策本部要員 

（初動要員） 

人数 ９人 ５人 

3.2 酸素ボンベ等の配備数量 

酸素呼吸器の仕様から，１人当たり必要数量を算定し，全要員に対する配備

数量を設定した。 

中央制御室 

（運転員） 

緊急時対策本部要員 

（初動要員） 

種類 酸素ボンベ 

仕様 公称使用時間：360分／本 

酸素ボンベ必要数量 

（１人当たり） 

①呼吸器１本の利用可能時間

360分／本

②６時間使用の必要酸素ボンベ数

６時間×60分÷360分／本＝１本／人

酸素ボンベ必要数量 

（全要員） 

９人×１本／人 

＝９本 

５人×１本／人 

＝５本 
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別紙12－２ 

予期せず発生する有毒ガス防護に係るバックアップの供給体制について 

1. バックアップの供給体制

予期せず発生する有毒ガスに対し，予備ボンベの数量を確保し，バックアッ

プ用ボンベとして配備する。さらに，継続的な対応が可能となるよう，敷地外

からの酸素ボンベの供給体制を第１図のとおり整備する。バックアップの供給

イメージを第２図に示す。

予期せず発生した有毒ガスに係る対応が発生した場合，担当課長は，高圧ガ

ス事業者に酸素ボンベの運搬を依頼する。連絡を受けた高圧ガス事業者は，酸

素ボンベを運搬し，発電所入口等にて発電所員との受渡しを行う。発電所員は

発電所敷地内を運搬する。 

 

 

第１図 バックアップの供給体制 

第２図 バックアップの供給イメージ 

○酸素ボンベ運搬の依頼

○酸素ボンベの運搬・受渡し

＜発電所敷地内外＞ ＜中央制御室＞ ＜緊急時対策所＞ 

緊急時対策本部要員 
（初動要員） 

高圧ガス事業者 運転員 

担当課長 

発電所員 

発電所構外 発電所構内 建物内 

高圧ガス事業者 発電所入口 中央制御室入口 中央制御室 

（ボンベ供給先） 

高圧ガス事業者 

（運搬要員） 

発電所員 

ボンベ受渡し場所 

緊急対策所 
（ボンベ供給先） 

運転員 
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2. 予備ボンベ

発電所に保管する予備ボンベの数量は，高圧ガス事業者に連絡後，発電所に

到着するまでの必要時間を考慮して設定している。 

安来市の高圧ガス事業所から供給する場合，約１日分のボンベを発電所内に

配備し，約12時間おきに高圧ガス事業者から充填された酸素ボンベを受け取る

ことで対応が可能である。 

予備ボンベについては，中央制御室及び緊急時対策所近傍において，転倒防

止対策を施したうえで配備する。配備予定場所を第３図，第４図に示す。 

第３図 酸素呼吸器予備ボンベ配備予定場所（中央制御室） 

第４図 酸素呼吸器予備ボンベ配備予定場所（緊急時対策所） 

配備予定場所 

：酸素呼吸器（緊急時対策所） 

：予備ボンベ（緊急時対策所近傍建物） 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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別紙13 

発電所構内の要員への影響について 

1. 固定源からの漏えいに対する検知

現状設置されている固定源の塩酸は，その臭い（刺激臭）のしきい値が 1-5ppm1)

であり，防護判断基準値（50ppm）と比較して十分に低い濃度の段階でパトロー

ル者を含む所員は塩酸の漏えいを認知し，退避することができる。また，漏え

いの発見者は直ちに当直長へ連絡し，連絡を受けた当直長はページングにより

所内周知することで，所員への影響を防ぐことができる。 

2. 重大事故等時に使用するアクセスルートへの影響

万が一対象薬品が漏えいした際の重大事故等時に使用するアクセスルートへ

の影響について，以下のとおり影響がないことを確認した。 

仮に，重大事故等時に化学物質の漏えいが発生した場合においても，アクセ

スルートは短時間で通過することができる。塩酸の防護判断基準値の根拠であ

る IDLH値は，「人間が 30分間ばく露された場合，その物質が生命及び健康に

対して危険な影響を即時に与える，又は避難能力を妨げるばく露レベルの濃度

限度値」であることから，短時間通過する者への影響はない。 

また，重大事故等時に使用するアクセスルートでの化学物質の漏えいに対し

ては，迂回路も考慮した複数のアクセスルートを確保している。さらに，作業

現場に向かう際に薬品防護具を携帯することとしており，薬品漏えいが発生し

ていると考えられる場合には，薬品タンクの損壊及び漏えいの状況に応じて薬

品防護具を着用し，対応操作現場に向かうこととしていることから，影響はな

い。 

3. 薬品防護具について

(1) 配備箇所，配備予定数量

緊急時対策所：40セット

中央制御室 ：10セット

(2) セット品（薬品防護具）

○汚染防護服 ○全面マスク ○チャコールフィルタ

○化学防護手袋 ○化学防護長靴 等

<参考文献> 

1）危険物ハンドブック（ギュンター･ホンメル編，1991）
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別紙 14 

有毒ガス防護に係る規則等への適合性について 

1. 改正規則等への適合性について

1.1 改正規則等において追加された事項 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備の基準に関する規

則」（以下「設置許可基準規則」という。）において，原子炉制御室及び緊急時制

御室の運転員，緊急時対策所において重大事故等に対処するために必要な要員並

びに重大事故等対処上特に重要な操作を行う要員（以下「運転・対処要員」とい

う。）が，有毒ガスが発生した場合でも必要な操作を行えるよう，吸気中の有毒

ガス濃度を有毒ガス防護判断基準値以下とするために必要な設備を求めること

が明確化された。具体的な改正点は，以下の 1.1.1から 1.1.3に示すとおり。 

なお，緊急時制御室の運転員に対する防護については，特定重大事故等対処施

設に関連するため，別途説明する。 

1.1.1 原子炉制御室における有毒ガス防護に係る事項 

（改正された規則等） 

・設置許可基準規則（第二十六条）

・設置許可基準規則の解釈（第 26条）

設置許可基準規則（抜粋） 

（原子炉制御室等） 

第二十六条 （略） 

１～２ （略） 

３ 一次冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊又は故障その他の異常が発生

した場合に発電用原子炉の運転の停止その他の発電用原子炉施設の安全性を

確保するための措置をとるため、従事者が支障なく原子炉制御室に入り、又

は一定期間とどまり、かつ、当該措置をとるための操作を行うことができる

よう、次の各号に掲げる場所の区分に応じ、当該各号に定める設備を設けな

ければならない。 

一 原子炉制御室及びその近傍並びに有毒ガスの発生源の近傍工場等内におけ

る有毒ガスの発生を検出するための装置及び当該装置が有毒ガスの発生を検

出した場合に原子炉制御室において自動的に警報するための装置 

二 （略） 
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設置許可基準規則の解釈（抜粋） 

第 26条 （原子炉制御室等） 

１～４ （略） 

５ 第３項に規定する「従事者が支障なく原子炉制御室に入り、又は一定期間

とどまり」とは、事故発生後、事故対策操作をすべき従事者が原子炉制御室

に接近できるよう通路が確保されていること、及び従事者が原子炉制御室に

適切な期間滞在できること、並びに従事者の交替等のため接近する場合にお

いては、放射線レベルの減衰及び時間経過とともに可能となる被ばく防護策

が採り得ることをいう。「当該措置をとるための操作を行うことができる」に

は、有毒ガスの発生に関して、有毒ガスが原子炉制御室の運転員に及ぼす影

響により、運転員の対処能力が著しく低下し、安全施設の安全機能が損なわ

れることがないことを含む。 

６ 第３項第１号に規定する「有毒ガスの発生源」とは、有毒ガスの発生時に

おいて、運転員の対処能力が損なわれるおそれがあるものをいう。「工場等内

における有毒ガスの発生」とは、有毒ガスの発生源から有毒ガスが発生する

ことをいう。 

1.1.2 緊急時対策所における有毒ガス防護に係る事項 

（改正された規則等） 

・設置許可基準規則（第三十四条）

・設置許可基準規則の解釈（第 34条）

設置許可基準規則（抜粋） 

（緊急時対策所） 

第三十四条 （略） 

２ 緊急時対策所及びその近傍並びに有毒ガスの発生源の近傍には、有毒ガス

が発生した場合に適切な措置をとるため、工場等内における有毒ガスの発生

を検出するための装置及び当該装置が有毒ガスの発生を検出した場合に緊急

時対策所において自動的に警報するための装置その他の適切に防護するため

の設備を設けなければならない。 

設置許可基準規則の解釈（抜粋） 

第 34条 （緊急時対策所） 

１ 第２項に規定する「有毒ガスの発生源」とは、有毒ガスの発生時において、

指示要員の対処能力が損なわれるおそれがあるものをいう。「有毒ガスが発生

した場合」とは、有毒ガスが緊急時対策所の指示要員に及ぼす影響により、

指示要員の対処能力が著しく低下し、安全施設の安全機能が損なわれるおそ

れがあることをいう。 
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1.1.3 有毒ガス発生時の原子炉制御室の運転員，緊急時対策所において重大事故

等に対処するために必要な要員並びに重大事故等対処上特に重要な操作を行う

要員の防護に係る事項 

（改正された規則等） 

・実用発電用原子炉に係る発電用原子炉施設設置者の重大事故の発生及び

拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審

査基準（以下「技術的能力審査基準」という。） 

 

技術的能力審査基準（抜粋） 

Ⅲ 要求事項の解釈 

１．重大事故等対策における要求事項の解釈 

１．０ 共通事項 

（１）～（３） （略） 

（４）手順書の整備，訓練の実施及び体制の整備 

【要求事項】 （略） 

【解釈】 

１ 手順書の整備は，以下によること。 

ａ）～ｆ） （略） 

ｇ）有毒ガス発生時の原子炉制御室及び緊急時制御室の運転員、緊急時対策所

において重大事故等に対処するために必要な要員並びに重大事故等対処上

特に重要な操作（常設設備と接続する屋外に設けられた可搬型重大事故等

対処設備（原子炉建屋の外から水又は電力を供給するものに限る。）の接続

をいう。）を行う要員（以下「運転・対処要員」という。）の防護に関し、

次の①から③までに掲げる措置を講じることを定める方針であること。 

① 運転・対処要員の吸気中の有毒ガス濃度を有毒ガス防護のための判断基準

値以下とするための手順を整備すること。 

② 予期せぬ有毒ガスの発生に対応するため、原子炉制御室及び緊急時制御室

の運転員並びに緊急時対策所において重大事故等に対処するために必要

な指示を行う要員のうち初動対応を行う者に対する防護具の着用等運用

面の対策を行うこと。 

③ 設置許可基準規則第６２条等に規定する通信連絡設備により、有毒ガスの

発生を原子炉制御室又は緊急時制御室の運転員から、当該運転員以外の運

転・対処要員に知らせること。 

２ （略） 

３ 体制の整備は，以下によること。 

ａ）～ｋ） （略） 

ｌ）運転・対処要員の防護に関し、次の①及び②に掲げる措置を講じることを

定める方針であること。 

① 運転・対処要員の吸気中の有毒ガス濃度を有毒ガス防護のための判断基 
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準値以下とするための体制を整備すること。 

② 予期せぬ有毒ガスの発生に対応するため、原子炉制御室及び緊急時制御 

室の運転員並びに緊急時対策所において重大事故等に対処するために必

要な指示を行う要員のうち初動対応を行う者に対する防護具の配備等を

行うこと。 

 

1.2 改正規則等への適合性 

1.2.1 原子炉制御室における有毒ガス防護に係る事項 

設置許可基準規則第二十六条第３項第１号にて，「原子炉制御室及びその近傍

並びに有毒ガスの発生源の近傍 工場等内における有毒ガスの発生を検出する

ための装置及び当該装置が有毒ガスの発生を検出した場合に原子炉制御室にお

いて自動的に警報するための装置」を設けることが追加要求された。 

上記規則改正を踏まえ，有毒ガス防護に係る影響評価ガイドを参照して，敷地

内外において貯蔵施設に保管されている有毒ガスを発生させるおそれのある有

毒化学物質（以下「固定源」という。）及び敷地内において輸送手段の輸送容器

に保管されている有毒ガスを発生させるおそれのある有毒化学物質（以下「可動

源」という。）それぞれに対して有毒ガスが発生した場合の影響評価（以下「有

毒ガス防護に係る影響評価」という。）を実施した。有毒ガス防護に係る影響評

価に当たっては，有毒ガスが大気中に多量に放出されるかの観点から，有毒化学

物質の性状，貯蔵状況等を踏まえ固定源及び可動源を特定し，特定した有毒化学

物質に対して有毒ガス防護のための判断基準値を設定し，固定源の有毒ガス防護

に係る影響評価に用いる防液堤等は，現場の設置状況を踏まえ評価条件を設定し

た。その結果，固定源に対しては，運転員の吸気中の有毒ガス濃度が最大方位で

あっても有毒ガス濃度の防護判断基準値に対する割合の和が１を下回り，設置許

可基準規則第二十六条第３項第１号に規定する「有毒ガスの発生源」がないこと

を確認した。また，可動源に対しては，通信連絡設備による連絡，中央制御室換

気空調設備の隔離，防護具の着用等の対策により運転員を防護することとした。

評価結果は，本文「6. まとめ」に示す。 

以上のことから，有毒ガスの発生を検出するための装置や自動的に警報するた

めの装置を設置しなくても，有毒ガスが発生した場合に，有毒ガスが中央制御室

の運転員に及ぼす影響により，運転員の対処能力が著しく低下し，安全施設の安

全機能が損なわれることがなく，改正規則に適合する。 

 

1.2.2 原子炉制御室の追加要求事項に対する適合のための設計方針 

３の一 について 

万一事故が発生した際には，中央制御室内の運転員に対し，有毒ガスの発生

に関して，有毒ガスが中央制御室の運転員に及ぼす影響により，運転員の対処

能力が著しく低下しないよう，運転員が中央制御室内にとどまり，事故対策に

必要な各種の操作を行うことができる設計とする。 
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想定される有毒ガスの発生において，有毒ガスが運転員に及ぼす影響により，

運転員の対処能力が著しく低下し，安全施設の安全機能が損なわれることがな

い設計とする。そのために，固定源及び可動源それぞれに対して有毒ガス防護

に係る影響評価を実施する。固定源に対しては，運転員の吸気中の有毒ガス濃

度の評価結果が有毒ガス防護のための判断基準値を下回ることにより，運転員

を防護できる設計とする。可動源に対しては，中央制御室換気系の隔離等の対

策により，運転員を防護できる設計とする。有毒ガス防護に係る影響評価にお

いて，有毒ガス影響を軽減することを期待する防液堤は，保守管理及び運用管

理を適切に実施する。 

 

1.2.3 緊急時対策所における有毒ガス防護に係る事項 

設置許可基準規則第三十四条第２項にて，「緊急時対策所及びその近傍並びに

有毒ガスの発生源の近傍には，有毒ガスが発生した場合に適切な措置をとるため，

工場等内の有毒ガスの発生を検出するための装置及び当該装置が有毒ガスの発

生を検出した場合に緊急時対策所において自動的に警報するための装置その他

の適切に防護するための設備」を設けることが追加要求された。 

上記規則改正を踏まえ，有毒ガス防護に係る影響評価ガイドを参照して，有毒

ガス防護に係る影響評価を実施した。有毒ガス防護に係る影響評価に当たっては，

有毒ガスが大気中に多量に放出されるかの観点から，有毒化学物質の性状，貯蔵

状況等を踏まえ固定源及び可動源を特定し，特定した有毒化学物質に対して有毒

ガス防護のための判断基準値を設定し，固定源の有毒ガス防護に係る影響評価に

用いる防液堤等は現場の設置状況を踏まえ評価条件を設定した。その結果，固定

源に対しては，重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員の吸気中の有

毒ガス濃度が，最大方位であっても有毒ガス濃度の防護判断基準値に対する割合

の和が１を下回り，設置許可基準規則第三十四条第２項に規定する「有毒ガスの

発生源」がないことを確認した。また，可動源に対しては，通信連絡設備による

連絡，緊急時対策所換気設備の隔離，防護具の着用等の対策により当該要員を防

護することとした。評価結果は，本文「6. まとめ」に示す。 

以上のことから，有毒ガスの発生を検出するための装置や自動的に警報するた

めの装置を設置しなくても，有毒ガスが発生した場合に，有毒ガスが緊急時対策

所の当該要員に及ぼす影響により，当該要員の対処能力が著しく低下し，安全施

設の安全機能が損なわれることがなく，改正規則に適合する。 

 

1.2.4 緊急時対策所の追加要求事項に対する適合のための設計方針 

２ について 

緊急時対策所は，有毒ガスが緊急時対策所の重大事故等に対処するために必

要な指示を行う要員に及ぼす影響により，当該要員の対処能力が著しく低下し

ないよう，当該要員が緊急時対策所内にとどまり，事故対策に必要な各種の指

示，操作を行うことができる設計とする。 
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想定される有毒ガスの発生において，有毒ガスが当該要員に及ぼす影響によ

り，当該要員の対処能力が著しく低下し，安全施設の安全機能が損なわれるこ

とがない設計とする。そのために，固定源及び可動源それぞれに対して有毒ガ

ス防護に係る影響評価を実施する。固定源に対しては，当該要員の吸気中の有

毒ガス濃度の評価結果が有毒ガス防護のための判断基準値を下回ることによ

り，当該要員を防護できる設計とする。また，可動源に対しては，緊急時対策

所換気設備の隔離等の対策により，当該要員を防護できる設計とする。有毒ガ

ス防護に係る影響評価において，有毒ガス影響を軽減することを期待する防液

堤は，保守管理及び運用管理を適切に実施する。 

 

1.2.5 有毒ガス発生時の原子炉制御室の運転員，緊急時対策所において重大事故

等に対処するために必要な要員並びに重大事故等対処上特に重要な操作を行う

要員の防護に係る事項 

技術的能力審査基準（Ⅲ 要求事項の解釈 １．０ 共通事項）にて，有毒

ガス発生時の運転・対処要員の防護に関して，措置を講じることが追加要求さ

れた。 

規則改正を踏まえ，有毒ガス発生時に，運転員及び緊急時対策要員の吸気中

の有毒ガス濃度を有毒ガス防護のための判断基準値以下とすることにより，事

故対策に必要な各種の指示，操作を行うことができるよう手順と体制を整備す

るとともに，予期せぬ有毒ガスが発生した場合に事故対策に必要な各種の指示，

操作を行うための手順と体制，有毒ガスの発生による異常を検知した場合に有

毒ガスの発生を必要な要員に周知するための手順を整備することとしており，

改正規則に適合する。 

 

1.2.6 技術的能力審査基準の追加要求事項に対する適合性 

 １ について 

有毒ガス発生時に，事故対策に必要な各種の指示，操作を行うことができる

ように，重大事故等に対処する要員の吸気中の有毒ガス濃度を有毒ガス防護の

ための判断基準値以下とするための手順を整備する。固定源に対しては，重大

事故等に対処する要員の吸気中の有毒ガス濃度を有毒ガス防護のための判断

基準値を下回るようにする。可動源に対しては，換気空調設備の隔離等により，

運転員及び緊急時対策要員のうち重大事故等に対処するために必要な指示を

行う要員が事故対策に必要な各種の指示，操作を行うことができるようにする。 

予期せぬ有毒ガスの発生においても，運転員及び緊急時対策要員のうち初動

対応において重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員が防護具を

着用することにより，事故対策に必要な各種の指示，操作を行うことができる

よう手順を整備する。 

有毒ガスの発生による異常を検知した場合には，当直長に連絡し，当直長が

通信連絡設備により，発電所内の必要な要員に有毒ガスの発生を周知するため
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の手順を整備する。 

  

 ３ について 

有毒ガス発生時に，事故対策に必要な各種の指示，操作を行うことができる

ように，重大事故等に対処する要員の吸気中の有毒ガス濃度を有毒ガス防護の

ための判断基準値以下とするための体制を整備する。固定源に対しては，重大

事故等に対処する要員の吸気中の有毒ガス濃度を有毒ガス防護のための判断

基準値を下回るようにする。可動源に対しては，換気空調設備の隔離等により，

運転員及び緊急時対策要員のうち重大事故等に対処するために必要な指示を

行う要員が事故対策に必要な各種の指示，操作を行うことができるようにする。  

予期せぬ有毒ガスの発生においても，運転員及び緊急時対策要員のうち初動

対応において重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員に対して防

護具を配備することにより，事故対策に必要な各種の指示，操作を行うことが

できるよう体制を整備する。 

 

1.3 有毒ガス防護に係る規則への適合性 

本規則改正に伴う設置許可基準規則での関係条文を整理した結果を添付資料１

に示す。 

有毒ガス防護に係る規則等の改正の関係条文は，第三条～第十三条，第二十六

条，第三十四条，第三十五条，第四十二条及び第六十二条であるが，これらのう

ち第二十六条及び第三十四条への適合性は，1.2に示すとおりである。その他の関

係条文については，発電用原子炉施設，設計基準対象施設または安全施設全般に

関係するものであるが，添付資料１に示すとおり，有毒ガス防護に係る対応にお

いての設備の変更はない。 
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添付資料１ 

 

島根原子力発電所２号炉 

有毒ガス防護に係る規則等の改正に伴う条文整理表 

 

島根２号炉の有毒ガス防護に係る規則等の改正に伴い，設置許可基準規則の各

条文との関係について，下表に整理結果を示す。 

【凡例】○：関係条文 

×：関係なし 

設置許可基準規則 条文 関係性 備考 

第１条 適用範囲 × 適用範囲を示したものであり，要求事項ではないことから，

関係条文ではない。 

第２条 定義 × 用語の定義であり，要求事項ではないことから，関係条文で

はない。 

第３条 設計基準対象施設の地盤 ○※ 有毒ガス防護に対する運用変更を実施するが，設計基準対処

施設の地盤に変更はない。 

第４条 地震による損傷の防止 ○※ 有毒ガス防護に対する運用変更を実施するが，地震による損

傷の防止に変更はない。 

第５条 津波による損傷の防止 ○※ 有毒ガス防護に対する運用変更を実施するが，津波による損

傷の防止に変更はない。 

第６条 外部からの衝撃による損傷の防

止 

○※ 有毒ガス防護に対する運用変更を実施するが，外部からの衝

撃による損傷の防止に変更はない。 

第７条 発電用原子炉施設への人の不法

な侵入等の防止 

○※ 有毒ガス防護に対する運用変更を実施するが，発電用原子炉

施設への人の不法な侵入等の防止措置に変更はない。 

第８条 火災による損傷の防止 ○※ 有毒ガス防護に対する運用変更を実施するが，火災による損

傷の防止に変更はない。 

第９条 溢水による損傷の防止等 ○※ 有毒ガス防護に対する運用変更を実施するが，溢水による損

傷の防止等に変更はない。 

第 10条 誤操作の防止 ○※ 有毒ガス防護に対する運用変更を実施するが，誤操作の防止

に変更はない。 

第 11条 安全避難通路等 ○※ 有毒ガス防護に対する運用変更を実施するが，安全避難通路

等に変更はない。 

第 12条 安全施設 ○※ 有毒ガス防護に対する運用変更を実施するが。安全施設に変

更はない。 

第 13条 運転時の異常な過渡変化及び設

計基準事故の拡大の防止 

○※ 有毒ガス防護に対する運用変更を実施するが，運転時の異常

な過渡変化及び設計基準事故の拡大の防止に関する解析及び

評価に変更はない。 

第 14条 全交流動力電源喪失対策設備 × 有毒ガス防護に対する運用変更を実施するが，全交流動力電

源喪失対策設備に該当しないことから，関係条文ではない。 

第 15条 炉心等 × 有毒ガス防護に対する運用変更を実施するが，炉心等に該当

しないことから，関係条文ではない。 

第 16条 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施

設 

× 有毒ガス防護に対する運用変更を実施するが，燃料体等の取

扱施設及び貯蔵施設に該当しないことから，関係条文ではな

い。 

第 17条 原子炉冷却材圧力バウンダリ × 有毒ガス防護に対する運用変更を実施するが，原子炉冷却材

圧力バウンダリに該当しないことから，関係条文ではない。 
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設置許可基準規則 条文 関係性 備考 

第 18条 蒸気タービン × 有毒ガス防護に対する運用変更を実施するが，蒸気タービン

に該当しないことから，関係条文ではない。 

第 19条 非常用炉心冷却設備 × 有毒ガス防護に対する運用変更を実施するが，非常用炉心冷

却設備に該当しないことから，関係条文ではない。 

第 20条 一次冷却材の減少分を補給する

設備 

× 有毒ガス防護に対する運用変更を実施するが，一次冷却材の

減少分を補給する設備に該当しないことから，関係条文では

ない。 

第 21条 残留熱を除去することができる

設備 

× 有毒ガス防護に対する運用変更を実施するが，残留熱を除去

することができる設備に該当しないことから，関係条文では

ない。 

第 22条 最終ヒートシンクへ熱を輸送す

ることができる設備 

× 有毒ガス防護に対する運用変更を実施するが，最終ヒートシ

ンクへ熱を輸送することができる設備に該当しないことか

ら，関係条文ではない。 

第 23条 計測制御系統施設 × 有毒ガス防護に対する運用変更を実施するが，計測制御系統

施設に該当しないことから，関係条文ではない。 

第 24条 安全保護回路 × 有毒ガス防護に対する運用変更を実施するが，安全保護回路

に該当しないことから，関係条文ではない。 

第 25条 反応度制御系統及び原子炉制御

系統 

× 有毒ガス防護に対する運用変更を実施するが，反応度制御系

統及び原子炉制御系統に該当しないことから，関係条文では

ない。 

第 26条 原子炉制御室等 ○※ 有毒ガス防護に関する規則改正に係る条文であり，機能要求

を満足することを確認する必要があることから，適用対象で

ある。 

第 27条 放射性廃棄物の処理施設 × 有毒ガス防護に対する運用変更を実施するが，放射性廃棄物

の処理施設に該当しないことから，関係条文ではない。 

第 28条 放射性廃棄物の貯蔵施設 × 有毒ガス防護に対する運用変更を実施するが，放射性廃棄物

の貯蔵施設に該当しないことから，関係条文ではない。 

第 29条 工場等周辺における直接線等か

らの防護 

× 有毒ガス防護に対する運用変更を実施するが，敷地境界にお

ける線量率の変更はないことから，関係条文ではない。 

第 30条 放射線からの放射線業務従事者

の防護 

× 有毒ガス防護に対する運用変更を実施するが，放射線からの

放射線業務従事者の防護の変更はないことから，関係条文で

はない。 

第 31条 監視設備 × 有毒ガス防護に対する運用変更を実施するが，監視設備の変

更はないことから，関係条文ではない。 

第 32条 原子炉格納施設 × 有毒ガス防護に対する運用変更を実施するが，原子炉格納施

設に該当しないことから，関係条文ではない。 

第 33条 保安電源設備 × 有毒ガス防護に対する運用変更を実施するが，保安電源設備

に該当しないことから，関係条文ではない。 

第 34条 緊急時対策所 ○※ 有毒ガス防護に関する規則改正に係る条文であり，機能要求

を満足することを確認する必要があることから，適用対象で

ある。 

第 35条 通信連絡設備 ○※ 有毒ガス防護に対する運用変更を実施するため，有毒ガス発

生時の連絡手段として通信連絡設備を利用するが，通信連絡

設備に変更はない。 

第 36条 補助ボイラー × 有毒ガス防護に対する運用変更を実施するが，補助ボイラー

に該当しないことから，関係条文ではない。 

第 37条 重大事故等の拡大の防止等 × 有毒ガス防護に対する運用変更を実施するが，重大事故等対

処施設ではないことから，関係条文ではない。 

第 38条 重大事故等対処施設の地盤 × 同上 
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第 39条 地震による損傷の防止 × 有毒ガス防護に対する運用変更を実施するが，重大事故等対

処施設ではないことから，関係条文ではない。 

第 40条 津波による損傷の防止 × 同上 

第 41条 火災による損傷の防止 × 同上 

第 42条 特定重大事故等対処施設 ○※ 有毒ガス防護に関する規則改正に係る条文であり，機能要求

を満足することを確認する必要がことから，適用対象である。 

なお，特定重大事故等対処施設に関連するため別途説明する。 

第 43条 重大事故等対処設備 × 有毒ガス防護に対する運用変更を実施するが，重大事故等対

処施設ではないことから，関係条文ではない。 

第 44条 緊急停止失敗時に発電用原子炉

を未臨界にするための設備 

× 同上 

第 45条 原子炉冷却材圧力バウンダリ高

圧時に発電用原子炉を冷却する

ための設備 

× 同上 

第 46条 原子炉冷却材圧力バウンダリを

減圧するための設備 

× 同上 

第 47条 原子炉冷却材圧力バウンダリ低

圧時に発電用原子炉を冷却する

ための設備 

× 同上 

第 48条 最終ヒートシンクへ熱を輸送す

るための設備 

× 同上 

第 49条 原子炉格納容器内の冷却等のた

めの設備 

× 同上 

第 50条 原子炉格納容器の過圧破損を防

止するための設備 

× 同上 

第 51条 原子炉格納容器下部の溶融炉心

を冷却するための設備 

× 同上 

第 52条 水素爆発による原子炉格納容器

の破損を防止するための設備 

× 同上 

第 53条 水素爆発による原子炉建屋等の

損傷を防止するための設備 

× 同上 

第 54条 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のた

めの設備 

× 同上 

第 55条 工場等外への放射性物質の拡散

を抑制するための設備 

× 同上 

第 56条 重大事故等の収束に必要となる

水の供給設備 

× 同上 

第 57条 電源設備 × 同上 

第 58条 計装設備 × 同上 

第 59条 運転員が原子炉制御室にとどま

るための設備 

× 同上 

第 60条 監視測定設備 × 同上 

第 61条 緊急時対策所 × 同上 

第 62条 通信連絡を行うために必要な設

備 

○※ 有毒ガス防護に対する運用変更を実施するため，有毒ガス発

生時の連絡手段として通信連絡設備を利用するが，通信連絡

設備に変更はない。 

※：新規制基準適合性審査のうち，設計基準対象施設の各条文の審査にて適合性を示す。 
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